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公布された条例等のあらまし

（条例第55号）◇参考人等に対する費用弁償等支給条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 費用弁償の支給対象者に係る規定を、県の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定

人、参考人、通訳、講師等として旅行した者に対して費用弁償を支給することとした。（第２条関係）

⑵ ⑴に伴う規定の整理

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第56号）◇職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（条例第57号）◇県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（条例第58号）◇市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 職員、任期付研究員、任期付職員、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の給料表を人事委員会の勧告

どおり改正することとした。

⑵ 職員の育児休業等に関する条例の一部改正

２ 施行期日等

公布の日から施行し、平成24年４月１日から適用することとした。

（条例第59号）◇職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 民間との均衡を図るため設けられている退職手当の調整率を、100分の104から次の表に掲げる期間の区分に応

じ、同表に定める率に引き下げることとした。

期 間 調整率

平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 100分の98

平成26年４月１日から平成27年３月31日まで 100分の92

平成27年４月１日以降 100分の87

⑵ 調整率の適用対象に自己の都合による退職者又は勤続20年未満の退職者を含めることとした。

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第60号）◇特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 知事等の退職手当の支給割合の改正

区 分 改 正 前 改 正 後

知 事 100分の60 100分の51

副 知 事 100分の43 100分の36

常 勤 の 監 査 委 員 100分の17 100分の14

⑵ 病院事業管理者の退職手当の支給割合の改正

改 正 前 改 正 後

100分の26 100分の22
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⑶ 教育長の退職手当の支給割合の改正

改 正 前 改 正 後

100分の26 100分の22

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第61号）◇島根県手数料条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 低炭素建築物新築等計画の認定等に係る手数料の新設（別表64の４の項関係）

手数料を納めなければならない者 手数料の額

ア 低炭素建築物新築等計画（以下「計画」という。）

の認定を受けようとする者

一戸建ての住宅の場合 33,300円（適合証（技術審査機関が作成した認定基準(ア)

に適合していることを示す書類をいう。以下同じ。）

の提出がある場合にあっては、4,500円）

共同住宅等の住戸の場合(イ)

ａ 計画の認定を受けようとする住戸数の合計（以 67,400円（適合証の提出がある場合にあっては、9,100

下「認定戸数」という。）が５戸以下のもの 円）

ｂ 認定戸数が６戸以上10戸以下のもの 93,500円（適合証の提出がある場合にあっては、15,400

円）

ｃ 認定戸数が11戸以上25戸以下のもの 131,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

25,700円）

ｄ 認定戸数が26戸以上50戸以下のもの 188,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

43,200円）

ｅ 認定戸数が51戸以上100戸以下のもの 270,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

77,300円）

ｆ 認定戸数が101戸以上200戸以下のもの 361,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

120,000円）

ｇ 認定戸数が201戸以上300戸以下のもの 473,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

152,000円）

ｈ 認定戸数が301戸以上のもの 556,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

162,000円）

共同住宅等の場合 ａ、ｂ及びｃに規定する区分に応じ、それぞれ当該手(ウ)

数料を合算した額

ａ 住戸

総住戸数が５戸以下のもの 67,400円（適合証の提出がある場合にあっては、9,100(ａ)

円）

総住戸数が６戸以上10戸以下のもの 93,500円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｂ)

15,400円）

総住戸数が11戸以上25戸以下のもの 131,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｃ)

25,700円）

総住戸数が26戸以上50戸以下のもの 188,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｄ)
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43,200円）

総住戸数が51戸以上100戸以下のもの 270,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｅ)

77,300円）

総住戸数が101戸以上200戸以下のもの 361,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｆ)

120,000円）

総住戸数が201戸以上300戸以下のもの 473,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｇ)

152,000円）

総住戸数が301戸以上のもの 556,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｈ)

162,000円）

ｂ 共用部分

共用部分の床面積の合計が300平方メートル 106,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ａ)

以内のもの 9,100円）

共用部分の床面積の合計が300平方メートル 173,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｂ)

を超え2,000平方メートル以内のもの 25,700円）

共用部分の床面積の合計が2,000平方メート 270,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｃ)

ルを超え5,000平方メートル以内のもの 77,300円）

共用部分の床面積の合計が5,000平方メート 346,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｄ)

ルを超え10,000平方メートル以内のもの 122,000円）

共用部分の床面積の合計が10,000平方メート 408,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｅ)

ルを超え25,000平方メートル以内のもの 152,000円）

共用部分の床面積の合計が25,000平方メート 475,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｆ)

ルを超えるもの 190,000円）

ｃ 非住宅部分

非住宅部分の床面積の合計が300平方メート 235,000円（適合証の提出がある場合にあっては、9,100(ａ)

ル以内のもの 円）

非住宅部分の床面積の合計が300平方メート 370,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｂ)

ルを超え2,000平方メートル以内のもの 25,700円）

非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メー 526,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｃ)

トルを超え5,000平方メートル以内のもの 77,300円）

非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メー 646,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｄ)

トルを超え10,000平方メートル以内のもの 122,000円）

非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メー 749,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｅ)

トルを超え25,000平方メートル以内のもの 152,000円）

非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メー 855,000円（適合証の提出がある場合にあっては、(ｆ)

トルを超えるもの 190,000円）

住宅以外の建築物の場合(エ)

ａ 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 235,000円（適合証の提出がある場合にあっては、9,100

円）

ｂ 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平 370,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

方メートル以内のもの 25,700円）

ｃ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000 526,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

平方メートル以内のもの 77,300円）
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ｄ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000 646,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

平方メートル以内のもの 122,000円）

ｅ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え 749,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

25,000平方メートル以内のもの 152,000円）

ｆ 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるも 855,000円（適合証の提出がある場合にあっては、

の 190,000円）

イ 計画の変更の認定を受けようとする者

一戸建ての住宅の場合 16,600円（変更後の計画に係る適合証（変更の認定を(ア)

受けようとする計画について技術審査機関が作成した

認定基準に適合していることを示す書類をいう。以下

同じ。）の提出がある場合にあっては、2,200円）

共同住宅等の住戸の場合(イ)

ａ 計画の変更の認定を受けようとする住戸数の合 アの のａに定める額の２分の１の額（100円未満の(イ)

計（以下「変更認定戸数」という。）が５戸以下 端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ｂか

のもの らｈまでにおいて同じ。）

ｂ 変更認定戸数が６戸以上10戸以下のもの アの のｂに定める額の２分の１の額(イ)

ｃ 変更認定戸数が11戸以上25戸以下のもの アの のｃに定める額の２分の１の額(イ)

ｄ 変更認定戸数が26戸以上50戸以下のもの アの のｄに定める額の２分の１の額(イ)

ｅ 変更認定戸数が51戸以上100戸以下のもの アの のｅに定める額の２分の１の額(イ)

ｆ 変更認定戸数が101戸以上200戸以下のもの アの のｆに定める額の２分の１の額(イ)

ｇ 変更認定戸数が201戸以上300戸以下のもの アの のｇに定める額の２分の１の額(イ)

ｈ 変更認定戸数が301戸以上のもの アの のｈに定める額の２分の１の額(イ)

共同住宅等の場合 ａからｄまでに規定する区分に応じ、それぞれ当該手(ウ)

数料を合算した額

ａ 住戸の変更（住戸の増加に係る部分を除く。）

計画の変更に係る住戸数が５戸以下のもの アの のａの に定める額の２分の１の額（100円未(ａ) (ウ) (ａ)

満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

から までにおいて同じ。）(ｂ) (ｈ)

変更に係る住戸数が６戸以上10戸以下のもの アの のａの に定める額の２分の１の額(ｂ) (ウ) (ｂ)

変更に係る住戸数が11戸以上25戸以下のもの アの のａの に定める額の２分の１の額(ｃ) (ウ) (ｃ)

変更に係る住戸数が26戸以上50戸以下のもの アの のａの に定める額の２分の１の額(ｄ) (ウ) (ｄ)

変更に係る住戸数が51戸以上100戸以下のも アの のａの に定める額の２分の１の額(ｅ) (ウ) (ｅ)

の

変更に係る住戸数が101戸以上200戸以下のも アの のａの に定める額の２分の１の額(ｆ) (ウ) (ｆ)

の

変更に係る住戸数が201戸以上300戸以下のも アの のａの に定める額の２分の１の額(ｇ) (ウ) (ｇ)

の

変更に係る住戸数が301戸以上のもの アの のａの に定める額の２分の１の額(ｈ) (ウ) (ｈ)

ｂ 住戸の変更（住戸の増加に係る部分に限る。）

計画の変更により増加する住戸数が５戸以下 67,400円（変更後の計画に係る適合証の提出がある場(ａ)

のもの 合にあっては、9,100円）

計画の変更により増加する住戸数が６戸以上 93,500円（変更後の計画に係る適合証の提出がある場(ｂ)
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10戸以下のもの 合にあっては、15,400円）

計画の変更により増加する住戸数が11戸以上 131,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｃ)

25戸以下のもの 場合にあっては、25,700円）

計画の変更により増加する住戸数が26戸以上 188,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｄ)

50戸以下のもの 場合にあっては、43,200円）

計画の変更により増加する住戸数が51戸以上 270,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｅ)

100戸以下のもの 場合にあっては、77,300円）

計画の変更により増加する住戸数が101戸以 361,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｆ)

上200戸以下のもの 場合にあっては、120,000円）

計画の変更により増加する住戸数が201戸以 473,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｇ)

上300戸以下のもの 場合にあっては、152,000円）

計画の変更により増加する住戸数が301戸以 556,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｈ)

上のもの 場合にあっては、162,000円）

ｃ 共用部分の変更

計画の変更に係る共用部分(床面積の増加に 106,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ａ)

係る部分を除く。）の床面積の２分の１の面積 場合にあっては、9,100円）

と当該計画の変更に係る共用部分のうち床面積

の増加に係る部分の床面積との合計(以下「変

更に係る共用部分の床面積の合計」という。)

が300平方メートル以内のもの

変更に係る共用部分の床面積の合計が300平 173,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｂ)

方メートルを超え2,000平方メートル以内のも 場合にあっては、25,700円）

の

変更に係る共用部分の床面積の合計が2,000 270,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｃ)

平方メートルを超え5,000平方メートル以内の 場合にあっては、77,300円）

もの

変更に係る共用部分の床面積の合計が5,000 346,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｄ)

平方メートルを超え10,000平方メートル以内の 場合にあっては、122,000円）

もの

変更に係る共用部分の床面積の合計が10,000 408,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｅ)

平方メートルを超え25,000平方メートル以内の 場合にあっては、152,000円）

もの

共用部分の床面積の合計が25,000平方メート 475,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｆ)

ルを超えるもの 場合にあっては、190,000円）

ｄ 非住宅部分の変更

計画の変更に係る非住宅部分（床面積の増加 235,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ａ)

に係る部分を除く。）の床面積の２分の１の面 場合にあっては、9,100円）

積と当該計画の変更に係る非住宅部分のうち床

面積の増加に係る部分の床面積との合計（以下

「変更に係る非住宅部分の床面積の合計」とい

う。）が300平方メートル以内のもの

変更に係る非住宅部分の床面積の合計が300 370,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｂ)
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平方メートルを超え2,000平方メートル以内の 場合にあっては、25,700円）

もの

変更に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000 526,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｃ)

平方メートルを超え5,000平方メートル以内の 場合にあっては、77,300円）

もの

変更に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000 646,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｄ)

平方メートルを超え10,000平方メートル以内の 場合にあっては、122,000円）

もの

変更に係る非住宅部分の床面積の合計が 749,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｅ)

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル 場合にあっては、152,000円）

以内のもの

変更に係る非住宅部分の床面積の合計が 855,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある(ｆ)

25,000平方メートルを超えるもの 場合にあっては、190,000円）

住宅以外の建築物の場合(エ)

ａ 計画の変更に係る部分（床面積の増加に係る部 235,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

分を除く。）の床面積の２分の１の面積と当該計 場合にあっては、9,100円）

画の変更に係る部分のうち床面積の増加に係る部

分の床面積との合計（以下「変更に係る部分の床

面積の合計」という。）が300平方メートル以内

のもの

ｂ 変更に係る非住宅部分の床面積の合計が300平 370,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 場合にあっては、25,700円）

ｃ 変更に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000 526,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

平方メートルを超え5,000平方メートル以内のも 場合にあっては、77,300円）

の

ｄ 変更に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000 646,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

平方メートルを超え10,000平方メートル以内のも 場合にあっては、122,000円）

の

ｅ 変更に係る非住宅部分の床面積の合計が10,000 749,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

平方メートルを超え25,000平方メートル以内のも 場合にあっては、152,000円）

の

ｆ 変更に係る非住宅部分の床面積の合計が25,000 855,000円（変更後の計画に係る適合証の提出がある

平方メートルを超えるもの 場合にあっては、190,000円）

ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により建 計画の認定を受けようとする住宅又は計画の変更の認

築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかど 定を受けようとする建築物の床面積の合計及び昇降機

うかの審査を受けようとする者 の数に応じて島根県建築基準法施行条例の規定の例に

より算出した額（工作物を築造する場合にあっては当

該工作物の数に応じて同条例の規定の例により算出し

た額を、構造計算適合性判定を要する部分が含まれる

場合にあっては当該部分の床面積の合計に応じて同条

例の規定の例により算出した額に100分の105を乗じて

得た額を加えた額）
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⑵ 養ほう振興法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（別表38の項関係）

２ 施行期日

１の⑴については公布の日から、１の⑵については平成25年１月１日から施行することとした。

（条例第62号）◇島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する職員及びその員数

⑵ 居室の床面積

⑶ 利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 利用定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第63号）◇島根県病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 病院及び診療所の既存の病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たって行う補正の基準を定めることとし

た。（第２条関係）

⑵ 病院及び診療所の既存の病床数を算定する際の介護老人保健施設の入所定員数に係る基準を定めることとした。

（第３条関係）

⑶ 専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所の基準を定めることとした。（第４条関係）

⑷ 病院の看護師その他の従業者の員数及び施設に関する基準を定めることとした。（第５条・第６条関係）

⑸ 療養病床を有する診療所の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数及び施設に関する基準を定めるこ

ととした。（第７条・第８条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第64号）◇島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 指定居宅サービス事業者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第４条―第276条関

係）

ア 訪問介護

イ 訪問入浴介護

ウ 訪問看護

エ 訪問リハビリテーション

オ 居宅療養管理指導

カ 通所介護（指定療養通所介護を含む。）

キ 通所リハビリテーション

ク 短期入所生活介護（ユニット型指定短期入所生活介護を含む。）

ケ 短期入所療養介護（ユニット型指定短期入所療養介護を含む。）
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コ 特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定特定施設入所者生活介護を含む。）

サ 福祉用具貸与

シ 特定福祉用具販売

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

◇島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

（条例第65号）果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 指定介護予防サービス事業者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定めることとした。（第４条―第266条関係）

ア 介護予防訪問介護

イ 介護予防訪問入浴介護

ウ 介護予防訪問看護

エ 介護予防訪問リハビリテーション

オ 介護予防居宅療養管理指導

カ 介護予防通所介護

キ 介護予防通所リハビリテーション

ク 介護予防短期入所生活介護（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護を含む。）

ケ 介護予防短期入所療養介護（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護を含む。）

コ 介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入所者生活介護を含む。）

サ 介護予防福祉用具貸与

シ 特定介護予防福祉用具販売

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第66号）◇島根県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する職員及びその員数

⑵ 居室の床面積

⑶ 利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第67号）◇島根県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する職員及びその員数

⑵ 居室の床面積
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⑶ 入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 入所定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第68号）◇島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 次に掲げる特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム（⑵を除く。）の設備及び運営に関する基準

を定めることとした。（第２条―第31条・第43条―第48条関係）

ア 配置する職員及びその員数

イ １の居室の定員

ウ 居室の床面積

エ 入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

オ その他設備及び運営に関する事項

⑵ 次に掲げるユニット型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準を定めることとした。（第32条―第42条・第49条―第52条関係）

ア 配置する職員及びその員数

イ １の居室の定員

ウ 居室の床面積

エ 入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

オ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。ただし、１の⑴のイについては、平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第69号）◇島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 指定介護老人福祉施設の入所定員の基準を定めることとした。（第２条関係）

⑵ 次に掲げる指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第３条―第42条関

係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ １の居室の定員

ウ 居室の床面積

エ 入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するも

の

オ その他人員、設備及び運営に関する事項

⑶ 次に掲げるユニット型指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第43条

―第54条関係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ １の居室の定員

ウ 居室の床面積

エ 入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するも
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の

オ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。ただし、１の⑵のイについては、平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第70号）◇島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 従事する従業者及びその員数

⑵ 有しなければならない施設及び構造設備

⑶ 入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ その他人員及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第71号）◇島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる指定介護療養型医療施設の人員、施設及び設備の基準を定めることとした。

⑴ 従事する従業者及びその員数

⑵ 病室の床面積

⑶ 入院する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第72号）◇島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 児童福祉施設においては、その立地条件を踏まえた非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注

意と訓練をしなければならないこととした。（第６条関係）

⑵ 乳児院に置かなければならない職員及びその数を改正することとした。（第27条関係）

⑶ 母子生活支援施設に置かなければならない職員の数を改正することとした。（第36条関係）

⑷ 児童養護施設に置かなければならない職員の数を改正することとした。（第57条関係）

⑸ 福祉型障害児入所施設について、次に掲げる基準を定めることとした。（第66条―第74条関係）

ア 児童の居室、調理室等の面積その他設備の基準

イ 置かなければならない職員及びその資格

ウ 児童指導員及び保育士の総数並びに看護師の数

エ その他福祉型障害児入所施設の設備及び運営に関する基準

⑹ 医療型障害児入所施設について、次に掲げる基準を定めることとした。（第75条―第79条関係）

ア 医療法に規定する病院として必要な設備その他の設備の基準

イ 置かなければならない職員及びその資格

ウ 児童指導員及び保育士の総数

エ その他医療型障害児入所施設の設備及び運営に関する基準
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⑺ 福祉型児童発達支援センターについて、次に掲げる基準を定めることとした。（第80条―第86条関係）

ア 指導訓練室、遊戯室、調理室等の面積その他設備の基準

イ 置かなければならない職員及びその資格

ウ 児童指導員、保育士、言語聴覚士、看護師及び機能訓練担当職員の総数

エ その他福祉型児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準

⑻ 医療型児童発達支援センターについて、次に掲げる基準を定めることとした。（第87条―第91条関係）

ア 医療法に規定する診療所として必要な設備及び調理室その他の設備の基準

イ 置かなければならない職員

ウ その他医療型児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準

⑼ 情緒障害児短期治療施設に置かなければならない職員の数を改正することとした。（第93条関係）

⑽ 児童自立支援施設に置かなければならない職員の数を改正することとした。（第101条関係）

⑾ その他規定の整理

２ 施行期日

１の⑸から⑻まで及び⑾については公布の日から、１の⑴から⑷まで、⑼及び⑽については平成25年４月１日から

施行することとした。

（条例第73号）◇島根県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する職員及びその員数

⑵ 居室の床面積

⑶ 入所者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 入所定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第74号）◇知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

母子及び寡婦福祉法に基づく事務のうち、次の事務を吉賀町及び隠岐の島町に権限移譲することとした。（第２条

の表第56号関係）

⑴ 母子・寡婦福祉資金（母子福祉団体に対するものを除く。⑵から⑹までにおいて同じ。）の貸付け及び継続貸付

けに係る申請の受理

⑵ 母子・寡婦福祉資金の償還の免除に係る申請の受理

⑶ 母子・寡婦福祉資金の繰上償還に係る申出の受理

⑷ 母子・寡婦福祉資金の据置期間の延長に係る申請の受理

⑸ 母子・寡婦福祉資金に係る違約金の徴収の特例に係る申請の受理

⑹ 母子・寡婦福祉資金の償還金の支払猶予に係る申請の受理

⑺ その他母子及び寡婦福祉法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行することとした。
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（条◇島根県障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

例第75号）

１ 条例の概要

⑴ 指定障害福祉サービス事業者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定障害福祉サービス事業等に係る人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第４条

―第210条関係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ 居室及び病室の床面積

ウ 障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持

等に密接に関連するもの

エ 利用定員

オ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第76◇島根県障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

号）

１ 条例の概要

⑴ 指定障害者支援施設の設置者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第４条―第61条関

係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ 居室の床面積

ウ 障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

エ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第77号）◇島根県障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 従事する従業者及びその員数

⑵ 居室及び病室の床面積

⑶ 障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 利用定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第78号）◇島根県障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めることとした。
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⑴ 配置する従業者及びその員数

⑵ 障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するもの

⑶ 利用定員

⑷ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第79号）◇島根県障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する従業者及びその員数

⑵ 居室の床面積

⑶ 障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 利用定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第80号）◇島根県障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

次に掲げる障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定めることとした。

⑴ 配置する従業者及びその員数

⑵ 居室の床面積

⑶ 障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの

⑷ 利用定員

⑸ その他設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第81号）◇島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 指定障害児通所支援事業者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第４条―第83条関

係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ 居室及び病室の床面積

ウ 障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に

密接に関連するもの

エ 利用定員

オ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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（条例第82号）◇島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

１ 条例の概要

⑴ 指定障害児入所施設の事業者は、法人であることとした。（第３条関係）

⑵ 次に掲げる指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定めることとした。（第４条―第58条関

係）

ア 従事する従業者及びその員数

イ 居室及び病室の床面積

ウ 障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に

密接に関連するもの

エ その他人員、設備及び運営に関する事項

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第83号）◇島根県立高等技術校条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 入校検定料、入校料及び授業料を無料とする職業訓練の基準を定めることとした。（第３条関係）

⑵ 技術校の実施する普通課程に係る職業訓練の基準を定めることとした。（第７条関係）

⑶ 技術校の実施する短期課程に係る職業訓練の基準を定めることとした。（第８条関係）

⑷ 技術校の実施する普通職業訓練における職業訓練指導員の資格について定めることとした。（第９条関係）

⑸ その他規定の整備

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第84号）◇島根県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

１ 条例の概要

県道に係る移動等円滑化のために必要な歩道等、立体横断施設、乗合自動車停留所、路面電車停留場等、自動車駐

車場等の構造に関する基準を定めることとした。

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（条例第85号）◇島根県港湾施設条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

貨物上屋の使用料の額に特等の額を設定することとした。（別表第２関係）

⑴ 特等の使用料の額

利用期間15日以下 １平方メートル１日につき 25円

利用期間16日以上30日以下 15日までの期間 １平方メートル１日につき 25円

16日以上の期間 １平方メートル１日につき 30円

利用期間31日以上１年未満 15日までの期間 １平方メートル１日につき 25円

16日から30日までの期間 １平方メートル１日につき 30円

31日以上の期間 １平方メートル１日につき 50円

利用期間１年 １平方メートル１年につき 9,200円
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⑵ ⑴に消費税額（地方消費税額を含む。）を含めた特等の使用料の額

利用期間15日以下 １平方メートル１日につき 26円25銭

利用期間16日以上30日以下 15日までの期間 １平方メートル１日につき 26円25銭

16日以上の期間 １平方メートル１日につき 31円50銭

利用期間31日以上１年未満 15日までの期間 １平方メートル１日につき 26円25銭

16日から30日までの期間 １平方メートル１日につき 31円50銭

31日以上の期間 １平方メートル１日につき 52円50銭

利用期間１年 １平方メートル１年につき 9,660円

２ 施行期日

平成25年４月１日から施行することとした。

（条例第86号）◇島根県営住宅条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

⑴ 県営住宅及び共同施設の整備基準を定めることとした。（第３条の２―第３条の18関係）

⑵ 県営住宅の入居者は、その収入がアからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに掲げる金額を超え

ないこととした。（第６条第１項関係）

ア 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要があ

る場合 214,000円

イ 県営住宅が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

214,000円（当該災害発生の日から３年を経過した後は、158,000円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円

⑶ 福島第一原子力発電所の事故に係る避難指示区域に存する住宅に居住していた者は、入居者の条件のうち現に同

居し、又は同居しようとする親族があることを要しないこととした。（第６条第２項関係）

⑷ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律による

特定入居において、入居者の条件は、県営住宅に係るものと同じとすることとした。（第６条第６項・第７項関

係）

⑸ 県営住宅の設置を定めた別表から次の団地を削除することとした。（別表関係）

名 称 所 在 地

熱田団地 浜田市

小福井団地 浜田市

内田団地 浜田市

⑹ その他規定の整備

２ 施行期日

１の⑶については公布の日から、１の⑴、⑵、⑷及び⑹については平成25年４月１日から、１の⑸については規則

で定める日から施行することとした。

（条例第87号）◇東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

引用する条項の整理（第２条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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（条例第88号）◇島根県暴力団排除条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

引用する条項の整理（第４条関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。
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参考人等に対する費用弁償等支給条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 55号 

参考人等に対する費用弁償等支給条例の一部を改正する条例 

参考人等に対する費用弁償等支給条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を

次のように改正する。

第�条を次のように改める。

第�条 この条例は、参考人等に対し支給する費用弁償等の額及びその支給方法

を定めることを目的とする。

第�条第�項中「前条各号に掲げる者」を「県の機関の依頼又は要求に応じ、

公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行し

た者（職員の旅費に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第	条第�項の規

定により旅費の支給を受ける者を除く。）」に改める。

第	条第�項中「第�条第
号に掲げる」を「土地収用法（昭和��年法律第���

号）第�条の��において準用する仲裁法（平成�年法律第���号）の規定により

出頭した」に改め、同条第�項中「第�条第�号に掲げる者」を「土地収用法第

�条第�項第�号の規定により収用委員会の求めにより出頭した鑑定人」に改め

る。

第�条中「第�条第��号に掲げる」を「公害紛争処理法施行令（昭和�年政令

第��号）第��条の規定により調停委員会又は仲裁委員会から鑑定を依頼された」

に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 56号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第�条 職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第�から別表第�まで並びに別表第�のイ及びウの表の備考�中「�		

分の
���」を「�		分の

���」に改める。

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

第�条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項の表を次のように改める。

第�条第�項の表を次のように改める。

号 給 給 料 月 額

�

�

�

�

�

�

円


����

������

����	�	

�	�
��

�	����

�	�����

号 給 給 料 月 額

�

�

円

�
��	�

���
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第�条第�項中「�����	
円」を「����	��円」に改める。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項の表を次のように改める。

第�条第項中「�����	
円」を「����	��円」に改める。

附 則

（施行期日等）

� この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関

する条例、職員の育児休業等に関する条例（平成�年島根県条例第�号）、一

般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（以下「改正後の給与条例等」という。）の規定（職員の育児休業

等に関する条例にあっては、第��条及び第��条に限る。）は、平成�
年�月�

日から適用する。

（給与の内払）

� この条例による改正前の職員の給与に関する条例、職員の育児休業等に関す

 	������

号 給 給 料 月 額

�

�



�

�

�

�
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る条例、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例及び一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の規定に基づいて、平成��年�月�日以後分として支給

された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

� 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

第��条の表及び第�	条の表中「	
�����円」を「
����	円」に改める。
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県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 57号 

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部

を次のように改正する。

別表第�備考中「���分の��	
�」を「���分の��	��」に改める。

附 則

（施行期日等）

� この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の県立学校の教育

職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、平成��

年月�日から適用する。

（給与の内払）

� この条例による改正前の県立学校の教育職員の給与に関する条例の規定に基

づいて、平成��年月�日以後分として支給された給与は、改正後の条例の規

定による給与の内払とみなす。
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市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 58号 

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の

一部を次のように改正する。

別表第�備考中「���分の��	
�」を「���分の��	��」に改める。

附 則

（施行期日等）

� この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校の

教職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、平

成��年月�日から適用する。

（給与の内払）

� この条例による改正前の市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の規定

に基づいて、平成��年月�日以後分として支給された給与は、改正後の条例

の規定による給与の内払とみなす。
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職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 59号 

職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第�条 職員の退職手当に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）の一部を次

のように改正する。

附則第��項中「��年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず、その者の都合

により退職した者（第��条第�項各号に掲げる者を含む。次項において同

じ。）」を削り、「���分の��	」を「���分の
�」に改め、同項に後段として

次のように加える。

この場合において、第�条の��第�項中「前条」とあるのは、「前条並び

に附則第��項」とする。

附則第�項中「�年」の次に「以上	�年以下」を加え、「（傷病又は死亡に

よらず、その者の都合により退職した者を除く。）」を削り、「その者の勤続

期間を��年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は第�

条の�の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第�条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和	
年島根県条

例第��号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「第�条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部

分、新条例第�条若しくは第�条の�又は職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例（昭和��年島根県条例第�号）附則第�項」を「第�条から第

�条の�まで」に改め、「��年以上」、「（同項の規定に該当する退職をした

者にあっては、��年未満）」及び「、新条例第�条から第�条の�まで及び改

正後の条例第		号附則第�項の規定にかかわらず」を削り、「���分の��	」を

「���分の
�」に改める。

附則第�項中「第�条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部
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分」を「第�条第�項」に改め、「��年」の次に「以上��年以下」を加え、

「、新条例第�条第�項及び第�条の�並びに改正後の条例第��号附則第�項

の規定にかかわらず」を削り、「その者の勤続期間を�	年として前項の規定の

例により計算して得られる」を「同項又は新条例第�条の�の規定により計算

した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。

附則第
項中「、新条例第�条の�から第�条の�まで及び改正後の条例第

��号附則第�項の規定にかかわらず」を削る。

（職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第�条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成�	年島根県

条例第	号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「��年」を「��年」に改める。

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第�条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条

例第�号）の一部を次のように改正する。

附則第�項中「退職手当の額が」を「額（当該勤続期間が��年又は��年の者

であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらな

い傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第�条の�の規定に該

当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を�	年として旧

条例附則第�	項の規定の例により計算して得られる額）にそれぞれ���分の�

（当該勤続期間が��年以上の者（��年以下の者で傷病又は死亡によらずにその

者の都合により退職したもの及び�年以上��年以下の者で公務によらない傷病

により退職したものを除く。）にあっては、���分の�）を乗じて得た額が」

に改め、「附則第��項の規定による改正後の」及び「附則第��項の規定による

改正後の」を削る。

附 則

（施行期日）

� この条例は、平成�	年�月�日から施行する。

（経過措置）
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� 第�条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例（以下この項にお

いて「新条例」という。）附則第��項（新条例附則第��項及び第�条の規定に

よる改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第�項

においてその例による場合を含む。）及び第�	項の規定の適用については、新

条例附則第��項中「�

分の��」とあるのは、平成��年�月�日から平成�	年

�月�日までの間においては「�

分の��」と、平成�	年�月�日から平成��

年�月�日までの間においては「�

分の��」とする。

� 第�条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例附則第�項（同条例附則第�項においてその例による場合を含む。）及び

第�項の規定の適用については、同条例附則第�項中「�

分の��」とあるの

は、平成��年�月�日から平成�	年�月�日までの間においては「�

分の��」

と、平成�	年�月�日から平成��年�月�日までの間においては「�

分の��」

とする。

� 第�条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例附則第�項の規定の適用については、同項中「�

分の��」とあるのは、

平成��年�月�日から平成�	年�月�日までの間においては「�

分の��」と、

平成�	年�月�日から平成��年�月�日までの間においては「�

分の��」と、

「�
�分の��」とあるのは、平成��年�月�日から平成�	年�月�日までの間

においては「�
�分の��」と、平成�	年�月�日から平成��年�月�日までの

間においては「�
�分の��」とする。
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特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 60号 

特別職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

（特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第�条 特別職の職員の退職手当に関する条例（平成元年島根県条例第��号）の

一部を次のように改正する。

第�条第�号中「���分の��」を「���分の��」に改め、同条第	号中「���

分の
�」を「���分の��」に改め、同条第�号中「���分の��」を「���分の�
」

に改める。

（島根県病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正）

第	条 島根県病院事業管理者の給与等に関する条例（平成�年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「���分の��」を「���分の��」に改める。

（教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正）

第�条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成��年島根

県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「���分の��」を「���分の��」に改める。

附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行する。
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島根県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 61号 

島根県手数料条例の一部を改正する条例 

島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改正す

る。

別表��の項中「養ほう振興法」を「養蜂振興法」に、「みつばち」を「蜜蜂」

に、「ほう群数」を「蜂群数」に改め、同表��の	の項の次に次の
項を加え

る。

��の� 都

市の低炭

素化の促

進に関す

る法律関

係手数料

� 都市の低炭素化の促進に関する法

律（平成��年法律第��号。以下この

項において「法」という。）第��条

第
項の規定に基づく低炭素建築物

新築等計画（以下この項において

「計画」という。）の認定（以下こ

の項において「計画の認定」とい

う。）を受けようとする者

ア 一戸建ての住宅（人の居住の用

以外の用途に供する部分を有しな

いものに限る。以下、この号及び

次号において同じ。）に係る計画

の認定を受けようとする場合

�����円（適合証

（技術審査機関（エ

ネルギーの使用の合

理化に関する法律

（昭和��年法律第��

号）第��条第
項の

登録建築物調査機

関、住宅の品質確保

の促進等に関する法

律第�条第
項の登
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録住宅性能評価機関

又は建築基準法第��

条の��第�項の指定

確認検査機関をい

う。次号において同

じ。）が作成した法

第��条第�項各号に

掲げる基準（以下次

号において「認定基

準」という。）に適

合していることを示

す書類をいう。以下

この号において同

じ。）の提出がある

場合にあっては、

�	�

円）

イ 共同住宅等 (共同住宅､ 長屋そ

の他の一戸建ての住宅以外の居宅

をいう｡ 以下この項において同

じ｡ ) 又は住宅の用途に供する部

分を有する建築物 (アに規定する

住宅を除く｡ ) の住戸の計画の認

定を受けようとする場合（ウの場

合を除く。）

ア� 計画の認定を受けようとする

住戸数の合計（以下この号にお

いて「認定戸数」という。）が

��	�

円（適合証の

提出がある場合に

あ っ て は 、 �	�
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�戸以下のもの 円）

イ� 認定戸数が�戸以上��戸以下

のもの

��	
��円（適合証の

提出がある場合に

あっては、�
	���

円）

ウ� 認定戸数が��戸以上�
戸以下

のもの

���	���円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�
	���

円）

エ� 認定戸数が�戸以上
�戸以下

のもの

���	���円（適合証

の提出がある場合に

あっては、��	���

円）

オ� 認定戸数が
�戸以上���戸以

下のもの

���	���円（適合証

の提出がある場合に

あっては、��	���

円）

カ� 認定戸数が���戸以上���戸以

下のもの

��	���円（適合証

の提出がある場合に

あっては、���	���

円）

キ� 認定戸数が���戸以上���戸以

下のもの

���	���円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�
�	���

円）

ク� 認定戸数が���戸以上のもの 

	���円（適合証

の提出がある場合に
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あっては、�������

円）

ウ 共同住宅等又は住宅の用途に供

する部分を有する建築物（アに規

定する住宅を除く。）に係る計画

の認定を受けようとする場合又は

当該建築物に係る計画及び当該建

築物の住戸に係る計画の認定を受

けようとする場合

ア�、イ�及びウ�に規定

する区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料を

合算した額

ア� 住戸がある場合

ａ 総住戸数が�戸以下のもの �	�
��円（適合証の

提出がある場合に

あ っ て は 、 �����

円）

ｂ 総住戸数が�戸以上��戸以

下のもの

�����円（適合証の

提出がある場合に

あっては、���
��

円）

ｃ 総住戸数が��戸以上��戸以

下のもの

������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、���	��

円）

ｄ 総住戸数が��戸以上��戸以

下のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
����

円）

ｅ 総住戸数が��戸以上���戸 �	�����円（適合証
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以下のもの の提出がある場合に

あっては、������

円）

ｆ 総住戸数が���戸以上���戸

以下のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｇ 総住戸数が���戸以上���戸

以下のもの

	������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�
�����

円）

ｈ 総住戸数が���戸以上のも

の



�����円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

イ� 住人が共同で使用する部分

（以下この号及び次号において

「共用部分」という。）がある

場合

ａ 共用部分の床面積が���平

方メートル以内のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 �����

円）

ｂ 共用部分の床面積の合計が

���平方メートルを超え�����

平方メートル以内のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�
����

円）

 
33



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

ｃ 共用部分の床面積の合計が

�����平方メートルを超え

�����平方メートル以内のも

の

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、������

円）

ｄ 共用部分の床面積の合計が

�����平方メートルを超え

������平方メートル以内のも

の

�	
����円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｅ 共用部分の床面積の合計が

������平方メートルを超え

������平方メートル以内のも

の

	������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｆ 共用部分の床面積の合計が

������平方メートルを超える

もの

	������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ウ� 住戸部分及び共用部分以外の

部分（以下この号及び次号にお

いて「非住宅部分」という。）

がある場合

ａ 非住宅部分の床面積の合計

が���平方メートル以内のも

の

�������円（適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 �����

円）

ｂ 非住宅部分の床面積の合計

が���平方メートルを超え

�����平方メートル以内のも

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、������
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の 円）

ｃ 非住宅部分の床面積の合計

が�����平方メートルを超え

�����平方メートル以内のも

の

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、���	��

円）

ｄ 非住宅部分の床面積の合計

が�����平方メートルを超え


�����平方メートル以内のも

の

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

ｅ 非住宅部分の床面積の合計

が
�����平方メートルを超え

������平方メートル以内のも

の

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

ｆ 非住宅部分の床面積の合計

が������平方メートルを超え

るもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

エ 住宅以外の建築物に係る計画の

認定を受けようとする場合

ア� 床面積の合計が	��平方メー

トル以内のもの

�	�����円（適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 ��
��

円）

イ� 床面積の合計が	��平方メー

トルを超え�����平方メートル

以内のもの

	������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、������

円）
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ウ� 床面積の合計が�����平方メー

トルを超え�����平方メートル

以内のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、���	��

円）

エ� 床面積の合計が�����平方メー

トルを超え
�����平方メートル

以内のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

オ� 床面積の合計が
�����平方

メートルを超え������平方メー

トル以内のもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

カ� 床面積の合計が������平方

メートルを超えるもの

�������円（適合証

の提出がある場合に

あっては、
������

円）

� 法第��条第項の規定に基づく計

画の変更の認定（以下この項におい

て「計画の変更の認定」という。）

を受けようとする者

ア 一戸建ての住宅に係る計画の変

更の認定を受けようとする場合


�����円（変更後の

計画に係る適合証

（計画の変更の認定

を受けようとする計

画について技術審査

機関が作成した認定

基準に適合している
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ことを示す書類をい

う。以下この号にお

いて同じ。）の提出

がある場合にあって

は、�����円）

イ 共同住宅等又は住宅の用途に供

する部分を有する建築物 (�のア

に規定する住宅を除く｡ ) の住戸

の計画の変更の認定を受けようと

する場合（ウの場合を除く。）

ア� 計画の変更の認定を受けよう

とする住戸数の合計（以下この

号において「変更認定戸数」と

いう。）が�戸以下のもの

�のイのア�に定める

額の�分の�の額

（���円未満の端数

があるときは、これ

を切り捨てた額とす

る。イ�からク�までに

おいて同じ。）

イ� 変更認定戸数が	戸以上��戸

以下のもの

�のイのイ�に定める

額の�分の�の額

ウ� 変更認定戸数が��戸以上�
戸

以下のもの

�のイのウ�に定める

額の�分の�の額

エ� 変更認定戸数が��戸以上
�戸

以下のもの

�のイのエ�に定める

額の�分の�の額

オ� 変更認定戸数が
�戸以上���

戸以下のもの

�のイのオ�に定める

額の�分の�の額

カ� 変更認定戸数が���戸以上���

戸以下のもの

�のイのカ�に定める

額の�分の�の額
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キ� 変更認定戸数が���戸以上���

戸以下のもの

�のイのキ�に定める

額の�分の�の額

ク� 変更認定戸数が���戸以上の

もの

�のイのク�に定める

額の�分の�の額

ウ 共同住宅等又は住宅の用途に供

する部分を有する建築物（�のア

に規定する住宅を除く。）に係る

計画の変更の認定を受けようとす

る場合又は当該建築物に係る計画

の変更及び当該建築物の住戸に係

る計画の変更の認定を受けようと

する場合

ア�からエ�までに規

定する区分に応じ、

それぞれ当該手数料

を合算した額

ア� 計画の変更に係る住戸がある

場合（住戸の増加に係る部分を

除く。）

ａ 計画の変更に係る住戸数

（以下この号において「変更

に係る住戸数」という。）が

�戸以下のもの

�のウのア�のａに定

める額の�分の�の

額（���円未満の端

数があるときは、こ

れを切り捨てた額と

する。ｂからｈまで

において同じ。）

ｂ 変更に係る住戸数が	戸以

上��戸以下のもの

�のウのア�のｂに定

める額の�分の�の

額

ｃ 変更に係る住戸数が��戸以

上�
戸以下のもの

�のウのア�のｃに定

める額の�分の�の
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額

ｄ 変更に係る住戸数が��戸以

上��戸以下のもの

�のウのア�のｄに定

める額の�分の�の

額

ｅ 変更に係る住戸数が��戸以

上���戸以下のもの

�のウのア�のｅに定

める額の�分の�の

額

ｆ 変更に係る住戸数が���戸

以上���戸以下のもの

�のウのア�のｆに定

める額の�分の�の

額

ｇ 変更に係る住戸数が���戸

以上	��戸以下のもの

�のウのア�のｇに定

める額の�分の�の

額

ｈ 変更に係る住戸数が	��戸

以上のもの

�のウのア�のｈに定

める額の�分の�の

額

イ� 計画の変更に係る住戸がある

場合（住戸の増加に係る部分に

限る。）

ａ 計画の変更により増加する

住戸数が
戸以下のもの

�����円（変更後の

計画に係る適合証の

提出がある場合に

あ っ て は 、 �����

円）

ｂ 計画の変更により増加する

住戸数が�戸以上��戸以下の

もの

�	����円（変更後の

計画に係る適合証の

提出がある場合に
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あっては、������

円）

ｃ 計画の変更により増加する

住戸数が��戸以上��戸以下の

もの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、���	��

円）

ｄ 計画の変更により増加する

住戸数が�
戸以上��戸以下の

もの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、������

円）

ｅ 計画の変更により増加する

住戸数が��戸以上���戸以下

のもの

�	�����円（適合証

の提出がある場合に

あっては、		����

円）

ｆ 計画の変更により増加する

住戸数が���戸以上���戸以下

のもの

�
�����円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｇ 計画の変更により増加する

住戸数が���戸以上���戸以下

のもの

�	�����円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｈ 計画の変更により増加する ��
����円（変更後
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住戸数が���戸以上のもの の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ウ� 計画の変更に係る共用部分が

ある場合

ａ 計画の変更に係る共用部分

（床面積の増加に係る部分を

除く。）の床面積の	分の


の面積と当該計画の変更に係

る共用部分のうち床面積の増

加に係る部分の床面積との合

計（以下この号において「変

更に係る共用部分の床面積の

合計」という。）が���平方

メートル以内のもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 �����

円）

ｂ 変更に係る共用部分の床面

積の合計が���平方メートル

を超え�����平方メートル以

内のもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�����

円）

ｃ 変更に係る共用部分の床面

積の合計が�����平方メート

ルを超え����平方メートル

以内のもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、������

円）

ｄ 変更に係る共用部分の床面 �������円（変更後
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積の合計が�����平方メート

ルを超え������平方メートル

以内のもの

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｅ 変更に係る共用部分の床面

積の合計が������平方メート

ルを超え������平方メートル

以内のもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｆ 変更に係る共用部分の床面

積の合計が������平方メート

ルを超えるもの

�	�����円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�
�����

円）

エ� 計画の変更に係る非住宅部分

がある場合

ａ 計画の変更に係る非住宅部

分（床面積の増加に係る部分

を除く。）の床面積の�分の

�の面積と当該計画の変更に

係る非住宅部分のうち床面積

の増加に係る部分の床面積と

の合計（以下この号において

「変更に係る非住宅部分の床

面積の合計」という。）が

��平方メートル以内のもの

������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 
����

円）

ｂ 変更に係る非住宅部分の床 	�����円（変更後
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面積の合計が���平方メート

ルを超え�����平方メートル

以内のもの

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、���	��

円）

ｃ 変更に係る非住宅部分の床

面積の合計が�����平方メー

トルを超え�����平方メート

ル以内のもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、		����

円）

ｄ 変更に係る非住宅部分の床

面積の合計が�����平方メー

トルを超え������平方メート

ル以内のもの

�
�����円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｅ 変更に係る非住宅部分の床

面積の合計が������平方メー

トルを超え������平方メート

ル以内のもの

	
�����円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

ｆ 変更に係る非住宅部分の床

面積の合計が������平方メー

トルを超えるもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

エ 住宅以外の建築物に係る計画の

変更の認定を受けようとする場合

ア� 計画の変更に係る部分（床面 �������円（変更後
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積の増加に係る部分を除く。）

の床面積の�分の�の面積と当

該計画の変更に係る部分のうち

床面積の増加に係る部分の床面

積との合計（以下この号におい

て「変更に係る部分の床面積の

合計」という。）が���平方

メートル以内のもの

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あ っ て は 、 �	���

円）

イ� 変更に係る部分の床面積の合

計が���平方メートルを超え


	���平方メートル以内のもの

���	���円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、
�	���

円）

ウ� 変更に係る部分の床面積の合

計が
	���平方メートルを超え

�	���平方メートル以内のもの

�
�	���円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、��	���

円）

エ� 変更に係る部分の床面積の合

計が�	���平方メートルを超え

��	���平方メートル以内のもの

��	���円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�

	���

円）

オ� 変更に係る部分の床面積の合

計が��	���平方メートルを超え


�	���平方メートル以内のもの

��	���円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、��
	���
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円）

カ� 変更に係る部分の床面積の合

計が������平方メートルを超え

るもの

�������円（変更後

の計画に係る適合証

の提出がある場合に

あっては、�������

円）

� 法第�	条第
項（法第��条第
項

において準用する場合を含む。）の

規定に基づく建築基準法第�条第�

項に規定する建築基準関係規定に適

合するかどうかの審査を受けようと

する者

計画の認定を受けよ

うとする建築物又は

計画の変更の認定を

受けようとする建築

物の床面積の合計及

び昇降機の数に応じ

て島根県建築基準法

施行条例第��条及び

第�条の規定の例に

より算出した額（工

作物を築造する場合

にあっては当該工作

物の数に応じて同条

例第��条及び第�条

の規定の例により算

出した額を、構造計

算適合性判定を要す

る部分が含まれる場

合にあっては当該部

分の床面積の合計に

応じて同条例第��条
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附 則

別表に��の�の項を加える改正規定は公布の日から､ 同表��の項の改正規定は

平成��年	月	日から施行する。

及び第
�条の規定の

例により算出した額

に
��分の
��を乗じ

て得た額を加えた

額）
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島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 62号 

島根県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 救護施設（第��条―第��条）

第�章 更生施設（第	�条―第	
条）

第�章 授産施設（第	�条―第�条）

第�章 宿所提供施設（第	条―第�条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、生活保護法（昭和	
年法律第���号。以下「法」という。）

第�条第�項の規定に基づき、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施

設（以下「救護施設等」という。）の設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。

（基本方針）

第�条 救護施設等は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関

する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければなら

ない。

（構造設備の一般原則）

第�条 救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健

衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

（設備の専用）

第�条 救護施設等の設備は、専ら当該施設の用に供するものでなければならな

い。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
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（職員の資格要件）

第�条 救護施設等の長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和��年

法律第��号）第��条第	項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業

に
年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者で

なければならない。


 生活指導員は、社会福祉法第��条第	項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

（職員の専従）

第�条 救護施設等の職員は、専ら当該施設の職務に従事することができる者を

もって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、

この限りでない。

（苦情への対応）

第�条 救護施設等は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。


 救護施設等は、その行った処遇に関し、法第��条第項に規定する保護の実

施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。

� 救護施設等は、社会福祉法第��条に規定する運営適正化委員会が行う同法第

��条第	項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

（非常災害対策）

第�条 救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けな

ければならない。


 救護施設等は、その立地条件を踏まえた非常災害に対する具体的計画を立て

ておかなければならない。

� 救護施設等は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。

（帳簿の整備）
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第�条 救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿

を整備しておかなければならない。

第�章 救護施設

（規模）

第��条 救護施設は、��人以上の人員を入所させることができる規模を有しなけ

ればならない。

� 救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困

難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所

者が��人以下のもの（以下この章において「サテライト型施設」という。）を

設置する場合は、�人以上の人員を入所させることができる規模を有するもの

としなければならない。

	 救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める

割合がおおむね
�パーセント以上としなければならない。

（設備の基準）

第��条 救護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���号）第�条第�号の

�に規定する耐火建築物をいう。次項（第��条第	項において準用する場合を

含む。）において同じ。）又は準耐火建築物（同法第�条第�号の	に規定す

る準耐火建築物をいう。次項（第��条第	項において準用する場合を含む。）

において同じ。）でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されている

と認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて
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おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他

の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を

設けないことができる。

� 居室

� 静養室

� 食堂

� 集会室

� 浴室

� 洗面所

� 便所

	 医務室


 調理室

� 事務室

� 宿直室

 介護職員室

� 面接室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 霊安室

� 前項第�号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の

介護を必要とする者を入所させる居室（以下「特別居室」という。）を設ける

ものとする。
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� 第�項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア 地階に設けてはならないこと。

イ 入所者�人当たりの床面積は、収納設備等を除き、���平方メートル以

上とすること。

ウ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備

を設けること。

オ 特別居室は、原則として�階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備え

ること。

� 静養室

ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。

イ アに定めるもののほか、前号ア及びウからオまでに定めるところによる

こと。

� 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

� 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

� 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器

具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

� 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

� 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

� 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところ

による。

� 廊下の幅は、���	メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��


メートル以上とすること。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

（サテライト型施設の設備の基準）
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第��条 サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。

（職員の配置の基準）

第��条 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、第�号に掲げる職員を置

かないことができる。

� 施設長

� 医師

� 生活指導員

� 介護職員

� 看護師又は准看護師

� 栄養士

� 調理員

� 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入

所者の数を��	で除して得た数以上とする。

（居室の入所人員）

第�	条 
の居室に入所させる人員は、原則として�人以下とする。

（給食）

第��条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は

栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。

（健康管理）

第��条 入所者については、その入所時及び毎年定期に�回以上健康診断を行わ

なければならない。

（衛生管理等）

第�条 救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水につい

ては、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬

品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

� 救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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（生活指導等）

第��条 救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける

機会を与えなければならない。

� 救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復

し、又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなけ

ればならない。

� 入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講

じなければならない。

� �週間に�回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければな

らない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第�	条 救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る救護施設、更生施

設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和
�年厚生省

令第��号）第��条の�の厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において

「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭

を次に掲げるところにより管理しなければならない。

� 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生

じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

� 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

� 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

� 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所

者に取得させること。

第�章 更生施設

（規模）

第�条 更生施設は、�人以上の人員を入所させることができる規模を有しなけ

ればならない。

 
53



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める

割合がおおむね��パーセント以上としなければならない。

（設備の基準）

第��条 更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期

待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の

一部を設けないことができる。

� 居室

� 静養室

� 集会室

� 食堂

� 浴室

� 洗面所

� 便所

	 医務室


 作業室又は作業場

� 調理室

� 事務室

 宿直室

� 面接室

� 洗濯室又は洗濯場

� 前項第�号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保

するための設備を設けなければならない。

� 前�項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第��条第

	項、第�項、第
項第	号（オを除く。）及び第�号から第�号まで並びに

第�項の規定を準用する。

（職員の配置の基準）

第��条 更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただ
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し、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、第�号に掲げる職員を置

かないことができる。

� 施設長

� 医師

� 生活指導員

� 作業指導員

� 看護師又は准看護師

� 栄養士

� 調理員

� 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が���

人以下の施設にあっては�人以上、入所人員が���人を超える施設にあっては

�人に���人を超える部分��人につき	人を加えた数以上とする。

（生活指導等）

第
�条 更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健

全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合

する更生計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。

� 前項に定めるもののほか、生活指導等については、第��条（第�項を除

く。）の規定を準用する。

（作業指導）

第
�条 更生施設は、入所者に対し、前条第	項の更生計画に従って、入所者が

退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。

� 作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考

慮しなければならない。

（準用）

第
�条 第��条から第�条まで及び第��条の規定は、更生施設について準用す

る。

第�章 授産施設

（規模）
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第��条 授産施設は、��人以上の人員を利用させることができる規模を有しなけ

ればならない。

� 授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める

割合がおおむね��パーセント以上としなければならない。

（設備の基準）

第��条 授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期

待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の

一部を設けないことができる。

� 作業室

� 作業設備

� 食堂

� 洗面所

� 便所

� 事務室

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 作業室

ア 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

イ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

� 便所 男子用と女子用を別に設けること。

（職員の配置の基準）

第�	条 授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

� 施設長

� 作業指導員

（工賃の支払）

第�
条 授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控

除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
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（自立指導）

第��条 授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行

わなければならない。

第��条 第��条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を

除く。）は、授産施設について準用する。

第�章 宿所提供施設

（規模）

第��条 宿所提供施設は、��人以上の人員を利用させることができる規模を有し

なければならない。

� 宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占

める割合がおおむね	�パーセント以上としなければならない。

（設備の基準）

第��条 宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。た

だし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を

期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備

の一部を設けないことができる。

� 居室

� 炊事設備

� 便所

� 面接室

� 事務室

� 前項第�号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなけ

ればならない。


 前�項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第��

条第�項第�号（オを除く。）並びに第�項第�号及び第�号の規定を準用す

る。

（職員の配置の基準）

第�条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
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（居室の利用世帯）

第��条 �の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、�以上の世帯に利用

させてはならない。

（生活相談）

第��条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ること

に努めなければならない。

第��条 第��条の規定（医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を

除く。）は、宿所提供施設について準用する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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島根県病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定める条例をここ

に公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 63号 

島根県病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、医療法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第

�条の�第	項及び第
項、第��条並びに第��条第�項及び第�項の規定に基

づき、病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定めるものとする。

（既存病床数及び申請病床数の補正）

第�条 法第�条の�第	項の規定により当該地域における既存の病床数及び当

該申請に係る病床数を算定するに当たって行う補正の基準は、次のとおりとす

る。

� 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、総務省、法務省、財

務省、林野庁若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康福祉

機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関

係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみ

の診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診

療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法（昭和��年法律第��号）第

��条第�号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者自立支援法（平

成��年法律第���号）第
条第�項に規定する療養介護を行う施設である病

院又は独立行政法人自動車事故対策機構法（平成��年法律第���号）第��条

第�号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の

種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定し

た数（次の式により算定した数が、����以下であるときは�）を乗じて得た

数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。

当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族

以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族
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以外の者又は入院患者以外の者の数

当該病床の利用者の数

� 放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾

患強化治療室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治療

終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているも

のについては、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこ

と。

� 介護保険法（平成�年法律第���号）の規定による介護老人保健施設（以

下「介護老人保健施設」という。）の入所定員については、当該介護老人保

健施設の入所定員数に���を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既

存の病床の数として算定すること。

� 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存

の病床の数に算定しないこと。

� 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（平成��年法律第���号）第�	条第
項の規定により厚生労働大臣の指

定を受けた指定入院医療機関である病院の病床（同法第��条第
項第
号又

は第	�条第
項第
号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療

に係るものに限る。）については、既存の病床の数に算定しないこと。

� 前項第
号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及び

その家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働

者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項

第�号の放射線治療病室の病床、無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは

心疾患強化治療室の病床であって、当該病室の入院患者が当該病室における治

療終了後の入院のために専ら用いる他の病床が同一病院内に確保されているも

のの数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更

の許可又は診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の

種別の変更の許可の申請があった日前の直近の�月��日における数によるもの

とする。この場合において、当該許可の申請があった日前の直近の�月��日に
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おいて業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該

病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮し

て知事が推定する数によるものとする。

� 当該申請に係る病床数についての第�項第�号の当該病床の利用者のうち職

員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者

の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第�号の放射線治療病室の病床、

無菌病室の病床又は集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室の病床であっ

て、当該病室の入院患者が当該病室における治療終了後の入院のために専ら用

いる他の病床が同一病院内に確保されることが見込まれるものの数は、前項の

規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に

係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実

績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して知事が推定

する数によるものとする。

（既存の病床数の補正）

第�条 法第�条の�第�項の規定により当該地域における既存の病床数を算定

するに当たっては、介護老人保健施設の入所定員数に��	を乗じて得た数を療

養病床又は一般病床に係る既存の病床数とみなすものとする。

（専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所）

第
条 法第��条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診

療所は、病院又は医師が常時�人以上勤務する診療所とする。

（病院の人員の基準）

第�条 法第�条第�項第�号の条例で定める員数は、次のとおりとする。

� 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を�	�をもって

除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を

��をもって除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を�	をもって除した数

とを加えた数（その数が�に満たないときは�とし、その数に�に満たない

端数が生じたときは、その端数は�として計算する。）

� 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院
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患者の数を�をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入

院患者（入院している新生児を含む。）の数を�をもって除した数とを加え

た数（その数が�に満たないときは�とし、その数に�に満たない端数が生

じたときは、その端数は�として計算する。）に、外来患者の数が��又はそ

の端数を増すごとに�を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそ

のうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科

又は歯科口腔
くう

外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることがで

きる。

� 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が�又はその端数を増す

ごとに�

� 栄養士 病床数���以上の病院にあっては、�

� 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数

� 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実

状に応じた適当数

（病院の施設の基準）

第�条 法第	�条第�項第�	号の条例で定める施設は、次のとおりとする。

� 消毒施設及び洗濯施設（法第�
条の�の規定により繊維製品の滅菌消毒の

業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を

除く。） 蒸気、ガス若しくは薬品を用いる方法又はその他の方法により入

院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければな

らないこと（消毒施設を有する病院に限る。）。

� 談話室（療養病床を有する病院に限る。） 療養病床の入院患者同士や入

院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

� 食堂（療養病床を有する病院に限る。） 療養病床の入院患者が食事をす

るのに適した広さを有しなければならないこと。

� 浴室（療養病床を有する病院に限る。） 身体の不自由な者が入浴するの

に適したものでなければならないこと。

（療養病床を有する診療所の人員の基準）
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第�条 法第��条第�項第�号の条例で定める員数は、次のとおりとする。

� 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が�又はその端

数を増すごとに�

� 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が�又はその端数を増す

ごとに�

� 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

（療養病床を有する診療所の施設の基準）

第�条 第	条第�号から第�号までの規定は、法第��条第�項第
号の条例で

定める施設について準用する。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（省令の経過措置の取扱い）

� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 医療法施行規則（昭和��年厚生省令第�号) 第��条、第��条第�項及び第

	項並びに第��条から第��条まで

� 医療法施行規則の一部を改正する省令（平成��年厚生労働省令第�号）附

則第�条、第��条、第��条第�号及び第
号並びに第��条
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島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 64号 

島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 訪問介護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第�条・第�条）

第�節 設備に関する基準（第	条）

第�節 運営に関する基準（第
条―第��条）

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準（第�条―第��条）

第�章 訪問入浴介護

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準（第��条―第�条）

第�章 訪問看護

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�章 訪問リハビリテーション

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）
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第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�章 居宅療養管理指導

第�節 基本方針（第��条）

第	節 人員に関する基準（第�
条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第章 通所介護

第�節 基本方針（第��条）

第	節 人員に関する基準（第
��条・第
�
条）

第�節 設備に関する基準（第
��条）

第�節 運営に関する基準（第
��条―第

�条）

第�節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関

する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針（第

�条・第

�条）

第	款 人員に関する基準（第

�条・第

�条）

第�款 設備に関する基準（第

�条・第

�条）

第�款 運営に関する基準（第
��条―第
�
条）

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準（第
��条―第
��条）

第�章 通所リハビリテーション

第�節 基本方針（第
��条）

第	節 人員に関する基準（第
��条）

第�節 設備に関する基準（第
��条）

第�節 運営に関する基準（第
��条―第
��条）

第�章 短期入所生活介護

第�節 基本方針（第
��条）

第	節 人員に関する基準（第
��条・第
��条）

第�節 設備に関する基準（第
��条・第
�
条）

第�節 運営に関する基準（第
��条―第
��条）
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第�節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び

運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針（第���条・第���条）

第	款 設備に関する基準（第���条・第��
条）

第�款 運営に関する基準（第���条―第��条）

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準（第�
条―第�条）

第��章 短期入所療養介護

第�節 基本方針（第��条）

第	節 人員に関する基準（第���条）

第�節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第��
条―第
��条）

第�節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び

運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針（第
��条・第
��条）

第	款 設備に関する基準（第
��条）

第�款 運営に関する基準（第
�条―第
��条）

第��章 特定施設入居者生活介護

第�節 基本方針（第
��条）

第	節 人員に関する基準（第
�条・第
��条）

第�節 設備に関する基準（第

�条）

第�節 運営に関する基準（第

�条―第
��条）

第�節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方

針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針（第
�条・第
��条）

第	款 人員に関する基準（第
��条・第
��条）

第�款 設備に関する基準（第
�
条）

第�款 運営に関する基準（第
��条―第
�条）

第�
章 福祉用具貸与
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第�節 基本方針（第���条）

第�節 人員に関する基準（第���条・第��	条）

第
節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第��条）

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準（第��条・第��条）

第	�章 特定福祉用具販売

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第
節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第��条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、介護保険法（平成�年法律第	��号。以下「法」という。）

第��条第�項第�号、第��条第�項第�号（法第��条の�第�項において準用

する場合を含む。）並びに第��条第�項及び第�項の規定に基づき、指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 居宅サービス事業者 法第�条第�項に規定する居宅サービス事業を行う

者をいう。

� 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第�	条第�項

に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。

� 利用料 法第�	条第�項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。

� 居宅介護サービス費用基準額 法第�	条第�項第�号又は第�号に規定す

る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指
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定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービ

スに要した費用の額とする。）をいう。

� 法定代理受領サービス 法第��条第�項の規定により居宅介護サービス費

が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅

介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

� 基準該当居宅サービス 法第��条第�項第�号に規定する基準該当居宅

サービスをいう。

� 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者

の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

（申請者の要件）

第�条 指定居宅サービス事業者の指定に係る法第	
条第�項第�号（法第	
条

の�第�項の規定により準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人と

する。

（指定居宅サービスの事業の一般原則）

第�条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利

用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

� 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たって

は、地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保

健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならな

い。

第�章 訪問介護

第�節 基本方針

（基本方針）

第�条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うも
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のでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（訪問介護員等の員数）

第�条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置く

べき訪問介護員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第�条第�

項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第�節までにおいて同

じ。）の員数は、常勤換算方法で、���以上とする。

� 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等の

うち、利用者（当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（指定

介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成	
年厚生労

働省令第��号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第�条第項

に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サー

ビス等基準第�条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事

業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条に

おいて同じ。）の数が��又はその端数を増すごとに人以上の者をサービス提

供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者

の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

� 前項の利用者の数は、前�月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項のサービス提供責任者は､ 介護福祉士その他指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成		年厚生省令第��号。以下「基準

省令」という。）第�条第�項の厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定

訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対

する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡
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回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号。以下「指定地域密

着型サービス基準」という。）第�条の�第�項に規定する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又は指定夜間対応型訪問介

護事業所（指定地域密着型サービス基準第	条第�項に規定する指定夜間対応

型訪問介護事業所をいう。）に従事することができる。


 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、島根県指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成��年島根県条例

第 号。以下「指定介護予防サービス等条例」という。）第	条第�項から第

�項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第�条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同

一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。

� 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第
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�条第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第�条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第��条に規定する運営規程の概要、訪問

介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利

用申込者の同意を得なければならない。

� 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第	項で定めるところにより、当

該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を

交付したものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又は

その家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、

指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定
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の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係

る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

� 指定訪問介護事業者は、第�項の規定により第�項に規定する重要事項を提

供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、そ

の用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はそ

の家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申

出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第�項に規定する重

要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者

又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

第�	条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んでは

ならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地

域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）

等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難

であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、

適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならない。
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（受給資格等の確認）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その

者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介

護認定の有効期間を確かめるものとする。

� 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第��条第�項に規定する認

定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定

訪問介護を提供するように努めなければならない。

（要介護認定の申請に係る援助）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定

を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われている

かどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏

まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）

が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介

護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する��日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係

る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営に関する基準（平成��年厚生省令第�	号）第��条第
号に

規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身

の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。

（居宅介護支援事業者等との連携）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介

護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又は
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その家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援

事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者

が介護保険法施行規則（平成��年厚生省令第��号。以下「施行規則」とい

う。）第��条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家

族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町

村に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービ

スとして受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する

情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行わなければならない。

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）

第��条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画（施行規則第��条第�号ハ及

びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画

に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。

（居宅サービス計画等の変更の援助）

第��条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場

合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行

わなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第�	条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、

初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第
�条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問

介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第��条第�項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項
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を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載し

なければならない。

� 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的な

サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなけれ

ばならない。

（利用料等の受領）

第��条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護に

係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居

宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る

居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。

� 指定訪問介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、利用者の選定によ

り通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合

は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

� 指定訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第��条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介

護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の

額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し

て交付しなければならない。

（指定訪問介護の基本取扱方針）

第��条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

 
75



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（指定訪問介護の具体的取扱方針）

第��条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。

� 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第�項に規定する訪問介護計画に

基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

� 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行う。

� 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行う。

� 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

（訪問介護計画の作成）

第��条 サービス提供責任者（第�条第�項に規定するサービス提供責任者をい

う。以下この条及び第��条において同じ。）は、利用者の日常生活全般の状況

及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

� 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなければならない。

	 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。


 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画

を利用者に交付しなければならない。

� サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状

況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
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� 第�項から第�項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更につい

て準用する。

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第��条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者

に対する訪問介護の提供をさせてはならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号の

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

なければならない。

� 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

� 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

（緊急時等の対応）

第��条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

第�	条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び

業務の管理を、一元的に行わなければならない。


 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

� サービス提供責任者は、第��条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業

務を行うものとする。

� 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

� 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

� サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図

ること。
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� 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）

に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況

についての情報を伝達すること。

� 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

� 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

� 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

� その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

（運営規程）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

	 営業日及び営業時間

� 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入

浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条におい

て「介護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定

の援助に偏することがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第��条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できる

よう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかな

ければならない。

� 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業
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所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛

生的な管理に努めなければならない。

（掲示）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう、必要な措置を講じなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該

家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第��条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。
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（苦情処理）

第��条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第��条の規定によ

り市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が

行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市町村に報告しなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関

して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和��年法律第	
�号）第��

条第�項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第

	�条第�項第�号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から

同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要

な改善を行わなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（地域との連携）

第�
条 指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定訪

問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援

助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければなら

ない。

（事故発生時の対応）

第��条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故
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が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支

援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第��条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなら

ない。

（記録の整備）

第��条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 訪問介護計画

� 第��条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第	
条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準

（訪問介護員等の員数）

第�	条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス

（以下「基準該当訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問

介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問介護

事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提供に

当たる介護福祉士又は法第�条第�項に規定する政令で定める者をいう。以下
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この節において同じ。）の員数は、�人以上とする。

� 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等

のうち�人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

� 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービ

ス等基準第��条第�項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同

じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定介護予防サービス等条例第��条第�項及び第�

項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第��条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

（設備及び備品等）

第��条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区

画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。

� 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護の事業とが、同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介

護予防サービス等条例第��条第�項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第�	条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利

用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である

利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでな

い。
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� 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指

定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難で

あると市町村が認めるものに住所を有する場合

� 当該訪問介護が、法第��条第�項に規定する指定居宅介護支援事業者又は

法第��条第�項第�号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作

成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

� 当該訪問介護が、第��条第�項に規定するサービス提供責任者の行う具体

的な指示に基づいて提供される場合

� 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場

合

� 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合

計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむ

ね�分の�を超えない場合

� 基準該当訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等に

その同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合に

おいて、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第�	条第

�項の訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提

供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等

の必要な措置を講じなければならない。

（準用）

第��条 第�節及び第
節（第��条、第��条第�項、第��条、第��条並びに第��

条第項及び第�項を除く。）の規定は、基準該当訪問介護の事業について準

用する。この場合において、第��条第�項中「内容、当該指定訪問介護につい

て法第��条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービ

ス費の額」とあるのは「内容」と、第��条第�項及び第��条中「法定代理受領

サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第

��条第�項中「前�項」とあるのは「前項」と、第�	条第�項中「第�条第�

項」とあるのは「第��条第�項」と、「第��条」とあるのは「第��条において
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準用する第��条」と読み替えるものとする。

第�章 訪問入浴介護

第�節 基本方針

（基本方針）

第��条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問入浴介護」

という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の

清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節か

ら第	節までにおいて「訪問入浴介護従業者」という。）の員数は、次のとお

りとする。

� 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） �以

上

� 介護職員 �以上

� 前項の訪問入浴介護従業者のうち�人以上は、常勤でなければならない。

� 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（指定介護予防

サービス等基準第�
条第�項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定

介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービス等基準第��条に規定する指定介

護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第��条第

�項及び第�項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を

�人置くことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみなすこ
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とができる。

（管理者）

第��条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第��条 指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有

する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備

及び備品等を備えなければならない。

� 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防

サービス等条例第��条第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第�	条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問

入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪

問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業

者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの

とする。

� 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入

浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入

浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。
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� 指定訪問入浴介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲

げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定

訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

� 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

� 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針）

第��条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資す

るよう、利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。

� 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針）

第��条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。

� 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供する。

� 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ

うに説明を行う。

� 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行う。

� 指定訪問入浴介護の提供は、�回の訪問につき、看護職員�人及び介護職

員�人をもって行うものとし、これらの者のうち�人を当該サービスの提供

の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、

入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる

場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護
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職員を充てることができる。

� 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器

具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の

身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに

消毒したものを使用する。

（緊急時等の対応）

第��条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。

（管理者の責務）

第��条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、指定訪問入浴介護事業所の従業者

の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行うものとする。

� 指定訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者

にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 その他運営に関する重要事項
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（記録の整備）

第��条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。

� 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければな

らない。

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第	�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第�
条 第�条から第��条まで、第��条、第��条及び第��条から第	�条までの規

定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第�条第

項中「第��条」とあるのは「第��条」と、第��条第�項中「設備及び備品等」

とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み

替えるものとする。

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準

（従業者の員数）

第��条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサー

ビス（以下「基準該当訪問入浴介護」という。）の事業を行う者が、当該事業

を行う事業所（以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべ

き基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節において「訪問入

浴介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 看護職員 以上

� 介護職員 �以上
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� 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予

防サービス等基準第��条第�項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をい

う。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体

的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第��条第�

項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を�人置くこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第��条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問

入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所

の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

（設備及び備品等）

第�	条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さ

の区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び

備品等を備えなければならない。

� 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合について

は、指定介護予防サービス等条例第�	条第�項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

（準用）

第�
条 第�条から第��条まで、第��条から第	�条まで、第		条、第	�条、第
	

条から第
�条まで、第
�条（第項及び第�項を除く。）、第
�条から第��条

まで及び第��条並びに第�節（第�	条第�項及び第��条を除く。）の規定は、

基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの

規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第�条第�項

中「第
�条」とあるのは「第��条」と、第	�条第�項中「内容、当該指定訪問
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介護について法第��条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅

介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第��条中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第��

条第�項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴

槽その他の設備及び備品等」と、第��条第�項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第

	項中「前�項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

第
章 訪問看護

第�節 基本方針

（基本方針）

第��条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなけ

ればならない。

第�節 人員に関する基準

（看護師等の員数）

第��条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」という。）ごとに置く

べき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」と

いう。）の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次

に定めるとおりとする。

� 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ステー

ション」という。）

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」とい

う。） 常勤換算方法で、��以上となる員数

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの

実情に応じた適当数
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� 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を担当す

る医療機関」という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置

くべきものとする。

� 前項第�号アの看護職員のうち�名は、常勤でなければならない。

� 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サービス

等基準第��条第�項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看

護（指定介護予防サービス等基準第��条に規定する指定介護予防訪問看護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等条例第��条第�項及び第�項に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。

	 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定

地域密着型サービス基準第�条の	第�項に規定する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定

訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型

サービス基準第�条の�に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

いう。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定

地域密着型サービス基準第�条の	第�項第	号イに規定する人員に関する基

準を満たすとき（次項の規定により第�項第�号ア及び第�号に規定する基準

を満たしているものとみなされているときを除く。）は、当該指定訪問看護事

業者は、第�項第�号ア及び第�号に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。


 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス

基準第���条第�項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。）の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定複合型サービス（指定地域密着

型サービス基準第��条に規定する指定複合型サービスをいう。）の事業が同

一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス
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基準第���条第�項に規定する人員に関する基準を満たすとき（前項の規定に

より第�項第�号ア及び第�号に規定する基準を満たしているものとみなされ

ているときを除く。）は、当該指定訪問看護事業者は、第�項第�号ア及び第

�号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第��条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ス

テーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。

� 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならな

い。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

� 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必

要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第��条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷

地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

� 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定訪

問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

� 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第

��条第�項又は第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第
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�項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の

通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが

困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行

い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講

じなければならない。

（居宅介護支援事業者等との連携）

第��条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介

護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。

� 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又は

その家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事

業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

（利用料等の受領）

第�	条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護

を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に

係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居

宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る

居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法（大正

年法律第�	号）第��条第

�項に規定する療養の給付若しくは同法第��条第�項に規定する指定訪問看護

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和��年法律第�	号）第�条第�項に

規定する療養の給付若しくは同法第��条第�項に規定する指定訪問看護に要す

る費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 
93



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定訪問看護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、利用者の選定によ

り通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合

は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

� 指定訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定訪問看護の基本取扱方針）

第��条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（指定訪問看護の具体的取扱方針）

第��条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものと

する。

� 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第��条

第	項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復

を図るよう妥当適切に行う。

� 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導

又は説明を行う。

� 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術

をもって、これを行う。

� 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びそ

の置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切

な指導を行う。

� 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

（主治の医師との関係）

第�
条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定
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訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

� 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師によ

る指示を文書で受けなければならない。

� 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第�項に規定する訪問看護計画書

及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との

密接な連携を図らなければならない。

� 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合に

あっては、前�項の規定にかかわらず、第�項に規定する主治の医師の文書に

よる指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録そ

の他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代え

ることができる。

（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成）

第��条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、利用者の

希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作

成しなければならない。

� 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の

内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

� 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

� 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用

者に交付しなければならない。

� 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成

しなければならない。

	 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成

に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。


 前条第�項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準

用する。
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（同居家族に対する訪問看護の禁止）

第��条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対す

る指定訪問看護の提供をさせてはならない。

（緊急時等の対応）

第��条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状

の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速

やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければ

ならない。

（運営規程）

第��条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第��条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 第��条第�項に規定する主治の医師による指示の文書

� 訪問看護計画書

� 訪問看護報告書

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する提供した具体的なサービス
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の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第�	条 第
条、第��条、第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��

条、第��条、第��条から第��条まで及び第�条の規定は、指定訪問看護の事業

について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあ

るのは「看護師等」と、第
条第�項中「第��条」とあるのは「第��条」と、

第��条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものと

する。

第�章 訪問リハビリテーション

第�節 基本方針

（基本方針）

第��条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下「指定訪問

リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合において

も、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業

療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能

の維持回復を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪問リハビリ

テーション事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リ

ハビリテーション事業所」という。）ごとに、指定訪問リハビリテーションの

提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において

「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなければならな
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い。

� 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者（指定介護予防サービス等基準第��条第�項に規定する指定介護予防訪

問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン（指定介護予防サービス等基準第��条に規定する指定介護予防訪問リハビリ

テーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第��条第�項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等の要件）

第�	条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健

施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け

ているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等

を備えているものでなければならない。

� 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定

介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第�
条第�項に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当す

る指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準

額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス
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費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額

と、健康保険法第��条第�項又は高齢者の医療の確保に関する法律第��条第�

項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに

要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リ

ハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から

受けることができる。

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針）

第	�条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなけ

ればならない。

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリ

テーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第	
条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第

�項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の

維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。

� 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを
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旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上

必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

� 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

� それぞれの利用者について、次条第�項に規定する訪問リハビリテーショ

ン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記

録を作成するとともに、医師に報告する。

（訪問リハビリテーション計画の作成）

第��条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に

基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

て、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容

等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。

� 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテー

ション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければならない。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテー

ション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交

付しなければならない。

（運営規程）

第��条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下こ

の章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
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� 通常の事業の実施地域

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第��条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリ

テーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

�年間保存しなければならない。

� 訪問リハビリテーション計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第�	条 第
条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第��

条から第�条まで、第��条から第��条まで、第�条及び第�	条の規定は、指定

訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士」と、第
条第�項中「第��条」とあるのは「第��条」と、第��条中「心身

の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

第�章 居宅療養管理指導

第�節 基本方針

（基本方針）

第	�条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管

理指導」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
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営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行

う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除い

た保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛

生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護

師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院

が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれてい

る環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことによ

り、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅療養管理指

導従業者」とする。）の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種

類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

� 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所

ア 医師又は歯科医師

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅

療養管理指導の内容に応じた適当数

� 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師

� 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション及び指定介護予

防訪問看護ステーション（指定介護予防サービス等基準第��条第�項にいう

指定介護予防訪問看護ステーションをいう。）をいう。以下この章において

同じ。）である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員

� 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定

介護予防サービス等基準第��条第�項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理

指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス等基準第
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��条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等条例第��条第�項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第��条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護

ステーション等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを

有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備え

ているものでなければならない。

� 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管

理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第�	条第�項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。

第
節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅

療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。

� 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居

宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指

定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第��条

第�項又は高齢者の医療の確保に関する法律第�条第�項に規定する療養の給

付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不
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合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定居宅療養管理指導事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定居宅

療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができ

る。

� 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針）

第��条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう、計画的に行われなければならない。

� 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第��条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者

の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医

学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作

成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利

用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介

護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、

療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。

� 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療

養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが

提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは

居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅
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サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に

必要な情報提供又は助言を行う。

� 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報

提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加すること

により行わなければならない。

� 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場

合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則

として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければな

らない。

� それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容につい

て、速やかに診療録に記録する。

� 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、

次に掲げるところによるものとする。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬

局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指

示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の

心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥

当適切に行う。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすい

ように指導又は説明を行う。

� 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に

努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。

� それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容につい

て、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

� 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対す
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る居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上

の相談及び支援を行うこと。

� 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすい

ように指導又は助言を行うこと。

� それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容につい

て、速やかに記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報

告すること。

（運営規程）

第��条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第��条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第
�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

 
106



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

て採った処置についての記録

（準用）

第��条 第�条から第��条まで、第��条、第��条、第�	条、第��条、第��条、第


�条から第
�条まで、第
�条から第��条まで、第��条及び第��条の規定は、指

定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規

定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第�条第

項中「第
	条」とあるのは「第��条」と、第��条中「心身の状況」とあるのは

「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第��条中「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と読み替えるものとする。

第�章 通所介護

第節 基本方針

（基本方針）

第��条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精

神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�		条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置く

べき従業者（以下この節から第�節までにおいて「通所介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供して

いる時間帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時

間帯の時間数で除して得た数が以上確保されるために必要と認められる数
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� 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定

通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が�

以上確保されるために必要と認められる数

� 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している

時間帯に介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数（次項

において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定

通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者（指定介護予防サービス等基

準第��条第�項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所

介護（指定介護予防サービス等基準第��条に規定する指定介護予防通所介護

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通

所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が��人までの場

合にあっては�以上、��人を超える場合にあっては��人を超える部分の数を

�で除して得た数に�を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

� 機能訓練指導員 �以上

	 当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時

に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下こ

の節から第
節までにおいて同じ。）が��人以下である場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ご

とに、当該指定通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いず

れも専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を提供単位時間数で除して得た数が�以上確保されるために必要と認

められる数とすることができる。

� 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第�項第�号の介護職

員（第	項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次

項及び第項において同じ。）を、常時�人以上当該指定通所介護に従事させ
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なければならない。

� 第�項及び第�項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる

ものとする。

� 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に�

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

� 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他

の職務に従事することができるものとする。

� 第�項の生活相談員又は介護職員のうち�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第

	
条第�項から第�項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第���条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。

第節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第���条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務

室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通

所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

� 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
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� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、�平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されて

いること。

� 第�項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。

� 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第

���条第�項から第�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前�項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介

護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護

に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる

居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る

居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。
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� 指定通所介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用

� 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選

定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通

所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

� 食事の提供に要する費用

� おむつ代

� 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜

のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められる費用

� 前項第�号に掲げる費用については、基準省令第��条第�項の厚生労働大臣

が定めるところによるものとする。

� 指定通所介護事業者は、第�項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定通所介護の基本取扱方針）

第�	
条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（指定通所介護の具体的取扱方針）

第�	�条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 指定通所介護の提供に当たっては、次条第�項に規定する通所介護計画に

基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行う。

� 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ
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とを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行う。

� 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行う。

� 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助

等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切

に提供する。特に、認知症（法第�条の�に規定する認知症をいう。以下同

じ。）である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービ

スの提供ができる体制を整える。

（通所介護計画の作成）

第���条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならな

い。

� 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅

サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。

� 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所

介護計画を利用者に交付しなければならない。

� 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサー

ビスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

（運営規程）

第��	条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下この章（第�節を除く。）にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針
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� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定通所介護の利用定員

� 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供でき

るよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。

� 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業

所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者

の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第���条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行っ

てはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りではない。

（非常災害対策）

第���条 指定通所介護事業者は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。

（衛生管理等）
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第���条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又

は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講

じなければならない。

� 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（記録の整備）

第���条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。

� 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 通所介護計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第	�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第
条から第��条まで、第��条、第��条、第��条、第��条、第�	条か

ら第	�条まで及び第��条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第
条第項中「第��条」とあるのは「第���条」と、「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第�	条中「訪問介護員等」と

あるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第�節 指定療養通所介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営

に関する基準

第款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第��	条 第節から第�節の規定にかかわらず、指定療養通所介護（指定通所
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介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サー

ビス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所

介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。）の事業の基本方針、人員並びに設

備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

（基本方針）

第���条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

� 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」とい

う。）は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当

該利用者の利用している訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法

第��条第�項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同

じ。）等との密接な連携に努めなければならない。

第�款 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通

所介護事業所」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看

護職員又は介護職員（以下この節において「療養通所介護従業者」という。）

の員数は、利用者の数が���に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通

所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が�以上確保されるために必要と認

められる数以上とする。

� 前項の療養通所介護従業者のうち�人以上は、常勤の看護師であって専ら指

定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

（管理者）

第��	条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその
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職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために

必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第�款 設備に関する基準

（利用定員）

第���条 指定療養通所介護事業所は、その利用定員（当該指定療養通所介護事

業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節において同じ。）を�人以下とする。

（設備及び備品等）

第���条 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい

専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

� 前項に掲げる専用の部屋の面積は、�	
平方メートルに利用定員を乗じた面

積以上とする。

� 第�項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。

第�款 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第��条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第��条に規定する運営規程の

概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第��条第�項に規定する利用者ご

とに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第��条第�項に規定する緊急

時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資
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すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならない。

� 第�条第�項から第�項までの規定は、前項の規定による文書の交付につい

て準用する。

（心身の状況等の把握）

第���条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、

利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供で

きるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者

等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならな

い。

（居宅介護支援事業者等との連携）

第���条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たって

は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否

について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努め

なければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して、居

宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければ

ならない。

� 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅

介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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（指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第���条 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第�項に規定する療養通所介

護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができ

るよう必要な援助を行う。

� 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行う。

� 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行う。

� 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービ

スを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護

事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての

情報の共有を十分に図る。

� 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望

に添って適切に提供する。

（療養通所介護計画の作成）

第���条 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければ

ならない。

� 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書（第	�条第�項に規定する訪問看

護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成��年厚生

省令第
�号）第�	条第�項に規定する訪問看護計画をいう。以下この節におい

て同じ。）が作成されている場合は、当該訪問看護計画の内容との整合を図り
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つつ、作成しなければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

なければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、

当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

� 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に

従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

（緊急時等の対応）

第���条 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行ってい

るときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、そ

の場合の対応策（以下この節において「緊急時等の対応策」という。）につい

て利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければな

らない。

� 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及び家族に

対して十分に説明し、利用者及び家族が安心してサービスを利用できるよう配

慮しなければならない。

	 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利

用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づ

き、速やかに主治の医師又は第��
条第�項に規定する緊急時対応医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりなが

ら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。

� 第�項及び第�項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更につい

て準用する。

（管理者の責務）

第���条 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護事業所の従業

者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の
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把握その他の管理を一元的に行うものとする。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切な

サービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問

看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等について

の情報の共有を十分に行わなければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境

を整備しなければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養

通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

� 指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者

にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第���条 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この節において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定療養通所介護の利用定員

� 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（緊急時対応医療機関）

第��	条 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。

� 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し､ 又
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は隣接し､ 若しくは近接していなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊

急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければな

らない。

（安全・サービス提供管理委員会の設置）

第���条 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保す

るため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を

専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保

するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会

（以下この条において「委員会」という。）を設置しなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、概ね�月に�回以上委員会を開催することと

し、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ

等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供

を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成し

なければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策

を講じなければならない。

（記録の整備）

第�	
条 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。

� 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければな

らない。

� 療養通所介護計画

� 前条第�項に規定する検討の結果についての記録

� 次条において準用する第�
条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録
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� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第	�条、第		条、第

	
条、第��条から第��条まで、第���条（第�項第�号を除く。）、第���条及

び第���条から第���条までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「療養通

所介護従業者」と、第���条第�項中「通所介護従業者」を「療養通所介護従

業者」と読み替えるものとする。

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準

（従業者の員数）

第��	条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービ

ス（以下「基準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「通所介護従

業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を

提供している時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当た

る者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提

供している時間帯の時間数で除して得た数が以上確保されるために必要と

認められる数

� 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の

提供に当たる看護職員が以上確保されるために必要と認められる数

� 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供

している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に

限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供して

いる時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が
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利用者（当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と基準該当

介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準第���条第�項に規定する

基準該当介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所にお

いて一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通

所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。以下この条において同

じ。）の数が��人までの場合にあっては�以上、��人を超える場合にあって

は��人を超える部分の数を�で除して得た数に�を加えた数以上確保される

ために必要と認められる数

� 機能訓練指導員 �以上

� 当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業所にお

いて同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を

いう。以下この節において同じ。）が��人以下である場合にあっては、前項の

規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当通所介護の単位

ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員

（いずれも専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務して

いる時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が�以上確保されるため

に必要と認められる数とすることができる。

	 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、第�項第	号

の介護職員（第�項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護

職員。次項において同じ。）を、常時�人以上当該基準該当通所介護に従事さ

せなければならない。


 第�項及び第�項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することがで

きるものとする。

� 前各項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が

同時に�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

� 第�項第
号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所
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の他の職務に従事することができるものとする。

� 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定介護予防サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する人員に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

（管理者）

第���条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第���条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、

静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保する

とともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所

介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

� 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有す

るものとし、その合計した面積は、	平方メートルに利用定員を乗じて得

た面積以上とすること。

イ アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提

供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う

際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。

� 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。

	 第�項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するもの
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でなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障

がない場合は、この限りでない。

� 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが、同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介

護予防サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

（準用）

第���条 第�条から第��条まで、第�	条、第�
条、第��条、第��条、第�	条、

第�
条、第�条から第�	条まで、第�
条（第�項及び第�項を除く。）、第��

条から第�条まで、第��条、第��条及び第�節（第���条第�項及び第���条を

除く。）の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第�条第�項中「第��条」とあるのは「第��	条」と、「訪問介護員等」

とあるのは「通所介護従業者」と、第��条第�項中「内容、当該指定訪問介護

について法第�条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護

サービス費の額」とあるのは「内容」と、第��条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第�条中「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第���条第�項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」

と、同条第�項中「前�項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

第�章 通所リハビリテーション

第�節 基本方針

（基本方針）

第���条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通

所リハビリテーション」という。）の事業は、要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハ

ビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るもの
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でなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビ

リテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定通所

リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定通所リハビリテー

ションの提供に当たる従業者（以下「通所リハビリテーション従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。

� 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な�以

上の数

� 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師

（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げ

る基準を満たすために必要と認められる数

ア 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定通所リハ

ビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者（指

定介護予防サービス等基準第���条第�項に規定する指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテー

ション（指定介護予防サービス等基準第���条に規定する指定介護予防通

所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通

所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用

者。以下この節及び次節において同じ。）の数が��人以下の場合は、その

提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間」という。）を通じて

専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が�以上確保

されていること、又は、利用者の数が��人を超える場合は、提供時間を通

じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作
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業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の

数を��で除して得た数以上確保されていること。

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が���又はその端数を増すごと

に�以上確保されていること。

� 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第�号の規

定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

� 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が��人以下の場合

は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職

員の数が�以上確保されていること、又は、利用者の数が��人を超える場合

は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員

が、利用者の数を��で除して得た数以上確保されていること。

� 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当

たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーショ

ン若しくはこれに類するサービスに�年以上従事した経験を有する看護師

が、常勤換算方法で、���以上確保されること。

� 第�項第�号の医師は、常勤でなければならない。

� 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定

介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第��	条第�項か

ら第�項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第�
	条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーション
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を行うにふさわしい専用の部屋等であって、�平方メートルに利用定員（当該

指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーショ

ンの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節

において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、

当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっ

ては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリ

テーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。

� 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して

必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械

及び器具を備えなければならない。

� 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定

介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第���条第�項及

び第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針）

第���条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリ

テーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第�	
条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるもの

とする。

� 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第

�項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能

の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
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� 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に

当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リ

ハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやす

いように指導又は説明を行う。

� 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心

身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切

なサービスを提供する。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応

じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。

（通所リハビリテーション計画の作成）

第���条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる通所リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」と

いう。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテー

ションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し

た通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

� 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければ

ならない。

� 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通

所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。

� 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビ

リテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載

する。

（管理者等の責務）

第���条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、

作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうち
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から選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

� 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者

は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させる

ための必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第���条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下

この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定通所リハビリテーションの利用定員

� 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（衛生管理等）

第���条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上

必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなけれ

ばならない。

� 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（記録の整備）

第���条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリ
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テーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

�年間保存しなければならない。

� 通所リハビリテーション計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第	�
条 第�条から第	�条まで、第	
条から第	�条まで、第��条、第��条、第

��条、第��条、第��条、第��条、第��条から第�	条まで、第
条、第	��条及

び第	��条から第		�条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「通所リハビリテーション従業者」と、第�条第�項中「第��条」とあるの

は「第	��条」と、第	�条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と、第	��条第�項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーショ

ン従業者」と読み替えるものとする。

第�章 短期入所生活介護

第�節 基本方針

（基本方針）

第	��条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指定短期入所

生活介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準
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（従業者の員数）

第���条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入所生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所生活介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者

（以下この節から第�節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。）

の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指定短期入所生活介護

事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用

者（当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者

（指定介護予防サービス等基準第���条第�項に規定する指定介護予防短期入

所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期

入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サービス

等基準第���条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当

該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の

利用者。以下この節及び次節並びに第�	
条において同じ。）の数の上限をい

う。以下この節から第�節までにおいて同じ。）が��人を超えない指定短期入

所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図るこ

とにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することがで

きる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第�号の栄養士を置か

ないことができる。

� 医師 �人以上

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に�人以上

� 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。） 常勤換算方法で、利用者の数が又はその端数を増すごとに�

人以上

� 栄養士 �人以上

� 機能訓練指導員 �人以上
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� 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた

適当数

� 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和��年法律第���号）第��条の�に規

定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一部

が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行

うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の

規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホーム

の入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必

要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

	 第
項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数による。

� 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第��条の�に規定する養

護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特定

施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施

設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」と

いう。）に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老

人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」という。）に

ついては、老人福祉法、医療法（昭和��年法律第���号）又は法に規定する特

別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第
項各号に掲

げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

� 第
項第�号の生活相談員並びに同項第	号の介護職員及び看護職員のそれ

ぞれのうち
人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が��人未満で

ある併設事業所の場合にあっては、この限りでない。

 第
項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事

業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生
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活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

（管理者）

第���条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定

短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所生活介

護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。

第	節 設備に関する基準

（利用定員等）

第�
�条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を��人以上とし、指定

短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第���条

第項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでな

い。

 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定短期入

所生活介護事業所（第���条第�項に規定するユニット型指定短期入所生活介

護事業所をいう。以下この項において同じ。）を除く。）とユニット型指定短

期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それら

の利用定員の総数が��人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわ

らず、その利用定員を��人未満とすることができる。

	 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第���条第�項及び第項に規定する利用定

員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。
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（設備及び備品等）

第���条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���

号）第�条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建て

の指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条第�号

の�に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。

� 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長（消防本部

を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長と

相談の上、第�	
条において準用する第���条に規定する計画に利用者の円

滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 第�	
条において準用する第���条に規定する訓練については、同条に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全

性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすること

を要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて
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おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるととも

に、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することに

より、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営

が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護

事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、

介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

� 居室

� 食堂

� 機能訓練室

� 浴室

� 便所

� 洗面設備

� 医務室

	 静養室


 面談室

� 介護職員室

� 看護職員室

 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

� 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及
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び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併

設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の

利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないとき

は、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定短期入

所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

� 第���条第�項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、

第�項及び第�項第	号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護

老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。


 第�項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア 	の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 利用者	人当たりの床面積は、����平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ

と。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、�平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所

要介護者が使用するのに適したものとすること。

� 洗面設備

要介護者が使用するのに適したものとすること。
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� 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基

準は、次のとおりとする。

� 廊下の幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メー

トル以上とすること。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜を緩やかにすること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が�階以上の階にある場合は、

	以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この

限りでない。


 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第���条第	項から第�項までに規定する設

備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第��条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第���条に規定する運

営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければ

ならない。

� 第�条第�項から第�項までの規定は、前項の規定による文書の交付につい

て準用する。

（指定短期入所生活介護の開始及び終了）

第��条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しく
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はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体

的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を

営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとす

る。

� 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介

護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

（利用料等の受領）

第���条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短

期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。

� 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短

期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指

定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の各号

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条

第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用
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者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第�

項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第	号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定短期入所生活介護事業者は、第�項の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。ただし、同項第	号から第�号までに掲げる費用に係る同意については、

文書によるものとする。

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第�

条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生

活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

� 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者に

ついては、次条第	項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画

一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

� 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇

切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい
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て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）を行ってはならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（短期入所生活介護計画の作成）

第���条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続

して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前

から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の

短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなけ

ればならない。

� 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

	 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。

� 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した

際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

（介護）

第��
条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
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� 指定短期入所生活介護事業者は、�週間に�回以上、適切な方法により、利

用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離

床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、常時�人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担によ

り、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせ

てはならない。

（食事）

第	
�条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事

をとることを支援しなければならない。

（機能訓練）

第	
�条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必

要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓

練を行わなければならない。

（健康管理）

第	�条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健

康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければな

らない。

（相談及び援助）

第		条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置か
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れている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に

適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（その他のサービスの提供）

第���条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜

利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努め

なければならない。

（緊急時等の対応）

第���条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（運営規程）

第���条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員（第���条第�項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合

を除く。）

� 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第��	条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に
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対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 第���条第�項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生

活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定

員を超えることとなる利用者数

� 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び

居室の定員を超えることとなる利用者数

（地域等との連携）

第���条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。

（記録の整備）

第���条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 短期入所生活介護計画

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第�

条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第�	条から第��条まで、第��条、第��条、第�	条、第��条、第��条、
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第��条から第��条まで、第��条、第���条、第���条及び第���条は、指定短期

入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第��条中「訪問介

護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第���条第	項中「通所

介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとす

る。

第
節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備

及び運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第���条 第�節、第	節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入

所生活介護の事業（指定短期入所生活介護の事業であって、その全部において

少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者

が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同

じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」とい

う。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものを

いう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、

この節に定めるところによる。

（基本方針）

第��条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及

び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものと

なるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能

の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけれ

ばならない。

第�款 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第��条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユ
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ニット型指定短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活

のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建てのユ

ニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とする

ことができる。

� 居室等を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長

又は消防署長と相談の上、第���条において準用する第���条において準用

する第���条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

めに必要な事項を定めること。

イ 第���条において準用する第���条において準用する第���条に規定する

訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行う

こと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利

用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物

とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保
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等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設け

るとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び

備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す

ることにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護

事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユ

ニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がな

い場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

� ユニット

� 浴室

� 医務室

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

� 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所

であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下

「併設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわらず、

当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護

老人ホーム等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」とい

う。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者

及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービ

スの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号

に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定短期入所生活介護の事業

の用に供することができるものとする。

� 第���条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（特別
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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省令第��号）第��

条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合に

あっては、第�項及び第�項第	号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護

老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。


 第�項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� ユニット

ア 居室

ア� 	の居室の定員は、	人とすること。ただし、利用者への指定短期入

所生活介護の提供上必要と認められる場合は、�人とすることができ

る。

イ� 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、	のユニットの利用定

員（当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニッ

ト型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該ユ

ニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準第���条第	項に規定

するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防

サービス等基準第���条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生

活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又は

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第��条において

同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね

��人以下としなければならない。

ウ� 利用者	人当たりの床面積は、�����平方メートル以上とすること。

また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士

の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井
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との間に一定の隙間が生じても差し支えない。

エ� 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮する

こと。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 要介護者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 要介護者が使用するのに適したものとすること。

� 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

� 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構

造設備の基準は、次のとおりとする。

� 廊下の幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��	メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用

者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、��
メー

トル以上（中廊下にあっては、���メートル以上）として差し支えない。

� 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜を緩やかにすること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� ユニット又は浴室が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設ける

 
149



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

こと。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護

の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例

第���条第�項から第�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第��	条 第��
条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準

用する。

第�款 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費

の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当し

ない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場

合は、同条第項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）
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� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合

は、同条第�項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第��	条の
第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき

利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��	条の
第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき

利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第��	条の
第�項第�号の厚生労働大臣が

別に定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第��	条の


第�項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、第�項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけ

ればならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意に

ついては、文書によるものとする。

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第���条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自ら

の生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるように

するため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、

利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

� 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を
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持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われな

ければならない。

� 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本とし

て、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の

状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護

の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所

生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（介護）

第�	
条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切

な技術をもって行われなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事

を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう

適切に支援しなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、

精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入

浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しき

を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
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� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、

適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならな

い。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利

用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけ

ればならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が

行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時�人以上の介護職員を介護

に従事させなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の

負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者に

よる介護を受けさせてはならない。

（食事）

第�	
条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身

の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、

適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる

限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならな

い。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築

くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をと

ることを支援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第�		条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣
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味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行

うこれらの活動を支援しなければならない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図

るよう努めなければならない。

（運営規程）

第���条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員（第���条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人

ホームである場合を除く。）

� ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第���条第�項の規定の適用

を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。）

� 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニッ

ト型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介

護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配

置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護
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職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介

護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によっ

てユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用

者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第���条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上

の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 第���条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであ

るユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別

養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとな

る利用者数

� 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユ

ニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

（準用）

第���条 第�	
条、第�	�条、第�	�条、第�	条から第���条まで、第���条及び

第���条から第���条（第���条の準用に係る部分を除く。）までの規定は、ユ

ニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、

第�	
条第�項中「第���条に規定する運営規程」とあるのは「第���条に規定

する重要事項に関する規程」と、第���条第�項第�号中「次条」とあるのは

「第���条において準用する第���条」と、同項第�号中「第�		条第�項」と

あるのは「第���条第�項」と、同項第�号から第�号までの規定中「次条」

とあるのは「第���条において準用する第���条」と読み替えるものとする。

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準
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（指定通所介護事業所等との併設）

第���条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当す

るサービス（以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者

（以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。）は、指定通所介護事

業所若しくは指定認知症対応型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準

第��条第�項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。）又は社会

福祉施設（以下「指定通所介護事業所等」という。）に併設しなければならな

い。

（従業者の員数）

第���条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所

ごとに置くべき従業者（以下この節において「短期入所生活介護従業者」とい

う。）の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士と

の連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営

を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第

�号の栄養士を置かないことができる。

� 生活相談員 �人以上

� 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当短期入所

生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期

入所生活介護（指定介護予防サービス等基準第�	
条に規定する基準該当介

護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所におい

て一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期

入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条

及び第���条において同じ。）の数が�又はその端数を増すごとに�人以上

� 栄養士 �人以上

� 機能訓練指導員 �人以上

� 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応

じた適当数

 
156



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 前項第�号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該

当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

� 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介

護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介

護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第�項各号に掲げる短期

入所生活介護従業者を確保するものとする。

� 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等条例第��	条第�項から第�項までに

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第�
�条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基

準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期

入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。

（利用定員等）

第�
�条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当短

期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受け

ることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を�人

未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとす

る。

� 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合

については、指定介護予防サービス等条例第���条第�項に規定する利用定員
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等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

（設備及び備品等）

第���条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設け

るとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備

及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を

利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生

活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者

等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合

は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

� 居室

� 食堂

� 機能訓練室

� 浴室

� 便所

� 洗面所

� 静養室

	 面接室


 介護職員室

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 利用者�人当たりの床面積は、�	
�平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、�平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。
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イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

� 洗面所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

� 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動

することが可能なものでなければならない。

� 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定介護予防サービス等条例第���条第�項から第�項までに

規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

（指定通所介護事業所等との連携）

第���条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提

供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればならない。

（準用）

第���条 第��条から第�	条まで、第��条、第
�条、第

条、第
�条、第�	条か

ら第��条まで、第��条（第�項及び第項を除く。）、第��条から第	�条ま

で、第��条、第���条、第���条、第���条、第�	�条並びに第�節（第��	条第

�項及び第���条を除く。）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第
�条第�項中「内容、当該指定訪問介護

について法第	�条第項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護
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サービス費の額」とあるのは「内容」と、第��条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第��

条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第���条第

�項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第�	�

条第
項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあ

るのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第�項中「前
項」とあるのは

「前項」と、第���条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み

替えるものとする。

第��章 短期入所療養介護

第�節 基本方針

（基本方針）

第��条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所

療養介護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そ

の他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向

上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなら

ない。

第
節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事

業所」という。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者

（以下「短期入所療養介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指

定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び

准看護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理

学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定
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短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護

予防サービス等基準第���条第�項に規定する指定介護予防短期入所療養介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療

養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス等基

準第���条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、

当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介

護の利用者。以下この条及び第���条において同じ。）を当該介護老人保健

施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

� 健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第�	号）附則第�	�条

の
第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第��条の規

定による改正前の法（以下「平成��年旧介護保険法」という。）第��条第�

項第�号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施

設」という。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短

期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養

士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介

護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成��年旧介護保険法

に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるため

に必要な数以上とする。

� 療養病床（医療法第条第
項第�号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定

短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置

くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をい

う。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規

定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保される

ために必要な数以上とする。

� 診療所（前
号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事
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業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護

職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の

数が�又はその端数を増すごとに�以上であること、かつ、夜間における緊

急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を�

人以上配置していること。

� 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第���条第�項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第�節 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第���条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとす

る。

� 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護

老人保健施設（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成��年厚生省令第�	号）第
�条に規定するユニット型介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。

� 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、

平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされ

る設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正す

る法律附則第�
	条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年

厚生省令第��号）第
�条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をい

う。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。

� 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを
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除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する

療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとす

る。

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事

業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者�人につき���

平方メートルとすること。

イ 食堂及び浴室を有すること。

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。

� 前項第�号及び第�号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、

前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有

するものとする。

� 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定介護予防サービス等条例第	
�条第�項及び第�項に規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（対象者）

第	�条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状に

より、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者

の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必

要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病

室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾

患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則第	��条の�第�項の規

定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成	�年政令

 
163



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

第���号）第�条第�項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同

じ。）において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

（利用料等の受領）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短

期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。

� 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短

期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指

定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。

	 指定短期入所療養介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の各号

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第
�条の	第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条

第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 滞在に要する費用（法第
�条の	第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第�

項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第��
条第	項第	号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��
条第	項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
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� 送迎に要する費用（基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定短期入所療養介護事業者は、第�項に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内

容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意について

は、文書によるものとする。

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第�	�条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利

用者の療養を妥当適切に行わなければならない。


 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者に

ついては、次条第�項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画

一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

� 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇

切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記
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録しなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（短期入所療養介護計画の作成）

第���条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続

して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病

状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短

期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサー

ビスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービス

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期

入所療養介護計画を作成しなければならない。

� 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得なければならない。

� 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した

際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

（診療の方針）

第��	条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷

に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

� 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観

察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果を

もあげることができるよう適切な指導を行う。

� 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環

境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

� 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。
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� 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第���条第�号の厚生

労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

� 基準省令第���条第�号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利

用者に施用し、又は処方してはならない。

� 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難で

あると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を

講じなければならない。

（機能訓練）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第���条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。

	 指定短期入所療養介護事業者は、
週間に	回以上、適切な方法により、利

用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切

な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離

床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担によ

り、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を

受けさせてはならない。

（食事の提供）

第���条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考
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慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

� 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で

行われるよう努めなければならない。

（その他のサービスの提供）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーショ

ン行事を行うよう努めるものとする。

� 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努め

なければならない。

（運営規程）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要

事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� 施設利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養

室の定員を超えることとなる利用者数

� 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有

する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人
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性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養

病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

� 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所

にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超え

ることとなる利用者数

（記録の整備）

第���条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 短期入所療養介護計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第���条第	項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 次条において準用する第�
条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第��条、第�
条、第��条、第��条、第�
条、

第��条、第�条、第�
条から第��条まで、第�条、第���条、第���条、第���

条、第��条、第��条第�項及び第���条の規定は、指定短期入所療養介護の

事業について準用する。この場合において、第��条中「訪問介護員等」とある

のは「短期入所療養介護従業者」と、第���条第�項中「通所介護従業者」と

あるのは「短期入所療養介護従業者」と、第��条中「第���条」とあるのは

「第���条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護
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従業者」と読み替えるものとする。

第�節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備

及び運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第���条 第�節、第�節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入

所療養介護の事業（指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において

少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養

室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章

において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユ

ニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行

われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

については、この節に定めるところによる。

（基本方針）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及

び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものと

なるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて

利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するこ

とにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図るものでなければならない。

第	款 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第��
条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次

のとおりとする。

� 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあって
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は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。

� 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に

あっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限

る。）を有することとする。

� 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に

あっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する

病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

� 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所に

あっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する

診療所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者（指定介護予防サービス等基準第���条第�項に規定するユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、か

つ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入

所療養介護の事業（指定介護予防サービス等基準第��	条に規定する指定介護

予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第�
�

条第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

第�款 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から

 
171



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費

の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当し

ない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場

合は、同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用

者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合

は、同条第�項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第���条の�第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき

利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第���条の�第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき

利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第���条の�第�項第�号の厚生労働大臣が

別に定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの
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� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条の�

第�項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第�項に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該

サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る

同意については、文書によるものとする。

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第�	
条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自ら

の生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるように

するため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、

利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

� 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を

持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われな

ければならない。

� 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本とし

て、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の

状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護

の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に

当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。
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� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所

療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第���条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者

が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利

用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければなら

ない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事

を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って

行うよう適切に支援しなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、

精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入

浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しき

を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に

応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければ

ならない。

	 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利

用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけ

ればならない。


 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が

行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の

負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者に

よる看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身
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の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、

適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる

限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならな

い。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築

くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事をと

ることを支援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜
し

好に応じた趣

味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行

うこれらの活動を支援しなければならない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図

るよう努めなければならない。

（運営規程）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� 施設利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニッ
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ト型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介

護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配

置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介

護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によっ

てユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用

者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第���条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（当該

ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の

事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型

指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用

者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定短期入所

療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。

� ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業

所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなし

た場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
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� ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介

護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入

院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えること

となる利用者数

（準用）

第���条 第���条、第���条から第���条まで、第��	条及び第��
条（第���条の

準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業

について準用する。この場合において、第��	条第�項第�号中「次条」とあ

るのは「第���条において準用する第��
条」と、同項第号中「第��
条第�

項」とあるのは「第���条第�項」と、同項第�号から第�号までの規定中

「次条」とあるのは「第���条において準用する第��
条」と、第��
条中「第

��
条」とあるのは「第��
条に規定する運営規程」と、「第���条」とあるの

は「第��	条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

第��章 特定施設入居者生活介護

第�節 基本方針

（基本方針）

第���条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以下「指定特

定施設入居者生活介護」という。）の事業は、特定施設サービス計画（法第�

条第��項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことに

より、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供

を受ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が当該指定特定施

設（特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるも

のをいう。以下同じ。）においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営

むことができるようにするものでなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入居者生

活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければな

らない。
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� 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合について

は、第�節に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業

を行うこととする。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指

定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特定施設従業者」と

いう。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に	人以上

� 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又

は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利

用者の数が�又はその端数を増すごとに	以上であること。

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

ア� 利用者の数が
�を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法

で、	以上

イ� 利用者の数が
�を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、

	に利用者の数が
�を超えて��又はその端数を増すごとに	を加えて得

た数以上

ウ 常に	以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確

保されること。

� 機能訓練指導員 	以上

� 計画作成担当者 	以上（利用者の数が���又はその端数を増すごとに	

を標準とする。）

� 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者（指定介護予防サービス等基準第�
�条第�項に規定する指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

 
178



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

つ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介

護（指定介護予防サービス等基準第���条第�項に規定する指定介護予防特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体

的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業

者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生

活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの利

用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）

が���又はその端数を増すごとに�人以上

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者及び介護予

防サービスの利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査

及び判定の基準等に関する省令（平成��年厚生省令第��号。以下「認定省

令」という。）第	条第�項第	号に規定する要支援状態区分に該当する

者の数が
又はその端数を増すごとに�並びに介護予防サービスの利用者

のうち認定省令第	条第�項第�号に規定する要支援状態区分に該当する

者の数が��又はその端数を増すごとに�以上であること。

イ 看護職員の数は次のとおりとすること。

ア� 総利用者数が��を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法

で、�以上

イ� 総利用者数が��を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、

�に総利用者数が��を超えて��又はその端数を増すごとに�を加えて得

た数以上

ウ 常に�以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入

居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介

護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯について

は、この限りでない。

� 機能訓練指導員 �以上
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� 計画作成担当者 �以上（総利用者数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 前�項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前

年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

� 第�項第�号又は第�項第�号の生活相談員のうち�人以上は、常勤でなけ

ればならない。

� 第�項第�号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活

介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち�人以上、及び介護職員のうち

�人以上は、常勤の者でなければならない。

	 第�項第�号又は第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施

設における他の職務に従事することができるものとする。


 第�項第�号又は第�項第�号の計画作成担当者は、専らその職務に従事す

る介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第�項の場合にあって

は、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当

させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者（第�項の場合に

あっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合

は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活

介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護

職員のうち�人以上、及び介護職員のうち�人以上は、常勤の者でなければな

らない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合

は、介護職員及び看護職員のうちいずれか�人が常勤であれば足りるものとす

る。

（管理者）

第��条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理

上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は同一
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敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第���条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されて

いると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 指定特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者

生活介護を行うための室をいう。以下同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓

練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行

うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行

うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けない

ことができるものとする。

� 指定特定施設の介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の

居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室

は、次の基準を満たさなければならない。

� 介護居室は、次の基準を満たすこと。
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ア �の居室の定員は、�人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら

れる場合は、�人とすることができるものとする。

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ウ 地階に設けてはならないこと。

エ �以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設

けること。

� 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

� 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

を有するものでなければならない。

� 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるも

のとする。

� 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建

築基準法及び消防法（昭和��年法律第	
�号）の定めるところによる。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定

介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営

されている場合にあっては、指定介護予防サービス等条例第��条第�項から

第�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び契約の締結等）

第��	条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又は

その家族に対し、第���条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の

額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認めら
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れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居

者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利

を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活

介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこと

としている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該

利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第�項の契約に係る文書に明

記しなければならない。

� 第�条第�項から第�項までの規定は、第�項の規定による文書の交付につ

いて準用する。

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対す

る指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介

護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護

サービスを利用することを妨げてはならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者（以下「入居

者等」という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要

なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療

所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供

に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めな

ければならない。

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）

第��	条 老人福祉法第�
条第�項に規定する有料老人ホームである指定特定施

設において指定特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものを除く。

以下この条において同じ。）を提供する指定特定施設入居者生活介護事業者
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は、当該指定特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する

場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思

を確認しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護

の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称

を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利

用者の被保険者証に記載しなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供

した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（利用料等の受領）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の

一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基

準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービ

ス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない

指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額と

の間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費

用

� おむつ代

� 前�号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
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� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、

日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護は、次条第�項に規定する特定施設サービス計

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければな

らない。

� 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当

たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければなら

ない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

	 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居

者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（特定施設サービス計画の作成）

第��
条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者（第���条第�項第�号の計

画作成担当者をいう。以下この条において同じ。）に特定施設サービス計画の

作成に関する業務を担当させるものとする。

� 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法

により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を
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通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を

営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならな

い。

� 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された

解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及

びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を

盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

� 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の

内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を

得なければならない。

� 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設

サービス計画を利用者に交付しなければならない。

� 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設

従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況

の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要

に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

� 第�項から第�項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変

更について準用する。

（介護）

第��	条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、


週間に�回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければなら

ない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な

方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前�項に定めるほか、利用者に対

し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければ
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ならない。

（健康管理）

第���条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとと

もに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

（相談及び援助）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その

相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければ

ならない。

（利用者の家族との連携等）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を

図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなけれ

ばならない。

（運営規程）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

� 入居定員及び居室数

� 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特

 
187



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体

制を定めておかなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって

指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特

定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことがで

きる場合は、この限りでない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定

施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、

その結果等を記録しなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。

（協力医療機関等）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備え

るため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければならない。

（地域との連携等）

第���条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に

努めなければならない。

� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供

した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。

（記録の整備）

第��	条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。
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� 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者

生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�

年間保存しなければならない。

� 特定施設サービス計画

� 第���条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第���条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第���条第�項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第�	条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�
条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

	 施行規則第��条第�号に規定する書類

（準用）

第��	条 第��条、第��条、第��条、第�	条、第��条から第��条まで、第条、

第�条、第���条、第���条及び第��条の規定は、指定特定施設入居者生活介

護の事業について準用する。この場合において、第��条中「訪問介護員等」と

あるのは「特定施設従業者」と、第条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは

「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

第�節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本

方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第��
条 第�節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護（指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定

施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確

認、利用者の生活相談等（以下「基本サービス」という。）及び当該指定特定

施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事
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業者」という。）により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

（以下「受託居宅サービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本方

針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところ

による。

（基本方針）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設

サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適

切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当

該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにするものでなければならない。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的

かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第�款 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施

設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型

特定施設従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に	人以上

� 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が��又はその端数を増すごとに	

人以上

� 計画作成担当者 	以上（利用者の数が���又はその端数を増すごとに	

を標準とする。）

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準

第�
�条第�項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生
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活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等基準第���条に規定する外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ

次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介

護予防サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利

用者数」という。）が���又はその端数を増すごとに�人以上

� 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が��又はその端数を増すごとに�

及び介護予防サービスの利用者の数が��又はその端数を増すごとに�以上で

あること。

� 計画作成担当者 �以上（総利用者数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 前	項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前

年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。


 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に�以上の指定特

定施設の従業者（第�項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含

む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限り

ではない。

� 第�項第�号又は第	項第�号の生活相談員のうち�人以上は、専らその職

務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第	項の場合

にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合

は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号又は第	項第�号の計画作成担当者は、専らその職務に従事す

る介護支援専門員であって、特定施設サービス計画（第	項の場合にあって
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は、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当

させるのに適当と認められるものとし、そのうち�人以上は、常勤でなければ

ならない。ただし、利用者（第�項の場合にあっては、利用者及び介護予防

サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職

務に従事することができるものとする。

（管理者）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定

施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務

に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。

第�款 設備に関する基準

（設備に関する基準）

第���条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されて

いると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。
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� 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただ

し、居室の面積が��平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことが

できるものとする。

� 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければな

らない。

� 居室は、次の基準を満たすこと。

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認

められる場合は、�人とすることができるものとする。

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ウ 地階に設けてはならないこと。

エ �以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設

けること。

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

� 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

を有するものでなければならない。

	 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるも

のとする。


 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建

築基準法及び消防法の定めるところによる。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運

営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等条例第��条第�項か

ら第
項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規
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定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�款 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び契約の締結等）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじ

め、入居申込者又はその家族に対し、第���条の運営規程の概要、従業者の勤

務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅

サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅

サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅サー

ビス事業所」という。）の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びそ

の改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場

合は除く。）及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関

する契約を文書により締結しなければならない。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約にお

いて、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならな

い。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室

に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る

際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第	項の契約に係る

文書に明記しなければならない。

� 第
条第�項から第�項までの規定は、第	項の規定による文書の交付につ

いて準用する。

（受託居宅サービスの提供）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設

サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託

居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービ
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ス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時

間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

（運営規程）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定

施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下こ

の節において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員及び居室数

� 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費

用の額

� 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地

� 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

� 施設の利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（受託居宅サービス事業者への委託）

第���条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅

サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サー

ビス事業所ごとに文書により行わなければならない。

� 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者（法第��条の�第�項に規定する指定地域密着型サービス事業

者をいう。）でなければならない。

� 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介

護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通

所介護、指定通所リハビリテーション、第��	条に規定する指定福祉用具貸与

及び指定地域密着型サービス基準第�
条に規定する指定認知症対応型通所介護
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とする。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当

たっては、指定訪問介護、指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者

と、第�項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を

締結するものとする。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第�項に規定す

る受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定に

より事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものにつ

いては、利用者の状況に応じて、第�項に規定する方法により、これらの提供

に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第�項の指定認

知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する

契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在

する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において

受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービ

ス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービ

スに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけれ

ばならない。

（記録の整備）

第	
�条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、

設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておか

なければならない。

� 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 特定施設サービス計画
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� 第���条第�項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る

記録

� 前条第�項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

� 次条において準用する第���条第�項に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録

� 次条において準用する第��
条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

	 次条において準用する第���条第�項に規定する結果等の記録


 施行規則第
�条第�号に規定する書類

（準用）

第���条 第�条、第�条、第��条、第��条、第��条から第�条まで、第��条、

第�
条、第	条、第条、第���条から第���条まで、第��	条、第��条及び

第���条から第���条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護の事業について準用する。この場合において、第��条中「訪問介護員

等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第��条中「指定訪

問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、

第��条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第

���条第�項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービス

を」と、第���条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利

用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第���条中「指定特定

施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

第�章 福祉用具貸与

第�節 基本方針

（基本方針）
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第���条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」

という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ

た適切な福祉用具（法第�条第��項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用

具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行

い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その

機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでな

ければならない。

第�節 人員に関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第��	条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」とい

う。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第
条第�項に

規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常勤換算方法

で、�以上とする。

� 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場

合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の

区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準第���条

第�項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）

指定介護予防サービス等条例第��条第�項

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準第���

条第�項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同

じ。） 指定介護予防サービス等条例第���条第�項

 
198



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定特定福祉用具販売事業者 第���条第�項

（管理者）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具

貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職

務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な

設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、

指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければなら

ない。ただし、第��	条第�項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の

事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設

備又は器材を有しないことができるものとする。


 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

� 福祉用具の保管のために必要な設備

ア 清潔であること。

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分

することが可能であること。

� 福祉用具の消毒のために必要な器材

当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみ

て適切な消毒効果を有するものであること。

� 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護

予防サービス等基準第���条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等条例第���条第�項及び第
項に規定する設
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備に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福

祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事

業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。

� 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用

具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用

具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の

交通費

� 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

� 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料

又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支

払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等

により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針）

第��	条 指定福祉用具賃与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並び

に利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的
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に行わなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉

用具を貸与しなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第���条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げると

ころによるものとする。

� 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第�項に規定する福祉用具貸

与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門

的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機

能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係

る同意を得るものとする。

� 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全

性、衛生状態等に関し、点検を行う。

� 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福

祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事

項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った

上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法

の指導を行う。

� 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、

貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修

理等を行う。

� 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計

画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係

る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、

継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要

な措置を講じるものとする。
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（福祉用具貸与計画の作成）

第���条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれて

いる環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならな

い。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第���条

第�項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければ

ならない。

� 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該

居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

	 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。


 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具

貸与計画を利用者に交付しなければならない。

� 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うも

のとする。

� 第�項から第
項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更に

ついて準用する。

（運営規程）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務内容

� 営業日及び営業時間

� 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域
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� その他運営に関する重要事項

（適切な研修の機会の確保）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のため

に、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

（福祉用具の取扱種目）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に

対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うよう

にしなければならない。

（衛生管理等）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態につい

て、必要な管理を行わなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみ

て適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が

行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなけれ

ばならない。

	 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は

消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、

当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消

毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。


 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委

託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理

に努めなければならない。

（掲示及び目録の備え付け）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概

要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

しなければならない。
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� 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福

祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その

他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

（記録の整備）

第���条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。

� 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければな

らない。

� 福祉用具貸与計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第���条第�項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第
�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第�条から第��条まで、第��条、第��条、第��条から第
条まで、第

��条並びに第�	条第�項及び第�項の規定は、指定福祉用具貸与の事業につ

いて準用する。この場合において、第�条第�項中「第��条」とあるのは「第

���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第条

中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」

と、第�条第�項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

�条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」

とあるのは「利用者」と、第��条第�項中「提供日及び内容」とあるのは「提

供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第��条中「内容」とあるのは

「種目、品名」と、第�	条第�項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と
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読み替えるものとする。

第�節 基準該当居宅サービスに関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第���条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサー

ビス（以下「基準該当福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業

を行う事業所（以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべ

き福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、�以上とする。

� 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予

防サービス等基準第���条第	項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与を

いう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等条例第�
�条

第	項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第��
条 第�条から第
条まで、第�条から第��条まで、第��条、第��条、第

�
条から第��条まで、第��条（第�項及び第�項を除く。）、第��条から第�

条まで、第
�条、第��条第	項及び第�項、第���条、第�
条、第�
�条並び

に第�節（第�
�条第	項及び第���条を除く。）の規定は、基準該当福祉用具

貸与の事業に準用する。この場合において、第�条第	項中「第��条」とある

のは「第�
�条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、

第
条第�項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第�条

中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第��条第	項中「提供日及び内

容、当該指定訪問介護について法第�条第�項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了

日、種目、品名」と、第��条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第��条第�項中「処遇」と

あるのは「サービスの利用」と、第�
�条第�項中「法定代理受領サービスに
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該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条

第�項中「前�項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

第��章 特定福祉用具販売

第�節 基本方針

（基本方針）

第���条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉

用具販売」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえた適切な特定福祉用具（法第	条第��項の規定により厚生労働大臣

が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取

付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活

上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担

の軽減を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第��
条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事

業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法

で、�以上とする。

� 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受け

る場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる

事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基

準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等条例第���条

第�項
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� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等条例第���

条第�項

� 指定福祉用具貸与事業者 第���条第�項

（管理者）

第���条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定

特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販

売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第��	条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さ

の区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び

備品等を備えなければならない。


 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用

具販売（指定介護予防サービス等基準第���条に規定する指定介護予防福祉用

具販売をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定介護予防サービス等条例第���条第�項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（サービスの提供の記録）

第��条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際

には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの

申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用

者に対して提供しなければならない。

（販売費用の額等の受領）
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第���条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際

には、法第��条第�項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の

額（以下「販売費用の額」という。）の支払を受けるものとする。

� 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場

合の交通費

� 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

� 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付）

第���条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費

用の額の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者

に対して交付しなければならない。

� 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称

� 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要

と認められる事項を記載した証明書

� 領収書

� 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針）

第���条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。

� 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第	項に規定する特定福

祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用され

るよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して

特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個

別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
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� 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機

能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

� 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じ

て特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用

上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上

で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方

法の指導を行う。

� 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当

該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講

じるものとする。

（特定福祉用具販売計画の作成）

第���条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなけれ

ばならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第���

条第�項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければなら

ない。

� 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

	 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。


 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定

福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

（記録の整備）

第���条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提
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供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 特定福祉用具販売計画

� 第���条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第��	条 第
条から第��条まで、第��条から第�条まで、第��条、第��条、第

��条から第��条まで、第�	条、第���条第�項及び第�項、第���条、第���条

から第��条まで並びに第�	�条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業につい

て準用する。この場合において、第
条第�項中「第��条」とあるのは「第��	

条において準用する第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第��条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱

う特定福祉用具の種目」と、第��条第�項中「適切な指導」とあるのは「適切

な相談又は助言」と、第�条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第���条第�項中「処遇」

とあるのは「サービス利用」と、第���条中「福祉用具」とあるのは「特定福

祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第���条中「利用料」とあるの

は「販売費用の額」と、第���条及び第��条中「福祉用具」とあるのは「特定

福祉用具」と読み替えるものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� 平成��年�月�日において現に存する老人短期入所事業（介護保険法施行法

（平成
年法律第���号）第��条による改正前の老人福祉法（以下この項にお
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いて「旧老福法」という。）第�条の�第�項に規定する老人短期入所事業を

いう。）の用に供する施設（専ら当該事業の用に供するものに限る。）又は老

人短期入所施設（旧老福法第��条の�に規定する老人短期入所施設をいう。）

（基本的な設備が完成されているものを含み、平成��年�月	日以降に増築さ

れ、又は全面的に改築された部分を除く。）については、第�
�条第�項第	

号ア及びイ、第�号ア並びに第�項の規定は適用しない。

� 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成�年厚生労働省令第�号。以

下「平成�年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第�条に規定する既

存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下

「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である

指定短期入所療養介護事業所であって、平成�年医療法施行規則等改正省令附

則第��条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しな

ければならない。

� 食堂は、内法
のり

による測定で、療養病床における入院患者	人につき	平方

メートル以上の広さを有しなければならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。

� 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所であって、平成�年医療法施行規則等改正省令附則第�条の適

用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病

床に係る	の病室の病床数は、�床以下としなければならない。

� 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所

療養介護事業所であって、平成�年医療法施行規則等改正省令附則第�条の適

用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病

床に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入院患者	人につき���平方メー

トル以上としなければならない。

� 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所
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療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第��条の規

定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内

法
のり

による測定で��平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備

えなければならない。

� 平成��年医療法施行規則等改正省令附則第�条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に

よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

��条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなけれ

ばならない。

� 食堂は、内法
のり

による測定で、療養病床における入院患者	人につき	平方

メートル以上の広さを有しなければならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。


 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわら

ず、療養病床に係る	の病室の病床数は、�床以下としなければならない。

� 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわら

ず、療養病床に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入院患者	人につき

��平方メートル以上としなければならない。

�� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成��年厚生省令第��号）附則第�項
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� 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成��年厚生労働省令第�号）

附則第��条第�項、第��条及び第��条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成��年厚生労働省令第	
号）附則第�条、第�条及び第�条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第��号）附則第�条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成�
年厚生労働省令第��号）附則第�条、第�条及び第�

条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成	�年厚生労働省令第���号）附則第�条
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島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 65号 

島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 介護予防訪問介護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第�条・第�条）

第�節 設備に関する基準（第	条）

第�節 運営に関する基準（第
条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第�条―第�

条）

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第�条―第�条）

第�章 介護予防訪問入浴介護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第�条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第��条・第��

条）

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第��条―第��条）

第�章 介護予防訪問看護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）
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第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第��条―第��

条）

第�章 介護予防訪問リハビリテーション

第�節 基本方針（第�	条）

第
節 人員に関する基準（第��条）

第�節 設備に関する基準（第�条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第��条・第��

条）

第�章 介護予防居宅療養管理指導

第�節 基本方針（第��条）

第
節 人員に関する基準（第�	条）

第�節 設備に関する基準（第	�条）

第�節 運営に関する基準（第	条―第	�条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第	�条・第	�

条）

第�章 介護予防通所介護

第�節 基本方針（第	�条）

第
節 人員に関する基準（第	�条・第		条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第�条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第�	条―第

�条）

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第�条―第�条）

第�章 介護予防通所リハビリテーション

第�節 基本方針（第�条）

第
節 人員に関する基準（第�条）
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第�節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第	節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第��
条―第

���条）

第�章 介護予防短期入所生活介護

第節 基本方針（第���条）

第�節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第�節 設備に関する基準（第���条・第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第	節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―第

�
�条）

第�節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備

及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第款 この節の趣旨及び基本方針（第�
�条・第�
�条）

第�款 設備に関する基準（第�
�条・第�

条）

第�款 運営に関する基準（第�
�条―第���条）

第�款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―

第��
条）

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第���条―第���条）

第��章 介護予防短期入所療養介護

第節 基本方針（第���条）

第�節 人員に関する基準（第���条）

第�節 設備に関する基準（第��
条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第	節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―第

���条）

第�節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備

及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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第�款 この節の趣旨及び基本方針（第���条・第���条）

第�款 設備に関する基準（第���条）

第�款 運営に関する基準（第��	条―第��
条）

第�款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―

第���条）

第��章 介護予防特定施設入居者生活介護

第�節 基本方針（第��	条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第���条）

第�節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第��
条―第���条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―第

���条）

第�節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の

基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準

第�款 この節の趣旨及び基本方針（第���条・第��
条）

第�款 人員に関する基準（第���条・第���条）

第�款 設備に関する基準（第�	�条）

第�款 運営に関する基準（第�	�条―第�	�条）

第�款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第�	�条・

第�	
条）

第��章 介護予防福祉用具貸与

第�節 基本方針（第�	�条）

第�節 人員に関する基準（第�	�条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第���条―第

���条）
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第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第���条・第���条）

第��章 特定介護予防福祉用具販売

第�節 基本方針（第���条）

第	節 人員に関する基準（第��
条・第���条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第�
�条）

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第�
�条―第

�

条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、介護保険法（平成�年法律第���号。以下「法」という。）

第��条第�項第	号、第���条の	第	項第�号（法第���条の��において準用

する法第��条の	第�項において準用する場合を含む。）並びに第���条の�

第�項及び第	項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第	条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 介護予防サービス事業者 法第�条の	第�項に規定する介護予防サービ

ス事業を行う者をいう。

� 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第��

条第�項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス

をいう。

� 利用料 法第��条第�項に規定する介護予防サービス費の支給の対象とな

る費用に係る対価をいう。

� 介護予防サービス費用基準額 法第��条第	項第�号又は第	号に規定す
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る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指

定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予

防サービスに要した費用の額とする。）をいう。

� 法定代理受領サービス 法第��条第�項の規定により介護予防サービス費

が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該

介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。

� 基準該当介護予防サービス 法第��条第�項第�号に規定する基準該当介

護予防サービスをいう。

� 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者

の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

（申請者の要件）

第�条 指定介護予防サービス事業者の指定に係る法第		�条の�第�項第�号

（法第		�条の		において準用する法第
�条の�第�項において準用する場合

を含む。）の条例で定める者は、法人とする。

（指定介護予防サービスの事業の一般原則）

第�条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常

に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

� 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに

当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の介護予防サービス事業

者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めな

ければならない。

第�章 介護予防訪問介護

第�節 基本方針

第�条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下「指定介護予

防訪問介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防

し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護そ
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の他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなら

ない。

第�節 人員に関する基準

（訪問介護員等の員数）

第�条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業

所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問介護の提供に

当たる介護福祉士又は法第�条の�第�項に規定する政令で定める者をいう。

以下この節から第�節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、���

以上とする。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤

の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問

介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成		年厚生省令第
�号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第�

条第�項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス

等基準第条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における

指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同

じ。）の数が��又はその端数を増すごとに�人以上の者をサービス提供責任者

としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数に

ついては、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

� 前項の利用者の数は、前�月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

 第�項のサービス提供責任者は､ 介護福祉士その他指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成	�年厚生労働省令第
�号。以下
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「基準省令」という。）第�条第�項の厚生労働大臣が定める者であって、専

ら指定介護予防訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただ

し、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷

地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第

��号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第�条の�第	項に規

定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）又

は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準第
条第	項

に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することができ

る。

� 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、島根県指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成��年島根県条例第

号。以下「指定居宅サービス等条例」という。）第
条第	項から第�項まで

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第�条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介

護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護

事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

第条 指定介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問介護の提供に必要な設備

及び備品等を備えなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、か

 
221



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

つ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第�条

第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第�条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第��条に規定する重要事

項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があっ

た場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第	項で定めるところに

より、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事

項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）によ

り提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護事業

者は、当該文書を交付したものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又は

その家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えら
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れたファイルにその旨を記録する方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の

使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、第�項の規定により第�項に規定する重要

事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に

対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁

的方法による承諾を得なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用する

もの

� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は、当該利用申込

者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな

い旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第�項に規

定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利

用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りで

ない。

（提供拒否の禁止）

第�	条 指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問介護

の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の通

常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をい
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う。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問

介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護

予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供を求めら

れた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認

定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第���条の�第�

項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見

に配慮して、指定介護予防訪問介護を提供するように努めなければならない。

（要支援認定の申請に係る援助）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に

際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が

既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを

含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるとき

は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定

の有効期間が終了する��日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければな

らない。

（心身の状況等の把握）

第�	条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっ

ては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成�
年厚生労働省令第��号。

以下「指定介護予防支援等基準」という。）第��条第�号に規定するサービス
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担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。

（介護予防支援事業者等との連携）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供するに当

たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の終了に際し

ては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に

係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に

際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成��年厚生省令第��号。以下「施

行規則」という。）第��条の�各号のいずれにも該当しないときは、当該利用

申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業

者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費

の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する

情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な

援助を行わなければならない。

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）

第�	条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規則第��

条の�第
号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている

場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。

（介護予防サービス計画等の変更の援助）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更

を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必

要な援助を行わなければならない。
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（身分を証する書類の携行）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携

行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提

示すべき旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際に

は、当該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護

について法第��条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防

サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載し

た書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

	 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出が

あった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならない。

（利用料等の受領）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

介護予防訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護

予防訪問介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。

	 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指

定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。


 指定介護予防訪問介護事業者は、前	項の支払を受ける額のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問

介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることが

できる。
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� 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予

防訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス

提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族であ

る利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。

（利用者に関する市町村への通知）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を受けている利

用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しなければならない。

� 正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないこ

とにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態

になったと認められるとき。

� 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

（緊急時等の対応）

第��条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

第��条 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事

業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所
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の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

� サービス提供責任者（第�条第�項に規定するサービス提供責任者をいう。

以下この節及び次節において同じ。）は、次の各号に掲げる業務を行うものと

する。

� 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

� 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

� サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関するこ

と。

� 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）

に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況

についての情報を伝達すること。

� 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

� 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

� 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

	 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

（運営規程）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の事業の運営に
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当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以

下この条において「介護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介

護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

（勤務体制の確保等）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問

介護を提供できるよう、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の

勤務の体制を定めておかなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、当該

指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護を

提供しなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状

態について、必要な管理を行わなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の設備及び備

品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

（掲示）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の見やす

い場所に、第�	条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤

務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者

であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
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� 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の

個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場

合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

（広告）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所について

広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならな

い。

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に

対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償と

して、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

（苦情処理）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦

情の内容等を記録しなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関し、法

第��条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

	 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用

者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和��年法

律第
��号）第��条第	項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同
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じ。）が行う法第���条第�項第�号の調査に協力するとともに、国民健康保

険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。

（地域との連携）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣す

る者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

	 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録しなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提

供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ

ならない。

（会計の区分）

第�
条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経

理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の

会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第��条 指定介護予防訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。
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� 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 介護予防訪問介護計画

� 第��条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第	節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防訪問介護の基本取扱方針）

第��条 指定介護予防訪問介護は、利用者の介護予防（法第
条の�第�項に規

定する介護予防をいう。以下同じ。）に資するよう、その目標を設定し、計画

的に行われなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問介護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提

供に当たらなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

	 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利

用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

（指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針）

第�条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第	条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる
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ものとする。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の

心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な

把握を行うものとする。

� サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防

訪問介護計画を作成するものとする。

� 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その

内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけれ

ばならない。

� サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介

護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

� 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行うものとする。

	 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。


 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の

開始時から、少なくとも�月に�回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利

用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サー

ビスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者

に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供
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を行う期間が終了するまでに、少なくとも�回は、当該介護予防訪問介護計

画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行

うものとする。

� サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該

サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事

業者に報告しなければならない。

� サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護

予防訪問介護計画の変更を行うものとする。

� 第�号から第��号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護計画の

変更について準用する。

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点）

第��条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高

める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援

におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準第��条第�号に規定するア

セスメントをいう。以下同じ。）において把握された課題、指定介護予防訪

問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔

軟なサービス提供に努めること。

� 指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な

限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家

族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用

の可能性についても考慮しなければならないこと。

第	節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（訪問介護員等の員数）

第��条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当

するサービス（以下「基準該当介護予防訪問介護」という。）の事業を行う者

（以下「基準該当介護予防訪問介護事業者」という。）が、当該事業を行う事

業所（以下「基準該当介護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪
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問介護員等（基準該当介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第�

条の�第�項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。）

の員数は、�人以上とする。

� 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごと

に、訪問介護員等のうち�人以上の者をサービス提供責任者としなければなら

ない。

� 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護（指定居宅サービス等

基準第��条第�項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。）の事業と

が、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス等条例第��条第�項及び第�項に規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

（管理者）

第��条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所

ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準

該当介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予

防訪問介護事業所の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第�	条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な

広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び

備品等を備えなければならない。

� 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護の事業とが、同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等条例第�	条第�項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第�
条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族
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である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、

同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護が次のいずれにも該当する

場合には、この限りでない。

� 当該介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域で

あって、指定介護予防訪問介護のみによっては必要な介護予防訪問介護の見

込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

� 当該介護予防訪問介護が、法第��条第�項に規定する指定介護予防支援事

業者又は法第��条第�項第�号に規定する基準該当介護予防支援の事業を行

う者の作成する介護予防サービス計画に基づいて提供される場合

� 当該介護予防訪問介護が、第��条第�項に規定するサービス提供責任者の

行う具体的な指示に基づいて提供される場合

� 当該介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容

とする場合

� 当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する

時間の合計時間が、当該訪問介護員等が介護予防訪問介護に従事する時間の

合計時間のおおむね�分の�を超えない場合

� 基準該当介護予防訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介

護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提

供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において

準用する第�	条第�号の介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基

準該当介護予防訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問

介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（準用）

第�
条 第�節、第�節（第	�条、第	条第�項、第�条、第�条並びに第��条

第�項及び第�項を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問介護の

事業について準用する。この場合において、第�条第�項中「内容、当該指定

介護予防訪問介護について法第��条第�項の規定により利用者に代わって支払

を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」に、第	条第�項及び
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第��条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とある

のは「基準該当介護予防訪問介護」に、第��条第�項中「前�項」とあるのは

「前項」に、第��条第�項中「第�条第�項」とあるのは「第�	条第�項」と

読み替えるものとする。

第�章 介護予防訪問入浴介護

第
節 基本方針

第��条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介

護予防訪問入浴介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支

援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。

第�節 人員に関する基準

（従業員の員数）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入

浴介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問

入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供

に当たる従業者（以下この節から第節までにおいて「介護予防訪問入浴介護

従業者」という。）の員数は次のとおりとする。

� 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 
以

上

� 介護職員 
以上

� 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち
人以上は、常勤でなければなら

ない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第��条第
項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪

問入浴介護（指定居宅サービス等基準第��条に規定する指定訪問入浴介護をい
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う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等条例第��条第�項及び第�項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

（管理者）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ

し、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介

護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

第�	条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必

要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サー

ビス等条例第�	条第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第
節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部と

して、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から

当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の
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額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の

各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定

介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

� 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供

を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速

やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定め

た協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（管理者の責務）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介

護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る

調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介

護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容
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� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴

介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間

保存しなければならない。

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

	 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第�	条 第
条から第��条まで、第��条、第��条及び第��条から第��条までの規

定は、指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護事業

者」と、第
条第項及び第��条中「第�	条」とあるのは「第��条」と、第��

条第�項中「設備及び備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴

槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針）

第��条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目
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標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入

浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当

たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用

することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者

が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しな

ければならない。

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針）

第��条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針

は、第��条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次

に掲げるところによるものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師

からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的

確な把握を行うものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応

し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

� 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、	回の訪問につき、看護職員	人及

び介護職員	人をもって行うものとし、これらの者のうち	人を当該サービ

スの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること

等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認
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められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代

えて介護職員を充てることができる。

� 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設

備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利

用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ご

とに消毒したものを使用する。

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（従業者の員数）

第��条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに

相当するサービス（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が、当該

事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。）

ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下こ

の節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の員数は、次のとお

りとする。

� 看護職員 �以上

� 介護職員 �以上

� 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅

サービス等基準第��条第�項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同

じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定居宅サービス等条例第��条第�項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

（管理者）

第��条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介

護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基

準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にあ
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る他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（設備及び備品等）

第��条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な

広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽

等の設備及び備品等を備えなければならない。

� 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同

一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、

指定居宅サービス等条例第��条第�項に規定する設備に関する基準を満たすこ

とをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第��条 第�条から第�	条まで、第�
条から第��条まで、第��条、第��条、第�

条から第��条まで、第�	条（第�項及び第�項を除く。）及び第��条から第��

条まで並びに第�節、第�節（第	�条第�項及び第	
条を除く。）及び前節の

規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護

従業者」と、第�条第�項及び第��条中「第�
条」とあるのは「第��条におい

て準用する第		条」と、第��条第�項中「内容、当該指定介護予防訪問介護に

ついて法第	�条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防

サービス費の額」とあるのは「内容」と、第��条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」

と、第��条第�項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入

浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第	�条第�項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴

介護」と、同条第�項中「前�項」とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。

第�章 介護予防訪問看護

第�節 基本方針

第��条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予
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防訪問看護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとと

もに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（看護師等の員数）

第��条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業

所」という。）ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に

当たる従業者（以下「看護師等」という。）の員数は、次に掲げる指定介護予

防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。

� 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防

訪問看護ステーション」という。）

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」とい

う。） 常勤換算方法で、���以上となる員数

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステー

ションの実情に応じた適当数

� 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防

訪問看護を担当する医療機関」という。） 指定介護予防訪問看護の提供に

当たる看護職員を適当数置くべきものとする。

� 前項第�号アの看護職員のうち�名は、常勤でなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基

準第�	条第�項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護（指定居宅

サービス等基準第�
条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス等条例第��条第�項及び第�項に規定する人員に関する基準を満たす

ことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ
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る。

（管理者）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、

指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護

予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

� 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

� 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看

護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

第�節 設備に関する基準

第��条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要

な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問

看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運

営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとす

る。

� 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要

な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保す

るとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第��条

第�項又は第�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前�項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準
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（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防

訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防

訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予

防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹

介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

（介護予防支援事業者等との連携）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当

たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際し

ては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及

び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（利用料等の受領）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定

介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当

該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護

予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指

定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法（大正

��年法律第��号）第�	条第
項に規定する療養の給付若しくは同法第��条第


項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和��年法

律第��号）第��条第
項に規定する療養の給付若しくは同法第��条第
項に規

定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用

の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
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� 指定介護予防訪問看護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問

看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることが

できる。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用

者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

（緊急時等の対応）

第��条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとと

もに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じ

なければならない。

（運営規程）

第��条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第�	条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する
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諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 第��条第�項に規定する主治の医師による指示の文書

� 介護予防訪問看護計画書

� 介護予防訪問看護報告書

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第�	条 第
条、第��条、第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��

条、第��条、第�条から第��条まで及び第	�条の規定は、指定介護予防訪問看

護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「看護師等」と、第
条第�項及び第��条中「第��条」とある

のは「第��条」と、第��条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と読み替えるものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針）

第��条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ
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るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提

供に当たらなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利

用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努

めなければならない。

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針）

第��条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第��条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるもの

とする。

� 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の

病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うものとする。

� 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、前号に規定

する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看

護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師

に提出しなければならない。

� 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている

場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事

項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければ

ならない。

� 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪

問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

 
249



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及

び第�号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能

の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。

� 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすい

ように指導又は説明を行うものとする。

� 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な

看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

� 特殊な看護等については、これを行ってはならない。

� 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時か

ら、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終

了するまでに、少なくとも�回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとす

る。

� 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内

容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容につい

て、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について

主治の医師に定期的に提出しなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介

護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければな

らない。

	 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看

護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければな

らない。


 第�号から第��号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書

の変更について準用する。

� 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療

機関である場合にあっては、第�号から第�号まで及び第��号から第��号ま
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での規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告

書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」

という。）への記載をもって代えることができる。

（主治の医師との関係）

第��条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適

切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際

し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

� 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主

治の医師との密接な連携を図らなければならない。

� 前条第��号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。

第	章 介護予防訪問リハビリテーション

第
節 基本方針

第��条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以

下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者

が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

第��条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護

予防訪問リハビリテーション事業者」という。）は、当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。）ごとに、指

定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士」という。）を置かなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション

事業者（指定居宅サービス等基準第�条第
項に規定する指定訪問リハビリ
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テーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅

サービス等基準第��条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第��条第�項に規定する人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

第�節 設備に関する基準

第��条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護

老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要

な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事

業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定居宅サービス等条例第�	条第�項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

第
節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第�	条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用

者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る

介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から
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支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護

予防サービス費用基準額と、健康保険法第��条第�項又は高齢者の医療の確保

に関する法律第��条第�項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハ

ビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前�項の支払を受ける額の

ほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指

定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の

支払を利用者から受けることができる。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（運営規程）

第	�条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲

げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第	�条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予

防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から�年間保存しなければならない。

� 介護予防訪問リハビリテーション計画
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� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第	�条 第
条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第�

条から第��条まで、第��条から第�	条まで、第��条及び第�条の規定は、指定

介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士」と、第
条第�項及び第��条中「第��条」とあるのは「第	�

条」と、第��条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替え

るものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針）

第	�条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護

予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであるこ

とを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければ

ならない。
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� 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き

かけに努めなければならない。

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）

第��条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第��条に規定する基本方針及び

前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又

は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

� 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリ

テーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計

画を作成するものとする。

� 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作

成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リ

ハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リ

ハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテー

ション計画を利用者に交付しなければならない。

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及

び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持

回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。

 
255



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点か

ら療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行

うものとする。

� 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

� 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、

介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその

評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するもの

とする。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リ

ハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防

訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了す

るまでに、少なくとも�回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の

実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うも

のとする。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの

結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画

を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

� 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの

結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を

行うものとする。

� 第�号から第��号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリ

テーション計画の変更について準用する。

第�章 介護予防居宅療養管理指導

第�節 基本方針

第��条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指

定介護予防居宅療養管理指導」という。）の事業は、その利用者が可能な限り
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その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医

師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護

師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護

予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含

む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対

して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、

それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでな

ければならない。

第�節 人員に関する基準

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居

宅療養管理指導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護

予防居宅療養管理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「介護

予防居宅療養管理指導従業者」という。）の員数は、次に掲げる指定介護予防

居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

� 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所

ア 医師又は歯科医師

イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護

予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

� 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

� 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション（指定居宅サー

ビス等基準第��条第�項にいう指定訪問看護ステーションをいう。）及び指

定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下この章において同じ。）であ

る指定介護予防居宅療養管理指導事業所 看護職員

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定

居宅サービス等基準第��条第�項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導
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の事業と指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス等基準第��条に規定する指

定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第��条第�項

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定

訪問看護ステーション等であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運

営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必

要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

	 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管

理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第�
条第�項に規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費

用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防

サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

	 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基

準額と、健康保険法第�条第�項又は高齢者の医療の確保に関する法律第��条

第�項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当する
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ものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、

指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から

受けることができる。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（運営規程）

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指

導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

� その他運営に関する重要事項

（記録の整備）

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅

療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら�年間保存しなければならない。

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�
条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

 
259



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

て採った処置についての記録

（準用）

第��条 第�条から第��条まで、第��条、第��条、第��条、第��条、第��条、第

��条から第	�条まで、第	�条から第	
条まで、第��条及び第��条の規定は、指

定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業

者」と、第�条第項及び第	�条中「第��条」とあるのは「第��条」と、第��

条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第��条中

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針）

第��条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居

宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識

してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならな

い。

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第��条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に

掲げるところによるものとする。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常

に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又

は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サー
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ビス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護

予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等

を行うものとする。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族

からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族

に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を

行うものとする。

� 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療

養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予

防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事

業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支

援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作

成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとす

る。

� 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する

情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加する

ことにより行わなければならない。

� 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場

合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、

原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなけれ

ばならない。

� それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内

容について、速やかに診療録に記録するものとする。

� 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の

方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の

指示（薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師
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又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に

基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立

に資するよう、妥当適切に行うものとする。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解し

やすいように指導又は説明を行う。

� 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に

努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。

� それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内

容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報

告するものとする。

� 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、介護予防支援事業者

等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に

対する療養上の相談及び支援を行うこと。

� 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解し

やすいように指導又は助言を行うこと。

� それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内

容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は介護予防支援事業

者等に報告すること。

第�章 介護予防通所介護

第�節 基本方針

第��条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（以下「指定介護予

防通所介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び

機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用
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者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下「指定介護予防通所介護事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第�節までにおいて

「介護予防通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごとに、指定介護予防通所介

護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該指定介護予防通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計を当該指定介護予防通

所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が�以上確保されるた

めに必要と認められる数

� 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定

介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当

たる看護職員が�以上確保されるために必要と認められる数

� 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介

護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該指定介護予防通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通

所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）

で除して得た数が利用者（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護

事業者（指定居宅サービス等基準第��条第�項に規定する指定通所介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護

の事業と指定通所介護（指定居宅サービス等基準第��条に規定する指定通所

介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護又は指

定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が	
人まで

の場合にあっては�以上、利用者の数が	
人を超える場合にあっては	
人を

超える部分の数を�で除して得た数に�を加えた数以上確保されるために必
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要と認められる数

� 機能訓練指導員 �以上

� 当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員（当該指定介護予防通所介護事

業所において同時に指定介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者

の数の上限をいう。以下この節から第�節までにおいて同じ。）が��人以下で

ある場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数

を、指定介護予防通所介護の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供し

ている時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定介護予防通所介

護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間

数で除して得た数が�以上確保されるために必要と認められる数とすることが

できる。

� 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の単位ごとに、第�

項第�号の介護職員（第�項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員

又は介護職員。次項及び第�項において同じ。）を、常時�人以上当該指定介

護予防通所介護に従事させなければならない。

� 第�項及び第�項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の指定介護予防通所介護の単位の介護職員として従事すること

ができるものとする。

	 前各項の指定介護予防通所介護の単位は、指定介護予防通所介護であってそ

の提供が同時に�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。


 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所介護事

業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 第�項の生活相談員又は介護職員のうち�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第���

 
264



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

条第�項から第�項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（管理者）

第��条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介

護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防通所介護

事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

第���条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室

及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。

� 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、�平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されて

いること。

� 第�項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に供する

ものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防通所介護の提

供に支障がない場合は、この限りでない。

	 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、か
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つ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第���

条第�項から第�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前�項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料の受領）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指

定介護予防通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介

護予防通所介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。

� 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指

定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次の各号

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用

� 食事の提供に要する費用

� おむつ代

� 前�号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

� 前項第�号に掲げる費用については、基準省令第���条第�項の厚生労働大

臣が定めるところによるものとする。

	 指定介護予防通所介護事業者は、第�項の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及
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び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（運営規程）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防通所介護の利用定員

� 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通

所介護を提供できるよう、指定介護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、当該

指定介護予防通所介護事業所の従業者によって指定介護予防通所介護を提供し

なければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所

介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があ
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る場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、その立地条件を踏まえた非常災害に

関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他

の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な

措置を講じなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、当該指定介護予防通所介護事業所において

感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。

（記録の整備）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提

供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しな

ければならない。

� 介護予防通所介護計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第
�条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第
�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第�条から第��条まで、第��条、第��条、第�	条、第��条、第
�条か
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ら第��条まで及び第��条の規定は、指定介護予防通所介護の事業について準用

する。この場合において、第�条第�項及び第��条中「第	
条」とあるのは

「第��	条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、

第	�条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み替え

るものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防通所介護の基本取扱方針）

第��条 指定介護予防通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標

を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防通所介護の

質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常に

その改善を図らなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、単

に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔
くう

機能の向上等の特定の

心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等

を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して

サービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、利

用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利

用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

（指定介護予防通所介護の具体的取扱方針）

第���条 指定介護予防通所介護の方針は、第
条に規定する基本方針及び前条

に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の
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心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な

把握を行うものとする。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所介護の目標、当該目標

を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を

記載した介護予防通所介護計画を作成するものとする。

� 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に

当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者

の同意を得なければならない。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成し

た際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨と

し、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しや

すいように説明を行うものとする。

� 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適

切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

	 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づく

サービスの提供の開始時から、少なくとも�月に�回は、当該介護予防通所

介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等に

ついて、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介

護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載し

たサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも�回は、当該介

護予防通所介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリン

グ」という。）を行うものとする。
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� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定

介護予防支援事業者に報告しなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものとする。

� 第�号から第��号までの規定は、前号に規定する介護予防通所介護計画の

変更について準用する。

（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点）

第���条 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限

高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援

におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準第��条第�号に規定するア

セスメントをいう。以下同じ。）において把握された課題、指定介護予防通

所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔

軟なサービスの提供に努めること。

� 指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サー

ビス又は口腔
くう

機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等に

おいて有効性が確認されている等の適切なものとすること。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱

な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を

伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の

確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

（安全管理体制等の確保）

第���条 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときに

利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、そ

の事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡

を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止す
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るための環境整備に努めなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血

圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な

サービスの内容とするよう努めなければならない。

� 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときにおいて

も、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必

要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（従業者の員数）

第���条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相

当するサービス（以下「基準該当介護予防通所介護」という。）の事業を行う

者（以下「基準該当介護予防通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事

業所（以下「基準該当介護予防通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者（以下この節において「介護予防通所介護従業者」という。）の員数は、

次のとおりとする。

� 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ごとに、当該基準該当介

護予防通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当介護

予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を

当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た

数が�以上確保されるために必要と認められる数

� 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当介

護予防通所介護の提供に当たる看護職員が�以上確保されるために必要と認

められる数

� 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予

防通所介護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当介護予防通

所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基

準該当介護予防通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時
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間数」という。）で除して得た数が利用者（当該基準該当介護予防通所介護

事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護（指定居宅

サービス等基準第���条第�項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同

じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあって

は、当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護の

利用者。以下この節において同じ。）の数が��人までの場合にあっては�以

上、利用者の数が��人を超える場合にあっては��人を超える部分の数を�で

除して得た数に�を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

� 機能訓練指導員 �以上

� 当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員（当該基準該当介護予防通

所介護事業所において同時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることが

できる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）が��人以下であ

る場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数

を、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防通所介護

を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該基準該当介

護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を

提供単位時間数で除して得た数が�以上確保されるために必要と認められる数

とすることができる。

	 基準該当介護予防通所介護事業者は、基準該当介護予防通所介護の単位ごと

に、第�項第	号の介護職員（第�項の適用を受ける場合にあっては、同項の

看護職員又は介護職員。次項において同じ。）を、常時�人以上当該基準該当

介護予防通所介護に従事させなければならない。


 第�項及び第�項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、他の基準該当介護予防通所介護の単位の介護職員として従事する

ことができるものとする。

� 前各項の基準該当介護予防通所介護の単位は、基準該当介護予防通所介護で

あってその提供が同時に�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものを

いう。
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� 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防通所介

護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

（管理者）

第��	条 基準該当介護予防通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者

を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防通所介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる

ものとする。

（設備及び備品等）

第��
条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を

行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所

を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基

準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。

� 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有す

るものとし、その合計した面積は、�平方メートルに利用定員を乗じて得

た面積以上とすること。

イ アにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提

供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う

際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場
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所とすることができる。

� 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ

う配慮されていること。

� 第�項に掲げる設備は、専ら当該基準該当介護予防通所介護の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当介護予防通所

介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

� 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事

業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等条例第

���条第�項から第�項までに規定する設備に関する基準をもって、前�項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第���条 第	条から第�
条まで、第��条、第��条、第�条、第条、第�条、

第
条、第��条から第��条まで、第�
条（第�項及び第�項を除く。）、第��

条から第��条まで及び第
�条並びに第�節、第�節（第���条第�項及び第���

条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準

用する。この場合において、第	条第�項及び第��条中「第�条」とあるのは

「第���条において準用する第��条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護

予防通所介護従業者」と、第�条第�項中「内容、当該指定介護予防訪問介護

について法第
�条第�項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防

サービス費の額」とあるのは「内容」と、第条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」

と、第��条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第

���条第�項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護」

とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と、同条第�項中「前�項」とある

のは「前項」と読み替えるものとする。

第�章 介護予防通所リハビリテーション

第�節 基本方針

第���条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション
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（以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利

用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

第���条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介

護予防通所リハビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置く

べき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護

予防通所リハビリテーション従業者」という。）の員数は、次のとおりとす

る。

� 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必

要な�以上の数

� 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師

（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げ

る基準を満たすために必要と認められる数

ア 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者（当該指定

介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事

業者（指定居宅サービス等基準第���条第�項に規定する指定通所リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指

定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション

（指定居宅サービス等基準第���条に規定する指定通所リハビリテーショ

ンをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリ

テーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次

節において同じ。）の数が��人以下の場合は、その提供を行う時間帯（以

下この条において「提供時間」という。）を通じて専ら当該指定介護予防
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通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が�以上確保されているこ

と、又は、利用者の数が��人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該

指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を

��で除して得た数以上確保されていること。

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が���又はその端数を増すごと

に�以上確保されていること。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第

�号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が��人以

下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテー

ションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護

職員若しくは介護職員が�以上確保されていること、又は、利用者の数が��

人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を��で除して得た数以上確保され

ていること。

� 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所

リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに�年以上従事した経験

を有する看護師が、常勤換算方法で、���以上確保されること。

� 第�項第�号の医師は、常勤でなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事

業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定居宅サービス等条例第�	
条第�項から第
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�項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

第���条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リ

ハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、�平方メートル

に利用定員（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に

指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のもの

を有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション

事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に

利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限

る。）の面積を加えるものとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために

必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事

業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定居宅サービス等条例第���条第�項及び第

�項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。

第	節 運営に関する基準

（管理者等の責務）

第�
�条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせる

ことができる。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行
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する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び

次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

� 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の事業の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（衛生管理等）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行

わなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

（記録の整備）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予

防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ
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の完結の日から�年間保存しなければならない。

� 介護予防通所リハビリテーション計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第	��条 第
条から第	�条まで、第	�条から第	�条まで、第��条、第��条、第

��条、第��条、第�	条、第��条、第��条から第��条まで、第�条、第	�	条及

び第	��条から第	��条までの規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの

事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」

とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第
条第�項及び

第�	条中「第��条」とあるのは「第	�	条」と、第	�条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第	��条第�項中「介護予防通所介護従業者」

とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとす

る。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針）

第	��条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護

予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科

医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改

善、口腔
くう

機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするもので
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はなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とな

らないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする

ものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければ

ならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き

かけに努めなければならない。

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第���条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又

は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

� 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下こ

の節において「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作

業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護

予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。

� 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっ

ては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならない。
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� 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっ

ては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意

を得なければならない。

� 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際に

は、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければな

らない。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所

リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援

を行うものとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点か

ら療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行

うものとする。

� 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

� 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、少なくとも�月に�回は、当該介護予防通所リハビ

リテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供

状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成し

た指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリ

テーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少

なくとも�回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把

握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。

� 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービ

スの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に

報告しなければならない。

	 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防

通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。
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� 第�号から第��号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリ

テーション計画の変更について準用する。

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防

の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければ

ならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当た

り、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護

予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏ま

えつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービ

ス、栄養改善サービス又は口腔
くう

機能向上サービスを提供するに当たっては、

国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとするこ

と。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当た

り、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴う

ような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する

安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮

すること。

（安全管理体制等の確保）

第���条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等

を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師

への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければな

らない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、

転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

	 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、
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事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無

理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

� 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行ってい

るときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じ

た場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。

第�章 介護予防短期入所生活介護

第�節 基本方針

第���条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下

「指定介護予防短期入所生活介護」という。）の事業は、その利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�	
条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介

護予防短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期

入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第�節までにおいて「介

護予防短期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。た

だし、利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指

定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定介

護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第���条第�項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業

と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第��
条に規定する指定短

期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的
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に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所

生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第���

条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第�節までにおいて同

じ。）が��人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他

の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入

所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用

者の処遇に支障がないときは、第�号の栄養士を置かないことができる。

� 医師 �人以上

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に�人以上

� 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」

という。） 常勤換算方法で、利用者の数が�又はその端数を増すごとに�

人以上

� 栄養士 �人以上

� 機能訓練指導員 �人以上

� 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情

に応じた適当数

� 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和	
年法律第�		号）第��条の�に規

定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一部

が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の

事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者

の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特

別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老

人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

� 第�項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数による。

� 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第��条の�に規定する養

護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特定
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施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施

設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」と

いう。）に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特

別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」とい

う。）については、老人福祉法、医療法（昭和��年法律第���号）又は法に規

定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第�項

各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

� 第�項第�号の生活相談員並びに同項第	号の介護職員及び看護職員のそれ

ぞれのうち�人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が��人未満で

ある併設事業所の場合にあっては、この限りでない。


 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生

活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第��条第�項から第
項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

（管理者）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活

介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第	節 設備に関する基準

（利用定員等）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を��人以上と
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し、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

ただし、第���条第�項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、

この限りでない。

� 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（ユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所（第���条第�項に規定するユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。）を除

く。）とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的

に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が	�人以上である場合に

あっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を	�人未満とすること

ができる。


 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第���条第�項及び第�項に規定する利用定員等

の基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

（設備及び備品等）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のた

めに使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和	�年

法律第	��号）第�条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）

でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又

は平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火

建築物（同条第�号の
に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とする

ことができる。

� 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。
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ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長

（消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は

消防署長と相談の上、第���条において準用する第���条に規定する計画に

利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 第���条において準用する第���条に規定する訓練については、同条に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用

者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物と

することを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施する

こと、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なも

のであること。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設ける

とともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設

備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を

利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活

介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当

該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、
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居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの

設備を設けないことができる。

� 居室

� 食堂

� 機能訓練室

� 浴室

� 便所

� 洗面設備

� 医務室

	 静養室


 面談室

� 介護職員室

� 看護職員室

 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

� 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及

び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併

設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の

利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないとき

は、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定介護予

防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

� 第���条第�項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、

第�項及び第	項第
号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護

老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

� 第�項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室
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ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 利用者�人当たりの床面積は、�����平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮するこ

と。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、	平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 浴室

要支援者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所

要支援者が使用するのに適したものとすること。

� 洗面設備

要支援者が使用するのに適したものとすること。


 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造

設備の基準は、次のとおりとする。

� 廊下の幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��メー

トル以上とすること。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜を緩やかにすること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 居室等が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設けること。ただ

し、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定
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を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生

活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する設備に

関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活

介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第��	

条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等につ

いて利用申込者の同意を得なければならない。


 第�条第
項から第�項までの規定は、前項の規定による文書の交付につい

て準用する。

（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、

若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族

の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常

生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供

するものとする。


 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予

防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保

健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければ

ならない。

（利用料等の受領）

第��条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該
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当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス

費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予

防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、

次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定す

る食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サー

ビス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払わ

れた場合は、同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とす

る。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する滞在

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた

場合は、同条第�項第�号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とす

る。）

� 基準省令第��	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第��	条第�項第
号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）
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� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第�項の費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なけれ

ばならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意につ

いては、文書によるものとする。

（身体的拘束等の禁止）

第��	条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活

介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。


 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

（緊急時等の対応）

第���条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活

介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事

業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。

（運営規程）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
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� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員（第���条第�項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合

を除く。）

� 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 第���条第�項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短

期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び

居室の定員を超えることとなる利用者数

� 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用

定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

（地域等との連携）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけ

ればならない。

（記録の整備）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期

入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か
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ら�年間保存しなければならない。

� 介護予防短期入所生活介護計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第���条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第�
条、第��条、第��条、第��条、第��条、

第��条から第��条まで、第	�条、第���条、第��	条及び第��
条の規定は、指

定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第

��条中「第��条」とあるのは「第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは

「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第���条第項中「介護予防通所介

護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるもの

とする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短

期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携

を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識
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してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならな

い。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の

提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めな

ければならない。

（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第���条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとす

る。

� 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況

の的確な把握を行うものとする。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり

継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介

護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するもの

とする。

� 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活

介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活
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介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に

交付しなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生

活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生

活を営むのに必要な支援を行うものとする。

� 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行うものとする。

（介護）

第���条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、�週間に�回以上、適切な方法に

より、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切

な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用

者のおむつを適切に取り替えなければならない。

	 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対

し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならな

い。


 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時�人以上の介護職員を介護に

従事させなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負

担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による

介護を受けさせてはならない。

（食事）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の

状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

 
297



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食

堂で食事をとることを支援しなければならない。

（機能訓練）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏

まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のため

の機能訓練を行わなければならない。

（健康管理）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利

用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらな

ければならない。

（相談及び援助）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、

その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、そ

の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければなら

ない。

（その他のサービスの提供）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほ

か、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

よう努めなければならない。

第	節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、

設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準

第
款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第���条 第
節、第�節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であっ

て、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活
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室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以

下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章におい

て「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支

援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めると

ころによる。

（基本方針）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人

の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続し

たものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関

係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。

第�款 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）

の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火

建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階

建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物に

あっては、準耐火建築物とすることができる。

� 居室等を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄

する消防長又は消防署長と相談の上、第���条において準用する第���条に

おいて準用する第���条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を
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確保するために必要な事項を定めること。

イ 第���条において準用する第���条において準用する第���条に規定する

訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行う

こと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災

に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐

火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施する

こと、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なも

のであること。

	 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設

備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要な

その他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施

設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利

用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備

を設けないことができる。
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� ユニット

� 浴室

� 医務室

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

� 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの

（以下「併設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわ

らず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特

別養護老人ホーム等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」

という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利

用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対する

サービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前

項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業の用に供することができるものとする。

� 第���条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（特別

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省令第�	号）第�


条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合に

あっては、第�項及び第�項第号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護

老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

� 第�項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� ユニット

ア 居室

ア	 の居室の定員は、人とすること。ただし、利用者への指定介護予

防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、�人とすること

ができる。
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イ� 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの利用定

員（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時

にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができ

る利用者（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユ

ニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第���

条の�第�項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指

定居宅サービス等基準第���条の�に規定するユニット型指定短期入所

生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生

活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び

第��	条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同

じ。）は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ� 利用者�人当たりの床面積は、��
��平方メートル以上とすること。

また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士

の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じても差し支えない。

エ� 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮する

こと。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。
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ウ 洗面設備

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 要支援者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 要支援者が使用するのに適したものとすること。

� 浴室

要支援者が入浴するのに適したものとすること。

� 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事

業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

� 廊下の幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用

者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、���メー

トル以上（中廊下にあっては、���メートル以上）として差し支えない。

� 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜を緩やかにすること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� ユニット又は浴室が	階以上の階にある場合は、
以上の傾斜路を設ける

こと。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第���

条第
項から第�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

（準用）

第���条 第���条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所に

ついて準用する。
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第�款 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防

サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前�項の支払を受ける

額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定す

る食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サー

ビス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者に支払われた場合は、同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を

限度とする。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する滞在

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に

支払われた場合は、同条第�項第�号に規定する滞在費の負担限度額）を限

度とする。）

� 基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用
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者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第�項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意

を得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係

る同意については、文書によるものとする。

（運営規程）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員（第�	
条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人

ホームである場合を除く。）

� ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第�	
条第�項の規定の適用

を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。）

� 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� サービス利用に当たっての留意事項
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� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適

切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配

置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供

しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、この限りでない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活

介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。

（定員の遵守）

第��	条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用

者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはな

らない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。
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� 第���条第�項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであ

るユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニッ

ト型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超える

こととなる利用者数

� 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっ

ては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

（準用）

第���条 第���条、第���条、第��	条、第��
条、第���条から第���条（第���条

の準用に係る部分は除く。）までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合において、第���条第�項中「第

���条」とあるのは「第��	条」と、第��条第�項第�号及び第�号から第�

号までの規定中「次条」とあるのは「第���条において準用する次条」と読み

替えるものとする。

第�款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項）

第���条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じ

て、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができ

るようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと

により、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの

役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して

行われなければならない。

（介護）

第��条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切

な技術をもって行わなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活にお
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ける家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って

行うよう適切に支援しなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を

維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利

用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合に

は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に

応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければ

ならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを

得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り

替えなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、

利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなけれ

ばならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時�人以上の介護職

員を介護に従事させなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、

利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の

従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

（食事）

第	
�条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用

者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に

応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければな

らない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊

重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ
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てできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなけれ

ばならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的

関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で

食事をとることを支援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜
し

好に

応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自

律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との

連携を図るよう努めなければならない。

（準用）

第���条 第���条、第���条、第���条から第��	条までの規定はユニット型指定

介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第���

条中「第�
�条」とあるのは「第���条」と、「前条」とあるのは「第���条に

おいて準用する前条」と読み替えるものとする。

第節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（指定介護予防通所介護事業所等との併設）

第���条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又は

これに相当するサービス（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」とい

う。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護

事業所」という。）は、指定介護予防通所介護事業所、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号。以下「指定地域密

着型介護予防サービス基準」という。）第��条に規定する指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定介護予防通所
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介護事業所等」という。）に併設しなければならない。

（従業者の員数）

第���条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入

所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防短期

入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、他の

社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利

用者の処遇に支障がないときは、第�号の栄養士を置かないことができる。

� 生活相談員 �人以上

� 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者（当該基準該当介護予防

短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準

該当短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第���条の	�に規定する基

準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所におい

て一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護

予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条

及び第��
条において同じ。）の数が�又はその端数を増すごとに�人以上

� 栄養士 �人以上

� 機能訓練指導員 �人以上

� 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の

実情に応じた適当数

� 前項第�号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該

当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

� 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入

所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

� 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指

定介護予防通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第�項

各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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� 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

（管理者）

第���条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるもの

とする。

（利用定員等）

第��	条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基

準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期

入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この

節において同じ。）を
�人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業の専用の居室を設けるものとする。

� 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事

業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合につ

いては、指定居宅サービス等条例第��条第�項に規定する利用定員等の基準

を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

（設備及び備品等）

第���条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設

備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必

要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防

通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防通所介護事
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業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能

であり、当該指定介護予防通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護

予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除

き、これらの設備を設けないことができる。

� 居室

� 食堂

� 機能訓練室

� 浴室

� 便所

� 洗面所

� 静養室

	 面接室


 介護職員室

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 利用者�人当たりの床面積は、����平方メートル以上とすること。

ウ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、	平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。

� 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
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� 便所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

� 洗面所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

� 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円

滑に移動することが可能なものでなければならない。

� 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事

業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合に

ついては、指定居宅サービス等条例第���条第�項から第�項までに規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

（指定介護予防通所介護事業所等との連携）

第���条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期

入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防通所介護事業所等との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない。

（準用）

第��	条 第�
条から第��条まで、第��条、第	
条、第		条、第	�条、第��条か

ら第��条まで、第�条（第�項及び第�項を除く。）、第��条から第��条ま

で、第�条、第�
�条、第�
条、第�
�条、第�	�条並びに第�節（第���条第

�項及び第���条を除く。）及び第�節の規定は、基準該当介護予防短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合において、第	
条中「内容、当該

指定介護予防訪問介護について法第�条第�項の規定により利用者に代わって

支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第		条中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該

当介護予防短期入所生活介護」と、第��条中「第	�条」とあるのは「第��	条

において準用する第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期

入所生活介護従業者」と、第�
�条第�項中「介護予防通所介護従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第���条第�項中「法定代理
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受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準

該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第�項中「前�項」とあるのは「前

項」と、第���条第�項第�号及び第�号から第�号までの規定中「次条」と

あるのは、「第�	�条」と、第��
条中「第���条」とあるのは「第�	�条におい

て準用する第���条」と、「前条」とあるのは「第�	�条において準用する前

条」と、第���条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替え

るものとする。

第��章 介護予防短期入所療養介護

第節 基本方針

第�	�条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下

「指定介護予防短期入所療養介護」という。）の事業は、その利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の

支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなら

ない。

第�節 人員に関する基準

第�	�条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介

護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期

入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業

者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看

護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職

員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞ

れ、利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養

介護事業者（指定居宅サービス等基準第���条第項に規定する指定短期入
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所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介

護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居宅サービス

等基準第���条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該

事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の

利用者。以下この条及び第���条において同じ。）を当該介護老人保健施設

の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要

とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

� 健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第��号）附則第���条

の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第	
条の規

定による改正前の法（以下「平成��年旧介護保険法」という。）第��条第�

項第�号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施

設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当

該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、

利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平

成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる

数が確保されるために必要な数以上とする。

� 療養病床（医療法第�条第�項第号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療

養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定す

る看護補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、

それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とする。

� 診療所（前�号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療

養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病

室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用
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者及び入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�以上であること、か

つ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護

師又は介護職員を�人以上配置していること。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第���条第�項に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。

第�節 設備に関する基準

第��	条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のと

おりとする。

� 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準（平成��年厚生省令第
�号）第��条に規定するユニット型

介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有するこ

ととする。

� 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一

部を改正する法律附則第���条の�第�項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

（平成��年厚生省令第
�号）第��条に規定するユニット型指定介護療養型医

療施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。

� 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを

除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に

規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有する
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こととする。

� 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予防短期入所療

養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者�人

につき���平方メートルとすること。

イ 食堂及び浴室を有すること。

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。

� 前項第�号及び第�号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を有するものとする。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療

養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第	
	条第�項及び第�項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。

第�節 運営に関する基準

（対象者）

第	��条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しく

は病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一

時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な

医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療

養病床に係る病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又

は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第	�条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険

法施行令（平成	年政令第�	�号）第�条第�項に規定する病床により構成さ

れる病棟をいう。以下同じ。）において指定介護予防短期入所療養介護を提供

するものとする。
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（利用料等の受領）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス

費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予

防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、

次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定す

る食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サー

ビス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払わ

れた場合は、同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とす

る。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する滞在

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた

場合は、同条第�項第�号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とす

る。）

� 基準省令第�	
条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第�	
条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
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� 送迎に要する費用（基準省令第���条第�項第�号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第�項に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該

サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を

得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る

同意については、文書によるものとする。

（身体的拘束等の禁止）

第�	
条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養

介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。

（運営規程）

第�	�条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� 施設利用に当たっての留意事項
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� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の

利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定

員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

� 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有

する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床

又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症

疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

� 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び

病室の定員を超えることとなる利用者数

（記録の整備）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期

入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら�年間保存しなければならない。

� 介護予防短期入所療養介護計画

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第���条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録
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� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第�	条から第�
条まで、第��条、第��条、第�	条、第��条、第�
条、

第��条、第��条、第�
条から第��条まで、第�
条、第�	�条、第�	�条、第���

条、第��
条、第���条第�項及び第�
�条の規定は、指定介護予防短期入所療

養介護の事業について準用する。この場合において、第��条中「第��条」とあ

るのは「第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所療養

介護従業者」と、第�	�条第項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは

「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第��
条第�項中「第���条」とある

のは「第���条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護

予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短

期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を

図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識

してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならな

い。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の
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提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めな

ければならない。

（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第���条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとす

る。

� 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、

利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行うものとする。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり

継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介

護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成するもの

とする。

� 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養

介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を得なければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養

介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に

交付しなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療

養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な支援を行うものとする。
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� 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように指導又は説明を行うものとする。

（診療の方針）

第���条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷

に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。

� 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観

察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果を

もあげることができるよう適切な指導を行う。

� 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環

境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うもの

とする。

� 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うも

のとする。

� 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第���条第�号の厚生

労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

� 基準省令第���条第�号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利

用者に施用し、又は処方してはならない。

� 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難で

あると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を

講じなければならない。

（機能訓練）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維

持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第��	条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常
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生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、�週間に�回以上、適切な方法に

より、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応

じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければなら

ない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用

者のおむつを適切に取り替えなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対

し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならな

い。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負

担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による

看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事の提供）

第�		条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考

慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

� 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で

行われるよう努めなければならない。

（その他のサービスの提供）

第�	
条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリ

エーション行事を行うよう努めるものとする。

� 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図る

よう努めなければならない。

第�節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、

設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準
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第�款 この節の趣旨及び基本方針

（この節の趣旨）

第���条 第�節、第�節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であっ

て、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる

共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場

所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下

この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、こ

れに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運

営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この

節に定めるところによる。

（基本方針）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人

の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続し

たものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関

係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養

生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。

第�款 設備に関する基準

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）

の設備に関する基準は、次のとおりとする。

� 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設

備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとす

る。

� 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護
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事業所にあっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施

設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するも

のに限る。）を有することとする。

� 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を

有する病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

� 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業所にあっては、平成��年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施

設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床

を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入

所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準第���条の�第�項に規定するユ

ニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療

養介護の事業（指定居宅サービス等基準第���条の�に規定するユニット型指

定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定居宅サービス等条例第�	
条第�項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

第�款 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防

サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者

に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。
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� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支

払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前�項の支払を受ける

額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定す

る食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サー

ビス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者に支払われた場合は、同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を

限度とする。）

� 滞在に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する滞在

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護予防サービス

費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に

支払われた場合は、同条第�項第�号に規定する滞在費の負担限度額）を限

度とする。）

� 基準省令第�	�条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第�	�条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 送迎に要する費用（基準省令第�	�条第�項第
号の厚生労働大臣が別に

定める場合を除く。）

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で
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あって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第���条第�

項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第�項に掲げる費用の

額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費

用に係る同意については、文書によるものとする。

（運営規程）

第	
�条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

� 通常の送迎の実施地域

� 施設利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第	
�条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適

切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配

置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の看護職員又は介護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、ユニットごとに�人以上の看護職員又は介護
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職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供

しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につ

いては、この限りでない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養

介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならな

い。

（定員の遵守）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用

者（当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短

期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護

の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介

護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者

とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用

者数

� ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療

施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超

えることとなる利用者数
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（準用）

第���条 第���条、第���条、第���条及び第���条（第��	条の準用に係る部分を

除く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について

準用する。この場合において、第���条第
項第
号及び第�号から第�号ま

での規定中「次条」とあるのは「第���条において準用する次条」と、第���条

中「第���条」とあるのは「第��条」と読み替えるものとする。

第�款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項）

第���条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じ

て、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができ

るようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと

により、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。


 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの

役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して

行われなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第���条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術を

もって行わなければならない。


 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活にお

ける家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割

を持って行うよう適切に支援しなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を

維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利

用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合に

は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身
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の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わ

なければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを

得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り

替えなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、

利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなけれ

ばならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、

利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事）

第���条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用

者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に

応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければな

らない。

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊

重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ

てできる限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなけれ

ばならない。

	 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的

関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で

食事をとることを支援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第��
条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜
し

好に

応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自

律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 
331



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との

連携を図るよう努めなければならない。

（準用）

第���条 第���条から第���条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業について準用する。この場合において、第��	条中「第�
�条」

とあるのは「第���条」と、「前条」とあるのは「第���条において準用する前

条」と読み替えるものとする。

第��章 介護予防特定施設入居者生活介護

第�節 基本方針

第���条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護

（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、介護予

防特定施設サービス計画（法第条の�第��項に規定する計画をいう。以下同

じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機

能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が

指定介護予防特定施設（特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）において、自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営

に努めなければならない。

� 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合に

ついては、第�節に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業を行うこととする。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��	条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設
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ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者

（以下「介護予防特定施設従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に�以上

� 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又

は介護職員

ア 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者のうち要介

護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

（平成��年厚生省令第��号。以下「認定省令」という。）第�条第�項第

�号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が�又はその端数を増す

ごとに�及び利用者のうち認定省令第�条第�項第�号に規定する要支援

状態区分に該当する者の数が��又はその端数を増すごとに�以上であるこ

と。

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

ア� 利用者の数が	�を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換

算方法で、�以上

イ� 利用者の数が	�を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算

方法で、�に利用者の数が	�を超えて��又はその端数を増すごとに�を

加えて得た数以上

ウ 常に�以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護

職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでな

い。

� 機能訓練指導員 �以上

� 計画作成担当者 �以上（利用者の数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護

事業者（指定居宅サービス等基準第�
�条第�項に規定する指定特定施設入居

者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護
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予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居

宅サービス等基準第���条第�項に規定する指定特定施設入居者生活介護をい

う。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合に

あっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それ

ぞれ次のとおりとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の

提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」とい

う。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が���又は

その端数を増すごとに�以上

� 看護職員又は介護職員

ア 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者のうち認定

省令第�条第�項第�号に規定する要支援状態区分に該当する者及び居宅

サービスの利用者の数が�又はその端数を増すごとに�以上並びに利用者

のうち認定省令第�条第�項第�号に規定する要支援状態区分に該当する

者の数が��又はその端数を増すごとに�以上であること。

イ 看護職員の数は次のとおりとすること。

ア� 総利用者数が	�を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換

算方法で、�以上

イ� 総利用者数が	�を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算

方法で�に総利用者数が	�を超えて
�又はその端数を増すごとに�を加

えて得た数以上

ウ 常に�以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入

居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指

定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯につ

いては、この限りでない。

� 機能訓練指導員 �以上

� 計画作成担当者 �以上（総利用者数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）
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� 前�項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度

の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

� 第�項第�号又は第�項第�号の生活相談員のうち�人以上は、常勤でなけ

ればならない。

� 第�項第�号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入

居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか

�人を常勤とするものとする。

� 第�項第�号又は第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施

設における他の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号又は第�項第�号の計画作成担当者は、専らその職務に従事す

る介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第�項の場合に

あっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成

を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者（第�項の場

合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合

は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

	 第�項第�号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入

居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護

職員のうち�人以上、及び介護職員のうち�人以上は常勤の者でなければなら

ない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、

介護職員及び看護職員のうちいずれか�人が常勤であれば足りるものとする。

（管理者）

第
��条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指

定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設に

おける他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準
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第���条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確

保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要し

ない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予

防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同

じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、

他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっ

ては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる

場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

� 指定介護予防特定施設の介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を

行うための専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂

及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

� 介護居室は、次の基準を満たすこと。

ア �の居室の定員は、�人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら

れる場合は、�人とすることができるものとする。
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イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ウ 地階に設けてはならないこと。

エ �以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設

けること。

� 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

� 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空

間と構造を有するものでなければならない。

� 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるものとする。

� 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準につい

ては、建築基準法及び消防法（昭和��年法律第�	
号）の定めるところによる。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営

されている場合にあっては、指定居宅サービス等条例第���条第�項から第�

項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。

第節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び契約の締結等）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申

込者又はその家族に対し、第���条に規定する重要事項に関する規程の概要、

従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文
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書により締結しなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居

者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特

定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移し

て介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護

室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第�項の契

約に係る文書に明記しなければならない。

� 第�条第�項から第�項までの規定は、第�項の規定による文書の交付につ

いて準用する。

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等）

第�	
条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居

者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定

施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入

院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介

その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等の把握に努めなければならない。

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）

第�	�条 老人福祉法第��条第�項に規定する有料老人ホームである指定介護予

防特定施設において指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する指定介護

予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活

介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件

 
338



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設

入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、前項に規定す

る利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を作成し、当該

書類を市町村（法第��条第��項の規定により審査及び支払に関する事務を国民

健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連

合会とする。）に提出しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定

介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際

しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならな

い。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しな

ければならない。

（利用料等の受領）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係

る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から

支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護

予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。
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� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額の

ほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費

用

� おむつ代

� 前�号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護におい

て提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。

（身体的拘束等の禁止）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならない。

（運営規程）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施

設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

� 入居定員及び居室数

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
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� 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切

な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、

従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設

の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければなら

ない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理

及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により

指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により

他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について

定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

（協力医療機関等）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変

等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療

機関を定めておくよう努めなければならない。

（地域との連携等）

第��	条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流に努めなければならない。
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� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情

に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が

実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（記録の整備）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から�年間保存しなければならない。

� 介護予防特定施設サービス計画

� 第���条第�項に規定する利用者の同意等に係る書類

� 第���条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第���条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第���条第	項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第
�条第�項に規定する苦情の内容等の記録

	 次条において準用する第
�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第���条 第��条、第�
条、第��条、第��条、第
�条から第
�条まで、第�
条、

第��条、第���条及び第��条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業について準用する。この場合において、第
�条中「第��条」とあるのは

「第��
条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、

第�
条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業

者」と読み替えるものとする。

第�節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護

予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科

医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであるこ

とを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければ

ならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに

努めなければならない。

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針）

第��	条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第�	
条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるも

のとする。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又

は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、そ

の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える

問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する

上で解決すべき課題を把握しなければならない。

� 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべ

き課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防
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特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの

提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成す

るものとする。

� 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、

その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利

用者の同意を得なければならない。

� 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当

該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定

施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行う

ものとする。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行うものとする。

� 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行う

ことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始

時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも�回は、当該介護予防特定施設サービ

ス計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）

を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとす

る。

� 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防

特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

� 第�号から第�号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービ

ス計画の変更について準用する。

（介護）

第���条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活
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の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者に

ついて、�週間に�回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなけ

ればならない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応

じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければなら

ない。

� 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前�項に定めるほか、利用

者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わな

ければならない。

（健康管理）

第���条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意

するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

（相談及び援助）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対

し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わ

なければならない。

（利用者の家族との連携等）

第���条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族と

の連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努

めなければならない。

（準用）

第��	条 第
��条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につい

て準用する。

第�節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準
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第�款 この節の趣旨及び基本方針

（趣旨）

第���条 第�節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であっ

て、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サー

ビス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節にお

いて「基本サービス」という。）及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委

託する指定介護予防サービス事業者（以下この節において「受託介護予防サー

ビス事業者」という。）により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき

行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及

び療養上の世話（以下この節において「受託介護予防サービス」という。）を

いう。）の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによ

る。

（基本方針）

第���条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、

介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による

受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予

防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者

（以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」と

いう。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第�款 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指

定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外
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部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。）の員数は、次のとおり

とする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が���又はその端数を増すごと

に�以上

� 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が��又はその端数を増すごとに�

以上

� 計画作成担当者 �以上（利用者の数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第���

条の	第�項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第���条の�に規定する外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施

設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとお

りとする。

� 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービ

スの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」とい

う。）が���又はその端数を増すごとに�以上

� 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が��又はその端数

を増すごとに�以上及び利用者の数が��又はその端数を増すごとに�以上で

あること。

� 計画作成担当者 �以上（総利用者数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

	 前�項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度
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の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に�

以上の指定介護予防特定施設の従業者（第�項に規定する外部サービス利用型

介護予防特定施設従業者を含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直

時間帯にあっては、この限りではない。

� 第�項第�号又は第�項第�号の生活相談員のうち�人以上は、専らその職

務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第�項の場合

にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、

当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号又は第�項第�号の計画作成担当者は、専らその職務に従事す

る介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第�項の場合に

あっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成

を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち�人以上は、常勤でな

ければならない。ただし、利用者（第�項の場合にあっては、利用者及び居宅

サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職

務に従事することができるものとする。

（管理者）

第��	条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければな

らない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定

介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第�款 設備に関する基準

第�
�条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確
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保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要し

ない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならな

い。ただし、居室の面積が��平方メートル以上である場合には、食堂を設けな

いことができるものとする。

� 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさな

ければならない。

� 居室は、次の基準を満たすこと。

ア �の居室の定員は、�人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら

れる場合は、�人とすることができるものとする。

イ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ウ 地階に設けてはならないこと。

エ �以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して

設けること。

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

� 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

� 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空
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間と構造を有するものでなければならない。

� 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けるものとする。

� 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準につい

ては、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運

営されている場合にあっては、指定居宅サービス等条例第���条第�項から第

�項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。

第�款 運営に関する基準

（内容及び手続きの説明及び契約の締結等）

第�	
条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関す

る規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特

定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内

容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護

予防サービスの事業を行う事業所（以下「受託介護予防サービス事業所」とい

う。）の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の

方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除

く。）及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

関する契約を文書により締結しなければならない。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の

契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めては

ならない。
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� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適

切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため

利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者

が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ

第�項の契約に係る文書に明記しなければならない。

� 第�条第�項から第�項までの規定は、第�項の規定による文書の交付につ

いて準用する。

（運営規程）

第�	�条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

� 入居定員及び居室数

� 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料そ

の他の費用の額

� 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び

所在地

� 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

� 施設の利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� その他運営に関する重要事項

（受託介護予防サービス事業者への委託）

第�		条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、

受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、

受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

� 受託介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス事業者又は指定地域

 
351



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

密着型介護予防サービス事業者（法第��条の�第�項に規定する指定地域密着

型介護予防サービス事業者をいう。）でなければならない。

� 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指

定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指

定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、指定介護予防通

所リハビリテーション、第��	条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指

定地域密着型介護予防サービス基準第
条に規定する指定介護予防認知症対応

型通所介護とする。


 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の

開始に当たっては、指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問看護及び指定介

護予防通所介護を提供する事業者と、第�項に規定する方法によりこれらの提

供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第�項

に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのう

ち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防

サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第�項に規定する方

法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第�項

の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サー

ビス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介護予防特定施設

と同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供

される契約を締結しなければならない。

 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介

護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うも

のとする。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介

護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を
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記録しなければならない。

（記録の整備）

第���条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければ

ならない。

� 介護予防特定施設サービス計画

� 第���条第�項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告

に係る記録

� 前条第�項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

� 次条において準用する第�
�条第�項に規定する利用者の同意等に係る書

類

	 次条において準用する第��
条第�項に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録


 次条において準用する第���条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 次条において準用する第���条第項に規定する結果等の記録

（準用）

第���条 第��条、第��条、第��条、第��条、第��条から第��条まで、第��条、

第��条、第�
�条、第�
�条、第�
�条から第���条まで及び第���条から第���条

までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事

 
353



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

業について準用する。この場合において、第��条中「第��条」とあるのは「第

���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定

施設従業者」と、第��条中「指定介護予防訪問介護事業所」とあるのは「指定

介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第��条中「介護予防

訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第���

条第�項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サー

ビスを」と、第��	条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは

「基本サービス」と読み替えるものとする。

第
款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（受託介護予防サービスの提供）

第���条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者によ

り、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講

じなければならない。

� 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介

護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提

供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければ

ならない。

（準用）

第���条 第���条、第���条、第���条及び第��	条の規定は、外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第���条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サー

ビス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み

替えるものとする。

第��章 介護予防福祉用具貸与

第節 基本方針

第���条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定

介護予防福祉用具貸与」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居
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宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第�条の�

第��項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章におい

て同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することに

より、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉

用具貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福

祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険

法施行令第�条第	項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）の

員数は、常勤換算方法で、�以上とする。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて

受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号

に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に

関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

� 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準第��
条第	項に規定す

る指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等条例第

���条第	項

� 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準第��条第	項に規

定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス

等条例第���条第	項

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第���条第	項

（管理者）

第�
�条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただ
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し、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介

護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のため

に必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有す

るほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を

備えなければならない。ただし、第���条第�項の規定に基づき福祉用具の保

管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒

のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。

� 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。

� 福祉用具の保管のために必要な設備

ア 清潔であること。

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分

することが可能であること。

� 福祉用具の消毒のために必要な器材

当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質

等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて

受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅

サービス等基準第��	条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定

居宅サービス等条例第�
�条第�項及び第�項に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当す
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る指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の

額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行

う場合の交通費

� 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者か

ら利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理

由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具

を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止するこ

とができる。

（運営規程）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業

所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務内容

� 営業日及び営業時間
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� 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の

費用の額

� 通常の事業の実施地域

� その他運営に関する重要事項

（適切な研修の機会の確保）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向

上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

（福祉用具の取扱種目）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、

変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り

扱うようにしなければならない。

（衛生管理等）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状

態について、必要な管理を行わなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質

等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既

に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管

しなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の

保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合に

おいて、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容に

おいて保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならな

い。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は

消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務

の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

	 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生

的な管理に努めなければならない。
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（掲示及び目録の備え付け）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第���

条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するた

め、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品

名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければなら

ない。

（記録の整備）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具

貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間

保存しなければならない。

� 次条において準用する第��条第�項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

� 第��	条第
項に規定する結果等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

� 第���条に規定する介護予防福祉用具貸与計画

（準用）

第���条 第条から第��条まで、第��条、第��条、第��条から第��条まで、第

��条並びに第���条第�項及び第�項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の

事業について準用する。この場合において、第条中「第��条」とあるのは

「第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第

��条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種
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目」と、第��条第�項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第��条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と、第��条中「提供日及び内容」とあるのは「提

供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第��条中「内容」とあるのは

「種目、品名」と、第���条第�項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と

読み替えるものとする。

第	節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針）

第���条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用

具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。


 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当

たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければならない。

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用

することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第���条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第���

条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師

からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよ

う、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉

用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の

 
360



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

貸与に係る同意を得るものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第�項に規定する介

護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援

を行うものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨

とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機

能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に

応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の

留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を

行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使

用方法の指導を行うものとする。

� 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に

応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の

指導、修理等を行うものとする。

（介護予防福祉用具計画の作成）

第���条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸

与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提

供を行う期間等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならな

い。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、

第���条第�項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして

作成しなければならない。

� 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている

場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、そ
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の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけれ

ばならない。

� 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該

介護予防福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。

� 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の

開始時から、必要に応じ、当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。

� 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サー

ビスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に

報告しなければならない。

� 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予

防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

� 第�項から第�項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画

の変更について準用する。

第�節 基準該当介護予防サービスに関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第�	
条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれ

に相当するサービス（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事

業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与

事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方

法で、�以上とする。

� 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅

サービス等基準第��	条の�第�項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。

以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に

運営されている場合については、指定居宅サービス等条例第��条第�項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

（準用）
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第���条 第�条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第

	�条から第	�条まで、第	�条（第
項及び第�項を除く。）、第	�条から第	

条まで、第��条並びに第��	条第�項及び第�項並びに第�節、第�節（第�	�

条を除く。）、第�節、第�節（第���条第�項及び第���条を除く。）及び前

節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合にお

いて、第�条中「第��条」とあるのは「第���条において準用する第��	条」

と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第��条中「以下

同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第��条

第�項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第��条中「訪

問介護員等」とあるのは「従業者」と、第��条中「提供日及び内容、当該指定

介護予防訪問介護について法第�	条�項の規定により利用者に代わって支払を

受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種

目、品名」と、第��条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第��	条第�項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第���条第�項中「法定代理受領

サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護

予防福祉用具貸与」と、同条第�項中「前�項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。

第�	章 特定介護予防福祉用具販売

第�節 基本方針

第���条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下

「指定特定介護予防福祉用具販売」という。）の事業は、その利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福

祉用具（法第�条の�第�	項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防

福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等

を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけれ
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ばならない。

第�節 人員に関する基準

（福祉用具専門相談員の員数）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護

予防福祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特

定介護予防福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談

員の員数は、常勤換算方法で、�以上とする。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併

せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販

売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、

次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる規定に基づく

人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。

� 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等条例第���条第�項

� 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等条例第���条第�項

� 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第�	
条第�項

（管理者）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第�節 設備に関する基準

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必

要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要な

その他の設備及び備品等を備えなければならない。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用
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具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等条例第���条第�項に規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。

第�節 運営に関する基準

（サービスの提供の記録）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するととも

に、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

（販売費用の額等の受領）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売を提供した際には、法第��条第	項に規定する現に当該特定介護予防福祉

用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。


 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

� 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売

を行う場合の交通費

� 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要す

る費用

	 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具

販売に係る販売費用の額（以下「販売費の額」という。）の支払を受けた場合

は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければな

らない。
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� 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

� 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載した証明書

� 領収書

� 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉

用具の概要

（記録の整備）

第���条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防

福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら�年間保存しなければならない。

� 第���条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 次条において準用する第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

� 第���条第
項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

（準用）

第���条 第�条から第��条まで、第�	条から第��条まで、第��条、第�条、第

��条から第��条まで、第��条、第��条第
項及び第�項、第���条から第���

条まで並びに第��	条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業につい

て準用する。この場合において、第�条中「第�	条」とあるのは「第���条に

おいて準用する第���条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相

談員」と、第��条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特

定介護予防福祉用具の種目」と、第��条第�項中「適切な指導」とあるのは

「適切な相談又は助言」と、第��条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」

と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第��条第�項中
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「処遇」とあるのは「サービス利用」と第���条第�号中「利用料」とあるの

は「販売費用の額」と、第���条及び第���条中「福祉用具」とあるのは「特定

介護予防福祉用具」と、第���条第�項中「第���条」とあるのは「第�	�条に

おいて準用する第���条」と読み替えるものとする。

第
節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針）

第�	�条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予

防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の

提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識

してサービスの提供に当たらなければならない。

� 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならな

い。

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針）

第�	�条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、

次に掲げるところによるものとする。

� 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切

に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとと

もに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売

費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係

る同意を得るものとする。

� 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第�項に規定する特

定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な
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支援を行うものとする。

� 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予

防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。

� 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況

等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防

福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付

し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予

防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。

� 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる

場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載される

ように必要な措置を講じるものとする。

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成）

第���条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて

いる環境を踏まえて、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定

介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指

定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一

体のものとして作成しなければならない。

� 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されて

いる場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

� 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

なければならない。

� 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、

当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

� 指定居宅サービス等基準附則第�条の適用を受けている指定短期入所生活介

護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者

が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介

護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、第���条第�項第�号ア

及びイ、第�号ア並びに第�項の規定は、適用しない。

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正

する省令（平成�	年厚生労働省令第
�号）第�条の規定の適用を受けているユ

ニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介

護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第�	�条第�

項第�号イイ�中「�平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定

員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流

し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正

する省令（平成�
年厚生省令第��号）附則第�項の適用を受けている基準該当

短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業

と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生

活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第���条第�項第�号ア及び

イ並びに第�号アの規定は、適用しない。

� 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成��年厚生労働省令第�号。以

下「平成��年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第�条に規定する既

存病院建物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下

「病床転換による旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である
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指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改

正省令附則第��条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室について

は、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を

有しなければならない。

� 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者�人につき�平方

メートル以上の広さを有しなければならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。

� 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわら

ず、療養病床に係る�の病室の病床数は、�床以下としなければならない。

	 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわら

ず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者�人につき


��平方メートル以上としなければならない。

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省令附則第

��条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練

室は、内法による測定で��平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び

器具を備えなければならない。

� 平成��年医療法施行規則等改正省令附則第�条に規定する既存診療所建物内

の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換に

よる診療所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省

令附則第��条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、

当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有し
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なければならない。

� 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者�人につき�平方

メートル以上の広さを有しなければならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。

�� 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省

令附則第�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にか

かわらず、療養病床に係る�の病室の病床数は、�床以下としなければならな

い。

�� 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定

介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成��年医療法施行規則等改正省

令附則第�条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にか

かわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者�人

につき�	
平方メートル以上としなければならない。

�� 指定居宅サービス等基準附則第��条の規定の適用を受けているものについて

は、第���条第�項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができ

るものとする。

�� 当分の間、居宅サービスの利用者のうち認定省令附則第条に規定する経過

的要介護に該当する者については、第��
条第項第号ア中「�」とあるの

は「��」と、第���条第項第号中「��」とあるのは「��」とする。

�
 平成��年�月�日において現に存する指定特定施設であって、指定介護予防

特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第���条第�項

第�号ア及び第���条第�項第�号アの規定は適用しない。

�� 平成��年�月�日において現に存する養護老人ホーム（建築中のものを含

む。）については、第���条第�項第�号アの規定は適用しない。

�� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令（平成��年厚生労働省令第���号）附則第�条の経過措置は、この
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条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後においても当該規定の例に

より適用する。
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島根県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここ

に公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 66号 

島根県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、社会福祉法（昭和��年法律第��号。以下「法」という。）

第��条第�項の規定に基づき、老人福祉法（昭和��年法律第	��号）第�
条の

�に規定する軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。

（基本方針）

第�条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自

立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族

による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準

備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を

提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにす

ることを目指すものでなければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に

立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

 軽費老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福

祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努め

るとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。

（構造設備等の一般原則）

第条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の

保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならな

い。

� 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会や地域住民との交
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流の機会が確保されるよう努めなければならない。

（設備の専用）

第�条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するもので

なければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合に

は、この限りでない。

（職員の資格要件）

第�条 軽費老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、法第��条第�項各

号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に�年以上従事した者又はこ

れらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

� 第�	条第�項の生活相談員は、法第��条第�項各号のいずれかに該当する者

又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

（職員の専従）

第
条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者

でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合に

は、この限りでない。

（運営規程）

第�条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 職員の職種、数及び職務の内容

� 入所定員

� 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第�条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けなければならない。
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� 軽費老人ホームは、その立地条件を踏まえた非常災害に対する具体的計画を

立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 軽費老人ホームは、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（記録の整備）

第�条 軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 入所者に提供するサービスに関する計画

� 提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第��条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第��条第�項の苦情の内容等の記録

� 第��条第�項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第

�項の記録

（設備の基準）

第��条 軽費老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和	
年法律第	��号）第�条第

�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条

第�号の�に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならな

い。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保

されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。
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� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービ

スに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

� 居室

� 談話室、娯楽室又は集会室

� 食堂

� 浴室

� 洗面所

� 便所

� 調理室

	 面談室


 洗濯室又は洗濯場

� 宿直室

� 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

� 前項第�号、第�号及び第�号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、入所者へのサービスの提

供上必要と認められる場合は、�人とすることができる。
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イ 地階に設けてはならないこと。

ウ �の居室の床面積は、����平方メートル（エの設備を除いた有効面積は

����	平方メートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっ

ては、
���平方メートル以上とすること。

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を

必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

� 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

� 前項第�号の規定にかかわらず、�程度の数の居室及び当該居室に近接して

設けられる共同生活室（当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食

堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。）によ

り構成される区画における設備の基準は、次の各号に定めるところによる。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、入所者へのサービスの提

供上必要と認められる場合は、�人とすることができる。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ �の居室の床面積は、�	��
平方メートル（エの設備を除いた有効面積

は�
��平方メートル）以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっ

ては、�
��	平方メートル以上とすること。

エ 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共

同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ご

との便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 共同生活室

ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所として

ふさわしい形状を有すること。

イ 必要な設備及び備品を備えること。
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� 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定める

ところによる。

� 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。

� 居室が�階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

（職員配置の基準）

第��条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。た

だし、入所定員が��人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図るこ

とにより効果的な運営を期待することができる軽費老人ホーム（入所者に提供

するサービスに支障がない場合に限る。）にあっては第�号の栄養士を、調理

業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第�号の調理員を置かないこ

とができる。

� 施設長 �

� 生活相談員 入所者の数が�	�又はその端数を増すごとに�以上

� 介護職員

ア 一般入所者（入所者であって、指定特定施設入居者生活介護（指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省令

第
�号）第���条第�項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。）、指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成��年厚生労働省

令第
号）第	
�条第�項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介

護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護（指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��

年厚生労働省令第
�号）第���条第�項に規定する指定地域密着型特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていない者をいう。

以下同じ。）の数が
�以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法

で、�以上

イ 一般入所者の数が
�を超えて��以下の軽費老人ホームにあっては、常勤
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換算方法で、�以上

ウ 一般入所者の数が��を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法

で、�に実情に応じた適当数を加えて得た数

� 栄養士 �以上

� 事務員 �以上

� 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

� 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規

設置又は再開の場合は、推定数による。

� 第�項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常

勤の職員の員数に換算する方法をいう。

� 第�項第�号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

� 第�項第�号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち�

人以上は、常勤の者でなければならない。

	 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指

定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所

者に提供するサービスに支障がないときは、第�項第�号の生活相談員のうち

�人を置かないことができる。


 第�項第�号の介護職員のうち�人以上は、常勤の者でなければならない。

� 第�項第�号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施

設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人

ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供す

るサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該

介護職員のうち�人を置かないことができる。

� 第	項及び第�項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員について

は、いずれか�人を置かなければならない。
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�� 第�項第�号の栄養士及び同項第�号の事務員のそれぞれのうち�人は、常

勤でなければならない。

�� 第�項第�号の事務員は、入所定員が��人以下の場合又は他の社会福祉施設

等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障が

ない場合は、当該事務員を置かないことができる。

�� 第�項第	号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム（当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は

診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この項において

「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所

で運営される入所定員が�
人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項におい

て同じ。）の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合に

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライ

ト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認め

られるときは、これを置かないことができる。

� 介護老人保健施設 調理員又はその他の従業者

� 診療所 その他の従業者

�� 夜間及び深夜の時間帯を通じて�以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の

勤務（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人

ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅

速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

（入所申込者等に対する説明等）

第��条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入

所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入

所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなけれ

ばならない。

� 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるよう

な契約解除の条件を定めてはならない。

 
380



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、

第�項の規定による文書の交付に代えて、第�項で定めるところにより、当該

入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次

に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する

ことができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付し

たものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた第�項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の

閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人

ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する

方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第

�項の重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることにより文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計

算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。

� 軽費老人ホームは、第�項の規定により第�項の重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に
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掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得

なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの

� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家

族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出が

あったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第�項の重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（対象者）

第��条 軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とす

る。

� 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安がある

と認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者

� ��歳以上の者。ただし、その者の配偶者、�親等内の親族その他特別な事

情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、こ

の限りでない。

（入退所）

第�	条 軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状

況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。


 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができる

サービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困

難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘

案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、

適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければなら

ない。

� 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護保険

法（平成�年法律第���号）第条第��項に規定する居宅サービス計画をいう。

 
382



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

以下同じ。）又は施設サービス計画（同条第��項に規定する施設サービス計画

をいう。）の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（同条第��項に

規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。）又は介護保険施設（同条第��項

に規定する介護保険施設をいう。）に対する情報の提供に努めるほか、その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなけれ

ばならない。

（利用料の受領）

第��条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を

受けることができる。

� サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案し

て徴収すべき費用として知事が定める額に限る。）

� 生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。）

� 居住に要する費用（前号の光熱水費及び次号の費用を除く。）

� 居室に係る光熱水費

� 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費

用

� 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のう

ち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負

担させることが適当と認められるもの

� 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならな

い。

	 第
項第�号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して

知事が定める額を上限額とする。
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（サービス提供の方針）

第��条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活で

きるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生

きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければなら

ない。

� 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行

う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならな

い。

� 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。

� 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。

（食事）

第��条 軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した

食事を、適切な時間に提供しなければならない。

（生活相談等）

第��条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

� 軽費老人ホームは、要介護認定（介護保険法第��条第	項に規定する要介護

認定をいう。）の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対す

る手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その

者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

� 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とそ
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の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。

� 軽費老人ホームは、�日に�回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切

な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事

を実施するよう努めなければならない。

（居宅サービス等の利用）

第��条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第�条第�項に

規定する要介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、置かれ

ている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第�	条に規定する居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）を受けることができるよう、必要な援助を行わな

ければならない。

（健康の保持）

第�
条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を

提供しなければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

（施設長の責務）

第��条 軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

� 軽費老人ホームの施設長は、職員に第�条から第�条まで、第
�条から前条

まで及び次条から第		条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う

ものとする。

（生活相談員の責務）

第�	条 軽費老人ホームの生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、

適切な助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならな

い。

� 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防
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サービス計画（介護保険法第�条の�第��項に規定する介護予防サービス計

画をいう。）の作成等に資するため、居宅介護支援事業（同法第�条第��項

に規定する居宅介護支援事業をいう。）又は介護予防支援事業（同法第�条

の�第��項に規定する介護予防支援事業をいう。）を行う者との密接な連携

を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との連携を図ること。

� 第��条第�項の苦情の内容等の記録を行うこと。

� 第��条第�項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第

�項の記録を行うこと。

� 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームに

あっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

（勤務体制の確保等）

第�	条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、

職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活

を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければなら

ない。

� 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。

（定員の遵守）

第�
条 軽費老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。

（衛生管理等）

第��条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければな

らない。

� 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生
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し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。

� 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね�月に�回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。

� 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。

� 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び

食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

� 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

（平成��年厚生労働省令第���号）第��条第	項第
号の別に厚生労働大臣

が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行うこと。

（協力医療機関等）

第��条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。

	 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めな

ければならない。

（掲示）

第��条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

	 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。
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（広告）

第��条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（苦情への対応）

第��条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の

設置その他の必要な措置を講じなければならない。

� 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記

録しなければならない。

� 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、県から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 軽費老人ホームは、県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県

に報告しなければならない。

� 軽費老人ホームは、法第	�条に規定する運営適正化委員会が行う法第	
条第

�項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

（地域との連携等）

第��条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

� 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する

入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業

その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。

� 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実

が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を
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整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこ

と。

� 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場

合は、速やかに県、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ

なければならない。

� 軽費老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。

� 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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島根県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここ

に公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 67号 

島根県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、老人福祉法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）

第��条第�項の規定に基づき、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を

定めるものとする。

（基本方針）

第�条 養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」とい

う。）に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他

の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に

立って処遇を行うように努めなければならない。

� 養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付き

を重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員によ

る適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的と

する事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第�条 養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の

保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならな

い。

（設備の専用）

第	条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するもので

なければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りで

ない。
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（職員の資格要件）

第�条 養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法（昭和

��年法律第��号）第��条第	項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉

事業に
年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる

者でなければならない。


 生活相談員は、社会福祉法第��条第	項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

（職員の専従）

第�条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事するこ

とができる者をもって充てなければならない。ただし、入所者の処遇に支障が

ない場合には、この限りでない。

（運営規程）

第�条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 職員の職種、数及び職務の内容

� 入所定員

� 入所者の処遇の内容

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第条 養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けなけらばならない。


 養護老人ホームは、その立地条件を踏まえた非常災害に対する具体的計画を

立て、当該非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定

期的に職員に周知しなければならない。

� 養護老人ホームは、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、
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救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（記録の整備）

第�条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。

� 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 処遇計画

� 行った具体的な処遇の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第�	条第
項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（規模）

第��条 養護老人ホームは、��人以上（特別養護老人ホームに併設する場合に

あっては、��人以上）の人員を入所させることができる規模を有しなければな

らない。

（設備の基準）

第��条 養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���号）第�条第

�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条

第�号の
に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならな

い。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保され

ていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、
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調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を

期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備

の一部を設けないことができる。

� 居室

� 静養室

� 食堂

� 集会室

� 浴室

� 洗面所

� 便所

	 医務室


 調理室

� 宿直室

� 職員室

 面談室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 霊安室

� 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
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� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア 地階に設けてはならないこと。

イ 入所者�人当たりの床面積は、�����平方メートル以上とすること。

ウ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備

を設けること。

� 静養室

ア 医務室又は職員室に近接して設けること。

イ 原則として�階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ウ ア及びイに定めるもののほか、前号ア、ウ及びエに定めるところによる

こと。

� 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

� 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

� 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほ

か、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

� 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

� 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

	 前各項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定める

ところによる。

� 廊下の幅は、��
�メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���

メートル以上とすること。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

（職員の配置の基準）

第��条 養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

ただし、特別養護老人ホームに併設する入所定員��人未満の養護老人ホーム
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（併設する特別養護老人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老

人ホームの効果的な運営を期待することができ、かつ、入所者の処遇に支障が

ないものに限る。）にあっては第�号の栄養士を、調理業務の全部を委託する

養護老人ホームにあっては第�号の調理員を置かないことができる。

� 施設長 �

� 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

� 生活相談員

ア 常勤換算方法で、入所者の数が��又はその端数を増すごとに�以上とす

ること。

イ 生活相談員のうち入所者の数が���又はその端数を増すごとに�人以上

を主任生活相談員とすること。

� 支援員

ア 常勤換算方法で、一般入所者（入所者であって、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準（平成��年厚生省令第��号）第�	
条の�に規定する外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成��年厚生労

働省令第�号）第
�条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていないものをい

う。以下同じ。）の数が�又はその端数を増すごとに�以上とすること。

イ 支援員のうち�人を主任支援員とすること。

� 看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、入

所者の数が���又はその端数を増すごとに�以上

� 栄養士 �以上

� 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数

� 前項（第�号、第�号、第�号及び第�号を除く。）の規定にかかわらず、
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視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の�割を超える養護老人ホー

ム（以下この項において「盲養護老人ホーム等」という。）に置くべき生活相

談員、支援員及び看護職員については、次の各号に定めるところによる。

� 生活相談員

ア 常勤換算方法で、�に、入所者の数が��又はその端数を増すごとに�を

加えて得た数以上とすること。

イ 生活相談員のうち入所者の数が���又はその端数を増すごとに�人以上

を主任生活相談員とすること。

� 支援員

ア 常勤換算方法で、別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる支援員の数以上とすること。

イ 支援員のうち�人を主任支援員とすること。

� 看護職員

ア 入所者の数が���を超えない盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算

方法で、�以上とすること。

イ 入所者の数が���を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方

法で、�に、入所者の数が���を超えて���又はその端数を増すごとに�を

加えて得た数以上とすること。

� 前�項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新

規設置又は再開の場合は、推定数による。

	 第�項、第�項、第
項及び第��項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞ

れの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する

時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

� 第�項第�号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

� 第�項第�号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム（当該施設

を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は
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病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下こ

の条において「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設

とは別の場所で運営される入所定員が��人以下の養護老人ホームをいう。以下

この条において同じ。）の医師については、本体施設の医師により当該サテラ

イト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。

� 第�項第�号イ又は第�項第�号イの主任生活相談員のうち�人以上は、専

らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護又は外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホーム（以下「外部サービス利用型養

護老人ホーム」という。）であって、入所者の処遇に支障がない場合には、当

該養護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。

� 外部サービス利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、

第�項第�号又は第�項第�号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法

で、�を減じた数とすることができる。

	 第�項第
号イ又は第�項第�号イの主任支援員は、常勤の者でなければな

らない。

�� 第�項第号又は第�項第�号の看護職員のうち�人以上は、常勤の者でな

ければならない。ただし、第�項第号の看護職員については、サテライト型

養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、�以上とする。

�� 夜間及び深夜の時間帯を通じて�以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の

勤務（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。

�� 第�項第�号、第�号及び第�号の規定にかかわらず、サテライト型養護老

人ホームの生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員については、

次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行わ

れていると認められるときは、これを置かないことができる。

� 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業
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者

� 病院 栄養士（病床数���以上の病院の場合に限る。）

� 診療所 事務員その他の従業者

（居室の定員）

第��条 �の居室の定員は、�人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認め

られる場合には、�人とすることができる。

（入退所）

第��条 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状

況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に

配慮しなければならない。

� 養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居

宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及

びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案

し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。

	 養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


 養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家

族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。

（処遇計画）

第��条 養護老人ホームの施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務

を担当させるものとする。

� 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、

その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計

画を作成しなければならない。

� 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な

見直しを行わなければならない。
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（処遇の方針）

第��条 養護老人ホームは、入所者について、その者が有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰

の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わな

ければならない。

� 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう

配慮して、行わなければならない。

� 養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しや

すいように説明を行わなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行って

はならない。

� 養護老人ホームは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。

（食事）

第��条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した

食事を、適切な時間に提供しなければならない。

（生活相談等）

第�	条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を

営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。

� 養護老人ホームは、要介護認定（介護保険法（平成
年法律第���号）第�

条第�項に規定する要介護認定をいう。）の申請等、入所者が日常生活を営む
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のに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行

うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援

を行わなければならない。

� 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。

� 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置き

つつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

� 養護老人ホームは、�週間に�回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしな

ければならない。

� 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行

事を行わなければならない。

（居宅サービス等の利用）

第	
条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等（介護保険法第�条第�項に

規定する要介護状態等をいう。）となった場合には、その心身の状況、置かれ

ている環境等に応じ、適切に居宅サービス等（同法第��条に規定する居宅サー

ビス等をいう。以下同じ。）を受けることができるよう、必要な措置を講じな

ければならない。

（健康管理）

第�条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に�回以

上健康診断を行わなければならない。

（施設長の責務）

第�	条 養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

� 養護老人ホームの施設長は、職員に第�条から第�条まで、第	�条から前条

まで及び次条から第�
条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う

ものとする。
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（生活相談員の責務）

第��条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必

要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

� 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第�条第��項に規定す

る居宅サービス計画又は同法第�条の�第��項に規定する介護予防サービス

計画の作成等に資するため、同法第�条第��項に規定する居宅介護支援事業

又は同法第�条の�第��項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連

携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との連携に努めること。

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

� 第�	条第
項に規定する事故の状況及び事故に際して採った措置について

の記録を行うこと。

� 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に

際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものと

する。


 前�項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない外部サービス利用

型養護老人ホームにあっては、主任支援員が前�項に掲げる業務を行うものと

する。

（勤務体制の確保等）

第��条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよ

う、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を

送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければなら

ない。


 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。

（衛生管理等）

第��条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供す
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る水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。

� 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね�月に�回以上開催するとともに、

その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

� 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。

� 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

� 前�号に掲げるもののほか、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

（昭和��年厚生省令第��号）第��条第�項第	号の厚生労働大臣が定める感

染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行

うこと。

（協力病院等）

第�
条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじ

め、協力病院を定めておかなければならない。

� 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めな

ければならない。

（秘密保持等）

第��条 養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。

（苦情への対応）
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第��条 養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。

� 養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を

記録しなければならない。

� 養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。

� 養護老人ホームは、社会福祉法第�	条に規定する運営適正化委員会が行う同

法第�
条第�項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

（地域との連携等）

第��条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

� 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの

苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号

に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。

� 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底する

体制を整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定

期的に行うこと。

� 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速や
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かに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

� 養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。

� 養護老人ホームは、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（省令の経過措置の取扱い）

� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（昭和��年厚生省令第��

号）附則第�条

� 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成

�	年厚生労働省令第

号）附則第�条

別表（第��条関係）

一般入所者の数 支援員の数

��以下 �

��以上��以下 

��以上��以下 �

��以上
�以下 �


�以上��以下 �

��以上��以下 ��

��以上	�以下 ��

	�以上��以下 ��

��以上���以下 ��
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���以上���以下 ��

���以上���以下 ��

���以上���以下 ��

���以上 ��に、入所者の数が���を超えて��

又はその端数を増すごとに	を加え

て得た数
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島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を

ここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 68号 

島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例 
目次

第�章 総則（第�条）

第�章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準（第�条―第��条）

第�章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関す

る基準（第��条―第��条）

第	章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関す

る基準（第��条―第�
条）

第�章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び

運営に関する基準（第��条―第�条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、老人福祉法（昭和�
年法律第���号。以下「法」という。）

第��条第�項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。

第�章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

（基本方針）

第�条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事

業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなけれ

ばならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、

居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相

談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ
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自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければ

ならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場

に立って処遇を行うように努めなければならない。

� 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び

付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする

事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第�条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入

所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければ

ならない。

（設備の専用）

第�条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供す

るものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この

限りでない。

（職員の資格要件）

第�条 特別養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は、社会福祉法

（昭和��年法律第��号）第	
条第�項各号のいずれかに該当する者若しくは社

会福祉事業に�年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認め

られる者でなければならない。

� 生活相談員は、社会福祉法第	
条第�項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

� 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退

を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならな

い。

（職員の専従）

第条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従
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事する者でなければならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニット型特別

養護老人ホーム（第��条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以

下この条において同じ。）を除く。以下この条において同じ。）及びユニット

型特別養護老人ホームを併設する場合、特別養護老人ホーム及びユニット型地

域密着型特別養護老人ホーム（第��条に規定するユニット型地域密着型特別養

護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）を併設する場合、地域密着

型特別養護老人ホーム（第��条第�項に規定する地域密着型特別養護老人ホー

ムをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条にお

いて同じ。）及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着

型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設す

る場合の介護職員及び看護職員（第��条第	項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

（運営規程）

第�条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 職員の職種、数及び職務の内容

� 入所定員

� 入所者の処遇の内容及び費用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第
条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けなければならない。

	 特別養護老人ホームは、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計

画を立て、当該非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に職員に周知しなければならない。
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� 特別養護老人ホームは、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

（記録の整備）

第�条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から�年間保存しなければならない。

� 入所者の処遇に関する計画

� 行った具体的な処遇の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第�	条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第
�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（設備の基準）

第��条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���号）第�

条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建ての特別

養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物（同条第�号の�に規定する

準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。

� 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」とい

う。）を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長（消防本部を置かな

い市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、

第�条第�項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するた
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めに必要な事項を定めること。

イ 第�条第�項に規定する訓練については、同条第�項に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保

されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しな

い。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人

ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に

支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

� 居室

� 静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を

静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。）

� 食堂

� 浴室
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� 洗面設備

� 便所

� 医務室

� 調理室

� 介護職員室

� 看護職員室

� 機能訓練室

	 面談室


 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、居室における入所者のプ

ライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村に意見を求めた

上で地域における特別養護老人ホームの整備その他の状況を勘案して知事

が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすることができる。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ 入所者�人当たりの床面積は、����	平方メートル以上とすること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

オ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

カ 床面積の�
分の�以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ

うにすること。

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 静養室
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ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによる

こと。

� 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

� 洗面設備

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が

使用するのに適したものとすること。

� 医務室

ア 医療法（昭和��年法律第���号）第�条の�第�項に規定する診療所と

すること。

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けること。

� 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

� 介護職員室

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

イ 必要な備品を備えること。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、	平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提

供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の

場所とすることができる。

イ 必要な備品を備えること。

� 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以下「居室、静養室等」とい
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う。）は、�階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも

該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

� 居室、静養室等のある�階以上の各階に通ずる特別避難階段を�以上（防

災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行す

るために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場

合は、�以上）有すること。

� �階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。

� 居室、静養室等のある�階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行

令（昭和��年政令第���号）第		�条第�項に規定する特定防火設備（以下

「特定防火設備」という。）により防災上有効に区画されていること。


 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定

めるところによる。

� 廊下の幅は、	��メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メー

トル以上とすること。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 廊下及び階段には、手すりを設けること。

� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

� 居室、静養室等が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

（職員の配置の基準）

第		条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならな

い。ただし、入所定員が�人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の

社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの

効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がな

いときは、第�号の栄養士を置かないことができる。

� 施設長 �
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� 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

� 生活相談員 入所者の数が���又はその端数を増すごとに�以上

� 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が�又は

その端数を増すごとに�以上とすること。

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

ア� 入所者の数が��を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、�以上

イ� 入所者の数が��を超えて��を超えない特別養護老人ホームにあって

は、常勤換算方法で、�以上

ウ� 入所者の数が��を超えて���を超えない特別養護老人ホームにあって

は、常勤換算方法で、�以上

エ� 入所者の数が���を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算

方法で、�に、入所者の数が���を超えて��又はその端数を増すごとに

�を加えて得た数以上

� 栄養士 �以上

� 機能訓練指導員 �以上

� 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適

当数

� 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の

場合は、推定数による。

� 第�項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することに

より常勤の職員の数に換算する方法をいう。

	 第�項第�号の施設長及び同項第�号の生活相談員は、常勤の者でなければ

ならない。


 第�項第	号の看護職員のうち、�人以上は、常勤の者でなければならな

い。
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� 第�項第�号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従

事することができる。

� 第�項第�号の医師及び同項第�号の調理員、事務員その他の職員の数は、

サテライト型居住施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該

施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所で

あって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下「本体施設」という。）

と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特

別養護老人ホーム（入所定員が��人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特別養護老人ホームであって、

当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない

場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住

施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他

入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やか

に講じなければならない。

（入退所）

第�	条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居

宅介護支援（介護保険法（平成
年法律第��	号）第�条第�	項に規定する居

宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う者に対する照会等により、その者の心

身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（同項に規定する指定居宅サー

ビス等をいう。）の利用状況等の把握に努めなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照

らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定

期的に検討しなければならない。

� 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で

協議しなければならない。
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� 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、そ

の者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案

し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画（介護

保険法第�条第��項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成等の援助に

資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。

（入所者の処遇に関する計画）

第��条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれ

ている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、そ

の者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

	 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇

の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

（処遇の方針）

第�
条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を

妥当適切に行わなければならない。

	 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なも

のとならないよう配慮して、行わなければならない。

� 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいよ

うに説明を行わなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入

所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。
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� 特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。

� 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。

（介護）

第��条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者

の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

� 特別養護老人ホームは、�週間に�回以上、適切な方法により、入所者を入

浴させ、又は清しきしなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方

法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

	 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切

に取り替えなければならない。

� 特別養護老人ホームは、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離

床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。


 特別養護老人ホームは、常時�人以上の常勤の介護職員を介護に従事させな

ければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人

ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

（食事）

第��条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮

した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとるこ

とを支援しなければならない。

（相談及び援助）
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第��条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（社会生活上の便宜の提供等）

第��条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のた

めのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対

する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

� 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければな

らない。

（機能訓練）

第�	条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日

常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を

行わなければならない。

（健康管理）

第��条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に

注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

（入所者の入院期間中の取扱い）

第��条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必

要が生じた場合であって、入院後おおむね�月以内に退院することが明らかに

見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切

な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び

当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければなら

ない。

（施設長の責務）
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第��条 特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業

務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

� 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第�条から第�条まで及び第��条か

ら第��条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

（勤務体制の確保等）

第��条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができる

よう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わ

なければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。

	 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。

（定員の遵守）

第�
条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させては

ならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。

（衛生管理等）

第��条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に

供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとと

もに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒

が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければな

らない。

� 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会をおおむね	月に�回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

� 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。
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� 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

� 前�号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準（平成��年厚生省令第��号）第��条第�項第�号の厚生労働大臣が定め

る感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応

を行うこと。

（協力病院等）

第�	条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらか

じめ、協力病院を定めておかなければならない。

� 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努

めなければならない。

（秘密保持等）

第�
条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。

（苦情処理）

第��条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

� 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。

� 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の

内容を市町村に報告しなければならない。
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（地域との連携等）

第��条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。

� 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関

する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う

事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。

� 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図

る体制を整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこ

と。

� 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やか

に市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならない。

� 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならない。

� 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第�章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に

関する基準

（この章の趣旨）

第��条 前章（第��条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人
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ホーム（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共

同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をい

う。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」とい

う。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基

準については、この章に定めるところによる。

（基本方針）

第��条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊

重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生

活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続

したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営

を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。

（運営規程）

第��条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 職員の職種、数及び職務の内容

� 入居定員

� ユニットの数及びユニットごとの入居定員

� 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

	 その他施設の運営に関する重要事項

（設備の基準）
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第��条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次

の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建てのユニット型特別養護

老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

� 居室等を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防

署長と相談の上、第��条において準用する第�条第�項に規定する計画に

入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 第��条において準用する第�条第�項に規定する訓練については、同条

第�項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安

全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ

とを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。
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� ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければ

ならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユ

ニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合で

あって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号（第�号を

除く。）に掲げる設備の一部を設けないことができる。

� ユニット

� 浴室

� 医務室

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

	 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� ユニット

ア 居室

ア
 �の居室の定員は、�人とすること。ただし、入居者へのサービスの

提供上必要と認められる場合は、�人とすることができる。

イ
 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入居定

員は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ
 地階に設けてはならないこと。

エ
 �の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ ���	
平方メートル以上とすること。ただし、ア
ただし書の場合に

あっては、����平方メートル以上とすること。

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
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オ� 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

カ� �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に

直接面して設けること。

キ� 床面積の��分の�以上に相当する面積を直接外気に面して開放できる

ようにすること。

ク� 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備え

ること。

ケ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

イ� 地階に設けてはならないこと。

ウ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

エ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者

が使用するのに適したものとすること。

� 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

� 医務室

ア 医療法第�条の�第�項に規定する診療所とすること。

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けること。
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� 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

� ユニット及び浴室は、�階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号

のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限

りでない。

� ユニット又は浴室のある�階以上の各階に通ずる特別避難階段を�以上

（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通

行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有す

る場合は、�以上）有すること。

� �階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下そ

の他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている

こと。

� ユニット又は浴室のある�階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備

により防災上有効に区画されていること。

� 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準

は、次に定めるところによる。

� 廊下の幅は、��	メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、
��メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居

者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、���メー

トル以上（中廊下にあっては、��	メートル以上）として差し支えない。

� 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 廊下及び階段には手すりを設けること。

� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

� ユニット又は浴室が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設ける

こと。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

（サービスの取扱方針）

第�条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう

にするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常
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生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援

するものとして行われなければならない。

� 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割

を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行わ

れなければならない。

� 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本

として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心

身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当

たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たって

は、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、そ

の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。

（介護）

第	
条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な

技術をもって行われなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居

者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に
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快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会

を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うこ

とをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方

法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者につ

いては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければなら

ない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行う

とともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が

行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。

� ユニット型特別養護老人ホームは、常時�人以上の常勤の介護職員を介護に

従事させなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユ

ニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならな

い。

（食事）

第	
条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方

法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間

に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立

して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことが

できるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを

 
428



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

支援しなければならない。

（社会生活上の便宜の提供等）

第��条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又

は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの

活動を支援しなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政

機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場

合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るととも

に、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。

� ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努め

なければならない。

（勤務体制の確保等）

第��条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提

供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活

を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点か

ら、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時	人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに	人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職

員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービス

の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研
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修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の

定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。

（準用）

第��条 第�条から第�条まで、第�条、第�条、第��条から第��条まで、第�	

条、第�
条から第��条まで及び第��条から第��条までの規定は、ユニット型特

別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第�条第項第�号

中「第��条第�項」とあるのは「第��条第�項」と、同項第�号中「第��条第

項」とあるのは「第��条において準用する第��条第項」と、同項第�号中

「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する第��条第�項」と、第

��条第項中「第�条から第�条まで及び第��条から第��条まで」とあるのは

「第��条及び第��条から第��条まで並びに第��条において準用する第�条、第

�条、第��条から第��条まで、第�	条、第�
条から第��条まで及び第��条から

第��条まで」と読み替えるものとする。

第�章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に

関する基準

（この章の趣旨）

第��条 第章及び前章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの

基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところ

による。

（設備の基準）

第��条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用

しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、次

の各号のいずれかの要件を満たす階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護

老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

� 居室等を階及び地階のいずれにも設けていないこと。
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� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防

署長と相談の上、第��条において準用する第�条第�項に規定する計画に

入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ 第��条において準用する第�条第�項に規定する訓練については、同条

第�項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安

全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ

とを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければ

ならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域

密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けな

いことができる。
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� 居室

� 静養室

� 食堂

� 浴室

� 洗面設備

� 便所

� 医務室

	 調理室


 介護職員室

� 看護職員室

� 機能訓練室

 面談室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

� 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、居室における入所者のプ

ライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村に意見を求めた

上で地域における特別養護老人ホームの整備その他の状況を勘案して知事

が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすることができる。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ 入所者�人当たりの床面積は、����	平方メートル以上とすること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

オ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

カ 床面積の�
分の�以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ
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うにすること。

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 静養室

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

イ アに定めるもののほか、前号イ及びエからクまでに定めるところによる

こと。

� 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

� 洗面設備

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が

使用するのに適したものとすること。

� 医務室 医療法第�条の�第�項に規定する診療所とすることとし、入所

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームである

サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するた

めに必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を

設けることで足りるものとする。

� 調理室

ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理す

る場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているとき

は、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

� 介護職員室

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
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イ 必要な備品を備えること。

� 食堂及び機能訓練室

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、�平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提

供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の

場所とすることができる。

イ 必要な備品を備えること。

� 居室、静養室等は、�階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号の

いずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りで

ない。

� 居室、静養室等のある�階以上の各階に通ずる特別避難階段を�以上（防

災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行す

るために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場

合は、�以上）有すること。

� �階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。

� 居室、静養室等のある�階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備に

より防災上有効に区画されていること。

� 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準

は、次に定めるところによる。

� 廊下の幅は、��	メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��
メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所

者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによら

ないことができる。

� 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 廊下及び階段には、手すりを設けること。
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� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

� 居室、静養室等が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設けるこ

と。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

� 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確

保できる範囲内としなければならない。

（職員の配置の基準）

第��条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなけ

ればならない。

� 施設長 �

� 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

� 生活相談員 �以上

� 介護職員又は看護職員

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が�又は

その端数を増すごとに�以上とすること。

イ 看護職員の数は、�以上とすること。

� 栄養士 �以上

� 機能訓練指導員 �以上

� 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情

に応じた適当数

� 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の

場合は、推定数による。

� 第�項、第�項及び第	項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務

延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤

務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。


 第�項第�号の施設長は、常勤の者でなければならない。

� 第�項第�号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師について

は、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適

切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
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� 第�項第�号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテ

ライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で�以上とする。

� 第�項第�号の介護職員のうち、�人以上は、常勤の者でなければならな

い。

� 第�項第�号の看護職員のうち、�人以上は、常勤の者でなければならな

い。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で�以上とす

る。

� 第�項第�号及び第	号から第�号までの規定にかかわらず、サテライト型

居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の

職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が

適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

� 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他

の職員

� 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士

又は調理員、事務員その他の従業者

� 病院 栄養士（病床数
��以上の病院の場合に限る。）

� 診療所 事務員その他の従業者


� 第�項第�号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他

の職務に従事することができる。



 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成

年厚生省令第�号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第
�
条第�項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成
�年厚生

労働省令第��号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第
��条第

�項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生

活介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該指定短期入所
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生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医

師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かないことができる。

�� 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第��条第�項に規

定する指定通所介護事業所若しくは指定介護予防サービス等基準第��条第�項

に規定する指定介護予防通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年

厚生労働省令第�	号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第	�条

第�項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しく

は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成��年厚生労働省令第�
号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準」という。）第�条第�項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事

業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者につい

ては、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指

導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切

に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

�� 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等

の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限と

する。

�	 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第
�条第�項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準

第���条第�項に規定する指定複合型サービス事業所又は指定地域密着型介護

予防サービス基準第		条第�項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設さ

れる場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職

員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事
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業所等に指定地域密着型サービス基準第��条若しくは第���条又は指定地域密

着型介護予防サービス基準第��条に定める人員に関する基準を満たす従業者が

置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

（介護）

第��条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者

の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、�週間に�回以上、適切な方法により、

入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

	 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じ

て、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければなら

ない。


 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のお

むつを適切に取り替えなければならない。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行う

とともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するものの

ほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

 地域密着型特別養護老人ホームは、常時�人以上の介護職員を介護に従事さ

せなければならない。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地

域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならな

い。

（地域との連携等）

第��条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入

所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在す

る市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄

する介護保険法第���条の��第�項に規定する地域包括支援センターの職員、
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地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協

議会（以下「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね�月に�回以上、

運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとと

もに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならな

い。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければな

らない。

� 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供した

サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。

（準用）

第��条 第�条から第�条まで、第	
条から第	�条まで、第	�条から第
条まで

及び第�	条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この

場合において、第�条第�項第�号中「第	�条第�項」とあるのは「第��条に

おいて準用する第	�条第�項」と、同項第�号中「第
条第�項」とあるのは

「第��条において準用する第
条第�項」と、同項第�号中「第�	条第�項」

とあるのは「第��条において準用する第�	条第�項」と、第
�条第�項中「第

�条から第�条まで及び第	
条から第�	条まで」とあるのは「第��条及び第��

条並びに第��条において準用する第�条から第�条まで、第	
条から第	�条ま

で、第	�条から第
条まで及び第�	条」と読み替えるものとする。

第�章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備

及び運営に関する基準

（この章の趣旨）

第�条 第�章から前章まで（第��条を除く。）の規定にかかわらず、ユニット
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型地域密着型特別養護老人ホーム（施設の全部においてユニットごとに入居者

の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準につ

いては、この章に定めるところによる。

（設備の基準）

第��条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活の

ために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建てのユニット

型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすること

ができる。

� 居室等を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

� 居室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。

ア 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防

長又は消防署長と相談の上、第��条において準用する第�条第�項に規定

する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定

めること。

イ 第��条において準用する第�条第�項に規定する訓練については、同条

第�項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民

等との連携体制を整備すること。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る

入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築

物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ
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り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設

けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することによ

り当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次

の各号（第�号を除く。）に掲げる設備の一部を設けないことができる。

� ユニット

� 浴室

� 医務室

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

� 汚物処理室

� 介護材料室

	 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� ユニット

ア 居室

ア
 �の居室の定員は、�人とすること。ただし、入居者へのサービスの

提供上必要と認められる場合は、�人とすることができる。

イ
 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入居定

員は、おおむね��人以下としなければならない。
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ウ� 地階に設けてはならないこと。

エ� �の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ �����平方メートル以上とすること。ただし、ア�ただし書の場合に

あっては、���	平方メートル以上とすること。

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

オ� 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

カ� �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に

直接面して設けること。

キ� 床面積の�
分の�以上に相当する面積を直接外気に面して開放できる

ようにすること。

ク� 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備え

ること。

ケ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

イ� 地階に設けてはならないこと。

ウ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

エ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
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イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者

が使用するのに適したものとすること。

� 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

� 医務室 医療法第�条の�第�項に規定する診療所とすることとし、入居

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームである

サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するた

めに必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を

設けることで足りるものとする。

� 調理室

ア 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

イ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理す

る場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているとき

は、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

� ユニット及び浴室は、�階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号

のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限

りでない。

� ユニット又は浴室のある�階以上の各階に通ずる特別避難階段を�以上

（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通

行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有す

る場合は、�以上）有すること。

� �階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下そ

の他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしている

こと。

� ユニット又は浴室のある�階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備

により防災上有効に区画されていること。

� 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの

設備の基準は、次に定めるところによる。
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� 廊下の幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メー

トル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居

者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによら

ないことができる。

� 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

� 廊下及び階段には手すりを設けること。

� 階段の傾斜は、緩やかにすること。

� ユニット又は浴室が�階以上の階にある場合は、�以上の傾斜路を設ける

こと。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

� 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確

保できる範囲内としなければならない。

（介護）

第��条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な

技術をもって行われなければならない。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家

事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよ

う適切に支援しなければならない。

	 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持

し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者

に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清

しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。


 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じ

て、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければなら

ない。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない

入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えな

ければならない。
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� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な

介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならな

い。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほ

か、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しな

ければならない。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時�人以上の介護職員を介

護に従事させなければならない。

� ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担によ

り、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護

を受けさせてはならない。

（準用）

第��条 第	条から第�条まで、第�条、第�条、第
�条から第
�条まで、第
�

条、第�条から第��条まで、第��条から第��条まで、第�
条、第��条、第��

条、第��条、第��条から第�
条まで及び第��条の規定は、ユニット型地域密着

型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第�条第�項第

	号中「第
�条第�項」とあるのは「第��条において準用する第��条第�項」

と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する第��

条第�項」と、同項第�号中「第�
条第	項」とあるのは「第��条において準

用する第�
条第	項」と、第��条第�項中「第�条から第�条まで及び第
�条

から第�
条まで」とあるのは「第�
条並びに第��条において準用する第�条、

第�条、第
�条から第
�条まで、第
�条、第�条から第��条まで、第��条から

第��条まで、第�
条、第��条、第��条、第��条から第�
条まで及び第��条」と

読み替えるものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。ただし、第
条第�項第�号ア及び第

��条第�項第�号ア並びに附則第�項の規定は、平成��年�月�日から施行す
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る。

（経過措置）

� 前項ただし書に規定する規定の施行の日において現に存する特別養護老人

ホーム（基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全

面的に改築された部分を除く。）について、第��条第�項第�号ア及び第��条

第�項第�号アの規定を適用する場合においては、第��条第�項第�号ア及び

第��条第�項第�号ア中「�人とすること。ただし、居室における入所者のプ

ライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村に意見を求めた上で

地域における特別養護老人ホームの整備その他の状況を勘案して知事が必要と

認める場合は、�人以上�人以下とすることができる」とあるのは、「�人以

下とすること」とする。

� 前項の規定にかかわらず、平成�	年�月�日において現に存する特別養護老

人ホームの建物（同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日

後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。附則第
項において同

じ。）について第��条第�項第�号及び第��条第�項第�号の規定を適用する

場合においては、第��条第�項第�号ア及び第��条第�項第�号ア中「�人と

すること。ただし、居室における入所者のプライバシーの確保に配慮されてい

るとともに、関係市町村に意見を求めた上で地域における特別養護老人ホーム

の整備その他の状況を勘案して知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下

とすることができる」とあるのは、「原則として�人以下とすること」とし、

第��条第�項第�号ウ及び第��条第�項第�号ウ中「����平方メートル」と

あるのは、「収納設備等を除き、���平方メートル」とする。

� 前�項の規定にかかわらず、昭和�	年�月�日において現に存する特別養護

老人ホームであって、同日前の法第��条第�項の規定に基づく設備の基準の適

用を受けていたものについて、第��条第�項第�号及び第��条第�項第�号の

規定を適用する場合においては、同項中「�人とすること。ただし、居室にお

ける入所者のプライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村に意

見を求めた上で地域における特別養護老人ホームの整備その他の状況を勘案し
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て知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすることができる」とある

のは、「�人以下とすること」とする。

� 平成��年�月�日において現に存する特別養護老人ホームの建物について

は、第�	条第�項第
号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に

限る。）及び第��条第�項第
号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係

る部分に限る。）の規定は、当分の間適用しない。

� 一般病床（医療法第条第�項第�号に規定する一般病床をいう。以下同

じ。）、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第��

号）附則第��	条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた

介護保険法施行令（平成�	年政令第���号）第�条第�項に規定する病床に係

るものに限る。以下同じ。）又は療養病床（医療法第条第�項第�号で規定

する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院の一般病床、精神病床又は療

養病床を平成�	年�月��日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床又

は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施

設、軽費老人ホーム（法第�	条の�に規定する軽費老人ホームをいう。以下同

じ。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとする場

合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第�	条第�項第


号ア及び第��条第�項第
号アの規定にかかわらず、食堂は、�平方メート

ルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、�	平方メートル以

上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場

合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することが

できるときは、同一の場所とすることができるものとする。

 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成�	年�

月��日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少さ

せるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他

の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、
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当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第��条第�項第�号ア及び第

��条第�項第�号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに

適合するものとする。

� 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計

した面積は、�平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。

ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は

機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とす

ることができること。

� 食堂は、�平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓

練室は、��平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広

さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

	 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成
�年�月
�日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神

病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老

人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための

施設の用に供することをいう。）し、特別養護老人ホームを開設しようとする

場合において、第��条第�項第�号、第
�条第�項第�号、第��条第�項第�

号及び第��条第�項第�号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅につ

いては、��メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、��メートル以上と

する。

� 昭和��年�月�日において現に存する特別養護老人ホームであって、同日前

の法第��条第�項の規定に基づく設備の基準の適用を受けていたもの（平成��

年�月�日以後に全面的に改築されたものを除く。）については、第��条第�

項第��号、第
�条第�項第�号、第��条第�項第��号及び第��条第�項第�号

の規定は、当分の間適用しない。
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�� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

（平成��年厚生労働省令第���号）附則第�条第�項及び第�条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成�	年厚生労働省令第��
号）附則第�条
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島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 69号 

島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 人員に関する基準（第�条）

第�章 設備に関する基準（第�条）

第�章 運営に関する基準（第�条―第�	条）

第�章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準

第�節 この章の趣旨及び基本方針（第�
条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、介護保険法（平成年法律第�	
号。以下「法」という。）

第��条第�項並びに第��条第�項及び第�項の規定に基づき、指定介護老人福

祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

（入所定員）

第�条 法第��条第�項の条例で定める数は、
�人以上とする。

（基本方針）

第�条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居

宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談

及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自
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立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければな

らない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立

場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならな

い。

� 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結

び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事

業を行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を

行う者をいう。以下同じ。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第�章 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 法第��条第�項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が��人を超えない指定介護老人

福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより

当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、入所者の処遇に支障がないときは、第�号の栄養士を置かないことができ

る。

� 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

� 生活相談員 入所者の数が	��又はその端数を増すごとに�以上

� 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が�又は

その端数を増すごとに�以上とすること。

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

ア� 入所者の数が
�を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換

算方法で、�以上

イ� 入所者の数が
�を超えて��を超えない指定介護老人福祉施設にあって

は、常勤換算方法で、�以上
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ウ� 入所者の数が��を超えて���を超えない指定介護老人福祉施設にあっ

ては、常勤換算方法で、�以上

エ� 入所者の数が���を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換

算方法で、�に、入所者の数が���を超えて��又はその端数を増すごと

に�を加えて得た数以上

� 栄養士 �以上

� 機能訓練指導員 �以上

� 介護支援専門員 �以上（入所者の数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を

当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する

ことにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

	 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に

従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設（ユニット型

指定介護老人福祉施設（第
�条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）及び

ユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合又は指定介護老人福祉施設及

びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第�
号。以下

「指定地域密着型サービス基準」という。）第���条に規定するユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。）を併設する場合の介護職員及び看護

職員（第��条第�項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）を除き、入

所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 第�項第�号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

� 第�項第�号の看護職員のうち、�人以上は、常勤の者でなければならな

い。
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� 第�項第�号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善

し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者で

なければならない。

� 第�項第�号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に

従事することができる。

� 第�項第�号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人

福祉施設の他の職務に従事することができる。

�	 第�項第�号の医師及び同項第�号の介護支援専門員の数は、サテライト型

居住施設（指定地域密着型サービス基準第�
�条第�項に規定するサテライト

型居住施設をいう。以下同じ。）の本体施設（同項に規定する本体施設をい

う。以下同じ。）である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居

住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福

祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基

礎として算出しなければならない。

第�章 設備に関する基準

（設備）

第�条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。ただし、居室における入所者のプ

ライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村長に意見を求め

た上で地域における特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和
年法律第�



号) 第�	条の�に規定する特別養護老人ホームをいう。）の整備その他の

状況を勘案して知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすること

ができる。

イ 入所者�人当たりの床面積は、�	���平方メートル以上とすること。

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 静養室
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介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

� 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

� 洗面設備

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するの

に適したものとすること。

� 医務室

ア 医療法（昭和��年法律第���号）第�条の�第�項に規定する診療所と

すること。

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けること。

� 食堂及び機能訓練室

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、	平方

メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提

供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障

がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができ

る。

イ 必要な備品を備えること。

� 廊下幅


��メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��メートル以上と

すること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するもの

でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りで
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ない。

第�章 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第�条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際

しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第��条に規定する運営

規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について入所申込者の同意を得なければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合

には、前項の規定による文書の交付に代えて、第�項で定めるところにより、

当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供

することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文

書を交付したものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受

信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又

はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法

による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

 
455



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に

係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

� 指定介護老人福祉施設は、第�項の規定により第�項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法

による承諾を得なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの

� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又は

その家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第�項に規定する

重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込

者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

第�条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの

提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第	条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その

他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切

な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速や

かに講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第
条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められ

た場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定
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の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第��条第�項に規定する認

定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定

介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

（要介護認定の申請に係る援助）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申

込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が

受けている要介護認定の有効期間の満了日の��日前には行われるよう必要な援

助を行わなければならない。

（入退所）

第��条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常

時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対

し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。

� 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し

引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者

を優先的に入所させるよう努めなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅

介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、

指定居宅サービス等（法第�条第	�項に規定する指定居宅サービス等をいう。

以下同じ。）の利用状況等の把握に努めなければならない。


 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に

照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて

定期的に検討しなければならない。

� 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門
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員等の従業者の間で協議しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、そ

の者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案

し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作

成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほ

か、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所して

いる介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者

の被保険者証に記載しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（利用料等の受領）

第��条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス（法第�	条第
項の規

定により施設介護サービス費（同条第�項に規定する施設介護サービス費をい

う。以下同じ。）が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場

合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同

じ。）に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利

用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同

じ。）の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第�項に規

定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該

指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介

護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準

額」という。）から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
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� 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉

施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならな

い。

� 指定介護老人福祉施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第�項

第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 居住に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入所者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所

者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第�項第�

号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生

省令第�	号。以下「基準省令」という。）第
条第�項第�号の厚生労働大

臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに

伴い必要となる費用

� 基準省令第
条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第
条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
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� 指定介護老人福祉施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内

容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければな

らない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意について

は、文書によるものとする。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第��条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護

福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福

祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー

ビス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針）

第��条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護

状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、そ

の者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

	 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮して行われなければならない。

� 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当

たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項

について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行ってはならない。

� 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。


 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
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（施設サービス計画の作成）

第��条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画

の作成に関する業務を担当させるものとする。

� 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当

介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所

者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなけ

ればならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な

方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評

価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生

活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければな

らない。

� 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下

「アセスメント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行

わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の

趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。

� 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメン

トの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護

福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内

容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設

サービス計画の原案を作成しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定介護

福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」

という。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する

照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専
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門的な見地からの意見を求めるものとする。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者

又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならな

い。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設

サービス計画を入所者に交付しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画

の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

�� 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡

を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行

わなければならない。

� 定期的に入所者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�� 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会

議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

� 入所者が法第��条第	項に規定する要介護更新認定を受けた場合

� 入所者が法第�
条第�項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた

場合

�� 第	項から第�項までの規定は、第�項に規定する施設サービス計画の変更

について準用する。

（介護）

第��条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者

の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

	 指定介護老人福祉施設は、�週間に	回以上、適切な方法により、入所者を

入浴させ、又は清しきしなければならない。
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� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な

方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適

切に取り替えなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うととも

に、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離

床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、常時�人以上の常勤の介護職員を介護に従事させ

なければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老

人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

（食事）

第	
条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜
し

好を考

慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をとる

ことを支援しなければならない。

（相談及び援助）

第	�条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている

環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応

じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（社会生活上の便宜の提供等）

第�条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者の

ためのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に

対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所
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者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければ

ならない。

（機能訓練）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練

を行わなければならない。

（健康管理）

第��条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況

に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならな

い。

（入所者の入院期間中の取扱い）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する

必要が生じた場合であって、入院後おおむね�月以内に退院することが明らか

に見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適

切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再

び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければ

ならない。

（入所者に関する市町村への通知）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

� 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わな

いことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

� 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

（管理者による管理）

第��条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職

務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施
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設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該

指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができ

る。

（管理者の責務）

第��条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者

の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならな

い。

� 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため

に必要な指揮命令を行うものとする。

（計画担当介護支援専門員の責務）

第��条 計画担当介護支援専門員は、第��条に規定する業務のほか、次に掲げる

業務を行うものとする。

� 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会

等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用

状況等を把握すること。

� 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に

おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するこ

と。

� その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生

活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希

望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な

退所のために必要な援助を行うこと。

� 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居

宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者と密接に連携すること。

� 第��条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

� 第	
条第�項に規定する苦情の内容等を記録すること。
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� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録すること。

（運営規程）

第��条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入所定員

� 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用

の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サー

ビスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければ

ならない。

� 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定

介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第	�条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させて

はならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。

（非常災害対策）

第	
条 指定介護老人福祉施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具
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体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用

に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると

ともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

� 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会をおおむね�月に�回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

� 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。

� 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感

染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。

� 前�号に掲げるもののほか、基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣

が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行うこと。

（協力病院等）

第��条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あら

かじめ、協力病院を定めておかなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう

努めなければならない。

（掲示）

第�	条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所
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に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置

を講じなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する

情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなけれ

ばならない。

（広告）

第��条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をす

る場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第��条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。

� 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指

定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の

財産上の利益を収受してはならない。

（苦情処理）

第��条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関

する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第
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��条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市町村に報告しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所

者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和��年法

律第���号）第�	条第�項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第�
�条第�項第号の規定による調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合

には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（地域との連携等）

第��条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。

� 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施

設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。
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� 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を

整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこ

と。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供

により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。

（会計の区分）

第��条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をそ

の他の事業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第��条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。

� 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなけ

ればならない。

� 施設サービス計画

� 第��条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第��条第	項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第
�条第�項に規定する苦情の内容等の記録
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� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第�章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準

第�節 この章の趣旨及び基本方針

（この章の趣旨）

第��条 第�条、第�章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人

福祉施設（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる

共同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所を

いう。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」とい

う。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介

護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基準については、この章に定めるところによる。

（基本方針）

第��条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を

尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に

置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう

配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運

営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第�	条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。

� ユニット

ア 居室
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ア� �の居室の定員は、�人とすること。ただし、入居者への指定介護福

祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、�人とすることがで

きる。

イ� 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入居定

員は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ� �の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ �����平方メートル以上とすること。ただし、ア�ただし書の場合に

あっては、	��
平方メートル以上とすること。

ｂ ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

エ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい

形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 要介護者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用する

のに適したものとすること。

� 浴室
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要介護者が入浴するのに適したものとすること。

� 医務室

ア 医療法第�条の�第�項に規定する診療所とすること。

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けること。

� 廊下幅

���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��	メートル以上と

すること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等

の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、��
メートル以上

（中廊下にあっては、���メートル以上）として差し支えない。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 前項第�号から第�号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老

人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指

定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第�条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する

指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部とし

て、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払

われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指

定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額

と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第
�条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食
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費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、

同条第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 居住に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居

者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条

第�項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者

が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第��条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

	 ユニット型指定介護老人福祉施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該

サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を

得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る

同意については、文書によるものとする。

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針）

第�
条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう

にするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について

必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われ
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なければならない。

� 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割

を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行わ

れなければならない。

� 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本

として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心

身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの

提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当

たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設

サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（介護）

第	
条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的

な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な

技術をもって行われなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入

居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に

支援しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的

に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機
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会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行う

ことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な

方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者に

ついては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければな

らない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行

うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者

が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければなら

ない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時�人以上の常勤の介護職員を介護

に従事させなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該

ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせては

ならない。

（食事）

第	
条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及

び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な

方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時

間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自

立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くこと

ができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとること

を支援しなければならない。
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（社会生活上の便宜の提供等）

第��条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養

又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれら

の活動を支援しなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行

政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である

場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとと

もに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努

めなければならない。

（運営規程）

第��条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� ユニットの数及びユニットごとの入居定員

� 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用

の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

	 その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福

祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。
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� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生

活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点

から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設

の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただ

し、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。

� ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のため

の研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室

の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。

（準用）

第��条 第	条から第
�条まで、第
�条、第
�条、第
条、第�
条から第��条ま

で及び第�
条から第��条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第	条第�項中「第��条に規定する運営規

程」とあるのは「第�
条に規定する重要事項に関する規程」と、第��条第�項

中「この章」とあるのは「第�章第�節」と、第��条第�項第�号中「第
�条

第�項」とあるのは「第��条において準用する第
�条第�項」と、第��条中

「第
�条」とあるのは「第��条において準用する第
�条」と、第��条第�号及

び第��条第�項第�号中「第
�条第�項」とあるのは「第��条第�項」と、第

��条第�項第�号中「第��条」とあるのは「第��条において準用する第��条」
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と、第��条第�号及び第��条第�項第�号中「第�	条第�項」とあるのは「第


�条において準用する第�	条第�項」と、第��条第�号及び第��条第�項第�

号中「第��条第項」とあるのは「第
�条において準用する第��条第項」と

読み替えるものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。ただし、第�条第�項第�号ア及び附

則第�項の規定は、平成�
年�月�日から施行する。

（経過措置）

� 前項ただし書に規定する規定の施行の日において現に介護保険法第�	条第�

項第�号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設（同日後に増築さ

れ、又は改築された部分を除く。）について、第�条第�項第�号アの規定を

適用する場合においては、同号ア中「�人とすること。ただし、居室における

入所者のプライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村長に意見

を求めた上で地域における特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和�	年法律第

���号）第��条の�に規定する特別養護老人ホームをいう。）の整備その他の

状況を勘案して知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすることがで

きる」とあるのは、「�人以下とすること」とする。

 前項の規定にかかわらず、平成��年�月�日において現に存する特別養護老

人ホーム（介護保険法施行法（平成�年法律第���号。以下「施行法」とい

う。）第��条の規定による改正前の老人福祉法第��条の�に規定する特別養護

老人ホームをいう。以下次項及び附則第�項において同じ。）の建物（基本的

な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築され

た部分を除く。附則第�項において同じ。）について第�条第�項第�号の規

定を適用する場合においては、同号ア中「�人とすること。ただし、居室にお

ける入所者のプライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村長に

意見を求めた上で地域における特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和�	年法

律第���号）第��条の�に規定する特別養護老人ホームをいう。）の整備その
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他の状況を勘案して知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすること

ができる」とあるのは「原則として�人以下とすること」と、同号イ中「�����

平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、	�
�平方メートル」とする。

� 前�項の規定にかかわらず、昭和��年�月日において現に存する特別養護

老人ホームであって、同日前の老人福祉法第��条第�項の規定に基づく設備の

基準の適用を受けていたものについて、第�条第�項第�号の規定を適用する

場合においては、同号ア中「�人とすること。ただし、居室における入所者の

プライバシーの確保に配慮されているとともに、関係市町村長に意見を求めた

上で地域における特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和��年法律第���号）

第��条の�に規定する特別養護老人ホームをいう。）の整備その他の状況を勘

案して知事が必要と認める場合は、�人以上�人以下とすることができる」と

あるのは、「�人以下とすること」とする。

� 平成��年�月�日において現に存する特別養護老人ホームの建物について

は、第�条第�項第�号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に

限る。）の規定は、当分の間適用しない。

� 当分の間、第��条第�項中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費

用の額（施行法第��条第�項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該

指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額）」とする。

� 一般病床（医療法第�条第�項第�号に規定する一般病床をいう。以下同

じ。）、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第��

号）附則第���条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた

介護保険法施行令（平成��年政令第	��号）第�条第�項に規定する病床に係

るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）又は療養病床（医療法第

�条第�項第�号で規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院の一

般病床、精神病床又は療養病床を平成��年�月��日までの間に転換（当該病院

の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第��条の�に規定す
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る軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定介護

老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能

訓練室については、第�条第�項第�号アの規定にかかわらず、食堂は、�平

方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、��平方

メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓

練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保

することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

� 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成��年	

月�
日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少さ

せるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他

の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合におい

て、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第�条第�項第�号アの

規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

� 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計

した面積は、	平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。

ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は

機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とす

ることができること。

� 食堂は、�平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓

練室は、��平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は

機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広

さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。

� 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若

しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成��年	月�
日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神

病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を
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減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老

人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ､ 又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し、指定介護老人福祉施設を開設しよ

うとする場合において、第�条第�項第�号及び第��条第�項第�号の規定に

かかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、�	
メートル以上とする。

ただし、中廊下の幅は、�	�メートル以上とする。

�� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る省令（平成��年厚生労働省令第�号）附則第�条第�項及び第�条第�項

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第��号）附則第�条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成
年厚生労働省令第���号）附則第�条第�項
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島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 70号 

島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例 

目次

第�章 趣旨及び基本方針（第�条・第�条）

第�章 人員に関する基準（第�条）

第�章 施設及び設備に関する基準（第�条・第�条）

第�章 運営に関する基準（第�条―第�	条）

第�章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に

関する基準

第�節 この章の趣旨及び基本方針（第�
条・第��条）

第�節 施設及び設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

附則

第�章 趣旨及び基本方針

（趣旨）

第�条 この条例は、介護保険法（平成年法律第	
�号。以下「法」という。）

第��条第�項から第�項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

（基本方針）

第�条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理

の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行

うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指す

ものでなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に
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立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。

� 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付

きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を

行う者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う

者をいう。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第�章 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 法第��条第�項の規定による介護老人保健施設に置くべき従業者のう

ち、条例で定める介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員

数は、次のとおりとする。

� 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

� 看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下同じ。）又は介護職員（以下

「看護・介護職員」という。） 常勤換算方法で、入所者の数が�又はその

端数を増すごとに�以上（看護職員の員数は看護・介護職員の総数の�分の

�程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の�分の�程度をそれぞ

れ標準とする。）

� 支援相談員 �以上（入所者の数が	

を超える場合にあっては、常勤の

支援相談員�名に加え、常勤換算方法で、	

を超える部分を	

で除して得

た数以上）

� 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を

	

で除して得た数以上

� 栄養士 入所定員	

人以上の介護老人保健施設にあっては、�以上

� 介護支援専門員 �以上（入所者の数が	

又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

� 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける

場合は、推定数による。
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� 第�項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することに

より常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

� 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する

者でなければならない。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健

施設（第��条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）及びユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介

護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

� 第�項第�号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなけ

ればならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保

健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に

規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支

障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職

務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号から第�号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護

老人保健施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外

の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」という。）と

の密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅

への復帰の支援を目的とする定員�	人以下の介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）の支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専

門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の

入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことがで

きる。

� 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士

又は介護支援専門員

� 病院 栄養士（病床数
��以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門

員（健康保険法等の一部を改正する法律（平成
�年法律第�号）附則第
�
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条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第��条の

規定による改正前の法第��条第�項第�号に規定する指定介護療養型医療施

設の場合に限る。）

	 第�項第�号から第
号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介

護老人保健施設（病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を

目的とする定員��人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテラ

イト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。）の支援相談

員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員の員数の基準

は、次のとおりとする。

� 理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士 併設される病院又は診療所の

理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模

介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置

かないことができること。

� 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健

施設の実情に応じた適当数

第�章 施設及び設備に関する基準

（条例で定める施設）

第�条 法第�条第�項の条例で定める施設は、次のとおりとする。ただし、サ

テライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用

することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の

入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯

場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあって

は、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併

設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これらの施設を有しないことがで

きる。

� 談話室

� 食堂

 
486



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 浴室

� レクリエーション・ルーム

� 洗面所

� 便所

� サービス・ステーション

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

	 汚物処理室

� 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。


 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有するこ

と。

� 食堂 �平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有する

こと。

� 浴室

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を

設けること。

� レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを

有し、必要な設備を備えること。

� 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。

� 便所

ア 療養室のある階ごとに設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使

用するのに適したものとすること。

ウ 常夜灯を設けること。

� 第�項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するもので

なければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りで

ない。
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（構造設備の基準）

第�条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

� 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建

物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���号）第�条

第�号の�に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）とすること。ただ

し、次のいずれかの要件を満たす�階建て又は平屋建ての介護老人保健施設

の建物にあっては、準耐火建築物（同条第�号の	に規定する準耐火建築物

をいう。以下同じ。）とすることができる。

ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下「療養室等」

という。）を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

イ 療養室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の

全てを満たすこと。

ア� 当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長（消防本部を設置し

ない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。）又は消防署長と相談の

上、第
�条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

めに必要な事項を定めること。

イ� 第
�条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間

及び夜間において行うこと。

ウ� 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住

民等との連携体制を整備すること。

� 療養室等が�階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーター

をそれぞれ�以上設けること。

� 療養室等が	階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段

を�以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令

（昭和��年政令第

�号）第��
条第�項に規定する避難階段としての構造と

する場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

� 階段には、手すりを設けること。

� 廊下の構造は、次のとおりとすること。
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ア 幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メート

ル以上とすること。

イ 手すりを設けること。

ウ 常夜灯を設けること。

� 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設

備を備えること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 前項第�号の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門

的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造か

つ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が

確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

第	章 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第
条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あら

かじめ、入所申込者又はその家族に対し、第��条に規定する運営規程の概要、

従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所

申込者の同意を得なければならない。
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� 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第�項で定めるところにより、当

該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交

付したものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はそ

の家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法によ

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介

護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る

電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。

� 介護老人保健施設は、第�項の規定により第�項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その
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用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの

� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出

があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第�項に規定する重要

事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又

はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

第�条 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒

んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第�条 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し

自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院

又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第�条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合に

は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無

及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

� 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第�	条第�項に規定する認定審

査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健

施設サービスを提供するように努めなければならない。

（要介護認定の申請に係る援助）

第
�条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者

については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。
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� 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の��日前には行われるよう必要な援助を

行わなければならない。

（入退所）

第��条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている

環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医

療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供する

ものとする。

� 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引い

た数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要

性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申

込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護

支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定

居宅サービス等（法第�条第��項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下

同じ。）の利用状況等の把握に努めなければならない。

	 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等

に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについ

て定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。


 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介

護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対

し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するた

め、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医

師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している
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介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被

保険者証に記載しなければならない。

� 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具

体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（利用料等の受領）

第��条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス（法第��条第�項の規定に

より施設介護サービス費（同条第�項に規定する施設介護サービス費をいう。

以下同じ。）が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該

施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。）に該当

する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護

サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部と

して、当該介護保健施設サービスについて同条第�項に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護保健施設サービ

スに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した

費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該施設に

支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるもの

とする。

� 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サー

ビスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用

基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

	 介護老人保健施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額

の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第
�条の	第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第�項第�

号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 居住に要する費用（法第
�条の	第�項の規定により特定入所者介護サー
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ビス費が入所者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所

者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第�項第�号に

規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成��

年厚生省令第��号。以下「基準省令」という。）第��条第�項第�号の厚生

労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の入所者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第��条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

	 介護老人保健施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意については、文書

によるものとする。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第��条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設

サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

入所者に対して交付しなければならない。

（介護保健施設サービスの取扱方針）

第�
条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態
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の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その

者の療養を妥当適切に行わなければならない。

� 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なも

のとならないよう配慮して行われなければならない。

� 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、

懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、

理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

� 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。

� 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

� 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。

（施設サービス計画の作成）

第��条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。

� 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当

介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所

者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなけ

ればならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な

方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評

価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生

活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければな

 
495



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

らない。

� 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下

「アセスメント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行

わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の

趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。

� 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメント

の結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所

者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決す

べき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サー

ビスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施

設サービス計画の原案を作成しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護保健

施設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」とい

う。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会

等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的

な見地からの意見を求めるものとする。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者

又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならな

い。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設

サービス計画を入所者に交付しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画

の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

�	 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡

を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行
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わなければならない。

� 定期的に入所者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�� 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会

議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

� 入所者が法第��条第�項に規定する要介護更新認定を受けた場合

� 入所者が法第��条第�項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた

場合

�� 第�項から第�項までの規定は、第	項に規定する施設サービス計画の変更

について準用する。

（診療の方針）

第�
条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

� 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対し

て、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

� 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観

察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果を

もあげることができるよう適切な指導を行う。

� 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握

に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

� 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。

� 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第��条第�号の厚生労

働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

� 基準省令第��条第号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所

者に施用し、又は処方してはならない。

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等）

第��条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施

設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力
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病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の

医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

� 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所

者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

� 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院

若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医

師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならな

い。

� 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又

は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所

者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を

行わなければならない。

（機能訓練）

第��条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生

活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

を計画的に行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第��条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。

� 介護老人保健施設は、	週間に�回以上、適切な方法により、入所者を入浴

させ、又は清しきしなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に

取り替えなければならない。


 介護老人保健施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。
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� 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

� 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護

老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

（食事の提供）

第��条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮

したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

� 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で

行われるよう努めなければならない。

（相談及び援助）

第��条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（その他のサービスの提供）

第��条 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行う

よう努めるものとする。

� 介護老人保健施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（入所者に関する市町村への通知）

第��条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次の

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知し

なければならない。

� 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないこ

とにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

� 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

（管理者による管理）

第�	条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事
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する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支

障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとし、管理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条

において同じ。）に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない

場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設（指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生

労働省令第��号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」とい

う。）第���条第�項に規定するサテライト型特定施設をいう。）又はサテラ

イト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第���条第�項に規定するサテ

ライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。

（管理者の責務）

第�	条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。


 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必

要な指揮命令を行うものとする。

（計画担当介護支援専門員の責務）

第��条 計画担当介護支援専門員は、第�	条に規定する業務のほか、次に掲げる

業務を行うものとする。

� 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会

等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用

状況等を把握すること。

� 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に

おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その

内容等を記録すること。

� 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居

宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者と密接に連携すること。

� 第��条第
項に規定する苦情の内容等を記録すること。
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� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録すること。

（運営規程）

第��条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入所定員

� 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提

供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提

供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。

� 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させては

ならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この

限りでない。

（非常災害対策）

第�	条 介護老人保健施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的

計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを

定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を
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行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲

用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる

とともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。

� 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会をおおむね�月に�回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

� 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。

� 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

� 前�号に掲げるもののほか、基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣

が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行うこと。

（協力病院）

第��条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、協力病院を定めておかなければならない。

� 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努め

なければならない。

（掲示）

第�	条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）
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第��条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。

� 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報

を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければな

らない。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第��条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介

護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。

� 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設か

らの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受し

てはならない。

（苦情処理）

第��条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及

びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。

� 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第��条の規

定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市

町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

	 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を市町村に報告しなければならない。
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� 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和��年法律第���

号）第��条第�項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が

行う法第�	
条第�項第�号の規定による調査に協力するとともに、国民健康

保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

（地域との連携等）

第��条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

� 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービ

スに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助

を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならな

い。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各

号に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。

� 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を

整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこ

と。

� 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。
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� 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第��条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事

業の会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第��条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。

� 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存しなければなら

ない。

� 施設サービス計画

� 第��条第�項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどう

かについての検討の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第�	条第
項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第�条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第
章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運

営に関する基準

第�節 この章の趣旨及び基本方針

（この章の趣旨）

第��条 第�条、第�章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健
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施設（施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる

共同生活室（当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所

をいう。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」とい

う。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老

人保健施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに施設、設備及び運営に関す

る基準については、この章に定めるところによる。

（基本方針）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重

し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置い

て、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮

しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならな

い。

� ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を

行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。

第�節 施設及び設備に関する基準

（条例で定める施設）

第��条 ユニット型介護老人保健施設が法第��条第�項の規定に基づき有しなけ

ればならない施設は、同項の規定に基づく厚生労働省令で定めるもののほか、

次のとおりとする。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設

（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサ

テライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては、

本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介

護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関
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併設型小規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、

これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。

以下同じ。）の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用する

ことにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該

病院又は診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これらの施設を有しないことができる。

� 共同生活室

� 洗面所

� 便所

� 浴室

� サービス・ステーション

� 調理室

� 洗濯室又は洗濯場

	 汚物処理室

� 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。

� 共同生活室

ア 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状

を有すること。

イ �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ 必要な設備及び備品を備えること。

� 洗面所

ア 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

� 便所

ア 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使
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用するのに適したものとすること。

ウ 常夜灯を設けること。

� 浴室

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を

設けること。

� 前項第�号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供

するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービス

の提供に支障がない場合は、この限りでない。

� 前�項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基

準は、次に定めるところによる。

� ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者の療養生活のために使用しな

い附属の建物を除く。）は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれか

の要件を満たす�階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物

にあっては、準耐火建築物とすることができる。

ア 療養室等を�階及び地階のいずれにも設けていないこと。

イ 療養室等を�階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の

全てを満たすこと。

ア� 当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防長又は消防

署長と相談の上、第��条において準用する第��条に規定する計画に入居

者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

イ� 第��条において準用する第��条に規定する訓練については、同条に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ウ� 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住

民等との連携体制を整備すること。

� 療養室等が�階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーター

をそれぞれ�以上設けること。

� 療養室等が�階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段
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を�以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令

第���条第�項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階

段の数を避難階段の数に算入することができる。

� 階段には、手すりを設けること。

� 廊下の構造は、次のとおりとすること。

ア 幅は、���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、��	メート

ル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居

者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、��


メートル以上（中廊下にあっては、���メートル以上）として差し支えな

い。

イ 手すりを設けること。

ウ 常夜灯を設けること。

� 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設

備を備えること。

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

� 前項第�号の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門

的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造か

つ平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者

の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とす

ることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な
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ものであること。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護

保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設

サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介

護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

� ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保

健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなら

ない。

� ユニット型介護老人保健施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次に掲げ

る費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する食

費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が

入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条

第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 居住に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費の

基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居

者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第�

項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第�	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者

が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第�	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者

が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代
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� 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便

宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の入居者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第��条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� ユニット型介護老人保健施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービ

スの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なけ

ればならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意に

ついては、文書によるものとする。

（介護保健施設サービスの取扱方針）

第��条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの

生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要

な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなけ

ればならない。

	 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を

持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

� 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われな

ければならない。

� 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本とし

て、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の

状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当

たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。


 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たって

は、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得
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ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記

録しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第��条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が

相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居

者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならな

い。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者

が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適

切に支援しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快

適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を

提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うこと

をもって入浴の機会の提供に代えることができる。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適

切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

	 ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者につい

ては、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならな

い。


 ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行

う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。
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� ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユ

ニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせて

はならない。

（食事）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法

により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に

食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立し

て食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことがで

きるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支

援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は

娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活

動を支援しなければならない。

� ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るととも

に、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならな

い。

（運営規程）

第	
条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� ユニットの数及びユニットごとの入居定員
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� 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設

サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生

活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点

から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者

によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に

対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。

� ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研

修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の

定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。

（準用）

第�	条 第
条から第��条まで、第��条、第��条から第�条まで、第��条、第��
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条から第��条まで及び第��条から第��条までの規定は、ユニット型介護老人保

健施設について準用する。この場合において、第�条第�項中「第�	条に規定

する運営規程」とあるのは「第
�条に規定する重要事項に関する規程」と、第

��条第項中「この章」とあるのは「第�章第�節」と、第��条第項第号

中「第��条第�項」とあるのは「第
�条において準用する第��条第�項」と、

第��条第項第�号中「第��条第項」とあるのは「第
�条において準用する

第��条第項」と、第��条中「第��条」とあるのは「第
�条において準用する

第��条」と、第��条第項第�号中「第��条」とあるのは「第
�条において準

用する第��条」と、第��条第�号及び第��条第項第�号中「第��条第項」

とあるのは「第
�条において準用する第��条第項」と、第��条第�号及び第

��条第項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第
�条において準用する第

��条第�項」と、第��条第項第�号中「第�
条第�項」とあるのは「第��条

第�項」と読み替えるものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法（平成�年法律

第���号）第�条第�項の規定により当該介護老人保健施設について法第��条

第�項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの（以下「みなし介

護老人保健施設」という。）であって、平成�年�月��日以前に老人保健施設

として開設されたものについて、第�条第項第号の規定を適用する場合に

おいては、同号中「平方メートル」とあるのは、「�平方メートル」とす

る。

� みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並び

に運営に関する基準（昭和��年厚生省令第�号。以下「老人保健施設基準」と

いう。）附則第�条の規定の適用を受け平成��年�月�日において老人保健施

設として開設していたものの構造設備（当該適用に係る部分に限る。）につい

 
515



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

ては、第�条第�項第�号（エレベーターに係る部分に限る。）の規定は、適

用しない。

� みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第�条第�項の規

定の適用を受け平成��年�月�日において老人保健施設として開設していたも

のの構造設備（当該適用に係る部分に限る。）については、第�条第�項第�

号アの規定は、適用しない。

� 平成��年�月�日において現に医療法（昭和�	年法律第�
�号）第�条第�

項の開設の許可を受けている病院の建物（平成��年�月�日において現に存す

るもの（基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成��年�月�日以降

に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の療養病床

（同条第�項第�号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）若しくは一般病

床（同項第�号に規定する一般病床をいう。以下同じ。）又は医療法等の一部

を改正する法律（平成��年法律第���号）附則第�条第項第�号に規定する

経過的旧その他の病床若しくは同項第�号に規定する経過的旧療養型病床群に

係る病床を転換して平成��年月	�日までに開設され、又は増設される介護老

人保健施設であって第�条第�項第�号アの規定に適合しないもの（当該転換

に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。）の構造設

備（当該転換に係る部分に限る。）については、同号ア中「���メートル」と

あるのは「���メートル」と、「���メートル」とあるのは「���メートル」とす

る。

� 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第

�	号）附則第�	
条の�第�項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た介護保険法施行令（平成�
年政令第���号）第�条第�項に規定する病床に

係るものに限る。以下同じ。）又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病

院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成	
年月	�日までの間に転換（当

該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介

護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和	�年法律第�		号）第�
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条の�に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同

じ。）を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂

については、第�条第�項第�号中「�平方メートル」とあるのは、「�平方

メートル」とする。

� 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又

は療養病床を平成��年	月�
日までの間に転換を行って介護老人保健施設（ユ

ニット型介護老人保健施設を除く。）を開設する場合における当該転換に係る

機能訓練室（法第��条第�項に規定する機能訓練室をいう。以下同じ。）及び

食堂については、基準省令第	条第�項第�号及びこの条例第�条第�項第�

号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとす

る。

� 機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計

した面積は、	平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上とするこ

と。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広

さを確保し、当該機構訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。

� 機能訓練室は、�平方メートル以上の面積を有し、食堂は、�平方メート

ルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。また、当該機能訓練を

行うために必要な器械・器具を備えること。

� 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療

養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療

養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成��年	月�
日までの

間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る建

物については、第�条第�項第�号の規定は、適用しない。

� 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療

養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療

養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成��年	月�
日までの

間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋
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内の直通階段及びエレベーターについては、第�条第�項第�号中「屋内の直

通階段及びエレベーターをそれぞれ�以上設けること」とあるのは、「屋内の

直通階段を�以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又

は�階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ��平方メートル

（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第�条第�号に

規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては���平方メート

ル）以下のものについては、屋内の直通階段を�とすることができる」とす

る。

�� 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療

養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床若しくは療

養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成	�年
月	�日までの

間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療

養室に隣接する廊下については、第�条第�項第�号ア及び第��条第�項第�

号アの規定にかかわらず、幅は、��メートル以上とする。ただし、中廊下の

幅は、��メートル以上とする。

�� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第�	�号）附則第�条第�項及び第�

条第�項

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第		号）附則第�条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成�	年厚生労働省令第���号）附則第�条
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島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 71号 

島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例 

目次

第�章 趣旨及び基本方針（第�条・第�条）

第�章 人員に関する基準（第�条）

第�章 設備に関する基準（第�条―第�条）

第�章 運営に関する基準（第�条―第�	条）

第
章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に

関する基準

第�節 この章の趣旨及び基本方針（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第�条―第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第��条）

附則

第�章 趣旨及び基本方針

（趣旨）

第�条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成��年法律第�

号。以下「健康保険法等一部改正法」という。）附則第�	条の�第�項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法第��条の規定による改正前の

介護保険法（平成�年法律第��号。以下「法」という。）第��	条第�項及び

第�項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関す

る基準を定めるものとする。

（基本方針）

第�条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に

対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下に

おける介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、
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その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす

るものでなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患

者の立場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市町村、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同

じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。）、他の介

護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。

第�章 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和��年法律第���号）

第�条第�項第	号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院で

あるものに限る。）に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

� 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養病床を有する病

院として必要とされる数以上

� 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部であ

る場合は、当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。）に置くべき看

護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で、療養病

床に係る病棟における入院患者の数が
又はその端数を増すごとに�以上

� 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係

る病棟における入院患者の数が
又はその端数を増すごとに�以上

� 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた

適当数

� 介護支援専門員 �以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護者を入院させ

る部分に限る。）における入院患者の数が���又はその端数を増すごとに�

を標準とする。）

� 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に
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置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

� 医師 常勤換算方法で、�以上

� 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係

る病室における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�以上

� 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係

る病室における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�以上

� 介護支援専門員 �以上

� 指定介護療養型医療施設（健康保険法等一部改正法附則第���条の�第�項

の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成��年

政令第	�
号）第�条第�項に規定する病床により構成される病棟（以下「老

人性認知症疾患療養病棟」という。）を有する病院（以下「老人性認知症疾患

療養病棟を有する病院」という。）であるものに限る。）に置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。

� 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員

ア 老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行規則（昭和
�年厚生省令第��

号）第	�条の�の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。）にあっ

ては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数�又はその端数を

増すごとに�以上

イ 老人性認知症疾患療養病棟（アの規定の適用を受けるものを除く。）に

あっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が�又はその

端数を増すごとに�以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性

認知症疾患療養病棟における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�

以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 �以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者

�以上
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� 介護支援専門員 �以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入

院させる部分に限る。）に係る病室における入院患者の数が���又はその端

数を増すごとに�を標準とする。）

� 前�項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数による。

� 第�項から第�項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時

間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

� 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認知症疾患療養病棟を有する病

院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、

第�項第�号及び第�項第�号の規定にかかわらず、療養病床（専ら要介護者

を入院させる部分に限る。）に係る病室における入院患者の数及び老人性認知

症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる部分に限る。）に係る病室におけ

る入院患者の数の合計数が���又はその端数を増すごとに�とする。

	 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職

務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、指定介

護療養型医療施設（ユニット型指定介護療養型医療施設（第
�条に規定するユ

ニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。）を除

く。）及びユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合の介護職員を除

き、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項第�号、第�項第�号及び第�項の介護支援専門員は、専らその職務

に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がな

い場合は、当該指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるも

のとする。

� 第�項第�号の医師のうち�人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定

介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。

�� 第�項第�号の作業療法士及び同項第�号の精神保健福祉士又はこれに準ず

る者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。
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第�章 設備に関する基準

（構造設備）

第�条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条に

おいて同じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。

� 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及

び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

� 療養病床に係る�の病室の病床数は、�床以下とすること。

� 療養病床に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入院患者�人につき

���平方メートル以上とすること。

� 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅

は、内法
のり

による測定で、	�
メートル以上とすること。ただし、両側に居室

がある廊下の幅は、内法
のり

による測定で、���メートル以上としなければなら

ない。

� 機能訓練室は、内法
のり

による測定で�平方メートル以上の床面積を有し、必

要な器械及び器具を備えなければならない。

� 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめ

る広さを有しなければならない。

� 食堂は、療養病床の入院患者が食事をするのに適した広さを有しなければ

ならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。

� 前�項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第�条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条

において同じ。）は、食堂及び浴室を有しなければならない。

� 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及

び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

� 療養病床に係る�の病室の病床数は、�床以下とすること。
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� 療養病床に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入院患者�人につき

���平方メートル以上とすること。

� 患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅

は、内法
のり

による測定で、���メートル以上とすること。ただし、両側に居室

がある廊下の幅は、内法
のり

による測定で、��	メートル以上としなければなら

ない。

� 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び

器具を備えなければならない。

� 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめ

る広さを有しなければならない。

� 食堂は、療養病床の入院患者が食事をするのに適した広さを有しなければ

ならない。

� 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならな

い。


 前�項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第�条 指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限

る。以下この条において同じ。）は、生活機能訓練室、デイルーム、面会室、

食堂及び浴室を有しなければならない。

� 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイ

ルーム、面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならな

い。

� 老人性認知症疾患療養病棟に係る�の病室の病床数は、床以下とするこ

と。

� 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法
のり

による測定で、入

院患者�人につき���平方メートル以上とすること。

� 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供さ

れる部分を除く。）の床面積は、入院患者�人につき��平方メートル以上と
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すること。

� 患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣

接する廊下の幅は、内法
のり

による測定で、���メートル以上とすること。ただ

し、両側に居室がある廊下の幅は、内法
のり

による測定で、���メートル以上

（医療法施行規則第��条の	の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあって

は、���メートル以上）としなければならない。

� 生活機能回復訓練室は、
�平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械

及び器具を備えなければならない。

� デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る

病床における入院患者�人につき	平方メートル以上の面積を有しなければ

ならない。

� 食堂は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床の入院患者が食事をするの

に適した広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂と

して使用することができるものとする。

� 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければ

ならない。

 前	項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設は、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第�章 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第�条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に

際し、あらかじめ、患者又はその家族に対し、第��条に規定する運営規程の概

要、従業者の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の

同意を得なければならない。

	 指定介護療養型医療施設は、患者又はその家族からの申出があった場合に

は、前項の規定による文書の交付に代えて、第�項で定めるところにより、当

該患者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処
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理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲

げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供すること

ができる。この場合において、当該指定介護療養型医療施設は、当該文書を交

付したものとみなす。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はそ

の家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護

療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を

記録する方法）

� 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

� 前項に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力すること

による文書を作成することができるものでなければならない。

� 第�項第�号の「電子情報処理組織」とは、指定介護療養型医療施設の使用

に係る電子計算機と、患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。

� 指定介護療養型医療施設は、第�項の規定により第�項に規定する重要事項

を提供しようとするときは、あらかじめ、当該患者又はその家族に対し、その

用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。

� 第�項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの
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� ファイルへの記録の方式

� 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は、当該患者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出

があったときは、当該患者又はその家族に対し、第�項に規定する重要事項の

提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該患者又はその家族が

再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

（提供拒否の禁止）

第�条 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく指定介護療養施設サービス

の提供を拒んではならない。

（サービス提供困難時の対応）

第�条 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格等の確認）

第��条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求めら

れた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護

認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に法第	
条第�項に規定する

認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指

定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。

（要介護認定の申請に係る援助）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者

については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が

行われていない場合は、患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患

者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の
�日前には行われるよう必要

な援助を行わなければならない。
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（入退院）

第��条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められ

る要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。

� 指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患者の数が入院患者

の定員から入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる

療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、指定介護療養施設

サービスを受ける必要性が高いと認められる患者を優先的に入院させるよう努

めなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者に係る居宅介護

支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定

居宅サービス等（法第�条第��項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下

同じ。）の利用状況等の把握に努めなければならない。

� 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に

入院の必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければ

ならない。

	 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に

対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資する

ため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退院後の主治の

医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院し

ている介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該

患者の被保険者証に記載しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

（利用料等の受領）

第�
条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス（法第
�条第�項の
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規定により施設介護サービス費（同条第�項に規定する施設介護サービス費を

いう。以下同じ。）が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払わ

れる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。

以下同じ。）に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患

者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。以下同じ。）の一部として、当該指定介護療養施設サービスについて同条

第�項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該

現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス

費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を

控除して得られた額の支払を受けるものとする。

� 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療

養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなら

ない。

� 指定介護療養型医療施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介

護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する

食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費

が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条

第�項第�号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）

� 居住に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入院患者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費

の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入

院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第�

項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 健康保険法等一部改正法附則第��	条の�第�項の規定によりなおその効
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力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関

する基準（平成��年厚生省令第��号。以下「基準省令」という。）第��条第

�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な

病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第��条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定介護療養型医療施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内

容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同意を得なければ

ならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に係る同意につい

ては、文書によるものとする。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

第�	条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介

護療養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養

施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ

ス提供証明書を患者に対して交付しなければならない。

（指定介護療養施設サービスの取扱方針）

第�
条 指定介護療養型医療施設は、施設サービス計画に基づき、入院患者の要

介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえ

て、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

� 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮して行われなければならない。
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� 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当

たっては、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事

項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって

は、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

� 指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの

質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（施設サービス計画の作成）

第��条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計

画の作成に関する業務を担当させるものとする。

� 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当

介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入院

患者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動

によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めな

ければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な

方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等の

評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した

日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなけ

ればならない。

� 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握（以下

「アセスメント」という。）に当たっては、入院患者及びその家族に面接して

行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接
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の趣旨を入院患者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければなら

ない。

� 計画担当介護支援専門員は、入院患者の希望、入院患者についてのアセスメ

ントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入院患者の家族の希望を勘案し

て、入院患者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全

般の解決すべき課題、指定介護療養施設サービスの目標及びその達成時期、指

定介護療養施設サービスの内容、指定介護療養施設サービスを提供する上での

留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入院患者に対する指定介

護療養施設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対

する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入院患

者又はその家族に対して説明し、文書により入院患者の同意を得なければなら

ない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設

サービス計画を入院患者に交付しなければならない。

� 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画

の実施状況の把握（入院患者についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

�� 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては、入院患者及びその家族並びに担当者との連

絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより

行わなければならない。

� 定期的に入院患者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�� 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会
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議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

� 入院患者が法第��条第�項に規定する要介護更新認定を受けた場合

� 入院患者が法第��条第�項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受け

た場合

�� 第�項から第�項までの規定は、第	項に規定する施設サービス計画の変更

について準用する。

（診療の方針）

第��条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、基準省令第�
条の

厚生労働大臣が定める基準によらなければならない。

� 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷

に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

� 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を

観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果

をもあげることができるよう適切な指導を行う。

� 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている

環境の的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行

う。

� 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行

う。

� 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第�
条第�号の厚生労

働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

� 基準省令第�
条第�号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院

患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、薬事法（昭和�年法律第

���号）第�条第�
項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象

とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

� 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難で

あると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を
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講じなければならない。

（機能訓練）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図

り、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適

切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第��条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常

生活の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術

をもって行われなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、�週間に�回以上、適切な方法により、入院患

者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な

方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

	 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつ

を適切に取り替えなければならない。


 指定介護療養型医療施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うととも

に、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、

着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担によ

り、当該指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受け

させてはならない。

（食事の提供）

第��条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜
し

好を

考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

� 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食

堂で行われるよう努めなければならない。

（その他のサービスの提供）
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第��条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行

事を行うよう努めるものとする。

� 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、

入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（患者に関する市町村への通知）

第��条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入

院患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を

市町村に通知しなければならない。

� 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもか

かわらず退院しないとき。

� 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わな

いことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

� 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。

（管理者の管理）

第��条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、医療法第��条第�項に基づ

く許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、診療所を管理する者であっ

てはならない。

� 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人

ホーム等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの

施設が同一敷地内にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上

支障がない場合には、この限りでない。

（管理者の責務）

第��条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従

業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければな

らない。

� 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるた

めに必要な指揮命令を行うものとする。
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（計画担当介護支援専門員の責務）

第��条 計画担当介護支援専門員は、第��条に規定する業務のほか、次に掲げる

業務を行うものとする。

� 入院の申込みを行っている患者の入院に際し、その者に係る居宅介護支援

事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、病歴、生活歴、指定居

宅サービス等の利用状況等を把握すること。

� 入院患者の退院に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、

居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等を記録すること。

� 第��条第	項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録すること。

（運営規程）

第��条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入院患者の定員

� 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費

用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設

サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。

� 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設

 
536



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

サービスを提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。

� 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入

院させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第��条 指定介護療養型医療施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する

具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設

備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置

を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならな

い。

� 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設において感染症又

は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。

� 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会をおおむね�月に	回以上開催すると

ともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。

� 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。

� 当該指定介護療養型医療施設において、介護職員その他の従業者に対し、
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感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する

こと。

� 前�号に掲げるもののほか、基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣

が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ

た対応を行うこと。

（協力歯科医療機関）

第��条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めてお

くよう努めなければならない。

（掲示）

第��条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場

所に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの

選択に関する重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な

措置を講じなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関

する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておか

なければならない。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第�	条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対

し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。

� 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該

施設からの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を収受してはならない。

 
538



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

（苦情処理）

第��条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関す

る入院患者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法

第��条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め

又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に

関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を市町村に報告しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入

院患者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和��

年法律第	
�号）第��条第�項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以

下同じ。）が行う法第	�条第�項第�号の規定による調査に協力するととも

に、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場

合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（地域との連携等）

第�条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。

� 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護療養

施設サービスに関する入院患者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が
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相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めな

ければならない。

（事故発生の防止及び発生時の対応）

第��条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に定める措置を講じなければならない。

� 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備すること。

� 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を

整備すること。

� 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこ

と。

� 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について記録しなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

ばならない。

（会計の区分）

第��条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計と

その他の事業の会計を区分しなければならない。

（記録の整備）

第�	条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から�年間保存し
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なければならない。

� 施設サービス計画

� 第��条第�項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

� 第��条第�項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入院患者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第��条第	項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第�章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運

営に関する基準

第
節 この章の趣旨及び基本方針

（この章の趣旨）

第��条 第�条、第	章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護療養

型医療施設（施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられ

る共同生活室（当該病室の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場

所をいう。以下同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」と

いう。）ごとに入院患者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指

定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に

関する基準については、この章に定めるところによる。

（基本方針）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者一人一人の意思及び人

格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念

頭に置いて、入院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなる

よう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他

の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、各ユニットにおい

て入院患者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援し

なければならない。
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� ユニット型指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した

運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保

険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。

第�節 設備に関する基準

（構造設備）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以

下この条において同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

� 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及

び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

� ユニット

ア 病室

ア� �の病室の定員は、�人とすること。ただし、入院患者への指定介護

療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、�人とすることが

できる。

イ� 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入院患

者の定員は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ� �の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ ���	
平方メートル以上とすること。ただし、ア�ただし書の場合に

あっては、����平方メートル以上を標準とすること。

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士

の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天

井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

エ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわし
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い形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が

使用するのに適したものとすること。

� 廊下幅

���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メートル以上と

すること。

� 機能訓練室

内法
のり

による測定で	
平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器

具を備えること。

� 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 前項第�号から第�号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療

養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対す

る指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項第�号イの共同生活室は、島根県病院及び診療所の人員、施設等に関

する基準を定める条例（平成�	年島根県条例第 号）第条第�号に規定する

食堂とみなす。

� 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第		条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。
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以下この条において同じ。）は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

� 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、機能訓練室及

び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

� ユニット

ア 病室

ア� �の病室の定員は、�人とすること。ただし、入院患者への指定介護

療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、�人とすることが

できる。

イ� 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入院患

者の定員は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ� �の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ �����平方メートル以上とすること。ただし、ア�ただし書の場合に

あっては、	��
平方メートル以上を標準とすること。

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士

の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天

井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

エ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
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エ 便所

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が

使用するのに適したものとすること。

� 廊下幅

���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メートル以上と

すること。

� 機能訓練室

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えるこ

と。

� 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

� 前項第�号から第	号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療

養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対す

る指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

	 第�項第
号イの共同生活室は、島根県病院及び診療所の人員、施設等に関

する基準を定める条例第�条において準用する第�条第�号に規定する食堂と

みなす。

 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院に限る。以下この条において同じ。）は、ユニット、生活機能回復訓練

室及び浴室を有しなければならない。

� 前項のユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、廊下、生活機能回復

訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

� ユニット

ア 病室

ア� 
の病室の定員は、
人とすること。ただし、入院患者への指定介護
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療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、�人とすることが

できる。

イ� 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同

生活室に近接して一体的に設けること。ただし、�のユニットの入院患

者の定員は、おおむね��人以下としなければならない。

ウ� �の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。

ａ �����平方メートル以上とすること。ただし、ア�ただし書の場合に

あっては、	��
平方メートル以上を標準とすること。

ｂ ユニットに属さない病室を改修したものについては、入院患者同士

の視線の遮断の確保を前提にした上で、病室を隔てる壁について、天

井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

エ� ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

イ 共同生活室

ア� 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニット

の入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。

イ� �の共同生活室の床面積は、�平方メートルに当該共同生活室が属す

るユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

ウ� 必要な設備及び備品を備えること。

ウ 洗面設備

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

エ 便所

ア� 病室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

イ� ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が

使用するのに適したものとすること。

� 廊下幅

���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、	��メートル以上と
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すること。

� 生活機能回復訓練室

��平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。

� 浴室

入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。

� 前項第�号から第�号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護療

養型医療施設の用に供するものでなければならない。ただし、入院患者に対す

る指定介護療養施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

� 前�項に規定するもののほか、ユニット型指定介護療養型医療施設は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

第�節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当す

る指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料の一部と

して、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に

支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとす

る。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない

指定介護療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の

額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしな

ければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、前�項の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

� 食事の提供に要する費用（法第�	条の�第
項の規定により特定入所者介

護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第�項第
号に規定する

食費の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費

が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場

合は、同条第�項第
号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。）
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� 居住に要する費用（法第��条の�第�項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入院患者に支給された場合は、同条第�項第�号に規定する居住費

の基準費用額（同条第�項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入

院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合

は、同条第�項第�号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。）

� 基準省令第�	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患

者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 基準省令第�	条第�項第�号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患

者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

� 理美容代

� 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準省令第�	条第�項

の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。


 ユニット型指定介護療養型医療施設は、第�項各号に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、入院患者又はその家族に対し、当

該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入院患者の同

意を得なければならない。ただし、同項第�号から第�号までに掲げる費用に

係る同意については、文書によるものとする。

（指定介護療養施設サービスの取扱方針）

第��条 指定介護療養施設サービスは、入院患者が、その有する能力に応じて、

自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよ

うにするため、施設サービス計画に基づき、入院患者の日常生活上の活動につ

いて必要な援助を行うことにより、入院患者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。

� 指定介護療養施設サービスは、各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役

割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
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� 指定介護療養施設サービスは、入院患者のプライバシーの確保に配慮して行

われなければならない。

� 指定介護療養施設サービスは、入院患者の自立した生活を支援することを基

本として、入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者

の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービス

の提供に当たって、入院患者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に

当たっては、当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、前項の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設

サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第�	条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入院患者

が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入

院患者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければな

らない。


 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の日常生活における家事

を、入院患者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持っ

て行うよう適切に支援しなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が身体の清潔を維持し、精

神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入院患者に入

浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しき

を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
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� ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応

じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければな

らない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患

者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、褥瘡
じょくそう

が発生しないよう適切な介護を

行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、前各項に規定するもののほか、入院

患者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければ

ならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、その負担により、

当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護

を受けさせてはならない。

（食事）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、栄養並びに入院患者の心身の状

況及び嗜
し

好を考慮した食事を提供しなければならない。

	 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の状況に応じて、適

切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。


 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の生活習慣を尊重した適切

な時間に食事を提供するとともに、入院患者がその心身の状況に応じてできる

限り自立して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならな

い。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者が相互に社会的関係を築く

ことができるよう、その意思を尊重しつつ、入院患者が共同生活室で食事をと

ることを支援しなければならない。

（その他のサービスの提供）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者の嗜
し

好に応じた趣味、
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教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入院患者が自律的に行う

これらの活動を支援しなければならない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図る

とともに、入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない。

（運営規程）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入院患者の定員

� ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員

� 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費

用の額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

	 その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介

護療養施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定め

ておかなければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入院患者が安心して日常

生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観

点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

� 昼間については、ユニットごとに常時�人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

� 夜間及び深夜については、�ユニットごとに�人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
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� ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、当該ユニット型指定介護療養型医療

施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。

ただし、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼ

さない業務については、この限りでない。

� ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、その資質の向上のた

めの研修の機会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、ユニットごとの入院患者の定員

及び病室の定員を超えて入院させてはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（準用）

第��条 第�条から第��条まで、第��条、第�	条から第�
条まで、第��条から第

��条まで及び第�条から第�条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療

施設について準用する。この場合において、第�条第�項中「第�	条に規定す

る運営規程」とあるのは「第��条に規定する重要事項に関する規程」と、第��

条第�項中「この章」とあるのは「第�章第�節」と、第�条第�項第�号中

「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する第��条第�項」と、第

��条中「第�	条」とあるのは「第��条において準用する第�	条」と、第�条第

�項第�号中「第��条」とあるのは「第��条において準用する第��条」と、第

��条第�号及び第�条第�項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条に

おいて準用する第��条第�項」と、第��条第�号及び第�条第�項第�号中

「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する第��条第�項」と、第

�条第�項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第�	条第�項」と読み替え

るものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

� 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に

置くべき従業者の員数は、当分の間、第�条第�項の規定にかかわらず、次の

とおりとする。

� 医師 常勤換算方法で、�以上

� 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、

療養病床に係る病室における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�

以上。ただし、そのうちの�については看護職員とするものとする。

� 介護支援専門員 �以上

� 当分の間、第�条第�項第�号中「�」とあるのは、「�」とする。

� 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師

（老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を

置いている指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

であるものに限る。）については、当分の間、第�条第�項第�号中「作業療

法士」とあるのは「週に�日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定

介護療養施設サービスに従事する作業療法士」と、同条第�	項中「第�項第�

号の作業療法士及び同項第
号の精神保健福祉士」とあるのは「第�項第
号

の精神保健福祉士」とする。


 病床転換による旧療養型病床群（医療法施行規則等の一部を改正する省令

（平成��年厚生労働省令第�号。以下「平成��年医療法施行規則等改正省令」

という。）附則第�条に規定する旧療養型病床群をいう。）であって、平成��

年医療法施行規則等改正省令第�条の規定による改正前の医療法施行規則等の

一部を改正する省令（平成
年厚生省令第�号）附則第�条の規定の適用を受

けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第�条第�項第�号中

「��メートル」とあるのは「��メートル」と、「��メートル」とあるのは

「��メートル」とする。

� 病床転換による診療所旧療養型病床群（平成��年医療法施行規則等改正省令

附則第�条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群をいう。）であっ
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て、平成��年医療法施行規則等改正省令第�条の規定による改正前の医療法施

行規則等の一部を改正する省令（平成��年厚生省令第��号）附則第�条の適用

を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第�条第	項第
号

中「���メートル」とあるのは「��メートル」と、「��メートル」とあるのは

「���メートル」とする。

� 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換によ

る老人性認知症疾患療養病棟」という。）に係る病室については、第�条第	

項第�号中「�床」とあるのは、「�床」とする。

� 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下につい

ては、第�条第	項第�号中「���メートル」とあるのは「��メートル」と、

「��メートル以上（医療法施行規則第��条の	の規定の適用を受ける病院の

廊下の幅にあっては、��メートル以上）」とあるのは「���メートル以上」と

する。

� 療養病床を有する病院（平成�年
月��日において、医療法施行規則第�条

の規定の適用を受けるものに限る。）である指定介護療養型医療施設について

は、平成��年
月��日までの間は、第
条第�項第	号中「�」とあるのは

「�」と、同項第
号中「�」とあるのは「�」とする。

�� 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成�年
月��日において、医療

法施行規則第�条の規定の適用を受けるものに限る。）である指定介護療養型

医療施設に置くべき従業者の員数は、平成��年
月��日までの間は、第
条第


項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

� 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性

認知症疾患療養病棟における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�

以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性

認知症疾患療養病棟における入院患者の数が�又はその端数を増すごとに�

以上
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� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 �以上

� 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者

�以上

� 介護支援専門員 �以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入

院させる部分に限る。）に係る病室における入院患者の数が���又はその端

数を増すごとに�を標準とする。）

�� 療養病床を有する病院（平成��年�月��日において、医療法施行規則第	�条

の規定の適用を受けるものに限る。）である指定介護療養型医療施設に係る病

室に隣接する廊下については、平成��年�月��日までの間は、第
条第�項第

�号及び第��条第�項第�号中「��メートル」とあるのは「���メートル」と、

「���メートル」とあるのは「���メートル」とする。

�� 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成��年�月��日において、医療

法施行規則第	�条の規定の適用を受けるものに限る。）である指定介護療養型

医療施設に係る病室に隣接する廊下については、平成��年�月��日までの間

は、第�条第�項第
号中「��メートル」とあるのは「���メートル」と、

「���メートル以上（医療法施行規則第��条の�の規定の適用を受ける病院の

廊下の幅にあっては、���メートル以上）」とあるのは「���メートル以上」と

する。

�� 次の各号に掲げる規定の経過措置は、この条例の規定にかかわらず、この条

例の施行の日以後においても当該各号の規定の例により適用する。

� 平成��年医療法施行規則等改正省令附則第��条第�項、第��条及び第��条

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第���号）附則第�条及び第�条第�

項

� 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成��年厚生労働省令第���号) 附則第�条
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島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 72号 

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

第�条 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成��

年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

「第��条―第�	条」を「第
�条―第

条」に、「第�章」を「第�	章」に、

「第��条―第��条」を「第���条―第���条」に、「第��章」を「第��章」に、

「第�条―第��条」を「第���条―第��	条」に改める。

第�条中「（助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施

設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭

支援センターに限る。）」を削る。

第��条中「児童養護施設」の次に「、障害児入所施設」を加える。

第��条第�項中「児童養護施設」の次に「、障害児入所施設、児童発達支援

センター」を加える。

第�条第�項中「厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定す

る省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令」を

目次中「第�章 児童養護施設（第�条―第�条）」を

「第�章 児童養護

第�章 福祉型障

第�章 医療型障

第��章 福祉型児

第��章 医療型児

施設（第�条―第�条）

害児入所施設（第��条―第��条）

害児入所施設（第�条―第�
条）

童発達支援センター（第��条―第��条）

童発達支援センター（第��条―第
�条）」

に、「第�章」を「第��章」に、
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「厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に

係る省令の特例に関する措置を定める省令」に改め、「平成��年厚生労働省令

第���号」の次に「。以下「構造改革特区省令｣ という。」を加え、「次条第

�項において」を「以下」に改め、「係る保育所は、」の次に「公立保育所に

おける給食の外部搬入方式の容認事業（保育所外で調理し搬入する方法によ

り」を加え、「対する」を「対して」に、「について、当該保育所外で調理し

搬入する方法により行う」を「を行う事業をいう。）を実施する」に改める。

第��条第�項中「保育所における」を「保育所は、保育士配置要件の緩和事

業（」に、「ついては」を「ついて」に、「限って、保育士とみなす」を「限

り、保育士とみなして保育を行う事業をいう。）を実施する」に改める。

第�	章中第
�条を第���条とし、第
�条を第���条とし、第
�条を第���条と

し、同章を第��章とし、第�章中第
�条を第��	条とし、第��条から第
�条ま

でを��条ずつ繰り下げ、同章を第��章とし、第章中第��条を第��条とし、第

��条から第��条までを��条ずつ繰り下げ、同章を第��章とし、第�章の次に次

の�章を加える。

第章 福祉型障害児入所施設

（設備の基準）

第��条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

� 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。た

だし、児童�	人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児

童を入所させるものにあっては医務室を、児童�	人未満を入所させる施設

であって主として盲児又はろうあ児（以下「盲ろうあ児」という。）を入

所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

� 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、

職業指導に必要な設備を設けること。

� 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設け

ること。

ア 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
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イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける

設備

� 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓

練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設に

は、次の設備を設けること。

ア 訓練室及び屋外訓練場

イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

� 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自

由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜

を緩やかにすること。

� 児童の居室の�室の定員は、これを�人以下とし、その面積は、�人に

つき����平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の�室

の定員は、これを�人以下とし、その面積は、�人につき	�	平方メート

ル以上とする。

� 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

� 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

（職員）

第
�条 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童（以下

「自閉症児」という。）を除く。次項及び第�項において同じ。）を入所さ

せる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者（障害児通所支援又は障害児入所支援の提

供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）を

置かなければならない。ただし、児童�人以下を入所させる施設にあっては

栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないこと

ができる。

� 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医

は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
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� 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指

導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を���で除して得た数以

上とする。ただし、児童��人以下を入所させる施設にあっては、更に�以上

を加えるものとする。

� 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第�項に規定

する職員並びに医師及び看護師を置かなければならない。ただし、児童��人

以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設

にあっては調理員を置かないことができる。

	 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医について

は、第
項の規定を準用する。

� 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保

育士の総数については、第�項の規定を準用する。

� 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対

象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は、児

童おおむね��人につき�人以上とする。

� 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一

項の規定を準用する。

�� 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科

又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

�� 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び

保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね�人につき�人以上、少年おおむ

ね	人につき�人以上とする。ただし、児童��人以下を入所させる施設に

あっては、更に�人以上を加えるものとする。

�� 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、

第�項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童��

人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施

設にあっては調理員を置かないことができる。
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�� 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童

指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を���で除して得た数

以上とする。

�� 心理指導を行う必要があると認められる児童�人以上に心理指導を行う場

合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなけ

ればならない。

�� 心理指導担当職員は、大学等の学部で、心理学を専修する学科若しくはこ

れに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなけれ

ばならない。

（生活指導及び学習指導）

第�	条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間

に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するよ

うこれを行わなければならない。


 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第��条第
項の規定

を準用する。

（職業指導を行うに当たって遵守すべき事項）

第��条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童

が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなけれ

ばならない。


 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導について

は、第��条第�項の規定を準用する。

（入所支援計画の作成）

第�条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の

適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づ

き児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続

的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切

かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

 
560



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

（児童と起居を共にする職員）

第��条 福祉型障害児入所施設（主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害

児入所施設を除く。）については、第��条の規定を準用する。

（保護者等との連絡）

第��条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を

説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱っ

た児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習

指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

（心理学的及び精神医学的診査）

第��条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設にお

いては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医

学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわ

たってはならない。

（入所した児童に対する健康診断）

第��条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、

第��条第	項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及

び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治

療しなければならない。


 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設におい

ては、第��条第	項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断

により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続する

か否かを考慮しなければならない。

第�章 医療型障害児入所施設

（設備の基準）

第��条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

� 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備の

ほか、訓練室及び浴室を設けること。

� 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設
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けること。

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設に

は、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設

備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する

設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと｡

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設にお

いては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の

機能の不自由を助ける設備を設けること。

（職員）

第��条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に

規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支

援管理責任者を置かなければならない。

� 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保

育士の総数は、通じておおむね児童の数を���で除して得た数以上とする。

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、

第�項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならな

い。

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及

び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師

でなければならない。

	 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童

指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね
�人につき�人以上、

少年おおむね��人につき�人以上とする。

 主として重症心身障害児（法第�条第�項に規定する重症心身障害児をい

う。以下同じ。）を入所させる医療型障害児入所施設には、第�項に規定す

る職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。

� 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師

は、内科、精神科、医療法施行令（昭和��年政令第���号）第�条の�第�
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項第�号ハ及びニ�の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする

診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の

経験を有する医師でなければならない。

（心理学的及び精神医学的診査）

第��条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学

的及び精神医学的診査については、第��条の規定を準用する。

（入所した児童に対する健康診断）

第��条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設に

おいては、第��条第�項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的

診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続

するか否かを考慮しなければならない。

（児童と起居を共にする職員等）

第��条 医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児を入所させる施設を

除く。以下この項において同じ。）における児童と起居を共にする職員、生

活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等

との連絡については、第	
条、第	�条、第	�条及び第��条の規定を準用す

る。

� 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第�条の規定を準用

する。

第�章 福祉型児童発達支援センター

（設備の基準）

第�条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

� 福祉型児童発達支援センター（主として重症心身障害児を通わせる福祉

型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。）には、指導

訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（福祉型児童発達支援センターの付近にある

屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。）、医務室、相談室、調理室、便所

並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

� 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発
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達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支

援センターを除く。次号において同じ。）の指導訓練室の�室の定員は、

これをおおむね��人とし、その面積は、児童�人につき����平方メートル

以上とすること。

� 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童�人につき��	
平

方メートル以上とすること。

� 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターに

は、静養室を設けること。

� 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査

室を設けること。

� 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、

指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備

品を設けること。

（設備の特例）

第��条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法第�条第�項に規

定する構造改革特別区域内における福祉型児童発達支援センターについて、

構造改革特区省令第条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて同法

第�条第�項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当

該認定の日以後は、当該認定に係る福祉型児童発達支援センターは、児童発

達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業（児童発達支援セン

ター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児に対

して食事の提供を行う事業をいう。第��条において同じ。）を実施すること

ができる。この場合において、当該福祉型児童発達支援センターは、当該事

業を実施することとしてもなお当該福祉型児童発達支援センターにおいて行

うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備える

ものとする。

（職員）

第��条 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童
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発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支

援センターを除く。次項において同じ。）には、嘱託医、児童指導員、保育

士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員（日常生活を営むのに

必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を置かなければならな

い。ただし、児童��人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の

全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

� 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士及び機能訓練担当職員

の総数は、通じておおむね児童の数を�で除して得た数以上とする。

� 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱

託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならな

い。

� 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第�項に規

定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、児童��人以下

を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっ

ては調理員を置かないことができる。

� 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科

又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

	 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保

育士、言語聴覚士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数

を�で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、�人以上でな

ければならない。


 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第

�項に規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし、児童��人

以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設に

あっては調理員を置かないことができる。

� 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医

は、内科、精神科、医療法施行令第�条の�第�項第�号ハ及びニ�の規定
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により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整

形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければ

ならない。

� 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指

導員、保育士、看護師及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の

数を�で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、�人

以上でなければならない。

（生活指導及び計画の作成）

第��条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支

援センターの長の計画の作成については、第��条第�項及び第�	条の規定を

準用する。

（保護者等との連絡）

第�
条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び

能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は

児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求め

なければならない。

（入所した児童に対する健康診断）

第��条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、

第��条第�項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機

能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療し

なければならない。

（心理学的及び精神医学的診査）

第��条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センター

における心理学的及び精神医学的診査については、第��条の規定を準用す

る。

第��章 医療型児童発達支援センター

（設備の基準）

第��条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。
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� 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓

練場、相談室及び調理室を設けること。

� 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の

不自由を助ける設備を設けること。

（設備の特例）

第��条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法第�条第�項に規

定する構造改革特別区域内における医療型児童発達支援センターについて、

構造改革特区省令第�条各号に掲げる要件を満たしていることを認めて同法

第�条第�項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当

該認定の日以後は、当該認定に係る医療型児童発達支援センターは、児童発

達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業を実施することがで

きる。この場合において、当該医療型児童発達支援センターは、当該事業を

実施することとしてもなお当該医療型児童発達支援センターにおいて行うこ

とが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるもの

とする。

（職員）

第��条 医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必

要な職員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士

及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

（入所した児童に対する健康診断）

第�	条 医療型児童発達支援センターにおいては、第
�条第�項に規定する入

所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及び

その状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならな

い。

（生活指導等）

第�
条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達

支援センターの長の保護者等との連絡及び計画の作成については、第��条第

�項、第	条及び第��条の規定を準用する。
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附則第�項第�号中「（この条例の対象となる施設に係る部分に限る。）」

を削り、同項に次の�号を加える。

� 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成

��年厚生労働省令第��号）附則第�条及び第	条

第�条 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

次のように改正する。

第
条第�項中「ともに、」の次に「その立地条件を踏まえた」を加え、

「するように努めなければ」を「しなければ」に改める。

第��条第�項ただし書中「、乳幼児��人以下を入所させる施設にあっては個

別対応職員を」を削り、同条第�項中「��人」を「��人」に改める。

第��条第�項を次のように改める。

� 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があ

ると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなけれ

ばならない。

第��条に次の�項を加える。

� 母子支援員の数は、母子��世帯以上��世帯未満を入所させる母子生活支援

施設においては�人以上、母子��世帯以上を入所させる母子生活支援施設に

おいては	人以上とする。


 少年を指導する職員の数は、母子��世帯以上を入所させる母子生活支援施

設においては、�人以上とする。

第��条第
項中「通じて、」の次に「満�歳に満たない幼児おおむね��人

につき�人以上、満�歳以上」を加え、「
人」を「��人」に改め、同条第

�項中「��人」を「��人」に改める。

第��条第
項中「�人」を「��人」に改める。

第���条第
項中「�人」を「��人」に改める。

附 則

この条例中第�条の規定は公布の日から、第�条の規定は平成��年�月�日か

ら施行する。
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島根県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに

公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 73号 

島根県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第��条第�項の規定に

基づき、売春防止法（昭和��年法律第��	号）第��条に規定する婦人保護施設

の設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）を定めるものとす

る。

（基本方針）

第
条 婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に

関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るた

めの支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。

（最低基準と婦人保護施設）

第�条 婦人保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上さ

せるよう努めなければならない。

（構造設備の一般原則）

第�条 婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保

健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮さ

れたものでなければならない。

（非常災害対策）

第条 婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

なければならない。


 婦人保護施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画を立

てておかなければならない。

� 婦人保護施設は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行わなければならない。

（苦情への対応）
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第�条 婦人保護施設は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置

を講じなければならない。

� 婦人保護施設は、その行った処遇に関し、売春防止法第��条に規定する婦人

相談所から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。

� 婦人保護施設は、社会福祉法第��条に規定する運営適正化委員会が行う同法

第��条第	項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

（帳簿の整備）

第
条 婦人保護施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳

簿を整備しておかなければならない。

（職員）

第�条 婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員並びに施設

のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調

理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

� 婦人保護施設の職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りではな

い。

（施設長の資格要件）

第�条 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる

要件を満たすものでなければならない。

� �歳以上の者であって、社会福祉主事の資格を有するもの又は社会福祉事

業若しくは更生保護事業に�年以上従事したものであること。

� 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

� 心身ともに健全な者であること。

（設備の基準）

第�条 婦人保護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第��号）第�条第�
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号の�に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又は準耐火建築物

（同条第�号の�に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。）でな

ければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されて

いると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ

り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

� 婦人保護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

� 事務室

� 相談室

� 宿直室

� 居室

� 集会室兼談話室

� 静養室

� 医務室

	 作業室


 食堂

� 調理室

� 洗面所
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� 浴室

� 便所

� 洗濯室

� 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア 入所者�人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね����平方

メートル以上とすること。

イ 主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設け

ること。

ウ 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り

品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けて

ある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しな

いこと。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器

具を備えること。

	 食堂及び調理室 食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清

潔を保持するために必要な措置を講じなければならないこと。


 その他の設備

ア 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

（居室の入所人員）

第��条 �の居室に入所させる人員は、原則として�人以下とする。

（自立の支援等）

第�	条 婦人保護施設は、入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活

に関する指導及び援助を行わなければならない。
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� 前項の指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなければならない。

� 婦人保護施設は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関す

る事項についての規程を定めなければならない。

� 婦人保護施設は、入所者の自立を促進するため、各入所者ごとに自立促進計

画を作成しなければならない。

（給食）

第��条 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状

況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。

� 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

� 栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び

調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。

（保健衛生）

第��条 婦人保護施設は、入所者については、毎年�回以上定期に健康診断を行

わなければならない。

� 婦人保護施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔

にしなければならない。

� 婦人保護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬

品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

� 婦人保護施設は、当該婦人保護施設において感染症が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第��条 婦人保護施設は、当該婦人保護施設の設置者が入所者に係る婦人保護施

設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第�	号）第��条の�の

厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支

給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより

管理しなければならない。

� 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生
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じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

� 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

� 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

� 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所

者に取得させること。

（関係機関との連携）

第��条 婦人保護施設は、婦人相談所、福祉に関する事務所、都道府県警察、母

子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談

員、母子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連

携しなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 74号 

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例 
知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成��年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

第�条の表第��号右欄中「邑南町」の次に「、吉賀町」を加え、「及び知夫

村」を「、知夫村及び隠岐の島町」に改める。

附 則

この条例は、平成��年�月	日から施行する。
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島根県障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 75号 

島根県障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第�条―第�条）

第�節 設備に関する基準（第	条）

第�節 運営に関する基準（第
�条―第��条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第�条―第��条）

第�章 療養介護

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第
条・第�条）

第�節 設備に関する基準（第�条）

第�節 運営に関する基準（第�条―第��条）

第�章 生活介護

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第��条―第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第�条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第��条―第��条）

第�章 短期入所

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第
��条・第
�
条）

第�節 設備に関する基準（第
��条）
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第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第���条・第���条）

第�章 重度障害者等包括支援

第	節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第�章 共同生活介護

第	節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第�章 自立訓練（機能訓練）

第	節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第���条・第���条）

第�章 自立訓練（生活訓練）

第	節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第���条・第���条）

第��章 就労移行支援

第	節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条―第���条）

第節 設備に関する基準（第���条・第���条）
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第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第��章 就労継続支援Ａ型

第�節 基本方針（第��	条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第��章 就労継続支援Ｂ型

第�節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条・第���条）

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第���条―第���条）

第�	章 共同生活援助

第�節 基本方針（第���条）

第
節 人員に関する基準（第���条・第���条）

第節 設備に関する基準（第���条）

第�節 運営に関する基準（第���条―第���条）

第��章 多機能型に関する特例（第���条・第��	条）

第��章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第���条・第���条）

第��章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準

（第���条―第���条）

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成��年法律第��	号。以下「法」と

いう。）第	�条第�項第
号イ、第	�条第項第�号（法第	�条第
項及び第

��条第�項において準用する場合を含む。以下同じ。）並びに第�	条第�項及

び第
項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定めるものとする。

 
578



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

� 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

��条第�項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除

く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用

の額）をいう。

� 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉

サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得

た額及び障害者自立支援法施行令（平成��年政令第��号。以下「令」とい

う。）第	�条の�によって読み替えられた法第
�条第�項第�号に規定する

指定療養介護医療（以下「指定療養介護医療」という。）につき健康保険の

療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第��条第�項

において準用する法第
�条第項に規定する厚生労働大臣の定めるところに

より算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費

を控除して得た額の合計額をいう。

� 法定代理受領 法第��条第項の規定により支給決定障害者等が指定障害

福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用（特定

費用を除く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定

障害者等に支給すべき額又は法第��条第�項において準用する法第
�条第�

項の規定により支給決定障害者（法第��条第�項の規定により支給決定を受

けた障害者をいう。以下同じ。）が指定障害福祉サービス事業者に支払うべ

き指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給

決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わ

り、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

� 基準該当障害福祉サービス 法第��条第�項第�号に規定する基準該当障
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害福祉サービスをいう。

� 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

� 多機能型 第��条に規定する指定生活介護の事業、第���条に規定する指

定自立訓練（機能訓練）の事業、第���条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）の事業、第���条に規定する指定就労移行支援の事業、第��	条に規定す

る指定就労継続支援Ａ型の事業及び第�
�条に規定する指定就労継続支援Ｂ

型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号）第�条に規定する指定児童

発達支援の事業、同令第��条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、同

令第��条に規定する指定放課後等デイサービスの事業及び同令第��条に規定

する指定保育所等訪問支援の事業のうち�以上の事業を一体的に行うこと

（同令に規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。

（指定障害福祉サービス事業者の指定）

第条 法第	�条第項第�号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養

介護に係る指定又は短期入所（病院又は診療所により行われるものに限る。）

に係る指定の申請にあっては、この限りではない。

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

第�条 指定障害福祉サービス事業者（第章及び第�章並びに第�章から第�	

章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の意向、適性、障害の特

性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、

これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その

効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利

用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならな

い。

� 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格

を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉
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サービスの提供に努めなければならない。

� 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第�章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第�節 基本方針

第�条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定居宅

介護」という。）の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適

切かつ効果的に行うものでなければならない。

� 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者で

あって常時介護を要する障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれてい

る環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家

事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の

生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

� 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著

しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の

提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に

必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

� 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他

の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得

る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及
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び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章において「指定居宅介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下この章において「指定居宅介護

事業所」という。）ごとに置くべき従業者（指定居宅介護の提供に当たる者と

して障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第���号。以下「基準省令」とい

う。）第�条第�項の厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第	

節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、
��以上とする。

� 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって

専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護

事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事

業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援

護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において

一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営して

いる指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福

祉サービスの事業の規模）に応じて�人以上の者をサービス提供責任者としな

ければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数について

は、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

 前項の事業の規模は、前月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

（管理者）

第�条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は

同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものと
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する。

（準用）

第�条 前�条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害

福祉サービスの事業について準用する。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第�条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。

� 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業について準用する。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第��条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込

みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をし

つつ、当該利用申込者に対し、第	
条に規定する運営規程の概要、従業者の勤

務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について

当該利用申込者の同意を得なければならない。

� 指定居宅介護事業者は、社会福祉法（昭和
�年法律第�号）第��条の規定に

基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をし

なければならない。

（契約支給量の報告等）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅

介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量

（以下この章において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（以下こ

の章において「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者等の受給者証

に記載しなければならない。
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� 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはなら

ない。

� 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給

者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければなら

ない。

� 前�項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する｡

（提供拒否の禁止）

第��条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒ん

ではならない。

（連絡調整に対する協力）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相

談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り

協力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域

（当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘

案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難である

と認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置

を速やかに講じなければならない。

（受給資格の確認）

第�	条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その

者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給

量等を確かめるものとする。

（介護給付費の支給の申請に係る援助）

第�
条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から

利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の

支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期
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間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請につい

て、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの

利用状況等の把握に努めなければならない。

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービ

ス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又は

その家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第��条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪

問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介

護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなけ

ればならない。

� 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者

等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の

範囲等）

第��条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対

して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便
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益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適

当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支

給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにする

とともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならな

い。ただし、次条第�項から第�項までに掲げる支払については、この限りで

ない。

（利用者負担額等の受領）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者

等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

� 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際

は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費

用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定居宅介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等

の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供す

る場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けること

ができる。

� 指定居宅介護事業者は、前�項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなけれ

ばならない。

� 指定居宅介護事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

（利用者負担額に係る管理）

第��条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決

定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び

他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定

障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居
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宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第��条第�項（法第��条の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給

付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅

介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決

定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サー

ビス事業者等に通知しなければならない。

（介護給付費の額に係る通知等）

第��条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に

係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決

定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、第��条第�項の法定代理受領を行わない指定居宅介

護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用

の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障

害者等に対して交付しなければならない。

（指定居宅介護の基本取扱方針）

第�	条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれてい

る環境に応じ適切に提供されなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第�
条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各

号に掲げるところによるものとする。

� 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第�項に規定する居宅介護計画に

基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

� 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように
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説明を行うこと。

� 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うこと。

� 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

（居宅介護計画の作成）

第��条 サービス提供責任者（第�条第�項に規定するサービス提供責任者をい

う。以下この節において同じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全

般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介

護計画を作成しなければならない。

� サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びそ

の同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなけ

ればならない。

� サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものと

する。

� 第�項及び第�項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準

用する。

（同居家族に対するサービス提供の禁止）

第�	条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対す

る居宅介護の提供をさせてはならない。

（緊急時等の対応）

第�
条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の

必要な措置を講じなければならない。

（支給決定障害者等に関する市町村への通知）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が

偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとした
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ときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

第��条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び

業務の管理を一元的に行わなければならない。

� 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

� サービス提供責任者は、第��条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所

に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等

のサービスの内容の管理等を行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第��条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び

その額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

	 虐待の防止のための措置に関する事項


 その他運営に関する重要事項

（介護等の総合的な提供）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せ

つ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するもの

とし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

（勤務体制の確保等）
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第��条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供でき

るよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

� 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業

所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛

生的な管理に努めなければならない。

（掲示）

第��条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はそ

の家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はそ

の家族の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第�	条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切か

つ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事
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業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合に

おいては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第��条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対

し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

� 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用

者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収

受してはならない。

（苦情解決）

第��条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又は

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第��条第	項

の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示

の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳

簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。


 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第��条第�項

の規定により知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類そ

の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利

用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知
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事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第��条第�項

の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の

設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族か

らの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は

市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合に

は、第�項から前項までの改善の内容を知事、市町村又は市町村長に報告しな

ければならない。

� 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第�	条に規定する運営適正化委員会が同

法第�
条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければなら

ない。

（事故発生時の対応）

第��条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故

が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて、記録しなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第�条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとと

もに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければなら

ない。

（記録の整備）
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第��条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録

を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から�年間保存しなければならな

い。

（準用）

第��条 第��条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービ

スの事業について準用する。この場合において、第��条第�項中「第�	条」と

あるのは「第��条第�項において準用する第�	条」と、第	�条第�項中「次条

第�項」とあるのは「第��条第�項において準用する次条第�項」と、第	�条

第�項中「第		条第�項」とあるのは「第��条第�項において準用する第		条

第�項」と、第	
条第�号中「次条第�項」とあるのは「第��条第�項におい

て準用する次条第�項」と、第	�条第�項中「第�条第�項」とあるのは「第

条において準用する第�条第�項」と、第��条第�項中「第	�条」とあるの

は「第��条第�項において準用する第	�条」と、第�	条中「第�
条」とあるの

は「第��条第�項において準用する第�
条」と、第��条中「食事等の介護」と

あるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものと

する。

� 第��条から第�	条まで及び第��条から前条までの規定は、同行援護及び行動

援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合におい

て、第��条第�項中「第�	条」とあるのは「第��条第�項において準用する第

�	条」と、第	�条第�項中「次条第�項」とあるのは「第��条第�項において

準用する次条第�項」と、第	�条第�項中「第		条第�項」とあるのは「第��

条第�項において準用する第		条第�項」と、第	
条第�号中「次条第�項」

とあるのは「第��条第�項において準用する次条第�項」と、第	�条第�項中

「第�条第�項」とあるのは「第条において準用する第�条第�項」と、第

��条第�項中「第	�条」とあるのは「第��条第�項において準用する第	�条」

と、第�	条中「第�
条」とあるのは「第��条第�項において準用する第�
条」
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と読み替えるものとする｡

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

（従業者の員数）

第��条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準

該当居宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居

宅介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下この節において

「基準該当居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（基準該当居宅

介護の提供に当たる者として基準省令第��条第�項の厚生労働大臣が定めるも

のをいう。以下この節において同じ。）の員数は、�人以上とする。

� 離島その他の地域であって基準省令第��条第�項の厚生労働大臣が定めるも

のにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、

前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員

数は、�人以上とする。

� 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち

�人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

（管理者）

第��条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業

所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事

させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることがで

きるものとする。

（設備及び備品等）

第�	条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区

画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。

（同居家族に対するサービス提供の制限）

第�
条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に

対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者
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に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

� 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であっ

て、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが

困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

� 当該居宅介護が第��条第�項に規定するサービス提供責任者の行う具体的

な指示に基づいて提供される場合

� 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、

当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね�分の�を超えない

場合

� 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同

居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合におい

て、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第�項において準用する第��条

の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供さ

れていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措

置を講じなければならない。

（運営に関する基準）

第�	条 第
条第�項及び前節（第��条第�項、第��条、第��条第�項、第��

条、第��条及び第��条を除く。）の規定は、基準該当居宅介護の事業について

準用する。この場合において、第�条第�項中「第��条」とあるのは「第�	条

第�項において準用する第��条」と、第�条第�項中「次条第�項」とあるの

は「第�	条第�項において準用する次条第�項」と、第��条第�項中「第��条

第�項」とあるのは「第�	条第�項において準用する第��条第�項」と、第��

条第�号中「次条第�項」とあるのは「第�	条第�項において準用する次条第

�項」と、第��条第�項中「第�条第�項」とあるのは「第��条第�項」と、

第�条第�項中「第��条」とあるのは「第�	条第�項において準用する第��

条」と、第��条中「第��条」とあるのは「第�	条第�項において準用する第��

条」と読み替えるものとする。

� 第
条第�項から第�項まで並びに前節（第��条第�項、第��条、第��条第

 
595



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

�項、第��条、第��条及び第��条を除く。）並びに第��条から前条までの規定

は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの

事業について準用する。この場合において、第�	条第�項中「第��条」とある

のは「第�
条第�項において準用する第��条」と、第��条第�項中「次条第�

項」とあるのは「第�
条第�項において準用する次条第�項」と、第��条第�

項中「第��条第�項」とあるのは「第�
条第�項において準用する第��条第�

項」と、第��条第�号中「次条第�項」とあるのは「第�
条第�項において準

用する次条第�項」と、第�条第�項中「第�条第�項」とあるのは「第��条

第�項」と、第��条第�項中「第�条」とあるのは「第�
条第�項において準

用する第�条」と、第��条中「第��条」とあるのは「第�
条第�項において準

用する第��条」と、第��条第�項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第�


条第�項において準用する第��条第�項」と、第��条第�項中「次条第�項」

とあるのは「第�
条第�項」と読み替えるものとする。

第�章 療養介護

第�節 基本方針

第�	条 療養介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定療養介護」とい

う。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、障害者自立支援法施行規則（平成��年厚生労働省令第�
号。以下「規

則」という。）第�条の�に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況

及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的

管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 医師 健康保険法（大正��年法律第	号）第��条第�項第�号に規定する

 
596



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

厚生労働大臣の定める基準以上

� 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同

じ。）指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を�で除し

た数以上

� 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を

�で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を�

で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている

看護職員の数から利用者の数を�で除した数を控除した数を生活支援員の数

に含めることができるものとする。

� サービス管理責任者（指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を

行う者として基準省令第��条第�項第�号の厚生労働大臣が定めるものをい

う。以下同じ。） 指定療養介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて	�又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。


 第�項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に

�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

� 第�項に規定する指定療養介護事業所の従業者（第�号及び第�号に掲げる

者を除く。）は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療

養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

� 第�項第
号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和��年法律
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第���号）第��条第�号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項

及び第��条第	項において同じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第��条の

�第
項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け、

かつ、指定療養介護と指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。次

項及び第��条第	項において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供し

ている場合については、島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成��年島根県条例第 号。

第��条第	項において「指定入所施設基準」という。）第��条に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。

� 指定療養介護事業者が、指定医療機関（児童福祉法第�条の�第	項に規定

する指定医療機関をいう。）の設置者である場合であって、療養介護と指定入

所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定医療機関と

して適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保しているこ

とをもって、第
項から第�項までに規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。

（管理者）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指

定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるもの

とする。

第	節 設備に関する基準

（設備）

第��条 指定療養介護事業所は、医療法（昭和��年法律第��号）に規定する病

院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなけれ

ばならない。

� 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでな
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ければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでな

い。

� 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の

指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体

的に提供している場合については、指定入所施設基準第��条に規定する設備に

関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（契約支給量の報告等）

第��条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月

日その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）

を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

� 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者

証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならな

い。

� 前�項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介

護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

� 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者

等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

� 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際

は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方

法の例により算定した額又は法第�	条第�項において準用する法第�
条第�項
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に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるもの

とする。

� 指定療養介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定療養介護にお

いて提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決

定障害者から受けることができる。

� 日用品費

� 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 指定療養介護事業者は、前�項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければ

ならない。

� 指定療養介護事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説

明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

（利用者負担額に係る管理）

第��条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護

事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたとき

は、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合

計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法

の例により算定した額又は法第��条第�項において準用する法第�	条第�項に

規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護

医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額（以下こ

の条において「利用者負担額等合計額」という。）を算定しなければならな

い。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を

市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉

サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならな

い。
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（介護給付費の額に係る通知等）

第��条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に

係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に

対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知し

なければならない。

� 指定療養介護事業者は、第��条第�項の法定代理受領を行わない指定療養介

護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用

の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障

害者に対して交付しなければならない。

（指定療養介護の取扱方針）

第��条 指定療養介護事業者は、次条第�項に規定する療養介護計画に基づき、

利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療

養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならな

い。

� 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁

寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解し

やすいように説明を行わなければならない。

� 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。

（療養介護計画の作成等）

第�	条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に

係る個別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に

関する業務を担当させるものとする。

� サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全

般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章

において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければなら

 
601



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

ない。

� アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この

場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

� サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利

用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を

向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護

を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介

護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養

介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指

定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、

前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

� サービス管理責任者は、第�項に規定する療養介護計画の原案の内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければ

ならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画

を利用者に交付しなければならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」

という。）を行うとともに、少なくとも�月に�回以上、療養介護計画の見直

しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

	 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等

との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところ

により行わなければならない。

� 定期的に利用者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
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�� 第�項から第�項までの規定は、第�項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。

（サービス管理責任者の責務）

第��条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に

対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外に

おける指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日

常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこ

と。

� 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

（相談及び援助）

第��条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（機能訓練）

第�	条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常

生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第�
条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を

もって行われなければならない。

� 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。
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� 指定療養介護事業者は、前�項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え

及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

� 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指

定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。

（その他のサービスの提供）

第��条 指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行

うよう努めなければならない。

� 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者

とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。

（支給決定障害者に関する市町村への通知）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。

� 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

� 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療

養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

（管理者の責務）

第�	条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び

業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

� 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）
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第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第��条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員

� 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びそ

の額

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

	 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類


 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供でき

るよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなけれ

ばならない。

� 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業

所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者

の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。

（定員の遵守）

第�	条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行って

はならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。

（非常災害対策）
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第��条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けなければならない。

� 指定療養介護事業者は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計

画を立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を整

備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 指定療養介護事業者は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品

及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

（掲示）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。

（身体拘束等の禁止）

第��条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は

他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を

行ってはならない。

� 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要

な事項を記録しなければならない。

（地域との連携等）

第�	条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はそ
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の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。

（記録の整備）

第��条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から�年間保存しな

ければならない。

� 第��条第�項に規定する療養介護計画

� 第��条第�項に規定するサービスの提供の記録

� 第��条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 次条において準用する第	�条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第	
条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第��条 第
�条、第
�条、第
条、第
�条から第
�条まで、第�
条、第�条、第

�条第�項及び第�条から第	
条までの規定は、指定療養介護の事業について

準用する。この場合において、第
�条第�項中「第�条」とあるのは「第��

条」と、第�
条第�項中「次条第�項」とあるのは「第��条第�項」と読み替

えるものとする。

第�章 生活介護

第�節 基本方針

第��条 生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」とい

う。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、規則第�条の�に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、

創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。
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第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うため

に必要な数

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第�

章、第�章及び第��章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生

活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、ア�からウ�までに掲げる平均障害程

度区分（基準省令第	�条第
項第�号イの厚生労働大臣が定めるところに

より算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞ

れア�からウ�までに掲げる数とする。

ア� 平均障害程度区分が�未満 利用者の数を�で除した数以上

イ� 平均障害程度区分が�以上未満 利用者の数をで除した数以上

ウ� 平均障害程度区分が以上 利用者の数を�で除した数以上

イ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、
以上とする。

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単

位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

エ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、
以上とする。

� サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 
以上

イ 利用者の数が��以上 
に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに
を加えて得た数以上
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� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に

�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

� 第�項第�号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。

� 第�項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生

活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定

生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障

がない場合はこの限りでない。

� 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第	
条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所（以

下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業

所（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置することができ

る。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

従業者（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、常勤かつ

専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならな

い。

（準用）

第	�条 第��条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第�節 設備に関する基準

（設備）
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第��条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目

的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合

は、兼用することができる。

� 第�項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するもので

なければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでな

い。

第�節 運営に関する基準

（利用者負担額等の受領）

第��条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

� 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際

は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額の支払を受けるものとする。

� 指定生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定生活介護にお

いて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給

決定障害者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 創作的活動に係る材料費

� 日用品費
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� 前�号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要す

る費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号に掲げる費用については、基準省令第��条第�項の別に厚生労働

大臣が定めるところによるものとする。

� 指定生活介護事業者は、第�項から第�項までの費用の額の支払を受けた場

合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し

交付しなければならない。

� 指定生活介護事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説

明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

（介護）

第�	条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。


 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。

� 指定生活介護事業者は、前�項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え

及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

� 指定生活介護事業者は、常時�人以上の従業者を介護に従事させなければな

らない。

� 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指

定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

（生産活動）

第��条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実

情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければな

らない。
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� 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従

事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮し

なければならない。

� 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能

率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなけれ

ばならない。

� 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は

消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなけ

ればならない。

（工賃の支払）

第��条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る

事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額

を工賃として支払わなければならない。

（食事）

第��条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を

説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者

の同意を得なければならない。

� 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障

害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄

養管理を行わなければならない。

� 調理は､ あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

� 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業

所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法につ

いて保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

（健康管理）

第��条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、

健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
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（支給決定障害者に関する市町村への通知）

第��条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次

の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。

� 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことによ

り、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

� 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又

は受けようとしたとき。

（運営規程）

第��条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第��条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 利用定員

� 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びそ

の額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

（衛生管理等）

第��条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管
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理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

（協力医療機関）

第��条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、協力医療機関を定めておかなければならない。

（掲示）

第��条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（準用）

第��条 第��条から第�	条まで、第
�条、第
�条、第
�条、第
�条、第
�条、第

��条から第�
条まで、第��条から第�
条まで、第�	条、第��条から第�
条まで

及び第��条から第��条までの規定は、指定生活介護の事業について準用する。

この場合において、第��条第項中「第�
条」とあるのは「第��条」と、第
�

条第�項中「次条第項」とあるのは「第	�条第項」と、第
�条第�項中

「第

条第�項」とあるのは「第	�条第�項」と、第��条第項中「次条第

項」とあるのは「第��条において準用する次条第項」と、「療養介護計画」

とあるのは「生活介護計画」と、第��条中「療養介護計画」とあるのは「生活

介護計画」と、第��条中「前条」とあるのは「第��条において準用する前条」

と、第��条第�項第号中「第��条」とあるのは「第��条において準用する第

��条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第�号中

「第��条第項」とあるのは「第��条において準用する第
�条第項」と、同

項第�号中「第��条」とあるのは「第��条」と、同項第�号中「第��条第�

項」とあるのは「第��条において準用する第��条第�項」と、同項第�号及び

第�号中「次条」とあるのは「第��条」と読み替えるものとする。

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
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（基準該当生活介護の基準）

第��条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス（第���条に規定する特定基

準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。）

の事業を行う者（以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。）

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

� 指定通所介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成��年厚生省令第��号。以下「指定居宅サービス等基準」と

いう。）第��条第	項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）

であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護

を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基

準第��条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）を提供するものであ

ること。

� 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第��条第	項に規定する指

定通所介護事業所をいう。以下同じ。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅

サービス等基準第�
条第�項第	号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。

以下同じ。）の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受

ける利用者の数の合計数で除して得た面積が�平方メートル以上であるこ

と。

� 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供す

る指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当生活介護

を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事

業所として必要とされる数以上であること。

� 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けてい

ること。

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第��条 次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成�
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年厚生労働省令第��号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第��

条第�項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）

が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けるこ

とが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サー

ビス基準第��条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通い

サービス（指定地域密着型サービス基準第��条第�項に規定する通いサービス

をいう。以下同じ。）を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活

介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準第��条第�項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。以下同じ。）を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合にお

いて、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用

しない。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者（指定地域密着型サービス基準第��条第�項に

規定する登録者をいう。）の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみ

なされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に

規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令（平成

��年厚生労働省令第���号。以下「特区省令」という。）第	条第�項の規

定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多

機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者の数の合計数の上限をいう。以

下この条において同じ。）を��人以下とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数とこの条の

規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第	条

第�項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数

の合計数の�日当たりの上限をいう。以下同じ。）を登録定員の
分の�か

ら��人までの範囲内とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂（指定地域密着型
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サービス基準第��条第�項第�号に規定する居間及び食堂をいう。）は、機

能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービ

スの利用者数及びこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通い

サービス又は特区省令第�条第�項の規定により自立訓練とみなされる通い

サービスを受ける障害者の数の合計数であるとした場合における指定地域密

着型サービス基準第��条に規定する基準を満たしていること。

� この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける

障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他

の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

（準用）

第�	条 第	
条第�項から第�項までの規定は、基準該当生活介護の事業につい

て準用する。

第�章 短期入所

第�節 基本方針

第��条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短期

入所」という。）の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている

環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果

的に行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 法第�条第�項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所

（以下この章において「指定短期入所事業所」という。）として当該施設と一

体的に運営を行う事業所（以下この章において「併設事業所」という。）を設

置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次

の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 指定障害者支援施設その他の法第�条第�項に規定する施設（入所による
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ものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」

という。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置

する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当

該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる

数以上

� 第���条第�項に規定する指定共同生活介護事業者、第���条第�項に規定

する指定自立訓練（生活訓練）事業者（規則第��条第�号に規定する宿泊型

自立訓練の事業を行う者に限る。）又は第��	条第�項に規定する指定共同

生活援助事業者（以下この章において「指定共同生活介護事業者等」とい

う。）である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する

場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれア

又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に第��
条に規定する指定共同生活介護、第���条に

規定する指定自立訓練（生活訓練）（規則第��条第�号に規定する宿泊型

自立訓練に係るものに限る。）又は第���条に規定する指定共同生活援助

（以下この章において「指定共同生活介護等」という。）を提供する時間

帯 指定共同生活介護事業所等（当該指定共同生活介護事業者等が設置す

る当該指定に係る指定共同生活介護事業所（第���条第�項に規定する指

定共同生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（第

���条第�項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をいう。）又は

指定共同生活援助事業所（第��	条第�項に規定する指定共同生活援助事

業所をいう。以下この章において同じ。）の利用者の数及び併設事業所の

利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護事業所等の利用者の数とみな

した場合において、当該指定共同生活介護事業所等における生活支援員又

はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次のア�又

はイ�に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ

ア�又はイ�に定める数
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ア� 当該日の指定短期入所の利用者の数が�以下 �以上

イ� 当該日の指定短期入所の利用者の数が�以上 �に当該日の指定短期

入所の利用者の数が�を超えて�又はその端数を増すごとに�を加えて

得た数以上

� 法第�条第�項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用

されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事

業を行う事業所（以下この章において「空床利用型事業所」という。）に置く

べき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とす

る。

� 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業

所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の

数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設とし

て必要とされる数以上

� 指定共同生活介護事業者等である当該施設が、指定短期入所事業所として

空床利用型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供す

る時間帯に応じ、それぞれア又はイに定める数

ア 指定短期入所と同時に指定共同生活介護等を提供する時間帯 当該指定

共同生活介護事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の

合計数を当該指定共同生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合にお

いて、当該指定共同生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ず

る従業者として必要とされる数以上

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） 次のア�又

はイ�に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ

ア�又はイ�に掲げる数

ア� 当該日の指定短期入所の利用者の数が�以下 �以上

イ� 当該日の指定短期入所の利用者の数が�以上 �に当該日の指定短期

入所の利用者の数が�を超えて�又はその端数を増すごとに�を加えて

得た数以上
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� 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所（以下この章に

おいて「単独型事業所」という。）に置くべき生活支援員の員数は、次の各号

に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。

� 指定生活介護事業所、第���条第�項に規定する指定共同生活介護事業所、

第���条第�項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所、第���条第�項

に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所、第�	�条第�項に規定する指

定就労移行支援事業所、第�
�条第�項に規定する指定就労継続支援Ａ型事

業所、指定就労継続支援Ｂ型事業所（第��	条に規定する指定就労継続支援

Ｂ型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。）、第��	条第�項に

規定する指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所（児童福祉

法第��条のの�第�項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業

を行う事業所をいう。）（以下この章において「指定生活介護事業所等」と

いう。）において指定短期入所の事業を行う場合 ア又はイに掲げる指定短

期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 指定生活介護、第���条に規定する指定共同生活介護、第���条に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）、第���条に規定する指定自立訓練（生活訓

練）、第�
�条に規定する指定就労継続支援Ａ型、第��	条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型、第���条に規定する指定共同生活援助又は児童福祉法

第��条のの�第�項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該

指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の

合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合におい

て、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業

者として必要とされる数以上

イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、ア

に掲げる時間以外の時間 次のア�又はイ�に掲げる当該日の利用者の数の区

分に応じ、それぞれア�又はイ�に掲げる数

ア� 当該日の利用者の数が�以下 �以上

イ� 当該日の利用者の数が�以上 �に当該日の利用者の数が�を超えて
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�又はその端数を増すごとに�を加えて得た数以上

� 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所

の事業を行う場合 前号のア�又はイ�に掲げる当該日の利用者の数の区分に応

じ、それぞれ前号のア�又はイ�に掲げる数

（準用）

第���条 第�条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

第�節 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第���条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第	条第
項に規定する施

設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用い

るものでなければならない。

� 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内に

ある法第	条第
項に規定する施設（以下この章において「併設本体施設」と

いう。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援

に支障がないときは、当該併設本体施設の設備（居室を除く。）を指定短期入

所の事業の用に供することができるものとする。

� 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有するこ

とで足りるものとする。

� 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設

備を設けなければならない。

	 前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ 利用者�人当たりの床面積は、収納設備等を除き
平方メートル以上と

すること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
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� 食堂

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。

イ 必要な備品を備えること。

� 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

� 洗面所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

第�節 運営に関する基準

（指定短期入所の開始及び終了）

第���条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事

業者」という。）は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介

護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供

するものとする。

� 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所

の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福

祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第���条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業

所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において

「受給者証記載事項」という。）を、支給決定障害者等の受給者証に記載しな

ければならない。

� 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者

等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給

決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村
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に提出しなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第���条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害

者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

� 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際

は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費

用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定短期入所事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定短期入所にお

いて提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決

定障害者等から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 光熱水費

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要す

る費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号及び第�号に掲げる費用については、基準省令第�	�条第�項の

別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。


 指定短期入所事業者は、第�項から第�項までの費用の額の支払を受けた場

合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対

し交付しなければならない。

� 指定短期入所事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について

説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

（指定短期入所の取扱方針）

第���条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環

境に応じ適切に提供されなければならない。

� 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁
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寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。

（サービスの提供）

第���条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなけ

ればならない。

� 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しき

しなければならない。

� 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担によ

り、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはなら

ない。

� 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者

に対して食事の提供を行わなければならない。

� 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜
し

好を考慮したものと

するとともに、適切な時間に提供しなければならない。

（運営規程）

第��	条 指定短期入所事業者は、次の各号（第���条第�項の規定の適用を受け

る施設にあっては、第�号を除く。）に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する運営規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員

� 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及び

その額

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法
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� 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（定員の遵守）

第���条 指定短期入所事業者は、次の各号に掲げる利用者の数以上の利用者に

対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

� 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用

者の数

� 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員（第���条第�項に規

定する指定共同生活介護事業所又は第���条第�項に規定する指定共同生活

援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニット（居室及び居室に近接し

て設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される

場所をいう。以下同じ。）の入居定員）及び居室の定員を超えることとなる

利用者の数

� 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利

用者の数

（準用）

第���条 第��条、第��条から第�	条まで、第��条、第��条、第�
条、第��条、

第��条、第
�条、第
�条から第�
条まで、第��条、第�	条、第��条、第��条、

第��条、第��条、第	�条及び第��条から第��条までの規定は、指定短期入所の

事業について準用する。この場合において、第��条第�項中「第
�条」とある

のは「第��	条」と、第��条第項中「次条第�項」とあるのは「第���条第�

項」と、第��条第項中「第��条第項」とあるのは「第���条第項」と、

第��条中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」と読み替える

ものとする。

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準
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（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例）

第���条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基

準該当短期入所」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当

短期入所事業者」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。

� 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって、第��条の規定により基準該

当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第�条第�項の規定によ

り自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所に登録を受けた利用者に対して指定小規模多機能型居宅

介護のうち宿泊サービス（指定地域密着型サービス基準第��条第	項に規定

する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。）を提供するものであ

ること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利用定員（当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスを利用する者の数と基準

該当短期入所の提供を受ける利用者の数の合計数の�日当たりの上限をい

う。以下この条において同じ。）を通いサービスの利用定員の
分の�から

�人までの範囲内とすること。

� 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に個室（指定地域密着型サービス

基準第��条第�項第�号ハに規定する個室をいう。以下この号において同

じ。）以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービ

スの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむ

ね���平方メートル以上であること。

� 基準該当短期入所の提供を受ける利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受け

ていること。

（準用）

第���条 第���条第�項から第�項までの規定は、基準該当短期入所の事業につ

いて準用する。
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第�章 重度障害者等包括支援

第�節 基本方針

第���条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス（以下この章にお

いて「指定重度障害者等包括支援」という。）の事業は、常時介護を要する利

用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置か

れている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわた

る援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章において「指

定重度障害者等包括支援事業者」という。）は、当該指定重度障害者等包括支

援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護事業

者及び第��	条第�項に規定する指定共同生活援助事業者を除く。第��
条にお

いて同じ。）又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

� 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行

う事業所（以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」とい

う。）ごとに、サービス提供責任者を�以上置かなければならない。

� 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサー

ビス管理を行う者として基準省令第��
条第�項の厚生労働大臣が定めるもの

でなければならない。

 第�項のサービス提供責任者のうち、�人以上は、専任かつ常勤でなければ

ならない。

（準用）

第���条 第�条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第�節 設備に関する基準

（準用）

第��	条 第�条第�項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準
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用する。

第�節 運営に関する基準

（実施主体）

第���条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又

は指定障害者支援施設でなければならない。

（事業所の体制）

第���条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応で

きる体制を有していなければならない。

� 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することによ

り、�以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならな

い。

� 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に

関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

（障害福祉サービスの提供に係る基準）

第���条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（生活

介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。）を自ら又は第三者

に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支

援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、島根県

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成	
年島根県条例第 号）又は島根県障害者自立支援法に基

づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成	
年島根

県条例第 号）に規定する基準を満たさなければならない。

� 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用

者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（居

宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。）の提供をさせてはな

らない。

� 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（短期入所及

び共同生活介護に限る。）を自ら又は第三者に委託することにより提供する場
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合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障

害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、

この条例に規定する基準を満たさなければならない。

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針）

第���条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第�項に規定するサービス

利用計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、

その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然

かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

� 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の

提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必

要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支

援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

（サービス利用計画の作成）

第���条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の

状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記

載した重度障害者等包括支援サービス利用計画（以下この章において「サービ

ス利用計画」という。）を作成しなければならない。

� サービス提供責任者は、サービス利用計画の作成に当たっては、サービス担

当者会議（サービス提供責任者がサービス利用計画の作成のためにサービス利

用計画の原案に位置付けた障害福祉サービスの担当者（以下この条において

「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。）の開催、担当者に対する

照会等により担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。

� サービス提供責任者は、サービス利用計画を作成した際は、利用者及びその

同居の家族にその内容を説明するとともに、当該サービス利用計画を交付しな

ければならない。

� サービス提供責任者は、サービス利用計画作成後においても、当該サービス
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利用計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該サービス利用計画の変更

を行うものとする。

� 第�項から第�項までの規定は、前項に規定するサービス利用計画の変更に

ついて準用する。

（運営規程）

第���条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業

所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程

を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

� 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費

用の種類及びその額

� 通常の事業の実施地域

� 緊急時等における対応方法

� 事業の主たる対象とする利用者

	 虐待の防止のための措置に関する事項


 その他運営に関する重要事項

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第�	条、第�
条、第��条、第��条から第	�条

まで及び第�条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用す

る。この場合において、第��条第�項中「第��条」とあるのは「第���条」と、

第��条第�項中「次条第�項」とあるのは「第���条において準用する次条第

�項」と、第�	条第�項中「第��条第�項」とあるのは「第���条において準

用する第��条第�項」と読み替えるものとする。

第�章 共同生活介護

第�節 基本方針

第��	条 共同生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活介護」
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という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介

護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定共同生活介護の事業を行う者（以下「指定共同生活介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活介護事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 世話人 指定共同生活介護事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を

�で除した数以上

� 生活支援員 指定共同生活介護事業所ごとに、常勤換算方法で、次のアか

らエまでに掲げる数の合計数以上

ア 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する

省令（平成��年厚生労働省令第�	号。以下「区分省令」という。）第�条

第
号に規定する区分三に該当する利用者の数を�で除した数

イ 区分省令第�条第�号に規定する区分四に該当する利用者の数を�で除

した数

ウ 区分省令第�条第号に規定する区分五に該当する利用者の数を�で除

した数

エ 区分省令第�条第�号に規定する区分六に該当する利用者の数を���で

除した数

� サービス管理責任者 指定共同生活介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が�	以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が�	を超えて�	又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上
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� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項に規定する指定共同生活介護の従業者は、専ら指定共同生活介護事業

所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合はこの限りでない。

（管理者）

第���条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活介護事業所の他の職

務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるもの

とする。

� 指定共同生活介護事業所の管理者は、適切な指定共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第���条 指定共同生活介護に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度

に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入

所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」と

いう。）又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

� 指定共同生活介護事業所は、�以上の共同生活住居を有するものとし、当該

共同生活住居の入居定員の合計は	人以上とする。

� 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたも

のでなければならない。

	 共同生活住居は、その入居定員を�人以上�
人以下とする。ただし、既存の

建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を�

人以上�
人（知事が特に必要があると認めるときは�
人）以下とすることがで

きる。

� 共同生活住居は、�以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要
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な設備を設けなければならない。

� ユニットの入居定員は、�人以上��人以下とする。

� ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることが

できる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

� �の居室の定員は、�人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必

要と認められる場合は、�人とすることができる。

� �の居室の面積は、収納設備等を除き、�	
�平方メートル以上とするこ

と。

第�節 運営に関する基準

（入退居）

第��条 指定共同生活介護は、共同生活住居への入居を必要とする利用者（入

院治療を要する者を除く。）に提供するものとする。

� 指定共同生活介護事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の

状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた

上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わな

ければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切

な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければならない。

（入退居の記録の記載等）

第��条 指定共同生活介護事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同

生活介護事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項にお

いて「受給者証記載事項」という。）を、利用者の受給者証に記載しなければ

ならない。

� 指定共同生活介護事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞な

く市町村に対し報告しなければならない。

（利用者負担額等の受領）
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第���条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護を提供した際は、支給

決定障害者から当該指定共同生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるもの

とする。

� 指定共同生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活介護を提

供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活介護に係る指定障害福祉

サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定共同生活介護事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定共同生活

介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支

払を支給決定障害者から受けることができる。

� 食材料費

� 家賃（法第��条第�項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給

された場合（同条第�項において準用する法第	
条第�項の規定により特定

障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活介護事業者に支払われ

た場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第��条第�項にお

いて準用する法第	
条第�項の規定により当該利用者に支給があったものと

みなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。）

� 光熱水費

� 日用品費

� 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活介護において提供される便宜に

要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 指定共同生活介護事業者は、前�項の費用の額の支払を受けた場合は、当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなけ

ればならない。

� 指定共同生活介護事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

（利用者負担額に係る管理）
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第���条 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の体験的な指定

共同生活介護を受けている者を除く。）が同一の月に当該指定共同生活介護事

業者が提供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたと

きは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負

担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定共同生活

介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決

定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を受けている者を除く。）及び

当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生

活介護を受けている者に限る。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一

の月に当該指定共同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び他の指定

障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活介護及び他の指定障害

福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場

合において、当該指定共同生活介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に

報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等

を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

（指定共同生活介護の取扱方針）

第���条 指定共同生活介護事業者は、第���条において準用する第��条に規定す

る共同生活介護計画（以下「共同生活介護計画」という。）に基づき、利用者

が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとと

もに、指定共同生活介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し

なければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指

定共同生活介護の提供を行う場合には、共同生活介護計画に基づき、当該利用

者が、継続した指定共同生活介護の利用に円滑に移行できるよう配慮するとと

もに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければ
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ならない。

� 指定共同生活介護事業所の従業者は、指定共同生活介護の提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、その提供する指定共同生活介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。

（サービス管理責任者の責務）

第���条 サービス管理責任者は、第���条において準用する第��条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に

対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活介護

事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者

が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自

立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援

を行うこと。

� 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等

との連絡調整を行うこと。

� 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

（介護及び家事等）

第���条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

	 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう

努めなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当

該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせ

てはならない。

（社会生活上の便宜の供与等）
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第���条 指定共同生活介護事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等

との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に

対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、

その者の同意を得て代わって行わなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（運営規程）

第���条 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、次の各

号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなけ

ればならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入居定員

� 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及

びその額

� 入居に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

	 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類


 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第���条 指定共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活介護

を提供できるよう、指定共同生活介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生

活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活介護の提供に配慮
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しなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、指定共同生活介護事業所ごとに、当該指定共同

生活介護事業所の従業者によって指定共同生活介護を提供しなければならな

い。ただし、当該指定共同生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に

行うことができる場合は、この限りでない。

� 指定共同生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活介護に

係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果

等を記録しなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

（支援体制の確保）

第���条 指定共同生活介護事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必

要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他

の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第���条 指定共同生活介護事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並

びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（協力医療機関等）

第�	
条 指定共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

� 指定共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。

（準用）

第�	�条 第�
条、第��条、第��条、第�条から第��条まで、第��条、第�	条、

第��条、第��条から第	�条まで、第条、第�
条、第��条、第��条、第��条、

第�条から第��条まで、第�
条、第��条及び第�	条の規定は、指定共同生活介
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護の事業について準用する。この場合において、第��条第�項中「第��条」と

あるのは「第���条」と、第��条第�項中「次条第�項」とあるのは「第���条

第�項」と、第�	条第�項中「第��条第�項」とあるのは「第���条第�項」

と、第��条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、第

条第

�項第�号中「第��条」とあるのは「第�	�条において準用する第��条」と、

「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と、同項第�号中「第��条

第�項」とあるのは「第�	�条において準用する第��条第�項」と、同項第�

号中「第�
条」とあるのは「第�	�条において準用する第�条」と、同項第�

号中「第
�条第�項」とあるのは「第�	�条において準用する第
�条第�項」

と、同項第�号及び第�号中「次条」とあるのは「第�	�条」と、第	条中

「前条の協力医療機関」とあるのは「第�	�条第�項の協力医療機関及び同条

第�項の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

第�章 自立訓練（機能訓練）

第�節 基本方針

第�	�条 自立訓練（機能訓練）（規則第�条の�第�号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

自立訓練（機能訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、規則第�条の�第�号に規定する者に対し

て、規則第�条の�第�号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の

維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うもので

なければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�	�条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機

能訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練

（機能訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。

� 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
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ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自

立訓練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を�で除

した数以上とする。

イ 看護職員の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、�以上とす

る。

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ご

とに、�以上とする。

エ 生活支援員の数は、指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、�以上と

する。

� サービス管理責任者 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、ア又はイ

に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者が、指定自立訓練（機能訓練）事業所にお

ける指定自立訓練（機能訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより

指定自立訓練（機能訓練）（以下この条において「訪問による指定自立訓練

（機能訓練）」という。）を提供する場合は、指定自立訓練（機能訓練）事業

所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓

練（機能訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

	 第�項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受け

る場合は、推定数による。


 第�項第�号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。

� 第�項、第�項及び前項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業

者は、専ら当該指定自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなけれ
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ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

� 第�項第�号の看護職員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（準用）

第���条 第	
条及び第��条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業につい

て準用する。

第�節 設備に関する基準

（準用）

第��	条 第�条の規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。

第�節 運営に関する基準

（利用者負担額等の受領）

第���条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、指定自立訓練（機能訓練）を提

供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者

負担額の支払を受けるものとする。

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練

（機能訓練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓

練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定

自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に

掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定自立訓練（機能訓練）において提供され

る便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号に掲げる費用については、基準省令第�	�条第�項の別に厚生労
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働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第�項から第�項までに係る費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給

決定障害者に対し交付しなければならない。

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費

用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

（訓練）

第���条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を

行わなければならない。

	 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用

することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利

用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

� 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、常時�人以上の従業者を訓練に従事さ

せなければならない。


 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担に

より、当該指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受

けさせてはならない。

（地域生活への移行のための支援）

第���条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第��条第�項に規定する指

定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必

要な調整を行わなければならない。

	 指定自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に

移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

（準用）
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第���条 第��条から第��条まで、第��条、第��条、第��条、第��条から第��条

まで、第	�条から第
�条まで、第
�条、第��条から第��条まで、第�	条から第

��条まで及び第��条から第��条までの規定は、指定自立訓練（機能訓練）の事

業について準用する。この場合において、第��条第�項中「第��条」とあるの

は「第���条において準用する第��条」と、第��条第項中「次条第�項」と

あるのは「第��
条第�項」と、第��条第項中「第��条第項」とあるのは

「第��
条第項」と、第	�条第�項中「次条第�項」とあるのは「第���条に

おいて準用する次条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機

能訓練）計画」と、第
�条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、同条第�項中「�月」とあるのは「�月」と、第
�条中「前

条」とあるのは「第���条において準用する前条」と、第��条第項第�号中

「第
�条」とあるのは「第���条において準用する第
�条」と、「療養介護計

画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第号中「第		条第�

項」とあるのは「第���条において準用する第��条第�項」と、同項第�号中

「第
�条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、同項第�号中

「第�	条第項」とあるのは「第���条において準用する第�	条第項」と、

同項第�号及び第�号中「次条」とあるのは「第���条」と、第��条中「第��

条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、第��条中「前条」と

あるのは「第���条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）

第�	�条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第��
条に規

定する特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この節において「基準

該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う者（以下この節において

「基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。

� 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害
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者に対して指定通所介護を提供するものであること。

� 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用

者の数と基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除し

て得た面積が�平方メートル以上であること。

� 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供す

る指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練

（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指

定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。

� 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを

提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要

な技術的支援を受けていること。

（準用）

第���条 第���条第�項から第�項までの規定は、基準該当自立訓練（機能訓

練）の事業について準用する。

第	章 自立訓練（生活訓練）

第
節 基本方針

第���条 自立訓練（生活訓練）（規則第�条の�第�号に規定する自立訓練

（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定

自立訓練（生活訓練）」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、規則第�条の�第�号に規定する者に対し

て、規則第�条の�第�号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等の

ために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（生

活訓練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練

（生活訓練）事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとお
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りとする。

� 生活支援員 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、

アに掲げる利用者の数を�で除した数とイに掲げる利用者の数を��で除した

数の合計数以上

ア イに掲げる利用者以外の利用者

イ 指定宿泊型自立訓練（指定自立訓練（生活訓練）のうち、規則第��条第

�号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。）の利用者

� 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練（生活訓

練）事業所ごとに�以上

� サービス管理責任者 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、ア又はイ

に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が	�以下 �以上

イ 利用者の数が	�以上 �に、利用者の数が	�を超えて
�又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指

定自立訓練（生活訓練）事業所については、前項第�号中「生活支援員」とあ

るのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練（生活訓練）事業所」

とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練（生活訓練）事

業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員

の数は、当該指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、それぞれ�以上とす

る。

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者が、指定自立訓練（生活訓練）事業所にお

ける指定自立訓練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより

指定自立訓練（生活訓練）（以下この項において「訪問による指定自立訓練

（生活訓練）」という。）を提供する場合は、前�項に規定する員数の従業者

に加えて、当該訪問による指定自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を

�人以上置くものとする。

 第�項（第�項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は、前
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年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

� 第�項及び第�項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所の従業者は、

専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

� 第�項第�号又は第�項の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければ

ならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所

であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

（準用）

第�	
条 第	�条及び第��条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業につい

て準用する。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第�		条 指定自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、

便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第

�項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次の

とおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練（生活訓

練）事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができ
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る。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。

イ �の居室の面積は、収納設備等を除き、����平方メートル以上とするこ

と。

� 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合

は、兼用することができる。

� 第�項及び第	項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事

業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合はこの限りでない。

第�節 運営に関する基準

（サービスの提供の記録）

第
��条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）（指

定宿泊型自立訓練を除く。）を提供した際は、当該指定自立訓練（生活訓練）

の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練（生活訓練）の提供の都度

記録しなければならない。

 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、

当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければな

らない。

	 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前項の規定による記録に際しては、

支給決定障害者等から指定自立訓練（生活訓練）を提供したことについて確認

を受けなければならない。

（利用者負担額等の受領）

第
��条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定自立訓練（生活訓練）を提

供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者

負担額の支払を受けるものとする。

 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練
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（生活訓練）を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓

練）に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定

自立訓練（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。）において提供される便

宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受

けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定自立訓練（生活訓練）において提供され

る便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、

第�項及び第�項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供

される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害

者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 光熱水費

� 居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるも

のを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。）の提供を

行ったことに伴い必要となる費用

� 日用品費

� 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜

に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 第�項第�号及び前項第�号から第�号までに掲げる費用については、基準

省令第��	条第�項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。


 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第�項から第�項までに係る費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給
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決定障害者に対し交付しなければならない。

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、第�項及び第�項の費用に係るサービ

スの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならな

い。

（記録の整備）

第���条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。

� 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に対する指定自立訓練（生活訓

練）の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生活

訓練）を提供した日から	年間保存しなければならない。

� 次条において準用する第
�条第�項の規定により作成する自立訓練（生活

訓練）計画

� 第��
条第�項及び第�項に規定するサービスの提供の記録

� 次条において準用する第�条に規定する市町村への通知に係る記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 次条において準用する第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録

（準用）

第��条 第��条から第�条まで、第��条、第��条、第��条、第�条、第��条か

ら第��条まで、第�条から第
�条まで、第
�条、第��条から第��条まで、第��

条、第�
条、第��条から第�条まで、第���条、第���条及び第���条の規定は、

指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において、第��

条第�項中「第��条」とあるのは「第��条において準用する第�条」と、第

��条第�項中「次条第�項から第�項まで」とあるのは「第���条第�項から

第�項まで」と、第��条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第���条において準用する基
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準省令第��条の厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条において同じ。）

の」と、「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第

��条第�項中「第��条第�項」とあるのは「第���条第�項」と、第��条第	

項中「次条第	項」とあるのは「第���条において準用する次条第	項」と、

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第
�条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第�項中「

月」とあるのは「�月」と、第
�条中「前条」とあるのは「第���条において

準用する前条」と、第��条中「第��条」とあるのは「第���条において準用す

る第��条」と、第��条中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」

と、第���条中「支給決定障害者が」とあるのは「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び基準省令第���条において準用する基準省令第���条

の厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条において同じ。）が」と読み替

えるものとする。

第�節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

（基準該当自立訓練（生活訓練）の基準）

第�
�条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第��
条に規

定する特定基準該当自立訓練（生活訓練）を除く。以下この節において「基準

該当自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う者（以下この節において

「基準該当自立訓練（生活訓練）事業者」という。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。

� 指定通所介護事業者であって、地域において自立訓練（生活訓練）が提供

されていないこと等により自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害

者に対して指定通所介護を提供するものであること。

� 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護の利用

者の数と基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除し

て得た面積が�平方メートル以上であること。

� 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供す

る指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練
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（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指

定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。

� 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを

提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要

な技術的支援を受けていること。

（準用）

第���条 第���条第�項から第�項までの規定は、基準該当自立訓練（生活訓

練）の事業について準用する。

第��章 就労移行支援

第�節 基本方針

第��	条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労移行支援」

という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、規則第�条の
に規定する者に対して、規則第�条の�に規定する

期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定就労移行支援の事業を行う者（以下「指定就労移行支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労移行支援事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を�で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

� 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の

数を�で除した数以上
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� サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移

行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援

に支障がない場合はこの限りでない。

	 第�項第�号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常

勤でなければならない。


 第�項第�号の就労支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数）

第���条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆ

う師に係る学校養成施設認定規則（昭和��年
文部

厚生
省令第�号）によるあん摩

マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されて

いる指定就労移行支援事業所（以下この章において「認定指定就労移行支援事

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を��で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

ウ 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

� サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる
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利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の従業者及びその員数については、前条第�項から第�項まで及び第	

項の規定を準用する。

（準用）

第��
条 第
�条及び第��条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用す

る。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第��条の規

定は、適用しない。

第節 設備に関する基準

（認定指定就労移行支援事業所の設備）

第���条 次条において準用する第��条の規定にかかわらず、認定指定就労移行

支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に

係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

（準用）

第���条 第��条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第�節 運営に関する基準

（実習の実施）

第���条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第���条において準用する第��条

の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなけれ

ばならない。

� 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共

職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と

連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

（求職活動の支援等の実施）

第���条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の
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利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

� 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援セン

ター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じ

た求人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援の実施）

第���条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、

障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日

から�月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

（就職状況の報告）

第���条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の

数その他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第��条、第��条、第�	条、第�
条、第��条、

第	�条から第
�条まで、第��条から第�条まで、第�条、第��条から第��条ま

で、第��条から第��条まで、第�条から第�
条まで、第�	�条、第�
条及び第

�
�条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合におい

て、第��条第�項中「第	�条」とあるのは「第���条において準用する第��条」

と、第��条第�項中「次条第�項」とあるのは「第���条において準用する第

�
条第�項」と、第�	条中「支給決定障害者等の」とあるのは「支給決定障

害者（基準省令第��
条において準用する基準省令第��条の厚生労働大臣が定

める者を除く。以下この条において同じ。）の」と、「当該支給決定障害者

等」とあるのは「当該支給決定障害者」と、第�
条第�項中「第��条第�項」

とあるのは「第���条において準用する第�
条第�項」と、第��条第�項中

「次条第�項」とあるのは「第���条において準用する次条第�項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第�条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第�項中「�月」とあるのは「�

月」と、第�条中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」と、

第��条第�項第�号中「第�条」とあるのは「第���条において準用する第�
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条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第�号中

「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用する第��条第�項」と、

同項第	号中「第
�条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、

同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用する第��条

第�項」と、同項第号及び第�号中「次条」とあるのは「第���条」と、第

��条中「第��条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、第��条

中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」と、第���条中「支給

決定障害者が」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第���条において準用

する基準省令第���条の厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条において

同じ。）が」と読み替えるものとする。

第��章 就労継続支援Ａ型

第�節 基本方針

第���条 規則第�条の��第�号に規定する就労継続支援Ａ型に係る指定障害福

祉サービス（以下「指定就労継続支援Ａ型」という。）の事業は、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第�条の��第

�号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能

力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ａ型

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労継続支援Ａ型事

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごと

に、常勤換算方法で、利用者の数を��で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、�以上とす

る。
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ウ 生活支援員の数は、指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、�以上とす

る。

� サービス管理責任者 指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、ア又はイに掲

げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所の従業者は、専ら当該指定就

労継続支援Ａ型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用

者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

	 第�項第�号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常

勤でなければならない。


 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（準用）

第���条 第�条及び第��条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準

用する。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便

所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ
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と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 第�項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たって

支障がない場合は、設けないことができる。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者

への支援に支障がない場合は、兼用することができる。

� 第�項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援Ａ型事業所の用に供す

るものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限

りでない。

第�節 運営に関する基準

（実施主体）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、

当該指定就労継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければなら

ない。

� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第		条

に規定する子会社以外の者でなければならない。

（雇用契約の締結等）

第��
条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型の提供に当たっ

ては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により第

�
�条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。）は、

規則第�条の�第�号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継

続支援Ａ型を提供することができる。

（就労）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地

域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなけれ

ばならない。
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� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能

率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなけれ

ばならない。

（賃金及び工賃）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第���条第�項の規定による利用者が

自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高め

るよう努めなければならない。

� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第���条第�項の規定による利用者（以下

この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対しては、

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額

に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立し

た日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払わ

れる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

	 第�項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払わ

れる�月当たりの工賃の平均額は、
����円を下回ってはならない。

（実習の実施）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第���条において準用する第

�条の就労継続支援Ａ型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保

に努めなければならない。

� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たって

は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関

係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努

めなければならない。

（求職活動の支援等の実施）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その

他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

� 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援セ

 
658



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

ンター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向

及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するた

め、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職し

た日から�月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければなら

ない。

（利用者及び従業者以外の者の雇用）

第���条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就

労継続支援Ａ型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲

げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならな

い。

� 利用定員が��人以上��人以下 利用定員に���分の	�を乗じて得た数

� 利用定員が��人以上��人以下 ��又は利用定員に���分の��を乗じて得た

数のいずれか多い数

� 利用定員が��人以上 ��又は利用定員に���分の��を乗じて得た数のいず

れか多い数

（準用）

第��	条 第��条から第��条まで、第��条、第��条、第��条、第��条、第�
条、

第��条から第��条まで、第	
条から第��条まで、第��条、第��条から第��条ま

で、第�	条から第��条まで、第��条から第
�条まで、第���条及び第���条の規

定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、第

��条第項中「第��条」とあるのは「第��	条において準用する第
�条」と、

第��条第�項中「次条第項」とあるのは「第��	条において準用する第���条

第項」と、第��条第�項中「第��条第�項」とあるのは「第��	条において

準用する第���条第�項」と、第	
条第項中「次条第項」とあるのは「第

��	条において準用する次条第項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ａ型計画」と、第��条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援
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Ａ型計画」と、第��条中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」

と、第��条第�項第�号中「第�	条」とあるのは「第���条において準用する

第�	条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項

第�号中「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用する第
	条第�

項」と、同項第�号中「第��条」とあるのは「第���条において準用する第�	

条」と、同項第号中「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用す

る第��条第�項」と、同項第�号及び第�号中「次条」とあるのは「第���条」

と、第��条中「第��条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、

第��条中「前条」とあるのは「第���条において準用する前条」と読み替える

ものとする。

第�
章 就労継続支援Ｂ型

第�節 基本方針

第���条 規則第�条の�	第�号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続

支援Ｂ型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援

Ｂ型」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう、規則第�条の�	第�号に規定する者に対して就労の機会を提

供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び

能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。

第�節 人員に関する基準

（準用）

第���条 第�
条、第��条及び第���条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業に

ついて準用する。

第�節 設備に関する基準

（準用）

第���条 第���条の規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。

第節 運営に関する基準

（工賃の支払等）
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第���条 指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ｂ型

事業者」という。）は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に

係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなけれ

ばならない。

� 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる�月当たりの工賃の平均

額（第�項において「工賃の平均額」という。）は、�	


円を下回ってはな

らない。

� 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

� 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当

該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者

に通知するとともに、県に報告しなければならない

（準用）

第��
条 第�
条から第��条まで、第�
条、第��条、第��条、第�条、第��条、

第��条から第�条まで、第��条から第��条まで、第��条、第�
条から第��条ま

で、第��条から第��条まで、第��条、第��条から第�条まで、第��条、第��

条、及び第���条から第���条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業につ

いて準用する。この場合において、第�
条第�項中「第��条」とあるのは「第

��
条において準用する第��条」と、第��条第�項中「次条第�項」とあるの

は「第��
条において準用する第��条第�項」と、第�条第�項中「第��条第

�項」とあるのは「第��
条において準用する第��条第�項」と、第��条第�

項中「次条第�項」とあるのは「第��
条において準用する次条第�項」と、

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第�
条中「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第��条中「前条」とあるの

は「第��
条において準用する前条」と、第��条第�項第�号中「第�
条」と

あるのは「第��
条において準用する第�
条」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは

「第��
条において準用する第�
条第�項」と、同項第�号中「第��条」とあ
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るのは「第���条において準用する第��条」と、同項第�号中「第��条第�項」

とあるのは「第���条において準用する第��条第�項」と、同項第	号及び第


号中「次条」とあるのは「第���条」と、第��条中「第��条」とあるのは

「第���条において準用する第��条」と、第��条中「前条」とあるのは「第���

条において準用する前条」と、第���条第項中「第���条」とあるのは「第���

条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読

み替えるものとする。

第	節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

（実施主体等）

第���条 就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービス（第���条に規定す

る特定基準該当就労継続支援Ｂ型を除く。以下「基準該当就労継続支援Ｂ型」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業者」とい

う。）は、社会福祉法第�条第�項第�号に掲げる授産施設又は生活保護法

（昭和��年法律第���号）第��条第項第�号に掲げる授産施設を経営する者

でなければならない。

� 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行

う事業所（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業所」という。）ごとに、島根

県救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成��年島根県条例第 号。以下この条において「基準」と

いう。）第��条に掲げる職員のうちから人以上の者をサービス管理責任者と

しなければならない。

� 基準該当就労継続支援Ｂ型事業所は、基準に規定する授産施設として必要と

される設備を有しなければならない。

（運営規程）

第���条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、基準該当就労継続支援Ｂ型事業

所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程

を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針
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� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 基準該当就労継続支援Ｂ型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用

の種類及びその額

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

	 虐待の防止のための措置に関する事項


 その他運営に関する重要事項

（工賃の支払）

第���条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工

賃として支払わなければならない。

� 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生

活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならな

い。

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第��条から第�	条まで、第
�条、第
�条、第


�条（第�項を除く。）、第
�条、第��条から第�
条まで、第�
条、第��条か

ら第
条まで、第��条、第�
条、第��条から第��条まで、第	条、第	�条、第

��条、第�
条から第��条まで、第��条（第�項を除く。）、第���条、第�	�

条から第�	�条まで及び第�	条の規定は、基準該当就労継続支援Ｂ型の事業に

ついて準用する。この場合において、第��条第�項中「第�
条」とあるのは

「第��
条」と、第
�条第�項中「次条第�項」とあるのは「第���条において

準用する第��条第�項」と、第
�条第�項中「第

条第�項」とあるのは

「第���条において準用する第��条第�項」と、第��条第�項中「次条第�

項」とあるのは「第���条において準用する次条第�項」と、「療養介護計画」
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とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第��条中「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第��条中「前条」とあるの

は「第���条において準用する前条」と、第��条第�項第	号中「第��条」と

あるのは「第���条において準用する第��条」と、「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第�号中「第

条第	項」とあ

るのは「第���条において準用する第��条第	項」と、同項第�号中「第��条」

とあるのは「第���条において準用する第��条」と、同項第号中「第�
条第

�項」とあるのは「第���条において準用する第�
条第�項」と、同項第�号

及び第�号中「次条」とあるのは「第���条」と、第��条中「前条」とあるの

は「第���条において準用する前条」と、第���条第	項中「第��
条」とある

のは「第���条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継

続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

第��章 共同生活援助

第	節 基本方針

第��
条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助」

という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援

助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第���条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を

��で除した数以上

� サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数
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ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項に規定する指定共同生活援助の従業者は、専ら指定共同生活援助事業

所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合はこの限りでない。

（準用）

第��	条 第�
�条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

第�節 設備に関する基準

（準用）

第���条 第�
	条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

第節 運営に関する基準

（家事等）

第���条 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行

うよう努めなければならない。

� 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当

該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせてはなら

ない。

（勤務体制の確保等）

第
��条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助

を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。

� 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生

活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮

しなければならない。

� 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同
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生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならな

い。

� 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

（準用）

第���条 第��条、第��条、第��条、第��条から第��条まで、第��条、第�	条、

第�
条、第��条から第	�条まで、第��条、第��条、第��条、第��条、第��条、

第��条から第��条まで、第
�条、第
�条、第
	条、第���条から第���条まで、

第���条、第���条及び第���条から第�	�条までの規定は、指定共同生活援助の

事業について準用する。この場合において、第��条第項中「第��条」とある

のは「第���条において準用する第���条」と、第��条第�項中「次条第項」

とあるのは「第���条において準用する第���条第項」と、第�	条第�項中

「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用する第���条第�項」と、

第��条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第��条第�項

第号中「第��条」とあるのは「第���条において準用する第��条」と、「療

養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第�号中「第��条第

項」とあるのは「第���条において準用する第��条第項」と、同項第�号中

「第��条」とあるのは「第���条において準用する第
�条」と、同項第�号中

「第��条第�項」とあるのは「第���条において準用する第��条第�項」と、

同項第�号及び第�号中「次条」とあるのは「第���条」と、第
	条中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第���条において準用する第�	�条第項の協力

医療機関及び同条第�項の協力歯科医療機関」と、「第���条第�項第�号中

「当該指定共同生活介護事業者」とあるのは「当該指定共同生活援助事業者」

と、第���条第項及び第���条第項中「第�	�条」とあるのは「第���条」

と、第���条第項第�号及び第���条第項中「指定生活介護事業所」とある

のは「指定自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。

第�	章 多機能型に関する特例

（従業者の員数等に関する特例）
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第���条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業

所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継

続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事

業者が指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに指定児童発

達支援事業所（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営

に関する基準第�条に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）、指定医療

型児童発達支援事業所（同令第��条に規定する指定医療型児童発達支援事業所

をいう。）及び指定放課後等デイサービス事業所（同令第��条に規定する指定

放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が��人未満

である場合は、第��条第�項、第	
�条第�項及び第�項、第	��条第�項、第

	��条第項及び第�項並びに第	�
条第項（第	��条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師

及びサービス管理責任者を除く。）のうち、�人以上の者を常勤でなければな

らないものとすることができる。

� 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所

及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除

く。以下この条において同じ。）は、第��条第�項第�号及び第�項、第	
�

条第�項第�号及び第�項、第	��条第�項第�号及び第�項、第	��条第�項

第�号及び第�項並びに第	�
条第�項第�号及び第�項（これらの規定を第

	��条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を

行う多機能型事業所のうち基準省令第�	�条第�項の厚生労働大臣が定めるも

のを�の事業所であるとみなして、当該�の事業所とみなされた事業所に置く

べきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用

者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置

くべきものとされるサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければ

ならないものとすることができる。

� 利用者の数の合計が��以下 �以上
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� 利用者の数の合計が��以上 �に、利用者の数の合計が��を超えて��又は

その端数を増すごとに�を加えて得た数以上

（設備の特例）

第���条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配

慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することがで

きる。

第�	章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例

（従業者の員数に関する特例）

第���条 指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業（以下「指定共

同生活介護の事業等」という。）を一体的に行う指定共同生活介護事業所（以

下「一体型指定共同生活介護事業所」という。）及び指定共同生活援助事業所

（以下「一体型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき世話人及び

サービス管理責任者の員数は、第��	条第�項第�号及び第
号並びに第���条

第�項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

� 世話人 当該一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助

事業所を�の事業所であるとみなして、当該�の事業所とみなされた事業所

ごとに、常勤換算方法で、当該一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指

定共同生活援助事業所の利用者の数の合計を�で除した数以上

� サービス管理責任者 当該一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定

共同生活援助事業所を�の事業所であるとみなして、当該�の事業所とみな

された事業所ごとに、ア又はイに掲げる当該一体型指定共同生活介護事業所

及び一体型指定共同生活援助事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数の合計が��以下 �以上

イ 利用者の数の合計が��以上 �に、利用者の数の合計が��を超えて��又

はその端数を増すごとに�を加えて得た数以上

（設備及び定員の遵守に関する特例）

第��	条 一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所に
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おいては、これらの事業所の利用者の数の合計及びその入居定員の合計をこれ

らの事業所の利用者の数及び入居定員とみなして第���条（第���条において準

用する場合を含む。）及び第���条（第���条において準用する場合を含む。）

の規定を適用する。

第�	章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基

準

（離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準）

第��	条 離島その他の地域であって基準省令第���条の厚生労働大臣が定めるも

ののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるもので

あって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービス

を利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービ

ス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。）、自立訓練（機

能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該

当自立訓練（機能訓練）」という。）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自立訓

練を除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基

準該当自立訓練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該

当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」

という。）（以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。）の事業の

うち
以上の事業を一体的に行う事業者（以下「特定基準該当障害福祉サービ

ス事業者」という。）が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満

たすべき基準は、次条から第���条までに定めるところによる。

（従業者の員数）

第���条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービ

スを行う事業所（以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うため

に必要な数（特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。）

� 看護職員 �以上（特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練（機
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能訓練）を提供する事業所に限る。）

� 理学療法士又は作業療法士 �以上（特定基準該当生活介護を提供する事

業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止す

るための訓練又は特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所に限

る。）

� 生活支援員 常勤換算方法で、アに掲げる利用者の数を�で除して得た数

及びイに掲げる利用者の数を��で除して得た数の合計数以上

ア 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練（機能訓練）及び特定基

準該当自立訓練（生活訓練）の利用者

イ 特定基準該当就労継続支援Ｂ型の利用者

� 職業指導員 �以上（特定基準該当就労継続支援Ｂ型を提供する事業所に

限る。）

� サービス管理責任者 �以上

� 前項第�号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該

当障害福祉サービス事業所（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事

業所を除く。）は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導

員として置くことができる。

� 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（管理者）

第	�
条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サー

ビス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。た

だし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該

特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるも

のとする。

（利用定員）
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第���条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、その利用定員を

��人以上とする。

（準用）

第���条 第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第

�	条第
項、第��条、第��条から第	�条まで、第��条から第��条まで、第��

条、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第��条（第��号を除く。）及び

第�	条の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。こ

の場合において、第��条第項中「第��条」とあるのは「第���条第項にお

いて準用する第��条」と、第��条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付

費又は特例訓練等給付費」と、第��条第
項中「次条第項から第�項まで」

とあるのは「第���条第
項において準用する第�	条第
項及び第�項、第���

条第�項及び第�項において準用する第�	�条第
項及び第�項並びに第���条

第�項において準用する第���条第
項及び第�項」と、第�	条第
項中「第

��条第
項」とあるのは「第���条第
項において準用する第�	条第
項、第

���条第�項及び第�項において準用する第�	�条第
項並びに第���条第�項

において準用する第���条第
項」と、第��条第�項中「指定居宅介護事業者

等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第	�条中「指定居宅

介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその

他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービス

の事業ごとに、その会計を」と、第��条第項中「次条第項」とあるのは

「第���条第項において準用する次条第項」と、「療養介護計画」とある

のは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第��条中「療養介護計画」と

あるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第�項中「�月」と

あるのは「�月（特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立

訓練（機能訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活訓練）に係る計

画にあっては、�月）」と、第��条中「前条」とあるのは「第���条第項に

おいて準用する前条」と、第��条第
項第号中「第��条第項」とあるのは

「第���条第項において準用する第��条第項」と、「療養介護計画」とあ
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るのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第�号中「第��条第�

項」とあるのは「第���条第�項において準用する第��条第�項」と、同項第

�号中「第	
条」とあるのは「第���条第�項から第�項までにおいて準用す

る第��条」と、同項第号中「第
�条第�項」とあるのは「第���条第�項に

おいて準用する第
�条第�項」と、同項第�号及び第�号中「次条」とあるの

は「第���条第�項」と、第��条中「前条」とあるのは「第���条第�項から第

�項までにおいて準用する前条」と読み替えるものとする。

� 第	�条、第
�条、第
	条、第
�条、第��条（第�項を除く。）、第��条（第

�項を除く。）、第�	条から第��条まで、第��条及び第��条の規定は、特定基

準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当生活介護の事業を行う者に限

る。）について準用する。この場合において、第
�条第�項中「指定療養介

護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第
�条中「生活介護に係る指定

障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という。）」とあるのは「特定基準

該当生活介護」と、第��条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活

介護」と、第��条第�項及び第��条第項中「指定生活介護事業所」とあるの

は「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第��条第�号中「介護給付費

又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第��条第�項中「指

定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読

み替えるものとする。

� 第	�条、第
�条、第
	条、第��条から第��条まで、第��条、第��条、第���

条、第��	条（第�項を除く。）、第��
条（第�項を除く。）及び第���条第

�項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当自立訓練

（機能訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。この場合におい

て、第
�条第�項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機

能訓練）」と、第��条第項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス事業所」と、第��条第�号中「介護給付費又は特例介護

給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第��条第�項中「指定生活介護

事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第���条中
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「自立訓練（機能訓練）（規則第�条の�第�号に規定する自立訓練（機能訓

練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練

（機能訓練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機能訓

練）」と、第���条中「指定自立訓練（機能訓練）」とあるのは「特定基準該

当自立訓練（機能訓練）」と、第���条第�項中「指定自立訓練（機能訓練）

事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるも

のとする。

� 第�	条、第�
条、第��条、第��条から第�条まで、第�	条、第��条、第���

条（第�項を除く。）、第���条第�項、第�
	条及び第�
�条（第�項及び第

�項を除く。）の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該

当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。この場

合において、第�
条第�項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立

訓練（生活訓練）」と、第��条第�項中「指定生活介護事業所」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第�条第�号中「介護給付費又

は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第�	条第�項中「指

定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、

第���条第�項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準

該当障害福祉サービス事業所」と、第�
	条中「自立訓練（生活訓練）（規則

第�条の�第�号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）に係

る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓練）」という。）」と

あるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と、第�
�条中「指定自立訓

練（生活訓練）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と読み替

えるものとする。

� 第�	条、第�
条、第��条、第��条、第��条から第�条まで、第�	条、第��

条、第���条（第�項を除く。）、第���条（第�項を除く。）、第���条から

第���条まで、第���条及び第���条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス

事業者（特定基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限る。）について準

用する。この場合において、第�
条第�項中「指定療養介護」とあるのは「特
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定基準該当就労継続支援Ｂ型」と、第��条第�項中「指定生活介護事業所」と

あるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第��条第�号中「介護

給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、��条第�項

中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と、第�	
条中「指定自立訓練（機能訓練）」とあるのは「特定基準該当

就労継続支援Ｂ型」と、第�	�条第�項中「指定自立訓練（機能訓練）事業所」

とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第���条第�項中

「第��条」とあるのは「第���条第�項」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあ

るのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第��
条中「規則第�条の

��第�号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援Ｂ型」という。）

に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」という。）」と

あるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。

（指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置）

第�条 当分の間、第�号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供

する指定生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看

護師をいう。以下この条において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員の総数は、第��条第�項第�号アの規定にかかわらず、指定生活介護

の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とす

る。

� 次のアからウまでに掲げる利用者（基準省令附則第�条第�項第�号の厚

生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。）の平均障害程度

区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる数

ア 平均障害程度区分が�未満 利用者の数を�で除した数

イ 平均障害程度区分が�以上�未満 利用者の数を�で除した数

ウ 平均障害程度区分が�以上 利用者の数を�で除した数
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� 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を��で除した数

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合の前項の利用者の数は、推定数による。

（基準日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居

として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例）

第�条 指定共同生活援助事業者（平成��年��月�日（以下「基準日」とい

う。）において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居と

して指定共同生活援助の事業を行う者に限る。）は、第��	条第�項（第�
�条

において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住

居とする指定共同生活介護の事業等を行うことができる。

（基準日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備

に関する特例）

第�条 指定共同生活援助事業者は、基準日において現に存する指定共同生活援

助事業所において、指定共同生活介護の事業等を行う場合には、当該事業所の

共同生活住居（基本的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増築さ

れ、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が満たすべき設備

に関する基準については、第��	条第�項及び第項（これらの規定を第�
�条

において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、旧指定基準（基準省令

による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等に関する省令（平成��年厚生労働省令第��

号）をいう。）第��
条第�項及び第�項に定める基準によることができる。

（指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特

例）

第�条 第���条第�項の規定は、指定共同生活介護事業所の利用者のうち、重

度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者で

あって、区分省令第�条第�号に規定する区分四、同条第�号に規定する区分

五又は同条第�号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内におい

て、当該指定共同生活介護事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪
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問介護の利用を希望する場合については、平成��年�月��日までの間、当該利

用者については、適用しない。

� 第���条第�項の規定は、指定共同生活介護事業所の利用者のうち、区分省

令第�条第	号に規定する区分四、同条第
号に規定する区分五又は同条第�

号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共

同生活介護事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のい

ずれにも該当する場合については、平成��年�月��日までの間、当該利用者に

ついては、適用しない。

� 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

� 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めるこ

と。

� 前�項の場合において、第���条第項第�号イからエまでの規定中「利用

者の数」とあるのは「利用者の数（附則第
条第項又は第�項の規定の適用

を受ける者にあっては、当該利用者の数に�分のを乗じて得た数）」とす

る。

（基準日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特

例）

第�条 基準日において現に存する身体障害者福祉ホーム（法附則第��条の規定

による改正前の身体障害者福祉法（昭和��年法律第���号。以下「旧身体障害

者福祉法」という。）第��条の�に規定する身体障害者福祉ホームをい

う。）、精神障害者生活訓練施設（法附則第��条の規定によりなお従前の例に

より運営をすることができることとされた法附則第��条の規定による改正前の

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第���号。以下「旧

精神保健福祉法」という。）第��条の�第項第号に掲げる精神障害者生活

訓練施設をいう。以下同じ。）、指定知的障害者通勤寮（法附則第��条第項

の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第

��条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和��年法律第��号。以下「旧
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知的障害者福祉法」という。）第��条の�に規定する知的障害者通勤寮のうち

旧知的障害者福祉法第��条の��第�項の指定を受けているものをいう。以下同

じ。）若しくは知的障害者福祉ホーム（旧知的障害者福祉法第��条の�に規定

する知的障害者福祉ホームをいう。）又は旧精神障害者福祉ホーム（旧精神保

健福祉法第��条の	第�項第
号に掲げる精神障害者福祉ホームをいう。以下

同じ。）（これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基

準日の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）

において行われる指定共同生活介護の事業等について、第���条（第��条にお

いて準用する場合を含む。）の規定を適用する場合においては、当分の間、第

���条第�項中「	人以上��人以下」とあるのは「	人以上��人以下」とし、

同条第�項第	号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム（令附則第�条の	に規

定する厚生労働大臣が定めるものを除く。）を除き、当分の間、適用しない。

（指定宿泊型自立訓練に関する経過措置）

第�条 精神障害者生活訓練施設、法附則第�条の規定によりなお従前の例によ

り運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第��条の	第�項第

	号に掲げる精神障害者授産施設（以下「精神障害者授産施設」という。）

（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令（平成�年厚生労働省令第���号。以下「整備省令」という。）による廃

止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省

令第�号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。）第��条第�号に

掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第	号に掲げる精神障害者小規模通所

授産施設を除く。）、法附則第�条第�項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第��条の�に規定する

知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第��条の��第�項の指定を受け

ているもの（以下「指定知的障害者更生施設」という。）（整備省令による廃

止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生

労働省令第�号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。）第	条

第�号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。）、旧知的障害者福祉
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法第��条の�に規定する知的障害者授産施設（以下「知的障害者授産施設」と

いう。）のうち旧知的障害者福祉法第��条の��第�項の指定を受けているもの

（以下「指定特定知的障害者授産施設」という。）（旧知的障害者更生施設等

指定基準第�条第�号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。）

及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練（生活訓練）の事業

について、第���条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�号ア中

「�人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神

障害者社会復帰施設基準附則第�条の適用を受けるものを除く。）については

「�人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障

害者社会復帰施設基準附則第�条の適用を受けるものに限る。）、指定知的障

害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮につ

いては「	人以下」と、同号イ中「�の居室の面積は」とあるのは「利用者�

人当たりの床面積は」と、「
��平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓

練施設及び精神障害者授産施設については「���平方メートル」と、指定知的

障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮につ

いては「���平方メートル」とする。

� 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第	条の規定の適用を受ける指定知的

障害者通勤寮については、第���条第�項の規定を適用する場合においては、

同項第�号ア中「�人」とあるのは「原則として	人以下」と、同号イ中

「
��平方メートル」とあるのは「�平方メートル」とする。

（指定就労継続支援Ａ型に関する経過措置）

第�条 基準日において現に存する法附則第��条第�項の規定によりなお従前の

例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第�条に規

定する身体障害者授産施設（以下「身体障害者授産施設」という。）のうち基

準省令附則第��条の厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち基

準省令附則第��条の厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち

基準省令附則第��条の厚生労働大臣が定めるもの（これらの施設のうち、基本

的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増築され、又は改築される
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等建物の構造を変更したものを除く。）において、指定就労継続支援Ａ型を行

う場合については、第���条の基準を満たすための計画を提出したときには、

当分の間、同条の規定は適用しない。

（身体障害者更生施設等に関する経過措置）

第�条 法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた旧身体障害者福祉法第��条に規定する身体障害者更生施設

のうち旧身体障害者福祉法第�	条の�
第�項の指定を受けているもの、旧身体

障害者福祉法第�
条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法

第�	条の�
第�項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち

旧身体障害者福祉法第�	条の�
第�項の指定を受けているもの（以下「指定特

定身体障害者授産施設」という。）、旧精神障害者福祉ホーム（令附則第�条

のに規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。）又は指定知的障害者更生

施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮（これらの

施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増築さ

れ、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）において、指定療

養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）の事業、指定

自立訓練（生活訓練）の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援Ａ

型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の

建物については、当分の間、第��条第�項、第��条第�項（第���条及び第��	

条において準用する場合を含む。）、第���条第�項又は第�	�条第�項（第���

条において準用する場合を含む。）に規定する多目的室を設けないことができ

る。

（従たる事業所に関する経過措置）

第�
条 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定

特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練（機能訓練）

の事業、指定自立訓練（生活訓練）の事業、指定就労移行支援の事業、指定就

労継続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合において、

基準日において現に存する分場（整備省令による改正前の指定身体障害者更生
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施設等の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号）第��条第

�項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第�条第�項及び第��条の�	第�

項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成している

ものを含み、基準日の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した

ものを除く。）を指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指

定自立訓練（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援

Ａ型事業所又は指定就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所

として設置する場合については、当分の間、第
�条第�項（第���条、第���

条、第���条、第���条及び第�
�条において準用する場合を含む。）の規定は、

適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者（サービ

ス管理責任者を除く。）のうち�人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従

事するものでなければならない。
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島根県障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 76号 

島根県障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準

第�節 人員に関する基準（第�条―第�条）

第�節 設備に関する基準（第�条・第�	条）

第
節 運営に関する基準（第��条―第��条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成��年法律第��号。以下「法」と

いう。）第��条第
項（法第��条第�項及び第��条第�項において準用する場

合を含む。以下同じ。）において準用する法第��条第
項第�号並びに法第��

条第�項及び第�項の規定に基づき、指定障害者支援施設の人員、設備及び運

営に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

� 支給決定障害者 法第��条第�項の規定により同項に規定する支給決定を

受けた障害者をいう。

� 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第

�条第
項第�号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用

の額（その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を
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除く。）の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費

用の額）をいう。

� 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉

サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得

た額をいう。

� 法定代理受領 法第��条第�項の規定により支給決定障害者が指定障害者

支援施設に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除

く。）について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に

支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該指定障害

者支援施設に支払われることをいう。

� 常勤換算方法 指定障害者支援施設の従業者の勤務延べ時間数を当該指定

障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することによ

り、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいう。

� 昼間実施サービス 指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス

のうち施設入所支援を除いたものをいう。

（指定障害者支援施設の指定の要件）

第�条 法第��条第�項において準用する法第��条第�項第	号の条例で定める

者は、法人とする。

（指定障害者支援施設の一般原則）

第�条 指定障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利

用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継

続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適

切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。


 指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者

の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者
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を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

第�章 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとす

る。

ア� 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う

ために必要な数

イ� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生

活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、�及び�に掲げる数を合計し

た数以上とする。

� �から�までに掲げる平均障害程度区分（障害者自立支援法に基

づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成��年厚生労働省令第�	
号。以下「基準省令」という。）第�条

第�項第�号イ��イ�の厚生労働大臣が定めるところにより算定し

た障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�

から�までに定める数

� 平均障害程度区分が�未満 利用者（基準省令第�条第�項第

�号イ��イ���の厚生労働大臣が定める者を除く。�及び�にお

いて同じ。）の数をで除した数

� 平均障害程度区分が�以上�未満 利用者の数を�で除した数

� 平均障害程度区分が�以上 利用者の数を�で除した数
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� ��の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を��で除した数

ｂ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護

の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

ｄ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。

ウ� サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管

理を行う者として基準省令第�条第�項第�号イ�の厚生労働大臣が定

めるものをいう。以下同じ。） ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アイ�の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に�又は

複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

ウ アイ�の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、こ

れらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置く

ことができる。

エ アイ�の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アウ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施行規則（平成�	年厚生労働省

令第�
号。以下「規則」という。）第�条の�第�号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。）を行う場合

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

ア� 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
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ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常

勤換算方法で、利用者の数を�で除した数以上とする。

ｂ 看護職員の数は、�以上とする。

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、�以上とする。

ｄ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練（機能訓

練）に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練（機能訓練）

（以下この条において「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を

提供する場合は、アに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立

訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

ウ アア�の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、こ

れらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置く

ことができる。

エ アア�の看護職員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アア�の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

カ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 自立訓練（生活訓練）（規則第�条の�第�号に規定する自立訓練（生活

訓練）をいう。以下同じ。）を行う場合

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。

ア� 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を�で除した数以上
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イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている

場合については、アア�中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護

職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数

は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支

援員及び看護職員の数は、それぞれ�以上とする。

ウ 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練（生活訓

練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）

（以下この条において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を

行う場合は、ア及びイに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自

立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

エ アア�又はイの生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

オ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 就労移行支援を行う場合

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を�で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を��で除した数以上
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ウ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師

に係る学校養成施設認定規則（昭和��年
文部

厚生
省令第�号）によるあん摩

マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定さ

れている指定障害者支援施設（第	条第
項において「認定指定障害者支

援施設」という。）が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその

員数は、次のとおりとする。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を��で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

ウ アア�又はイア�の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上

は、常勤でなければならない。

エ アイ�の就労支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アウ�又はイイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなけれ

ばならない。

� 就労継続支援Ｂ型（規則第�条の��第�号に規定する就労継続支援Ｂ型を
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いう。以下同じ。）を行う場合

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとする。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を��で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに定める数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アア�の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常勤で

なければならない。

ウ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。

ア� 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、ａ又はｂに掲げる利用者の

数の区分に応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数とする。ただし、自立訓

練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支

援Ｂ型を受ける利用者又は基準省令第�条第�項第�号イ�の厚生労働

大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直

勤務を行う生活支援員を�以上とする。

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端
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数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ� サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設において昼間実施サー

ビスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。

イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に

�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。

� 第�項に規定する指定障害者支援施設の従業者は、生活介護の単位若しくは

施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供

に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行

支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただ

し、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

（従業者の員数に関する特例）

第�条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入所施設（児童福祉法（昭和��年

法律第��	号）第	�条第�号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。第�
条

において同じ。）に係る指定障害児入所施設等（同法第�	条の�第�項に規定

する指定障害児入所施設等をいう。第�
条において同じ。）の指定を受け、か

つ、施設障害福祉サービスと指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をい

う。第�
条において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供している場

合については、島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例（平成�	年島根県条例第 号。第�
条に

おいて「指定入所施設基準」という。）第�条に規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、前条第�項第�号及び第�号の基準を満たしているもの

とみなすことができる。

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数）

第�条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、昼間実施サービ

スの利用定員の合計が�
人未満である場合は、第�条第�項第�号エ、第�号

エ及びオ、第�号エ、第号ウ（イア�に係る部分を除く。）及びエ並びに第�
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号イの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービ

スを行う場合に置くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除く。）のう

ち、�人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

� 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設は、第�条第�項第�号

アウ�及びオ、第�号アイ�及びカ、第�号アイ�及びオ、第�号アウ�、イイ�及びオ

並びに第�号アイ�及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次

の各号に掲げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち基

準省令第�条第�項の厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に

応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービ

ス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならないとすることができ

る。

� 利用者の数の合計が��以下 �以上

� 利用者の数の合計が�	以上 �に、利用者の数の合計が��を超えて
�又は

その端数を増すごとに�を加えて得た数以上

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第�条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設における主たる事業所

（以下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う

事業所（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置することがで

きる。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

従業者（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、常勤かつ

専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならな

い。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第�条 指定障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便

所、相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。

� 指定障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
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� 訓練・作業室

ア 専ら当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ご

との用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合

はこの限りでない。

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ 利用者�人当たりの床面積は、収納設備等を除き、���平方メートル以

上とすること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

オ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備える

こと。

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 食堂

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。

イ 必要な備品を備えること。

� 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

� 洗面所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ
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と。

� 廊下幅

ア ���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メートル以上

とすること。

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来

に支障がないようにしなければならないこと。

� 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は、前項に

規定するほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師に係る学校養成

施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係

る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提

供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

（設備に関する特例）

第�	条 指定障害者支援施設が、福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施

設等の指定を受け、かつ、施設障害福祉サービスと指定入所支援とを同一の施

設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第
条に

規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前条の基準を満たしている

ものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意）

第��条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用

の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配

慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ご

とに、第��条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の

同意を得なければならない。

 指定障害者支援施設は、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第��条の規定に
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基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をし

なければならない。

（契約支給量の報告等）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該

施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契

約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量（以下「契約支給量」という。）

その他の必要な事項（以下「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者

の受給者証に記載しなければならない。

� 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならな

い。

� 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたとき

は、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなけ

ればならない。

� 第�項から前項までの規定は、受給者証記載事項に変更があった場合につい

て準用する。

（提供拒否の禁止）

第��条 指定障害者支援施設は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提

供を拒んではならない。

（連絡調整に対する協力）

第�	条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの利用について市町村又

は一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる

限り協力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第�
条 指定障害者支援施設は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練

（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地

域（当該指定障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する

地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介

護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継
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続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定障害

者支援施設等、指定生活介護事業者（障害者自立支援法に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令

第���号）第��条第�項に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立

訓練（機能訓練）事業者（同令第���条第�項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（同令第���条第

�項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定就労移行支

援事業者（同令第���条第�項に規定する指定就労移行支援事業者をいう。）、

指定就労継続支援Ｂ型事業者（同令第�	�条第�項に規定する指定就労継続支

援Ｂ型事業者をいう。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければ

ならない。


 指定障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用

申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院

又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格の確認）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供を求められた場合

は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定をされた

サービスの種類、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けて

いない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに

介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。


 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべ

き標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓

練等給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利
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用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地

域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉

サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者

等との連携に努めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（身分を証する書類の携行）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者の居宅を訪問して、自立訓練（機能訓

練）又は自立訓練（生活訓練）を行う場合には、従業者に身分を証する書類を

携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを

提示すべき旨を指導しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において施設入所支援

を受ける者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設

障害福祉サービスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を、当該施設

障害福祉サービスの提供の都度記録しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設において施設入所支援を受

ける者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は、当該施設障害福祉サー

ビスの種類ごとに、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならな

い。

� 指定障害者支援施設は、前�項の規定による記録に際しては、提供した施設

障害福祉サービスの種類ごとに、支給決定障害者から施設障害福祉サービスを

提供したことについて確認を受けなければならない。

（指定障害者支援施設が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範
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囲等）

第��条 指定障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害

者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用

者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めること

が適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支

給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにすると

ともに、支給決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならな

い。ただし、次条第�項から第�項までに掲げる支払については、この限りで

はない。

（利用者負担額等の受領）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決

定障害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものと

する。

� 指定障害者支援施設は、法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提

供した際は、支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉

サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定障害者支援施設は、前�項の支払を受ける額のほか、施設障害福祉サー

ビスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支

払を支給決定障害者から受けることができる。

� 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる費用

ア 食事の提供に要する費用

イ 創作的活動に係る材料費

ウ 日用品費

エ アからウまでに掲げるもののほか、生活介護において提供される便宜に

要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継
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続支援Ｂ型を行う場合 次のアからウまでに掲げる費用

ア 食事の提供に要する費用

イ 日用品費

ウ ア及びイに掲げるもののほか、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において提供される便宜に要

する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

� 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用

ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第��条第�項の規定により特

定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者自立支援法施行

令（平成��年政令第��号）第��条第�項第�号に規定する食費等の基準費

用額（法第��条第	項において準用する法第�
条第�項の規定により当該

特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払わ

れた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額）を限度とする。）

イ 基準省令第�
条第�項第�号ロの厚生労働大臣の定める基準に基づき利

用者が選定する特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助

又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたも

のを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費用

ウ 被服費

エ 日用品費

オ アからエまでに掲げるもののほか、施設入所支援において提供される便

宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第�号ア、第	号ア及び第�号アに掲げる費用については、基準省令第

�
条第項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定障害者支援施設は、第�項から第�項までに係る費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に

対し交付しなければならない。
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� 指定障害者支援施設は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説

明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

（利用者負担額に係る管理）

第��条 指定障害者支援施設は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設にお

いて施設入所支援を受ける者に限る。）が同一の月に当該指定障害者支援施設

が提供する施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受けた

ときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指

定障害福祉サービス等費用基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の

指定障害福祉サービス等につき法第��条第�項（法第��条の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）の規定により算定された介護給付費又は訓練等

給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者負担額合計額」という。）を

算定しなければならない。この場合において、当該指定障害者支援施設は、利

用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該

他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知

しなければならない。

	 指定障害者支援施設は、支給決定障害者（当該指定障害者支援施設において

施設入所支援を受ける者を除く。）の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同

一の月に当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス及び他の指

定障害福祉サービス等を受けたときは、当該施設障害福祉サービス及び他の指

定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。

この場合において、当該指定障害者支援施設は、利用者負担額合計額を市町村

に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス

等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

（介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等）

第�
条 指定障害者支援施設は、法定代理受領により市町村から施設障害福祉

サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定

障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を

 
698



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

通知しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、第��条第�項の法定代理受領を行わない施設障害福

祉サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設障害福祉サー

ビスの種類ごとの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー

ビス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

第��条 指定障害者支援施設は、次条第�項に規定する施設障害福祉サービス計

画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとと

もに、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配

慮しなければならない。

� 指定障害者支援施設の従業者は、施設障害福祉サービスの提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項につい

て、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。

（施設障害福祉サービス計画の作成等）

第��条 指定障害者支援施設の管理者は、サービス管理責任者に施設障害福祉

サービスに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）

の作成に関する業務を担当させるものとする。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適

切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の

状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセス

メント」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

� アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この

場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

	 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利
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用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を

向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、

施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉

サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定

障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又は

その他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に

位置付けるように努めなければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用

者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議をいう。）を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内

容について意見を求めるものとする。

� サービス管理責任者は、第�項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意

を得なければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該

施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉

サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含

む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも�月に�回

以上（自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援を提供

する場合にあっては、少なくとも�月に�回以上）、施設障害福祉サービス計

画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うも

のとする。

	 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等

との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところ

により行わなければならない。

� 定期的に利用者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
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�� 第�項から第�項までの規定は、第�項に規定する施設障害福祉サービス計

画の変更について準用する。

（サービス管理責任者の責務）

第��条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に

対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設以外

における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日

常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこ

と。

� 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

（相談等）

第�	条 指定障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、利用者が、当該指定障害者支援施設以外において生

活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労

継続支援Ａ型（規則第
条の��第�号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以

下同じ。）又は就労継続支援Ｂ型の利用を希望する場合には、他の指定障害福

祉サービス事業者等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

（介護）

第��条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

� 指定障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法によ

り、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利
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用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援

助を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、お

むつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならな

い。

� 指定障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利

用者に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切

に行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、常時�人以上の従業者を介護に従事させなければな

らない。

� 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指

定障害者支援施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

（訓練）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支

援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければな

らない。

	 指定障害者支援施設は、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就

労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者に対し、自立し

た日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じ

た必要な訓練を行わなければならない。


 指定障害者支援施設は、常時�人以上の従業者を訓練に従事させなければな

らない。

� 指定障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指

定障害者支援施設の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

（生産活動）

第��条 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型

における生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサー

ビスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。
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� 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、

作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよ

う、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設備の設置等生産

活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（工賃の支払等）

第��条 指定障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型

において行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援

又は就労継続支援Ｂ型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る

事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければな

らない。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定

により利用者それぞれに対し支払われる�月当たりの工賃の平均額（第�項に

おいて「工賃の平均額」という。）を、�����円を下回るものとしてはならな

い。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自

立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高める

よう努めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごと

に、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞ

れに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しな

ければならない。

（実習の実施）

第�	条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施
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設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しな

ければならない。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施

設障害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努

めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、前�項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職

業安定所、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する障害者就業・生活支援セ

ンターをいう。以下同じ。）、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者

の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

（求職活動の支援等の実施）

第��条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安

定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならな

い。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安

定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければなら

ない。

� 指定障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっ

ては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関

係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければ

ならない。

（職場への定着のための支援の実施）

第�	条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職

場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連

携して、利用者が就職した日から
月以上、職業生活における相談等の支援を

継続しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職

場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連
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携して、利用者が就職した日から�月以上、職業生活における相談等の支援の

継続に努めなければならない。

（就職状況の報告）

第��条 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年

度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告しなけ

ればならない。

（食事）

第��条 指定障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る。）は、正当

な理由がなく、食事の提供を拒んではならない。

� 指定障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当た

り、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同

意を得なければならない。

� 指定障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び

嗜
し

好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障

害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄

養管理を行わなければならない。

� 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

	 指定障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、指定障害者支援施

設に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法につ

いて保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第�
条 指定障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行

うよう努めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対す

る手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その

者の同意を得て代わって行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者

とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
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（健康管理）

第��条 指定障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、

健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

� 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年�回

以上定期に健康診断を行わなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 従業者は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い）

第��条 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院

又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね�月以内に

退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適

切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再

び当該指定障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるよう

にしなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第��条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設の設置者が利用者に係

る基準省令第�	条の�の厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において

「給付金」という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭

を次に掲げるところにより管理しなければならない。

� 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生

じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

� 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

� 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

� 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用

者に取得させること。
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（支給決定障害者に関する市町村への通知）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを受けている支給決定障

害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨

を市町村に通知しなければならない。

� 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないこ

とにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

� 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は

受けようとしたとき。

（管理者による管理等）

第��条 指定障害者支援施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし、当該指定障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該

指定障害者支援施設の他の職務に従事させ、又は当該指定障害者支援施設以外

の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

� 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者及び業務

の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

� 指定障害者支援施設の管理者は、当該指定障害者支援施設の従業者にこの章

の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定障害者支援施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する運営規程（第��条において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。

� 指定障害者支援施設の目的及び運営の方針

� 提供する施設障害福祉サービスの種類

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者か

ら受領する費用の種類及びその額
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� 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類

を定めた場合には当該障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを

提供できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を

定めておかなければならない。

� 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該指定障害

者支援施設の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならな

い。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限り

でない。

� 指定障害者支援施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの

利用定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはなら

ない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。

（非常災害対策）

第��条 指定障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けなければならない。

� 指定障害者支援施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計

画を立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を整
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備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避

難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管

理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、指定障害者支援施設において感染症又は食中毒が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

（協力医療機関等）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじ

め、協力医療機関を定めておかなければならない。

� 指定障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努

めなければならない。

（掲示）

第��条 指定障害者支援施設は、指定障害者支援施設の見やすい場所に、運営規

程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。

（身体拘束等の禁止）

第��条 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利

用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」とい

う。）を行ってはならない。

� 指定障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要

な事項を記録しなければならない。
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（秘密保持等）

第��条 指定障害者支援施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定障害者支援施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、

必要な措置を講じなければならない。

� 指定障害者支援施設は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用

者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用

者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第��条 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設を利用しようとする者

が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設が

実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

� 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設について広告をする場合に

おいては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第��条 指定障害者支援施設は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、利用

者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

� 指定障害者支援施設は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、利用者又は

その家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受して

はならない。

（苦情解決）

第��条 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利

用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
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� 指定障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容

等を記録しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第��

条第�項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若し

くは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設の設備若

しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。

� 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第��

条第�項の規定により知事が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の

記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質

問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力

するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、法第	


条第�項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支

援施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はそ

の家族からの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、

知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。

� 指定障害者支援施設は、知事、市町村又は市町村長からの求めがあった場合

には、第�項から前項までの改善の内容を知事、市町村又は市町村長に報告し

なければならない。

� 指定障害者支援施設は、社会福祉法第
条に規定する運営適正化委員会が同

法第
�条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければなら

ない。
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（地域との連携等）

第��条 指定障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。

（事故発生時の対応）

第��条 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に

より事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いて、記録しなければならない。

� 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。

（会計の区分）

第��条 指定障害者支援施設は、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経

理を区分するとともに、指定障害者支援施設の事業の会計をその他の事業の会

計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第�	条 指定障害者支援施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 指定障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日か

ら
年間保存しなければならない。

� 第�	条第�項及び第�項に規定するサービスの提供の記録

� 施設障害福祉サービス計画

� 第条に規定する市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録
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� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。

（多目的室の経過措置）

第�条 平成��年��月�日（以下「基準日」という。）において現に存する法附

則第	�条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすることができること

とされた法附則第
�条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和�	年法律

第��
号。以下「旧身体障害者福祉法」という。）第��条に規定する身体障害

者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第��条の��第�項の指定を受けているも

の（以下「指定身体障害者更生施設」という。）、旧身体障害者福祉法第
�条

に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第��条の��第�項の

指定を受けているもの（以下「指定身体障害者療護施設」という。）若しくは

旧身体障害者福祉法第
�条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者

福祉法第��条の��第�項の指定を受けているもの（障害者自立支援法の一部の

施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成��年厚生労働省令

第��号。以下「整備省令」という。）による廃止前の指定身体障害者更生施

設等の設備及び運営に関する基準（平成�	年厚生労働省令第��号。以下「旧身

体障害者更生施設等指定基準」という。）第�条第�号イに規定する指定特定

身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」とい

う。）、法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた法附則第��条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和
�年法律第
�号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第��条の�に

規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第��条の��第�項の指

定を受けているもの（整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設

備及び運営に関する基準（平成�	年厚生労働省令第��号。以下「旧知的障害者

更生施設等指定基準」という。）第�条第�号イに規定する指定知的障害者入
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所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」という。）、旧知的障害

者福祉法第��条の�に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法

第��条の��第�項の指定を受けているもの（旧知的障害者更生施設等指定基準

第�条第�号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指

定特定知的障害者授産施設」という。）若しくは旧知的障害者福祉法第��条の

�に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第��条の��第�項の

指定を受けているもの（以下「指定知的障害者通勤寮」という。）又は法附則

第	
条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた

法附則第	�条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和��年法律第���号）第�条の�第�項第�号に規定する精神障害者生活

訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）若しくは同項第�号に

規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施

設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省令第
�号）第��条第�号に規

定する精神障害者通所授産施設及び同条第�号に規定する精神障害者小規模通

所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。）において施設障害

福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（基本的な設備が完

成しているものを含み、基準日の後に増築され、又は改築される等建物の構造

を変更したものを除く。以下同じ。）については、当分の間、第�条第�項に

規定する多目的室を設けないことができる。

（居室の定員の経過措置）

第�条 基準日において現に存する指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害

者授産施設又は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供す

る場合におけるこれらの施設の建物について、第�条第�項の規定を適用する

場合においては、同項第�号ア中「�人」とあるのは、「原則として�人」と

する。

（居室面積の経過措置）

第�条 基準日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療

護施設（旧身体障害者更生施設等指定基準附則第�条の適用を受けているもの
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に限る。）、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特

定知的障害者授産施設、指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービス

を提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第�条第�項の規定を

適用する場合においては、同項第�号ウ中「���平方メートル」とあるのは、

「���平方メートル」とする。

� 基準日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設

において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物に

ついて、第�条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�号ウ中「���

平方メートル」とあるのは、「���平方メートル」とする。

� 基準日において現に存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障

害者授産施設であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第�条第	項若し

くは第
条第	項の規定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施

設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知

的障害者更生施設等指定基準附則第�条から第
条までの規定の適用を受けて

いるものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施

設の建物について、第�条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�

号ウ中「���平方メートル」とあるのは、「���平方メートル」とする。

第�条 平成�年
月	日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等

における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等

の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成年法律第��

号）第�条による改正前の児童福祉法第�条の�第	項に規定する指定知的障

害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」という。）であって、同日以後

指定障害者支援施設となるものに対する第�条第�項第�号の規定の適用につ

いては、当分の間、同号ウ中「���平方メートル」とあるのは、「����平方メー

トル」とする。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築

される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置）

第�条 基準日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害
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者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、指定知

的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施

設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、

当分の間、第�条第�項第�号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないこ

とができる。

第�条 平成��年�月�日において現に存していた旧知的障害児施設等であっ

て、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第�条第

�項第�号キの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に

増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限り

でない。

（廊下幅の経過措置）

第	条 基準日において現に存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障

害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの

施設の建物について、第�条第�項の規定を適用する場合においては、同条第

�項第	号ア中「
��メートル」とあるのは「
��メートル」とする。

� 基準日において現に存する指定知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設

又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけ

るこれらの施設の建物については、第�条第�項第	号の規定は、当分の間、

適用しない。

� 基準日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施

設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的

障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物については、第�条第�項第	号の規定は、当分の間、適用しな

い。

第�条 平成��年�月�日において現に存していた旧知的障害児施設等であっ

て、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第�条第

�項第	号の規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に増

築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りで
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島根県障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 77号 

島根県障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 療養介護（第�条―第��条）

第�章 生活介護（第��条―第�	条）

第�章 自立訓練（機能訓練）（第�
条―第��条）

第�章 自立訓練（生活訓練）（第��条―第�	条）

第章 就労移行支援（第�
条―第��条）

第�章 就労継続支援Ａ型（第�	条―第��条）

第�章 就労継続支援Ｂ型（第��条―第��条）

第�章 多機能型に関する特例（第��条―第�	条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成
�年法律第
��号。以下「法」と

いう。）第�	条第�項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

� 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を

常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
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� 多機能型 生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施

行規則（平成��年厚生労働省令第��号。以下「規則」という。）第�条の�

第�号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業、自立

訓練（生活訓練）（規則第�条の�第�号に規定する自立訓練（生活訓練）

をいう。以下同じ。）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型（規

則第�条の��第�号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）の事

業及び就労継続支援Ｂ型（規則第�条の��第�号に規定する就労継続支援Ｂ

をいう。以下同じ。）の事業並びに児童発達支援（児童福祉法（昭和		年法

律第�
�号）第�条の�第�項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。）

の事業、医療型児童発達支援（同条第�項に規定する医療型児童発達支援を

いう。以下同じ。）の事業、放課後等デイサービス（同条第項に規定する

放課後等デイサービスをいう。以下同じ。）の事業及び保育所等訪問支援

（同条第�項に規定する保育所等訪問支援をいう。以下同じ。）の事業のう

ち�以上の事業を一体的に行うこと（同法に規定する事業のみを行う場合を

除く。）をいう。

（障害福祉サービス事業者の一般原則）

第�条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」とい

う。）（次章から第�章までに掲げる事業を行うものに限る。）は、利用者の

意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」

という。）を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供す

るとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講

ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しな

ければならない。

� 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利

用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

� 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責

任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を

実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
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第�章 療養介護

（基本方針）

第�条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、規則第�条の�に規定する者に対して、当該利用者の身体その

他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。

（構造設備）

第�条 療養介護の事業を行う者（以下「療養介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「療養介護事業所」という。）の配置、構造及び設備

は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保

健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならな

い。

（管理者の資格要件）

第�条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。

（運営規程）

第�条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員

� 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

� サービス利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

	 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類


 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項
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（非常災害対策）

第�条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けなければならない。

� 療養介護事業者は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画を

立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を整備

し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 療養介護事業者は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（記録の整備）

第�条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。

� 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、当該療養介護を提供した日から�年間保存しなければならな

い。

� 第��条第	項に規定する療養介護計画

� 第
�条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 第�条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第�
条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（規模）

第�条 療養介護事業所は、
人以上の人員を利用させることができる規模を有

するものでなければならない。

（設備の基準）

第��条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法（昭和
�年法律第
�号）に規

定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備

えなければならない。

� 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
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（職員の配置の基準）

第��条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

� 管理者 �

� 医師 健康保険法（大正��年法律第��号）第��条第	項第�号に規定する

厚生労働大臣の定める基準以上

� 看護職員（看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同

じ。）療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を
で除した数

以上

� 生活支援員 療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を	で

除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を
で除

した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員

の数から利用者の数を
で除した数を控除した数を生活支援員の数に含める

ことができるものとする。

� サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う

者として障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準（平成��年厚生労働省令第���号。以下「基準省令」という。）

第��条第�項第号の厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 療

養介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ

ア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上


 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、推定数による。

� 第�項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に�又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置

く場合の療養介護の単位の利用定員は��人以上とする。
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� 第�項に規定する療養介護事業所の職員（第�号から第�号までに掲げる者

を除く。）は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単

位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利

用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他

の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

� 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（心身の状況等の把握）

第�	条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。

（障害福祉サービス事業者等との連携等）

第�
条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉サービス事業者その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努め

なければならない。

� 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族

に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。

（療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第��条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求め

ることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるもので

あって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利
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用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、

利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

（療養介護の取扱方針）

第��条 療養介護事業者は、次条第�項に規定する療養介護計画に基づき、利用

者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、療養介護の

提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

� 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨と

し、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいよ

うに説明を行わなければならない。

� 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善

を図らなければならない。

（療養介護計画の作成等）

第��条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別

支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業

務を担当させるものとする。

� 療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、そ

の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じ

て利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメン

ト」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように

支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

� サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わ

なければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を

利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

� サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利

用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を

向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供す

る上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならな

い。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医
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療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案

に位置付けるよう努めなければならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する療

養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項

に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

� サービス管理責任者は、第�項に規定する療養介護計画の原案の内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければ

ならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画

を利用者に交付しなければならない。

� サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」

という。）を行うとともに、少なくとも�月に�回以上、療養介護計画の見直

しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

� サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等

との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところ

により行わなければならない。

� 定期的に利用者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

	
 第�項から第�項までの規定は、第�項に規定する療養介護計画の変更につ

いて準用する。

（サービス管理責任者の責務）

第	�条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対す

る照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障

害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立し
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た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日

常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこ

と。

� 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

（相談及び援助）

第��条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（機能訓練）

第��条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活

の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

（看護及び医学的管理の下における介護）

第��条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況

に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を

もって行われなければならない。

� 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法によ

り、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

� 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取

り替えなければならない。

� 療養介護事業者は、前�項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び

整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

	 療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該療養介

護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

（その他のサービスの提供）

第��条 療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよ

う努めなければならない。

� 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とそ

の家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
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（緊急時等の対応）

第��条 職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。

（管理者の責務）

第��条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理

その他の管理を一元的に行わなければならない。

� 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（勤務体制の確保等）

第��条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、

療養介護事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

� 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、当該療養介護事業所の職員に

よって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響

を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。

（定員の遵守）

第��条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。

（衛生管理等）

第�	条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及

び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

� 療養介護事業者は、療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（身体拘束等の禁止）
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第��条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用

者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行っては

ならない。

� 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事

項を記録しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じなければならない。

� 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に

関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の

同意を得ておかなければならない。

（苦情解決）

第��条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を

記録しなければならない。

� 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言

を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。

	 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。

（地域との連携等）
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第��条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならな

い。

（事故発生時の対応）

第��条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生し

た場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。

� 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て、記録しなければならない。

� 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第�章 生活介護

（基本方針）

第��条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、規則第�条の�に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事

の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。

（構造設備）

第��条 生活介護の事業を行う者（以下「生活介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「生活介護事業所」という。）の配置、構造及び設備

は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保

健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならな

い。

（管理者の資格要件）

第�	条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法（昭和�
年法律第�	号）第��条

第�項各号のいずれかに該当する者若しくは同法第�条第�項の社会福祉事業

に�年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者で

なければならない。
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（運営規程）

第��条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 利用定員

� 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

（規模）

第��条 生活介護事業所は、��人以上の人員を利用させることができる規模を有

するものでなければならない。ただし、離島その他の地域であって基準省令第

��条の厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みが

ないとして知事が認めるものにおいて事業を行う生活介護事業所については、

��人以上とすることができる。

（設備の基準）

第��条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室

その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設

けないことができる。

	 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
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� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合

は、兼用することができる。

� 第�項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

（職員の配置の基準）

第��条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

� 管理者 �

� 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うため

に必要な数

� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、次章

及び第�章において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介

護の単位ごとに、常勤換算方法で、ア�からウ�までに掲げる利用者の平均障

害程度区分（基準省令第��条第�項第�号イの厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、そ

れぞれア�からウ�までに掲げる数とする。

ア� 平均障害程度区分が�未満 利用者の数を�で除した数以上

イ� 平均障害程度区分が�以上�未満 利用者の数を�で除した数以上

ウ� 平均障害程度区分が�以上 利用者の数を�で除した数以上

イ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。
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ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ご

とに、当該訓練を行うために必要な数とする。

エ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。

� サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、推定数による。

� 第�項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に�又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置

く場合の生活介護の単位の利用定員は	�人以上とする。


 第�項第�号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。

� 第�項（第�号に掲げる者を除く。）及び前項に規定する生活介護事業所の

職員は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごと

に専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他

の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事

することができるものとする。

 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第
号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな
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らない。

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第��条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所（以下この条

において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下

この条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。

� 従たる事業所は、�人以上の人員を利用させることができる規模を有するも

のとしなければならない。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

職員（管理者及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、

常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなけれ

ばならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該

事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場

合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ

なければならない。

（介護）

第�	条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

� 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつ

の自立について必要な援助を行わなければならない。

� 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取

り替えなければならない。


 生活介護事業者は、前�項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び

整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

� 生活介護事業者は、常時�人以上の職員を介護に従事させなければならな

い。
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� 生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介

護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

（生産活動）

第��条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並

びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならな

い。

� 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事す

る者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなけ

ればならない。

� 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の

向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな

らない。

� 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火

設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければ

ならない。

（工賃の支払）

第��条 生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工

賃として支払わなければならない。

（食事）

第��条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明

し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。

� 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好

を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の

特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管

理を行わなければならない。

� 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。
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� 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養

士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健

所等の指導を受けるよう努めなければならない。

（健康管理）

第��条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康

保持のための適切な措置を講じなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。

（衛生管理等）

第��条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理

等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 生活介護事業者は、生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（協力医療機関）

第��条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。

（準用）

第	
条 第�条、第�条、第�条から第�条まで、第��条から第��条まで、第��

条から第��条までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第�条第�項第�号中「第�条第�項」とあるのは「第	
条において準

用する第�条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、

同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第	
条において準用する第��条第

�項」と、同項第�号中「第�
条第�項」とあるのは「第	
条において準用す

る第�
条第�項」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第	
条にお

いて準用する第��条第�項」と、第�条第�項中「次条第�項」とあるのは
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「第��条において準用する次条第�項」と、第��条中「療養介護計画」とある

のは「生活介護計画」と、第��条中「前条」とあるのは「第��条において準用

する前条」と読み替えるものとする。

第�章 自立訓練（機能訓練）

（基本方針）

第��条 自立訓練（機能訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、規則第	条の
第�号に規定する者に対して、規

則第	条の	第�号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、

向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。

（職員の配置の基準）

第��条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業

所」という。）に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

� 管理者 �

� 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ア 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、自立訓

練（機能訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を	で除した

数以上とする。

イ 看護職員の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、�以上とする。

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごと

に、�以上とする。

エ 生活支援員の数は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、�以上とす

る。

� サービス管理責任者 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、ア又はイに掲

げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて�又はその端数を
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増すごとに�を加えて得た数以上

� 自立訓練（機能訓練）事業者が、自立訓練（機能訓練）事業所における自立

訓練（機能訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機

能訓練）（以下この条において「訪問による自立訓練（機能訓練）」とい

う。）を提供する場合は、自立訓練（機能訓練）事業所ごとに、前項に規定す

る員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活

支援員を�人以上置くものとする。

� 第�項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始

する場合は、推定数による。

� 第�項第�号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合に

は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くこ

とができる。

� 第�項（第�号に掲げる者を除く。）、第�項及び前項に規定する自立訓練

（機能訓練）事業所の職員は、専ら当該自立訓練（機能訓練）事業所の職務に

従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、

この限りでない。

� 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、自立訓練（機能訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓

練（機能訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練（機能訓練）事

業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号の看護職員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

	 第�項第�号の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。


 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（訓練）

第��条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わな
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ければならない。

� 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用する

ことにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者

の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

� 自立訓練（機能訓練）事業者は、常時�人以上の職員を訓練に従事させなけ

ればならない。

� 自立訓練（機能訓練）事業者は、その利用者に対して、利用者の負担によ

り、当該自立訓練（機能訓練）事業所の職員以外の者による訓練を受けさせて

はならない。

（地域生活への移行のための支援）

第��条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、第�	条第�項に規定する就労移行支

援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行

わなければならない。

� 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又

は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行

した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

（準用）

第��条 第
条、第�条、第�	条から第�条まで、第��条から第��条まで、第��

から第	�条まで、第	�条から第	�条まで、第��条、第��条及び第��条から第�

条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。この場合に

おいて、第�条第�項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条において

準用する第��条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条において準

用する第��条第�項」と、同項第�号中「第	�条第�項」とあるのは「第��条

において準用する第	�条第�項」と、同項第�号中「第	�条第�項」とあるの

は「第��条において準用する第	�条第�項」と、第��条第�項中「次条第�

項」とあるのは「第��条において準用する次条第�項」と、第��条中「療養介
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護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第�項中「�月」

とあるのは「�月」と、第��条中「前条」とあるのは「第��条において準用す

る前条」と読み替えるものとする。

第�章 自立訓練（生活訓練）

（基本方針）

第�	条 自立訓練（生活訓練）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、規則第�条の
第�号に規定する者に対して、規

則第�条の�第�号に規定する期間にわたり、生活能力の維持、向上等のため

に必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければなら

ない。

（規模）

第��条 自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（生活訓練）事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（生活訓練）事業

所」という。）は、�人以上の人員を利用させることができる規模を有するも

のでなければならない。ただし、離島その他の地域であって基準省令第��条第

�項の厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みが

ないとして知事が認めるものにおいて事業を行う自立訓練（生活訓練）事業所

（宿泊型自立訓練（規則第�条第
号に規定する宿泊型自立訓練をいう。以下

同じ。）のみを行うものを除く。）については、��人以上とすることができ

る。

� 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓

練（生活訓練）を併せて行う自立訓練（生活訓練）事業所は、宿泊型自立訓練

に係る��人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）に係る

�人以上（前項ただし書の知事が認める地域において事業を行うものにあって

は、��人以上）の人員を利用させることができる規模を有するものでなければ

ならない。

（設備の基準）

第��条 自立訓練（生活訓練）事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所
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及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の

社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練（生活訓練）事業所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障が

ないときは、その一部を設けないことができる。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては、第�項に規

定する設備のほか、居室及び浴室を備えるものとし、その基準は次のとおりと

する。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっ

ては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人とすること。

イ �の居室の面積は、収納設備等を除き、����平方メートル以上とするこ

と。

� 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

	 第�項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合

は、兼用することができる。


 第�項及び第�項に規定する設備は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所

の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場

合はこの限りでない。

� 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（次項において「宿

泊型自立訓練事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しな
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い附属の建物を除く。同項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭

和��年法律第���号）第�条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。同項に

おいて同じ。）又は準耐火建築物（同条第�号の�に規定する準耐火建築物を

いう。同項において同じ。）でなければならない。

	 前項の規定にかかからず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確

保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要し

ない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性材料の使用、火

災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火

及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

（職員の配置の基準）

第�
条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき

職員及びその員数は、次のとおりとする。

� 管理者 �

� 生活支援員 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、常勤換算方法で、アに

掲げる利用者の数を�で除した数とイに掲げる利用者の数を��で除した数の

合計数以上

ア イに掲げる利用者以外の利用者

イ 宿泊型自立訓練の利用者

� 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練（生活訓練）事業
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所ごとに、�以上

� サービス管理責任者 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、ア又はイに掲

げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自

立訓練（生活訓練）事業所については、前項第�号中「生活支援員」とあるの

は「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練（生活訓練）事業所」とあるの

は「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練（生活訓練）事業所」と読み

替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該

自立訓練（生活訓練）事業所ごとに、それぞれ�以上とする。

� 自立訓練（生活訓練）事業者が、自立訓練（生活訓練）事業所における自立

訓練（生活訓練）に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生

活訓練）（以下この項において「訪問による自立訓練（生活訓練）」とい

う。）を提供する場合は、前�項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問に

よる自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

	 第�項（第�項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は、前

年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。


 第�項（第�号に掲げる者を除く。）及び第�項に規定する自立訓練（生活

訓練）事業所の職員は、専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限

りでない。

� 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓

練（生活訓練）事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練（生活訓練）事

業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号又は第�項の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければ
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ならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（準用）

第��条 第�条、第�条、第�	条から第�
条まで、第��条から第��条まで、第�

条から第	�条まで、第	�条から第	�条まで、第��条、第��条、第��条から第�


条まで、第�	条及び第��条の規定は、自立訓練（生活訓練）の事業について準

用する。この場合において、第�条第�項第�号中「第��条第�項」とあるの

は「第��条において準用する第��条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項第�号中「第�条第�項」とあるのは

「第��条において準用する第�条第�項」と、同項第�号中「第	�条第�項」

とあるのは「第��条において準用する第	�条第�項」と、同項第�号中「第	�

条第�項」とあるのは「第��条において準用する第	�条第�項」と、第��条第

�項中「次条第�項」とあるのは「第��条において準用する次条第�項」と、

第��条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条

第�項中「�月」とあるのは「�月」と、第�条中「前条」とあるのは「第��

条において準用する前条」と、第��条第�項中「�人以上」とあるのは「宿泊

型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については�人以上、宿泊型自立訓練

については��人以上」と読み替えるものとする。

第�章 就労移行支援

（基本方針）

第��条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、規則第�条の�に規定する者に対して、規則第�条の�に

規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。

（認定就労移行支援事業所の設備）

第��条 第�
条において準用する第	条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ
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指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和��年
文部

厚生
省令

第�号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成

施設として認定されている就労移行支援事業所（以下この章において「認定就

労移行支援事業所」という。）の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッ

サージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされ

る設備を有することとする。

（職員の配置の基準）

第��条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）に置くべき

職員及びその員数は、次のとおりとする。

� 管理者 �

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を�で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

� 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を

�	で除した数以上

� サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が�
以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が�
を超えて�
又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、推定数による。

� 第�項（第�号に掲げる者を除く。）に規定する就労移行支援事業所の職員

は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。た
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だし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事

業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。

� 第�項第�号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常

勤でなければならない。

� 第�項第�号の就労支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（認定就労移行支援事業所の職員の員数）

第	
条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及び

その員数は、次のとおりとする。

� 管理者 �

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤

換算方法で、利用者の数を��で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

ウ 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、�以上とする。

� サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が	�以下 �以上

イ 利用者の数が	�以上 �に、利用者の数が	�を超えて
�又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の職員及びその員数については、前条第�項から第�項まで及び第�項

の規定を準用する。

（実習の実施）

第	条 就労移行支援事業者は、利用者が第	�条において準用する第��条の就労
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移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければなら

ない。

� 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業

安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携

して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

（求職活動の支援等の実施）

第��条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者

が行う求職活動を支援しなければならない。

� 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及

び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人

の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援の実施）

第��条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者

就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から�

月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

（就職状況の報告）

第��条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その

他の就職に関する状況を、県に報告しなければならない。

（準用）

第��条 第�条、第	条、第
�条から第
�条まで、第�条から第��条まで、第��

条から第��条まで、第�条から第��条まで、第�条、第
条、第�条から第�

条まで及び第��条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合

において、第	条第�項第�号中「第
�条第�項」とあるのは「第��条におい

て準用する第
�条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する

第��条第�項」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条におい

て準用する第��条第�項」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第

��条において準用する第��条第�項」と、第
�条第�項中「次条第�項」とあ
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るのは「第��条において準用する次条第�項」と、第��条中「療養介護計画」

とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第�項中「�月」とあるのは「	

月」と、第�
条中「前条」とあるのは「第��条において準用する前条」と、第

��条ただし書及び第�条第�項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支

援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものとする。

第�章 就労継続支援Ａ型

（基本方針）

第�条 就労継続支援Ａ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、専ら規則第�条の�第�号に規定する者を雇用して就

労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練そ

の他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

（管理者の資格要件）

第��条 就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ａ型事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「就労継続支援Ａ型事業所」とい

う。）の管理者は、社会福祉法第��条各号のいずれかに該当する者若しくは同

法第�条第�項の社会福祉事業に�年以上従事した者又は企業を経営した経験

を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければな

らない。

（規模）

第��条 就労継続支援Ａ型事業所は、�人以上の人員を利用させることができる

規模を有するものでなければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者が第��条第�項の規定により雇用契約を締結してい

ない利用者に対して就労継続支援Ａ型を提供する場合における雇用契約を締結

している利用者に係る利用定員は、�を下回ってはならない。

	 就労継続支援Ａ型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利

用定員は、当該就労継続支援Ａ型事業所の利用定員の�分の�及び�を超え

てはならない。

（設備の基準）
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第��条 就労継続支援Ａ型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び

多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会

福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援Ａ型事業所の効果的

な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないとき

は、その一部を設けないことができる。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 第�項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障

がない場合は、設けないことができる。

� 第�項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合

は、兼用することができる。

� 第�項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の用に供するも

のでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限り

でない。

（職員の配置の基準）

第�	条 就労継続支援Ａ型事業者が就労継続支援Ａ型事業所に置くべき職員及び

その員数は、次のとおりとする。

� 管理者 �

� 職業指導員及び生活支援員

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を
�で除した数以上とする。

イ 職業指導員の数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、�以上とする。
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ウ 生活支援員の数は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、�以上とする。

� サービス管理責任者 就労継続支援Ａ型事業所ごとに、ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数

ア 利用者の数が��以下 �以上

イ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端数を

増すごとに�を加えて得た数以上

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、推定数による。

� 第�項（第�号に掲げる者を除く。）に規定する就労継続支援Ａ型事業所の

職員は、専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の職務に従事する者でなければなら

ない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

	 第�項第�号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、就労継続支援Ａ型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支

援Ａ型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援Ａ型事業所以外の事

業所、施設等の職務に従事することができるものとする。


 第�項第�号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常

勤でなければならない。

� 第�項第�号のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければな

らない。

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第�条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所における主たる事

業所（以下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を

行う事業所（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置すること

ができる。

� 従たる事業所は、��人以上の人員を利用させることができる規模を有するも

のとしなければならない。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

職員（管理者及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、
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常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなけれ

ばならない。

（実施主体）

第��条 就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就

労継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第��条に規

定する子会社以外の者でなければならない。

（雇用契約の締結等）

第��条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利

用者と雇用契約を締結しなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により就労継

続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。）は、規則第�条の��第�号に規

定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することがで

きる。

（就労）

第�	条 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実

情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければなら

ない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の

向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければな

らない。

（賃金及び工賃）

第�
条 就労継続支援Ａ型事業者は、第��条第�項の規定による利用者が自立し

た日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう

努めなければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、第��条第�項の規定による利用者（以下この条

において「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対しては、生産活

動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当
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する金額を工賃として支払わなければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる

工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

� 第�項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払わ

れる�月当たりの工賃の平均額は、�����円を下回ってはならない。

（実習の実施）

第	�条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第	
条において準用する第��条の

就労継続支援Ａ型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努め

なければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共

職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と

連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなけれ

ばならない。

（求職活動の支援等の実施）

第	�条 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利

用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

� 就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援セン

ター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及

び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施）

第	条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日か

ら�月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

（利用者及び職員以外の者の雇用）

第	�条 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ

型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員

の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。
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� 利用定員が��人以上��人以下 利用定員に���分の��を乗じて得た数

� 利用定員が��人以上��人以下 ��又は利用定員に���分の��を乗じて得た

数のいずれか多い数

� 利用定員が��人以上 ��又は利用定員に���分の��を乗じて得た数のいず

れか多い数

（準用）

第��条 第	条、第
条、第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��

条から第��条まで、第��条、第��条、第��条、第��条から第��条まで及び第��

条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において、

第
条第項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第��条において準用する

第��条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」

と、同項第号中「第��条第項」とあるのは「第��条において準用する第��

条第項」と、同項第�号中「第��条第項」とあるのは「第��条において準

用する第��条第項」と、同項第�号中「第��条第項」とあるのは「第��条

において準用する第��条第項」と、第��条第�項中「次条第�項」とあるの

は「第��条において準用する次条第�項」と、第��条中「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第��条中「前条」とあるのは「第��条に

おいて準用する前条」と読み替えるものとする。

第	章 就労継続支援Ｂ型

（基本方針）

第��条 就労継続支援Ｂ型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、規則第�条の��第号に規定する者に対して就労の機

会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知

識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。

（工賃の支払等）

第��条 就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ｂ型事業者」と

いう。）は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に
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必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならな

い。

� 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる�月当たりの工賃の平均

額（第�項において「工賃の平均額」という。）は、�����円を下回ってはな

らない。

� 就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

� 就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工

賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通

知するとともに、県に報告しなければならない。

（準用）

第	
条 第�条、第�条、第�条から第�条まで、第��条から第��条まで、第�	

条から第��条まで、第��条、第��条、第�
条、第�条、第��条、第��条から第

��条まで、第��条、第
条、第
�条から第
�条まで及び第	�条から第	�条まで

の規定は、就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において、第

�条第�項第�号中「第
条第�項」とあるのは「第	
条において準用する第


条第�項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、

同項第�号中「第�	条第�項」とあるのは「第	
条において準用する第�	条第

�項」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第	
条において準用す

る第��条第�項」と、同項第�号中「第��条第�項」とあるのは「第	
条にお

いて準用する第��条第�項」と、第�条第�項中「次条第�項」とあるのは

「第	
条において準用する次条第�項」と、第
条中「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第	条中「前条」とあるのは「第	
条にお

いて準用する前条」と、第	�条第�項中「第	�条」とあるのは「第	
条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替える

ものとする。

第�章 多機能型に関する特例

（規模に関する特例）
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第��条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」とい

う。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）

事業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練

（生活訓練）事業所」という。）、就労移行支援事業所（以下「多機能型就労

移行支援事業所」という。）、就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労

継続支援Ａ型事業所」という。）及び就労継続支援Ｂ型事業所（以下「多機能

型就労継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指

定児童発達支援（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運

営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号。以下「指定通所支援基準」と

いう。）第�条に規定する指定児童発達支援をいう。）の事業、指定医療型児

童発達支援（指定通所支援基準第��条に規定する指定医療型児童発達支援をい

う。）の事業又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準第��条に規定

する指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支

援事業等」という。）を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所

の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が�	

人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多

機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。

� 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練（機能訓練）事業所及び多機

能型就労移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。） 
人以上

� 多機能型自立訓練（生活訓練）事業所 
人以上。ただし、宿泊型自立訓

練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う場合にあっ

ては、宿泊型自立訓練の利用定員が�	人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立

訓練（生活訓練）の利用定員が
人以上とする。

� 多機能型就労継続支援Ａ型事業所及び多機能型就労継続支援Ｂ型事業所

�	人以上

� 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又

は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所
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が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第��条の規

定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての

事業を通じて�人以上とすることができる。

� 多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障害児（児童福祉法第�条第

�項に規定する重症心身障害児をいう。）につき行う多機能型児童発達支援事

業等を一体的に行う場合にあっては、第��条の規定にかかわらず、その利用定

員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて�人以上とする

ことができる。

� 離島その他の地域であって基準省令第	
条第�項の厚生労働大臣が定めるも

ののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるものに

おいて事業を行う多機能型事業所については、第�項中「�人」とあるのは

「�人」とする。この場合において、地域において障害福祉サービスが提供さ

れていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおい

て事業を行う多機能型事業所（多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練

（機能訓練）事業所、多機能型自立訓練（生活訓練）事業所、多機能型就労継

続支援Ｂ型事業所に限る。以下この条及び第	
条第�項において同じ。）につ

いては、当該多機能型事業所の利用定員を、�人以上とすることができる。

（職員の員数等の特例）

第	
条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多

機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事

業所の利用定員を含む。）の合計が�人未満である場合は、第�
条第�項、第

��条第�項及び第�項、第�
条第�項、第��条第�項及び第�項並びに第��条

第�項（第	�条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多

機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場

合にあっては、指定通所支援基準の規定により当該事業を行う事業所に置くべ

きものとされる職員（指定通所支援基準第�条第�項第�号に規定する児童発

達支援管理責任者を除く。）を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理

責任者を除く。）のうち、�人以上は、常勤でなければならないとすることが
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きる。

� 多機能型事業所は、第��条第�項第�号及び第�項、第�	条第�項第
号及

び第�項、第��条第�項第�号及び第�項、第��条第�項第�号及び第項並

びに第��条第�項第
号及び第�項（これらの規定を第��条において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のう

ち基準省令第��条第�項の厚生労働大臣が定めるものを�の事業所であるとみ

なして、当該�の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の

数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応

じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規

定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤

でなければならないとすることができる。

� 利用者の数の合計が��以下 �以上

� 利用者の数の合計が��以上 �に、利用者の数の合計が��を超えて��又は

その端数を増すごとに�を加えて得た数以上


 前条第�項後段の規定により、多機能型事業所の利用定員を�人以上とする

ことができることとされた多機能型事業所は、第��条第�項第
号エ及び第

項、第�	条第�項第�号イ及びエ、第項並びに第�項、第��条第�項第�号

及び第項並びに第��条において準用する第��条第�項第�号及び第�項の規

定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を�の事業所であるとみ

なして、当該�の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常

勤換算方法で、第�号に掲げる利用者の数を�で除した数と第�号に掲げる利

用者の数を��で除した数の合計数以上とすることができる。この場合におい

て、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、�人以上は

常勤でなければならない。

� 生活介護、自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の利用者

� 就労継続支援Ｂ型の利用者

（設備の特例）

第��条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮
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しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができ

る。

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。

（生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置）

第�条 当分の間、第�号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する

生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をい

う。以下この条において同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

の総数は、第��条第�項第�号アの規定にかかわらず、生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計以上の数とする。

� 次のアからウまでに掲げる利用者（基準省令附則第�条第�項第�号の厚

生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。）の平均障害程度

区分に応じ、それぞれアからウまでに掲げる数

ア 平均障害程度区分が�未満 利用者の数を�で除した数

イ 平均障害程度区分が�以上	未満 利用者の数を	で除した数

ウ 平均障害程度区分が	以上 利用者の数を�で除した数

� 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を
�で除した数

� 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合の前項の利用者の数は、推定数による。

（宿泊型自立訓練に関する経過措置）

第�条 法附則第�条の規定によりなお従前の例により運営をすることができる

こととされた法附則第��条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（昭和��年法律第
��号。以下「旧精神保健福祉法」という。）

第��条の�第�項第�号に掲げる精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者

生活訓練施設」という。）、同項第�号に掲げる精神障害者授産施設（以下

「精神障害者授産施設」という。）（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚

生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成
年厚生労働省令第
��号。以
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下「整備省令」という。）による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び

運営に関する基準（平成��年厚生省令第��号。以下「旧精神障害者社会復帰施

設基準」という。）第��条第�号に掲げる通所施設及び同条第�号に掲げる精

神障害者小規模通所授産施設を除く。）、法附則第	�条第�項の規定によりな

お従前の例により運営をすることができることとされた法附則第	�条の規定に

よる改正前の知的障害者福祉法（昭和�	年法律第��号。以下「旧知的障害者福

祉法」という。）第��条の
に規定する知的障害者更生施設（以下「知的障害

者更生施設」という。）（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備

及び運営に関する基準（平成�	年厚生労働省令第��号。以下「旧知的障害者援

護施設最低基準」という。）第��条第�号に規定する知的障害者入所更生施設

に限る。）、旧知的障害者福祉法第��条の�に規定する知的障害者授産施設

（以下「知的障害者授産施設」という。）（旧知的障害者援護施設最低基準第

�条第�号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。）及び旧知的障害者福

祉法第��条の�に規定する知的障害者通勤寮について、第	�条第�項の規定を

適用する場合においては、同項第�号ア中「�人」とあるのは精神障害者生活

訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第�条

の適用を受けるものを除く。）については「�人以下」と、精神障害者生活訓

練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第�条の

適用を受けるものに限る。）、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設並び

に知的障害者通勤寮については「�人以下」と、「�の居室の面積は」とある

のは「利用者�人当たりの床面積は」と、同号イ中「����平方メートル」とあ

るのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「���平方

メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤

寮については「�平方メートル」とする。

� 旧知的障害者援護施設最低基準附則第�条の適用を受ける知的障害者通勤寮

については、第	�条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�号ア中

「�人」とあるのは「原則として�人以下」と、同号イ中「����平方メート

ル」とあるのは「���平方メートル」とする。
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（規模に関する経過措置等）

第�条 次の各号に掲げる者が法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例に

より運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護

施設、法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第��条の規

定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定

する精神障害者社会復帰施設（第�号において「身体障害者更生援護施設等」

という。）に併設して引き続き生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練

（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う間は、第�	条

（第

条、第��条及び第�	条において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）及び第
	条第�項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事

業所、自立訓練（機能訓練）事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行

支援事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所（当該事業を多機能型により行う場合

並びにこれらの事業所が第�	条ただし書及び第
	条第�項ただし書の規定の適

用を受ける場合を除く。）の利用定員は、�人以上とすることができる。

� 平成��年�月�日（以下「基準日」という。）において現に法附則第�条

第�項第�号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者

� 基準日において現に旧精神保健福祉法第
条の�第�項に規定する精神障

害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者

� 身体障害者更生援護施設等（障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政

令の整備に関する政令（平成��年政令��号）第��条の規定による改正前の

社会福祉法施行令（昭和��年政令第��
号）第�条第�号、第�号又は第�

号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産

施設に限る。）を経営する事業を行っていた者

� 法第�条第��項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所（障害者

基本法（昭和�
年法律第��号）第�条第�号に規定する障害者の地域社会にお

ける作業活動の場として同法第��条第�項の規定により必要な費用の助成を受

けている施設をいう。）が、平成�年�月�日から平成��年�月��日までの間
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に障害福祉サービス事業を開始した場合における第��条（第��条、第��条及び

第��条において準用する場合を含む。）及び第��条第�項並びに第��条第	項

の適用については、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるものの

うち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるもの」とあ

るのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認める地域」

とする。

（就労継続支援Ａ型に関する経過措置）

第
条 基準日において現に存する法附則第��条第�項の規定によりなお従前の

例により運営をすることができることとされた法附則第��条の規定による改正

前の身体障害者福祉法（昭和�年法律第��号。以下「旧身体障害者福祉法」

という。）第��条に規定する身体障害者授産施設（以下「身体障害者授産施

設」という。）のうち基準省令附則第�条の厚生労働大臣が定めるもの、精神

障害者授産施設のうち基準省令附則第�条の厚生労働大臣が定めるもの又は知

的障害者授産施設のうち基準省令附則第�条の厚生労働大臣が定めるもの（こ

れらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増

築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）において就労

継続支援Ａ型を行う場合については、第��条の基準を満たすための計画を提出

したときは、当分の間、同条の規定は適用しない。

（身体障害者更生施設等に関する経過措置）

第�条 法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた旧身体障害者福祉法第�条に規定する身体障害者更生施

設、旧身体障害者福祉法第��条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障

害者授産施設、旧精神保健福祉法第��条の�第�項第�号に掲げる精神障害者

福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者

通勤寮（これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基準

日の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）に

おいて、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）の事業、自

立訓練（生活訓練）の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型の事業又
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は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物について

は、当分の間、第��条第�項、第��条第�項（第��条、第��条において準用す

る場合を含む。）、第��条第�項又は第	�条第�項（第�	条において準用する

場合を含む。）に規定する多目的室を設けないことができる。

（従たる事業所に関する経過措置）

第
条 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施

設が、生活介護の事業、自立訓練（機能訓練）の事業、自立訓練（生活訓練）

の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続支援Ｂ型

の事業を行う場合において、基準日において現に存する分場（整備省令による

改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生

労働省令第��号）第��条第�項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第��条第

�項及び第	条第�項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な

設備が完成しているものを含み、基準日の後に増築され、又は改築される等建

物の構造を変更したものを除く。）を生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）

事業所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ

型事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所（以下

この条において「従たる事業所」という。）として設置する場合については、

当分の間、第�条第�項及び第�項（これらの規定を第��条、第��条及び第��

条において準用する場合を含む。）並びに第	�条第�項及び第�項（これらの

規定を第�	条において準用する場合を含む。）の規定は適用しない。この場合

において、当該従たる事業所に置かれる職員（サービス管理責任者を除く。）

のうち�人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければなら

ない。
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島根県障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営

に関する基準を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 78号 

島根県障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成��年法律第���号）第��条第�項

の規定に基づき、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

ものとする。

（基本方針）

第	条 地域活動支援センターは、利用者（地域活動支援センターを利用する障

害者及び障害児をいう。以下同じ。）が地域において自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の

機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の

供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

	 地域活動支援センターは、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立ったサービ

スの提供に努めなければならない。


 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、市町村、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

� 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任

者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実

施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

（運営規程）

第
条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針
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� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員

� 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用

の種類及びその額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第�条 地域活動支援センターは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設

備を設けなければならない。

� 地域活動支援センターは、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的

計画を立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 地域活動支援センターは、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（サービスの提供の記録）

第�条 地域活動支援センターは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該

サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しな

ければならない。

（記録の整備）

第�条 地域活動支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。

� 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から�年間保存しなければ

ならない。

	 前条に規定するサービスの提供の記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録
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� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（規模）

第�条 地域活動支援センターは、��人以上の人員を利用させることができる規

模を有するものでなければならない。

（設備の基準）

第�条 地域活動支援センターは、次の各号に掲げる設備を設けなければならな

い。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支

援センターの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対

するサービスの提供に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設け

ないことができる。

� 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる

場所

� 便所

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる

場所 必要な設備及び備品等を備えること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

（職員の配置の基準）

第�条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。

� 施設長 	

� 指導員 �以上

� 施設長は、地域活動支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域活動

支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することがで

きるものとする。


 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、地域活動支援セン

ターを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
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（従たる事業所を設置する場合における特例）

第��条 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおける主たる事業所

（以下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う

事業所（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置することがで

きる。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

職員のうちそれぞれ�人以上は、専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職

務に従事する者でなければならない。

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第��条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることがで

きるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当

該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利

用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするととも

に、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

（生産活動）

第��条 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の

実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければな

らない。

� 地域活動支援センターは、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に

従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮

しなければならない。

（工賃の支払）

第��条 地域活動支援センターは、生産活動に従事している者に、生産活動に係

る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金

額を工賃として支払わなければならない。

（定員の遵守）

第��条 地域活動支援センターは、利用定員を超えて利用させてはならない。た
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だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（衛生管理等）

第��条 地域活動支援センターは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならな

い。

� 地域活動支援センターは、地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒

が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

（秘密保持等）

第��条 地域活動支援センターの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 地域活動支援センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。

（苦情解決）

第��条 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関する利用者又はそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための

窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 地域活動支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容等を記録しなければならない。

� 地域活動支援センターは、その提供したサービスに関し、県又は市町村から

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。

� 地域活動支援センターは、県又は市町村からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を県又は市町村に報告しなければならない。

	 地域活動支援センターは、社会福祉法（昭和
�年法律第��号）第�条に規定

する運営適正化委員会が同法第��条の規定により行う調査又はあっせんにでき

る限り協力しなければならない。
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（事故発生時の対応）

第��条 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により事故が

発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければならない。

� 地域活動支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて、記録しなければならない。

� 地域活動支援センターは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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島根県障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基

準を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 79号 

島根県障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関す

る基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成��年法律第���号。以下「法」と

いう。）第��条第�項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。

（基本方針）

第	条 福祉ホームは、利用者（福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同

じ。）が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を

利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。

	 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。


 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、

障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者等との連携に努めなければならない。

� 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の

措置を講ずるよう努めなければならない。

（構造設備）

第
条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、

かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について

十分考慮されたものでなければならない。

	 福祉ホームの建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除
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く。次項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���

号）第�条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又

は準耐火建築物（同条第�号の�に規定する準耐火建築物をいう。次項におい

て同じ。）でなければならない。

� 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての福祉ホームの建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されてい

ると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

（運営規程）

第	条 福祉ホームは、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る運営規程を定めておかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 利用定員

� 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の

種類及びその額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 非常災害対策

� 虐待の防止のための措置に関する事項
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� その他運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第�条 福祉ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けな

ければならない。

� 福祉ホームは、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画を立

て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に利用者に周知しなければならない。

� 福祉ホームは、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。

（サービスの提供の記録）

第�条 福祉ホームは、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの

提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければなら

ない。

（記録の整備）

第�条 福祉ホームは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。

� 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、当該サービスを提供した日から�年間保存しなければならない。

� 前条に規定するサービスの提供の記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（規模）

第
条 福祉ホームは、�人以上の人員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。

（設備の基準）

第�条 福祉ホームは、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的
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な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供

に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

� 居室

� 浴室

� 便所

� 管理人室

� 共用室

� 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

� 居室

ア �の居室の定員は、原則として、�人とすること。

イ 利用者�人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、���平

方メートル以上とすること。

� 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所 利用者の特性に応じたものであること。

� 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、

利用定員に応じて適当な広さを有すること。

� 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければなら

ない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限り

ではない。

（職員の配置の基準）

第��条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。

� 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する

能力を有する者でなければならない。

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第��条 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当

該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支

払を求めることが適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利
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用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、

利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

（定員の遵守）

第��条 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災

害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（衛生管理等）

第��条 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

� 福祉ホームは、福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（秘密保持等）

第��条 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 福祉ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。

（苦情解決）

第��条 福祉ホームは、その提供したサービスに関する利用者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。

� 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。

� 福祉ホームは、その提供したサービスに関し、県又は市町村から指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。

	 福祉ホームは、県又は市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を県又は市町村に報告しなければならない。


 福祉ホームは、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第��条に規定する運営適
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正化委員会が同法第��条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力

しなければならない。

（事故発生時の対応）

第��条 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場

合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じなければならない。

� 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記

録しなければならない。

� 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（居室面積の経過措置）

� 平成��年�	月�日において現に存する法附則第
�条の規定による改正前の精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第���号）第�	条の�

第項に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第��条の規定による改正前

の知的障害者福祉法（昭和��年法律第��号）第��条の�に規定する知的障害者

福祉ホーム（これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、

同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が

福祉ホームを経営する事業を行う場合におけるこれらの施設の建物について

は、当分の間、第�条第�項第�号イの規定は、適用しない。
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島根県障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 80号 

島根県障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

（趣旨）

第�条 この条例は、障害者自立支援法（平成��年法律第���号。以下「法」と

いう。）第��条第�項の規定に基づき、障害者支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定めるものとする。

（定義）

第	条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

� 常勤換算方法 障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援

施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害

者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

� 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのう

ち施設入所支援を除いたものをいう。

（障害者支援施設の一般原則）

第
条 障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏

まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者

に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的

な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切か

つ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

	 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立

場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。


 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する
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等の措置を講ずるよう努めなければならない。

（構造設備）

第�条 障害者支援施設の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫さ

れ、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災につ

いて十分考慮されたものでなければならない。

� 障害者支援施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く。次項において同じ。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和��年法律第���

号）第�条第�号の�に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。）又

は準耐火建築物（同条第�号の	に規定する準耐火建築物をいう。次項におい

て同じ。）でなければならない。

	 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識

を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋

建ての障害者支援施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保され

ていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

� スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、

火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

� 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されて

おり、円滑な消火活動が可能なものであること。

� 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保

等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施す

ること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能な

ものであること。

（施設長の資格要件）

第
条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第�条

第�項各号のいずれかに該当する者若しくは同法第�条第�項の社会福祉事業

に�年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者で

なければならない。
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（運営規程）

第�条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する運営規程を定めておかなければならない。

� 障害者支援施設の目的及び運営の方針

� 提供する施設障害福祉サービスの種類

� 職員の職種、員数及び職務の内容

� 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領す

る費用の種類及びその額

� 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

	 サービスの利用に当たっての留意事項


 緊急時等における対応方法

� 非常災害対策

� 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類

を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（非常災害対策）

第�条 障害者支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けなければならない。

� 障害者支援施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体的計画を

立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制を整備

し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 障害者支援施設は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（記録の整備）

第�条 障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し
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ておかなければならない。

� 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次

の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から�

年間保存しなければならない。

� 第��条第�項に規定する施設障害福祉サービス計画

� 第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 第��条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第�	条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（規模）

第
条 障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施

設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させる

ことができる規模を有するものでなければならない。

� 生活介護、自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施行規則（平成��年

厚生労働省令第��号。以下「規則」という。）第�条の�第�号に規定する

自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）、自立訓練（生活訓練）（規則

第�条の�第�号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。）、

就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型（規則第�条の�第�号に規定する就労

継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。） �人以上（入所を目的とする他の社会

福祉施設等に併設する障害者支援施設（次条第�項に規定する認定障害者支

援施設を除く。次項において同じ。）にあっては、�人以上）

� 施設入所支援 �人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設す

る障害者支援施設にあっては、�人以上）

� 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各

号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分

に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援

施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が�人以上（入所を目的と

する他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、��人以上）で
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なければならないものとする。

� 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）又は就労移行支

援 �人以上

� 就労継続支援Ｂ型 ��人以上

� 施設入所支援 ��人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設す

る障害者支援施設にあっては、��人以上）

（設備の基準）

第��条 障害者支援施設は、訓練・作業室、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、

相談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただ

し、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効

果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がない

ときは、その一部を設けないことができる。

� 障害者支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

� 訓練・作業室

ア 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの

用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこ

の限りでない。

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

� 居室

ア �の居室の定員は、�人以下とすること。

イ 地階に設けてはならないこと。

ウ 利用者�人当たりの床面積は、収納設備等を除き、	
	平方メートル以

上とすること。

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

オ �以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設け

ること。

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備える
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こと。

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

� 食堂

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。

イ 必要な備品を備えること。

� 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

� 洗面所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

� 便所

ア 居室のある階ごとに設けること。

イ 利用者の特性に応じたものであること。

� 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けるこ

と。

� 廊下幅

ア ���メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、���メートル以上

とすること。

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に

支障がないようにしなければならないこと。

� あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則

（昭和��年
文部

厚生
省令第	号）によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師の養成施設として認定されている障害者支援施設（次条第
項第�号にお

いて「認定障害者支援施設」という。）が就労移行支援を行う場合は、前項の

規定のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校又は養

成施設として必要とされる設備を有することとする。

� 第
項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提

供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
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（職員の配置の基準）

第��条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

� 施設長 �

� 生活介護を行う場合

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとす

る。

ア� 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う

ために必要な数

イ� 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生

活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、�及び�に掲げる数を合計し

た数以上とする。

� �から�までに掲げる平均障害程度区分（障害者自立支援法に基

づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労

働省令第���号。以下「基準省令」という。）第��条第�項第�号

イ��イ�の厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区

分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれ�から�までに

定める数

� 平均障害程度区分が	未満 利用者（基準省令第��条第�項第

�号イ��イ���の厚生労働大臣が定める者を除く。
及び�にお

いて同じ。）の数を�で除した数


 平均障害程度区分が	以上�未満 利用者の数を�で除した数

� 平均障害程度区分が�以上 利用者の数をで除した数

� ��の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を��で除した数

ｂ 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営む

のに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護
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の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。

ｄ 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、�以上とする。

ウ� サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管

理を行う者として基準省令第��条第�項第�号イ�の厚生労働大臣が定

めるものをいう。以下同じ。） ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に

応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アイ�の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に�又は

複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単

位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は��人以上とする。

ウ アイ�の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、こ

れらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置く

ことができる。

エ アイ�の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アウ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 自立訓練（機能訓練）を行う場合

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

ア� 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

ａ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常

勤換算方法で、利用者の数を	で除した数以上とする。

ｂ 看護職員の数は、�以上とする。

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は、�以上とする。

ｄ 生活支援員の数は、�以上とする。
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イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（機能訓練）に併

せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練（機能訓練）（以下

この条において「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供す

る場合は、アに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（機

能訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

ウ アア�の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、こ

れらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するため

の訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置く

ことができる。

エ アア�の看護職員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アア�の生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

カ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 自立訓練（生活訓練）を行う場合

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次の

とおりとする。

ア� 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を�で除した数以上

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている
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場合については、アア�中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護

職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数

は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。この場合において、生活支

援員及び看護職員の数は、それぞれ�以上とする。

ウ 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練（生活訓練）に併

せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下こ

の条において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を行う場合

は、ア及びイに掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練（生

活訓練）を提供する生活支援員を�人以上置くものとする。

エ アア�及びイの生活支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

オ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 就労移行支援を行う場合

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとおりと

する。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を�で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を��で除した数以上

ウ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アの規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合
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に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を��で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに掲げる数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

ウ アア�又はイア�の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上

は、常勤でなければならない。

エ アイ�の就労支援員のうち、�人以上は、常勤でなければならない。

オ アウ�又はイイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなけれ

ばならない。

� 就労継続支援Ｂ型を行う場合

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき職員及びその員数は、次のとお

りとする。

ア� 職業指導員及び生活支援員

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数

を��で除した数以上とする。

ｂ 職業指導員の数は、�以上とする。

ｃ 生活支援員の数は、�以上とする。

イ� サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ、そ

れぞれａ又はｂに定める数

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端
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数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ アア�の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか�人以上は、常勤で

なければならない。

ウ アイ�のサービス管理責任者のうち、�人以上は、常勤でなければならな

い。

� 施設入所支援を行う場合

ア 施設入所支援を行うために置くべき職員及びその員数は、次のとおりと

する。

ア� 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、ａ又はｂに掲げる利用者の

数の区分に応じ、それぞれａ又はｂに掲げる数とする。ただし、自立訓

練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援

Ｂ型を受ける利用者又は基準省令第��条第�項第�号イ�の厚生労働大

臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤

務を行う生活支援員を�以上とする。

ａ 利用者の数が��以下 �以上

ｂ 利用者の数が��以上 �に、利用者の数が��を超えて��又はその端

数を増すごとに�を加えて得た数以上

イ� サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービス

を行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。

イ アの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に

�又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入

所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は��人以上とす

る。

	 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始す

る場合は、前項の利用者の数は、推定数とする。


 第�項に規定する障害者支援施設の職員（施設長を除く。）は、生活介護の

単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入

所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

 
785



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

練）、就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければな

らない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

� 第�項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただ

し、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業

務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。

（複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数）

第��条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの

利用定員の合計が��人未満である場合は、前条第�項第�号エ、第�号エ及び

オ、第�号エ、第	号ウ（イア�に係る部分を除く。）及びエ並びに第
号イの

規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置く

べき職員（施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち、�人以上

は、常勤でなければならないとすることができる。

� 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第�項第�号アウ�及

びオ、第�号アイ�及びカ、第�号アイ�及びオ、第	号アウ�、イイ�及びオ並びに

第
号アイ�及びウの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号

に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち基準省令第��

条第�項の厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該

各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任

者のうち、�人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

� 利用者の数の合計が��以下 �以上

� 利用者の数の合計が��以上 �に、利用者の数の合計が��を超えて��又は

その端数を増すごとに�を加えて得た数以上

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第�条 障害者支援施設は、障害者支援施設における主たる事業所（以下この条

において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下

この条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。

� 従たる事業所は、
人以上の人員を利用させることができる規模を有するも
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のとしなければならない。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

従業者（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、常勤かつ

専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならな

い。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 障害者支援施設は、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当

該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓

練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型

を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

� 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込

者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は

診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

（心身の状況等の把握）

第��条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者

の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。

（障害福祉サービス事業者等との連携等）

第��条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地

域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の障害者支援施

設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

� 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者

又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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（障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等）

第��条 障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金

銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向

上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限

るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利

用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、

利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

第��条 障害者支援施設は、次条第�項に規定する施設障害福祉サービス計画に

基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うととも

に、施設障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮

しなければならない。

� 障害者支援施設の職員は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切

丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解

しやすいように説明を行わなければならない。

� 障害者支援施設は、その提供する施設障害福祉サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（施設障害福祉サービス計画の作成等）

第��条 障害者支援施設の施設長は、サービス管理責任者に施設障害福祉サービ

スに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の作成

に関する業務を担当させるものとする。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては、適

切な方法により、利用者について、その置かれている環境及び日常生活全般の

状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この条にお

いて「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むこ

とができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。
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� アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この

場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説

明し、理解を得なければならない。

� サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利

用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を

向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、

施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉

サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害

者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその

他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置

付けるように努めなければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用

者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議をいう。）を開催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内

容について意見を求めるものとする。

� サービス管理責任者は、第�項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意

を得なければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該

施設障害福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。

� サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉

サービス計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含

む。以下この条において「モニタリング」という。）を行うとともに、少なく

とも�月に�回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じ

て、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。

	 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等

と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところに

より行わなければならない。
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� 定期的に利用者に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�� 第�項から第�項までの規定は、第�項に規定する施設障害福祉サービス計

画の変更について準用する。

（サービス管理責任者の責務）

第��条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を

行うものとする。

� 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事

業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援

施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

� 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立し

た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日

常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこ

と。

� 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

（相談等）

第��条 障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

� 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、

自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援

Ａ型（規則第�条の��第	号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同

じ。）又は就労継続支援Ｂ型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所

等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

（介護）

第��条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

� 障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当たっては、適切な方法により、
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利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者

の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を

行わなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、おむつ

を使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては、利用者

に対し、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行

わなければならない。

� 障害者支援施設は、常時�人以上の職員を介護に従事させなければならな

い。

� 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者

支援施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

（訓練）

第�	条 障害者支援施設は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならな

い。


 障害者支援施設は、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移

行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必

要な訓練を行わなければならない。

� 障害者支援施設は、常時�人以上の職員を訓練に従事させなければならな

い。

� 障害者支援施設は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該障害者

支援施設の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。

（生産活動）

第��条 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会

の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮
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して行うように努めなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提

供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重

な負担とならないように配慮しなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提

供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性

等を踏まえた工夫を行わなければならない。

� 障害者支援施設は、生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提

供に当たっては、防塵
じん

設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために

必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（工賃の支払等）

第��条 障害者支援施設は、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお

いて行われる生産活動に従事している者に、当該生活介護、就労移行支援又は

就労継続支援Ｂ型ごとに、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業

に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならな

い。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、前項の規定によ

り利用者それぞれに対し支払われる�月当たりの工賃の平均額（第�項におい

て「工賃の平均額」という。）を、�	


円を下回るものとしてはならない。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が自立し

た日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう

努めなければならない。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、年度ごとに、工

賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対

し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、県に報告しなければ

ならない。

（実習の実施）

第��条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者が施設障
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害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなけれ

ばならない。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が施設障

害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めな

ければならない。

� 障害者支援施設は、前�項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安

定所、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和��年法律第���号）第��条第�項に規定する障害者就業・生活支援セン

ターをいう。以下同じ。）、特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の

意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

（求職活動の支援等の実施）

第��条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、公共職業安定所

での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、公共職業安定所

での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならな

い。

� 障害者支援施設は、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たって

は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係

機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければな

らない。

（職場への定着のための支援の実施）

第�	条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用者の職場へ

の定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し

て、利用者が就職した日から
月以上、職業生活における相談等の支援を継続

しなければならない。

� 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者の職場へ

の定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し

て、利用者が就職した日から
月以上、職業生活における相談等の支援の継続
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に努めなければならない。

（就職状況の報告）

第��条 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、毎年、前年度に

おける就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、県に報告しなければ

ならない。

（食事）

第��条 障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る。）は、正当な理

由がなく、食事の提供を拒んではならない。

� 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供に当たり、

あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を

得なければならない。

� 障害者支援施設は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜
し

好

を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の

特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管

理を行わなければならない。

� 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

	 障害者支援施設は、食事の提供を行う場合であって、障害者支援施設に栄養

士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健

所等の指導を受けるよう努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第�
条 障害者支援施設は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよ

う努めなければならない。

� 障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手

続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の

同意を得て代わって行わなければならない。

� 障害者支援施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（健康管理）
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第��条 障害者支援施設は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康

保持のための適切な措置を講じなければならない。

� 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者に対して、毎年�回以上

定期に健康診断を行わなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 職員は、現に施設障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならない。

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い）

第��条 障害者支援施設は、施設入所支援を利用する利用者について、病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね�月以内に退院

することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な

便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当

該障害者支援施設の施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなけ

ればならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第��条 障害者支援施設は、当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る基準省

令第��条の�の厚生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」

という。）の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げ

るところにより管理しなければならない。

� 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生

じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

� 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

� 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

� 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用

者に取得させること。

（施設長の責務）
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第��条 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員及び業務の管理

その他の管理を、一元的に行わなければならない。

� 障害者支援施設の施設長は、当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（勤務体制の確保等）

第��条 障害者支援施設は、利用者に対し、適切な施設障害福祉サービスを提供

できるよう、施設障害福祉サービスの種類ごとに、職員の勤務の体制を定めて

おかなければならない。

� 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとに、当該障害者支援施

設の職員によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし、

利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 障害者支援施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。

（定員の遵守）

第��条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用

定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならな

い。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。

（衛生管理等）

第��条 障害者支援施設は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理

等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 障害者支援施設は、障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（協力医療機関等）

第	
条 障害者支援施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。

� 障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めな
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ければならない。

（身体拘束等の禁止）

第��条 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者

又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下この条において「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。

� 障害者支援施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事

項を記録しなければならない。

（秘密保持等）

第��条 障害者支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 障害者支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。

（苦情解決）

第��条 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者

又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける

ための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

� 障害者支援施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を

記録しなければならない。

� 障害者支援施設は、その提供した施設障害福祉サービスに関し、市町村から

指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。

� 障害者支援施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。

（地域との連携等）

第��条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な
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活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第��条 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により

事故が発生した場合は、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。

� 障害者支援施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て、記録しなければならない。

� 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。

（多目的室の経過措置）

第�条 平成��年�	月�日（以下「基準日」という。）において現に存する法附

則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすることができること

とされた法附則第
�条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和��年法律

第��
号。以下「旧身体障害者福祉法」という。）第��条に規定する身体障害

者更生施設（以下「身体障害者更生施設」という。）、旧身体障害者福祉法第


	条に規定する身体障害者療護施設（以下「身体障害者療護施設」という。）

若しくは旧身体障害者福祉法第
�条に規定する身体障害者授産施設（障害者自

立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成

��年厚生労働省令第��号。以下「整備省令」という。）による改正前の身体

障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��

号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。）第�	条第�号に規

定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」とい

う。）、法附則第��条第�項の規定によりなお従前の例により運営をすること

ができることとされた法附則第��条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和
�年法律第
�号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第��条の�に
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規定する知的障害者更生施設（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の

設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号。以下「旧知的障害

者援護施設最低基準」という。）第��条第�号に規定する知的障害者入所更生

施設に限る。以下「知的障害者更生施設」という。）、旧知的障害者福祉法第

��条の�に規定する知的障害者授産施設（旧知的障害者援護施設最低基準第��

条第�号に規定する知的障害者入所授産施設に限る。以下「知的障害者授産施

設」という。）若しくは旧知的障害者福祉法第��条の	に規定する知的障害者

通勤寮（以下「知的障害者通勤寮」という。）又は法附則第�
条の規定により

なお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第��条の規定

による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第���

号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第��条の第�項第�号に規定する

精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）若しく

は同項第号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止前の精神障

害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成��年厚生省令第
�号）第

��条第�号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第号に規定する精神

障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。）に

おいて施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（こ

れらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増

築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）に

ついては、当分の間、第�条第�項に規定する多目的室を設けないことができ

る。

（居室の定員の経過措置）

第�条 基準日において現に存する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又

は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこ

れらの施設の建物（基本的な設備が完成しているものを含み、基準日の後に増

築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）に

ついて、第��条第項の規定を適用する場合においては、同項第号ア中「�

人」とあるのは、「原則として�人」とする。
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（居室面積の経過措置）

第�条 基準日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、

知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設

障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第��

条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�号ウ中「���平方メート

ル」とあるのは、「���平方メートル」とする。

� 基準日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設

において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物に

ついて、第��条第�項の規定を適用する場合においては、同項第�号ウ中「���

平方メートル」とあるのは、「	�	平方メートル」とする。


 基準日において現に存する身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設

であって旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第�条若しくは第�条の規定

の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しく

は知的障害者通勤寮であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第�条から第

�条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提

供する場合におけるこれらの施設の建物について、第��条第�項の規定を適用

する場合においては、同項第�号ウ中「���平方メートル」とあるのは、「���

平方メートル」とする。

� 基準日において現に存する身体障害者療護施設であって、旧身体障害者更生

援護施設最低基準附則第
条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉

サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について第��条第�項の規定

を適用する場合においては、同項第�号ウ中「���平方メートル」とあるのは、

「���平方メートル」とする。

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置）

第�条 基準日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、

知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生

活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合に

おけるこれらの施設の建物については、当分の間、第��条第�項第�号キのブ
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ザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

（廊下幅の経過措置）

第�条 基準日において現に存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設

が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物につい

て、第��条第�項の規定を適用する場合においては、同条第�項第�号アの

「���メートル」とあるのは、「��	�メートル」とする。

� 基準日において現に存する知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設又は

精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの

施設の建物については、第��条第�項第�号の規定は、当分の間、適用しな

い。


 基準日において現に存する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体

障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉

サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第��条第�

項第�号イの規定は、当分の間、適用しない。
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島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 81号 

島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 児童発達支援

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第�条―第�条）

第�節 設備に関する基準（第	
条・第		条）

第�節 運営に関する基準（第	�条―第��条）

第�章 医療型児童発達支援

第�節 基本方針（第�条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第��条）

第�節 運営に関する基準（第
条―第�条）

第�章 放課後等デイサービス

第�節 基本方針（第条）

第�節 人員に関する基準（第�条・第�条）

第�節 設備に関する基準（第�条）

第�節 運営に関する基準（第�
条―第��条）

第�章 保育所等訪問支援

第�節 基本方針（第��条）

第�節 人員に関する基準（第��条・第��条）

第�節 設備に関する基準（第�条）

第�節 運営に関する基準（第��条―第�
条）

第�章 多機能型事業所に関する特例（第�	条―第��条）
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附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、児童福祉法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）

第��条の�の��第	項第�号（法第��条の�の��第
項の規定において準用す

る場合を含む。以下同じ。）並びに第��条の�の��第�項及び第	項の規定に

基づき、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるも

のとする。

（定義）

第	条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 指定通所支援費用基準額 法第��条の�の�第	項第�号（法第��条の�

の�第	項の規定により、同条第�項に規定する放課後等デイサービス障害

児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。）に掲げる額をいう。

� 通所利用者負担額 法第��条の�の�第	項第	号（法第��条の�の�第

	項の規定により、同条第�項に規定する放課後等デイサービス障害児通所

給付費等の支給について適用する場合を含む。）に掲げる額及び肢体不自由

児通所医療（法第��条の�の��第�項に規定する肢体不自由児通所医療をい

う。以下同じ。）につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例に

より算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体

不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

� 法定代理受領 法第��条の�の�第��項（法第��条の�の�第	項の規定

により、同条第�項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の

支給について適用する場合を含む。）の規定により通所給付決定保護者に代

わり市町村が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第��条の�の��第

�項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児

通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けるこ

とをいう。
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� 多機能型事業所 第�条に規定する指定児童発達支援の事業、第��条に規

定する指定医療型児童発達支援の事業、第��条に規定する指定放課後等デイ

サービスの事業及び第��条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障

害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成��年厚生労働省令第���号。以下「指定障害福祉サー

ビス基準省令」という。）第��条に規定する指定生活介護の事業、同令第���

条に規定する指定自立訓練（機能訓練）の事業、同令第���条に規定する指

定自立訓練（生活訓練）の事業、同令第��	条に規定する指定就労移行支援

の事業、同令第���条に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び同令第�
�

条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業のうち�以上の事業を一体的に行

う事業所（同令に規定する事業のみを行う事業所を除く。）のことをいう。

（申請者の要件）

第�条 指定障害児通所支援の事業の指定に係る法第�条の�の��第�項第�号

の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第�条の�第�項に規定する

医療型児童発達支援（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る

指定の申請にあっては、この限りでない。

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則）

第�条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意

向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第�条第�項に

おいて「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき障害児に対して指

定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施するこ

とその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所

支援を提供しなければならない。

� 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用す

る障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所

支援の提供に努めなければならない。

� 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営

を行い、県、市町村、障害者自立支援法（平成��年法律第��号）第�条第�
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項に規定する障害福祉サービス（第��条及び第��条において「障害福祉サービ

ス」という。）を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

� 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用す

る障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。

第�章 児童発達支援

第�節 基本方針

第	条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」とい

う。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得

し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を

行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第
条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」とい

う。）（児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同

じ。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計

数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定め

る数以上

ア 障害児の数が��までのもの �以上

イ 障害児の数が��を超えるもの �に、障害児の数が��を超えて	又はそ

の端数を増すごとに�を加えて得た数以上

� 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭
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和��年厚生省令第��号。以下「児童福祉施設基準省令」という。）第��条第

�項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。） �以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員（日常生活を営

むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を置かなければな

らない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位

ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当た

る場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含める

ことができる。

	 前�項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発

達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 嘱託医 �以上

� 看護師 �以上

� 児童指導員（児童福祉施設基準省令第�
条第�項に規定する児童指導員を

いう。以下同じ。）又は保育士 �以上

� 機能訓練担当職員 �以上

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 第�項第�号及び第�項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援で

あって、その提供が同時に�又は複数の障害児に対して一体的に行われるもの

をいう。

 第�項第�号の指導員又は保育士のうち、�人以上は、常勤でなければなら

ない。

� 第�項第�号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、�人以上は、専任か

つ常勤でなければならない。

第�条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援セン

ターであるものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。ただし、��人以下の障害児を通わせる指定児童

発達支援事業所にあっては第	号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定
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児童発達支援事業所にあっては第�号の調理員を置かないことができる。

� 嘱託医 �以上

� 児童指導員及び保育士

ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じて

おおむね障害児の数を�で除して得た数以上

イ 児童指導員 �以上

ウ 保育士 �以上

� 栄養士 �以上

� 調理員 �以上

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければ

ならない。この場合において、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員及び保

育士の総数に含めることができる。

� 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業

所には、第�項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かな

ければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

� 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに�以上

� 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限

る。） 機能訓練を行うために必要な数

� 第�項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発

達支援事業所には、第�項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業

者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者につ

いては、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

� 看護師 �以上

� 機能訓練担当職員 �以上

� 第�項第�号ア及び第�項第�号の指定児童発達支援の単位は、指定児童発
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達支援であって、その提供が同時に�又は複数の障害児に対して一体的に行わ

れるものをいう。

� 第�項から第�項まで（第�項第�号を除く。）に規定する従業者は、専ら

当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位

ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただ

し、障害児の支援に支障がない場合は、第�項第�号の栄養士及び同項第�号

の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させるこ

とができる。

（管理者）

第�条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職

務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業

所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の

他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事

させることができる。

（従たる事業所を設置する場合における特例）

第�条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所（児童発達支援セ

ンターであるものを除く。）における主たる事業所（次項において「主たる事

業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（次項において「従たる事

業所」という。）を設置することができる。

� 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の

従業者（児童発達支援管理責任者を除く。）のうちそれぞれ�人以上は、常勤

かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければな

らない。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第	
条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く。）

は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。
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� 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。

� 第�項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用

に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、この限りでない。

第��条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以

下この条において同じ。）は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場（指定児童発

達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項に

おいて同じ。）、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の

提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症

心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯

場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことが

できる。

� 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。ただし、主として難聴児

を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指

定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

� 指導訓練室

ア 定員は、おおむね��人とすること。

イ 障害児�人当たりの床面積は、��	
平方メートル以上とすること。

� 遊戯室 障害児�人当たりの床面積は、����平方メートル以上とするこ

と。

� 第�項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定

児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援

事業所は聴力検査室を設けなければならない。

 第�項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、

併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第節 運営に関する基準
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（利用定員）

第��条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を��人以上とする。ただし、

主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用

定員を�人以上とすることができる。

（内容及び手続の説明及び同意）

第��条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の

利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者（以

下「利用申込者」という。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮を

しつつ、当該利用申込者に対し、第��条に規定する運営規程の概要、従業者の

勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始につ

いて当該利用申込者の同意を得なければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法（昭和�	年法律第
�号）第��条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に

応じた適切な配慮をしなければならない。

（契約支給量の報告等）

第�
条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該

指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定

児童発達支援の量（次項において「契約支給量」という。）その他の必要な事

項（第項及び第�項において「通所受給者証記載事項」という。）を通所給

付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

� 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならな

い。

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたとき

は、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告し

なければならない。

� 前項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用す

る。
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（提供拒否の禁止）

第��条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提

供を拒んではならない。

（連絡調整に対する協力）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又

は障害児相談支援事業を行う者（第��条第�項において「障害児相談支援事業

者」という。）が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実

施地域（当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する

地域をいう。第�	条第
号及び第��条第�項において同じ。）等を勘案し、利

用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困

難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他

の必要な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格の確認）

第�	条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合

は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有

無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支

給量等を確かめるものとする。

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援助）

第�条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受

けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速や

かに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。

� 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要

すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通

所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）
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第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障

害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（指定障害児通所支援事業者等との連携等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、

県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障

害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、県、市町村、障害福祉

サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。

（サービスの提供の記録）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指

定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提

供の都度記録しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決

定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければな

らない。

（指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の

支払の範囲等）

第��条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定

保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接

通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決

定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通

所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにす

るとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。ただし、次条第�項から第�項までに規定する支払については、この限
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りでない。

（通所利用者負担額の受領）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給

付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受け

るものとする。

� 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提

供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所

支援費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定児童発達支援事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定児童発達

支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号（第�号にあって

は、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限

る。）に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができ

る。

� 食事の提供に要する費用

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に

要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第�	号。以下

「指定通所支援基準省令」という。）第�
条第�項の別に厚生労働大臣が定め

るところによるものとする。

� 指定児童発達支援事業者は、第�項から第�項までの費用の額の支払を受け

た場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護

者に対し交付しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
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（通所利用者負担額に係る管理）

第��条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当

該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通

所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の

通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該

他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額（以下この条において「通

所利用者負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この場合にお

いて、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指

定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告すると

ともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障

害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係

る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該

通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、第��条第�項の法定代理受領を行わない指定児

童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達

支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

（指定児童発達支援の取扱方針）

第��条 指定児童発達支援事業者は、次条第�項に規定する児童発達支援計画に

基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うととも

に、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しな

ければならない。

� 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たって

は、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な

事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

	 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行
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い、常にその改善を図らなければならない。

（児童発達支援計画の作成等）

第��条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児

童発達支援に係る通所支援計画（以下この条及び第��条第�項第�号において

「児童発達支援計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとす

る。

� 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な

方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日

常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する

生活並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を

行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければなら

ない。

� 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護

者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合

的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定

児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その

他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。

この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業

所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの

連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならな

い。

� 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児

に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催

し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

 
815



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給

付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書

によりその同意を得なければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童

発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画

の実施状況の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項にお

いて「モニタリング」という。）を行うとともに、障害児について解決すべき

課題を把握し、少なくとも�月に�回以上、児童発達支援計画の見直しを行

い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。

� 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護

者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。

� 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�� 第	項から第�項までの規定は、第�項に規定する児童発達支援計画の変更

について準用する。

（児童発達支援管理責任者の責務）

第
�条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業

務を行うものとする。

� 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

� 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

（相談及び援助）

第��条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（指導、訓練等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立
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の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行

わなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立す

るとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を

行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全

な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければ

ならない。

� 指定児童発達支援事業者は、常時�人以上の従業者を指導、訓練等に従事さ

せなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決

定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指

導、訓練等を受けさせてはならない。

（食事）

第��条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。第

�項において同じ。）において、障害児に食事を提供するときは、その献立

は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有する

ものでなければならない。

� 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並び

に障害児の身体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。

� 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食

を営む力の育成に努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児

のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなけ

ればならない。
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（健康管理）

第��条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支

援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。）は、常に障害

児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健

康診断、少なくとも�年に�回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保

健安全法（昭和��年法律第��号）に規定する健康診断に準じて行わなければな

らない。

� 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄

に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右

欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲

げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指

定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握

しなければならない。

� 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）の従

業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を

行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速や

かに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係

る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若し

くは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

児童相談所等における障害児の通所

開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通

所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康

診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断
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く、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

（管理者の責務）

第��条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従

業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者

にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程（第��条において

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 利用定員

� 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種

類及びその額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

	 緊急時等における対応方法


 非常災害対策

� 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を

提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の

体制を定めておかなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童
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発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならな

い。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限り

でない。

� 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、

指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。

（非常災害対策）

第��条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けなけらばならない。

� 指定児童発達支援事業者は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具体

的計画を立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期的

に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健

康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。

（協力医療機関）

第��条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あら

かじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

（掲示）
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第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。

（身体拘束等の禁止）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障

害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項において「身体拘束

等」という。）を行ってはならない。

� 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他

必要な事項を記録しなければならない。

（虐待等の禁止）

第��条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等

に関する法律（平成��年法律第��号）第�条各号に掲げる行為その他当該障害

児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第�	条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）

の長たる指定児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第�	条第
項本

文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第�項の規定に

より懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦

痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

（秘密保持等）

第��条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由が

なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。
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� 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス

事業者等（障害者自立支援法第��条第�項に規定する指定障害福祉サービス事

業者等をいう。）その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又は

その家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又は

その家族の同意を得ておかなければならない。

（情報の提供等）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害

児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者

が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

（利益供与等の禁止）

第��条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者自立

支援法第	条第
�項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を

行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サー

ビスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定

児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを

行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情解決）

第�
条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障

害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。

 
822



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第��

条の�の��第�項の規定により知事又は市町村長（以下この項及び次項におい

て「知事等」という。）が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若し

くは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設

備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定

保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事等が行う調査に協力

するとともに、知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、知事等からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を知事等に報告しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第�	条に規定する運営適正化委員会

が同法第�
条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければ

ならない。

（地域との連携等）

第
�条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければなら

ない。

� 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業所

において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の事業の実

施地域の障害児の福祉に関し、その家庭からの相談に応じ、必要な援助を行う

よう努めなければならない。

（事故発生時の対応）

第
	条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、当該障害児の家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置

について、記録しなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により
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賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならな

い。

（会計の区分）

第��条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分

するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分し

なければならない。

（記録の整備）

第��条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。

� 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関す

る次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から�

年間保存しなければならない。

� 第��条第�項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提

供の記録

� 児童発達支援計画

� 第�	条の規定による市町村への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 第�
条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第�章 医療型児童発達支援

第�節 基本方針

第�	条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支

援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能

を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及

び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び

訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準
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（従業者の員数）

第��条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発達支

援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児童発達支

援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 医療法（昭和��年法律第���号）に規定する診療所として必要とされる従

業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

� 児童指導員 �以上

� 保育士 �以上

� 看護師 �以上

� 理学療法士又は作業療法士 �以上

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日

常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置か

なければならない。

	 第�項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援

事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障

がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

（準用）

第�
条 第�条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第	節 設備に関する基準

（設備）

第��条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

� 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

� 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

� 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

� 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければな

らない。
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� 第�項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に

供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、

同項第�号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼

ねることができる。

第�節 運営に関する基準

（利用定員）

第��条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を��人以上とする。

（通所利用者負担額の受領）

第��条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した

際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者

負担額の支払を受けるものとする。

� 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童

発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の

額の支払を受けるものとする。

� 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

� 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健

康保険法（大正��年法律第	�号）第�
条第�項第�号に規定する食事療養を

いう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費

用の額の算定方法の例により算定した費用の額

� 指定医療型児童発達支援事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定医

療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲

げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される

便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号に掲げる費用については、指定通所支援基準省令第��条第�項の
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別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

� 指定医療型児童発達支援事業者は、第�項から第�項までの費用の額の支払

を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決

定保護者に対し交付しなければならない。

� 指定医療型児童発達支援事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第��条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童

発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた

場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通

所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

� 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第�項の法定代理受領を行わない指

定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指

定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載し

たサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならな

い。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第�	条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けてい

る障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通

所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を

受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。

（運営規程）

第�
条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごと

に、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め

ておかなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針
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� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 利用定員

� 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費

用の種類及びその額

� 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指

定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法

	 非常災害対策


 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（準用）

第��条 第��条から第��条まで、第��条、第��条から第��条まで、第��条、第��

条から第	�条まで、第		条から第	
条まで、第	�条第�項、第��条から第��条

まで及び第��条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第��条第�項中「第�
条」とあるのは「第�	条」と、第��

条中「いう。第�
条第号及び」とあるのは「いう。」と、第��条第�項中

「次条」とあるのは「第��条」と、第�
条中「児童発達支援計画」とあるのは

「医療型児童発達支援計画」と、第��条中「医療機関」とあるのは「他の専門

医療機関」と、第		条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とある

のは「従業者の勤務の体制」と、第��条第�項第�号中「第��条」とあるのは

「第��条」と読み替えるものとする。

第�章 放課後等デイサービス

第�節 基本方針

第��条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイ

サービス」という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練

を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精
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神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練

を行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デイ

サービス事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課後等デ

イサービス事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。

� 指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行

う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員

又は保育士の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数以上

ア 障害児の数が��までのもの �以上

イ 障害児の数が��を超えるもの �に、障害児の数が��を超えて�又はそ

の端数を増すごとに�を加えて得た数以上

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置か

なければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等

デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後

等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員

又は保育士の合計数に含めることができる。

	 第�項第�号及び前項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等

デイサービスであって、その提供が同時に�又は複数の障害児に対して一体的

に行われるものをいう。


 第�項第�号の指導員又は保育士のうち、�人以上は、常勤でなければなら

ない。

� 第�項第�号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、�人以上は、専任か
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つ常勤でなければならない。

（準用）

第��条 第�条及び第�条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について

準用する。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第��条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等

デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

� 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。

� 第	項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの

事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。

第
節 運営に関する基準

（利用定員）

第��条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を�人以上とする。

（通所利用者負担額の受領）

第�条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供

した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所

利用者負担額の支払を受けるものとする。

� 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等

デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デ

イサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定放課後等デイサービス事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、指定

放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負

担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受

けることができる。
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� 指定放課後等デイサービス事業者は、前�項の費用の額の支払を受けた場合

は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対

し交付しなければならない。

� 指定放課後等デイサービス事業者は、第�項の費用に係るサービスの提供に

当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならな

い。

（準用）

第��条 第��条から第��条まで、第�	条から第��条まで、第��条、第�	条から第

��条まで、第�
条から第��条まで、第��条から第��条まで、第�条から第	�条

まで、第	�条第�項、第	�条から第		条まで及び第��条の規定は、指定放課後

等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第��条第�項中

「第�条」とあるのは「第��条において準用する第��条」と、第��条中「い

う。第�条第�号及び第	�条第�項」とあるのは「いう。第��条において準用

する第��条第�号」と、第��条第�項中「次条」とあるのは「第��条」と、第

�条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第

��条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤

務の体制」と、第��条第�号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業

所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）」とあるのは

「実施地域」と読み替えるものとする。

第�章 保育所等訪問支援

第�節 基本方針

第��条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「指定保育所等訪問支援」

という。）の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応すること

ができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）
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第��条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者（以下「指定保育所等訪問支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

� 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 前項第�号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち�人以上は、専ら当該指

定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

（準用）

第��条 第�条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この

場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第��条第�項第�

号に掲げる訪問支援員及び同項第�号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せ

て兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第�	条 指定保育所等訪問支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専用の区画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備

及び備品等を備えなければならない。

� 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の

用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合

は、この限りでない。

第
節 運営に関する基準

（身分を証する書類の携行）

第��条 指定保育所等訪問支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行さ

せ、初回訪問時及び障害児、通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族又

は訪問する施設から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければ

ならない。

（通所利用者負担額の受領）

第��条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援を提供した際
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は、通所給付決定保護者から当該指定保育所等訪問支援に係る通所利用者負担

額の支払を受けるものとする。

� 指定保育所等訪問支援事業者は、法定代理受領を行わない指定保育所等訪問

支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定保育所等訪問支援に

係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定保育所等訪問支援事業者は、前�項の支払を受ける額のほか、通所給付

決定保護者の選定により通常の事業の実施地域（当該指定保育所等訪問支援事

業所が通常時に指定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。次条第�号にお

いて同じ。）以外の地域において指定保育所等訪問支援を提供する場合は、そ

れに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

� 指定保育所等訪問支援事業者は、前�項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交

付しなければならない。

� 指定保育所等訪問支援事業者は、第�項の交通費については、あらかじめ、

通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者

の同意を得なければならない。

（運営規程）

第��条 指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援事業所ごとに、

次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてお

かなければならない。

� 事業の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 営業日及び営業時間

� 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用

の種類及びその額

� 通常の事業の実施地域

� サービスの利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法
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� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他運営に関する重要事項

（準用）

第��条 第��条から第��条まで、第��条から第��条まで、第��条、第��条から第

��条まで、第�	条、第
�条、第

条から第
�条まで、第
�条から第��条まで、

第��条第�項及び第��条から第��条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事

業について準用する。この場合において、第��条第�項中「第��条」とあるの

は「第�	条」と、第��条中「いう。第��条第号及び第��条第�項において同

じ。」とあるのは「いう。」と、第��条第�項中「次条」とあるのは「第��

条」と、第��条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」

と、第

条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業

者の勤務の体制」と読み替えるものとする。

第章 多機能型事業所に関する特例

（従業者の員数に関する特例）

第��条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に

限る。）に係る事業を行う者に対する第条第�項、第�項及び第�項、第�

条、第��条、第��条第�項から第�項まで並びに第�
条第�項の規定の適用に

ついては、第条第�項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第�号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第�項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と、同条第�項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、第�条第�項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と、同項第�号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第�項及び第�項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能

型事業所」と、同項第�号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と、同条第�項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業

所」と、同条第�項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
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同条第�項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、

「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第��条第�項中

「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。）」とあり、並び

に同条第�項及び第�項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、第��条第�項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービ

ス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第�号中「指

定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第�項中「指

定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放

課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第�項中「指

定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第�	条第�項中

「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多

機能型事業所」とする。

� 利用定員の合計が
�人未満である多機能型事業所（この条例に規定する事業

のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第�条第�項及び第��条第項の規

定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者（児童発達支援管理責

任者、嘱託医及び管理者を除く。）のうち、�人以上は、常勤でなければなら

ないとすることができる。

（設備に関する特例）

第�
条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮

しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができ

る。

（利用定員に関する特例）

第��条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に

限る。）は、第�
条、第��条及び第��条の規定にかかわらず、その利用定員

を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて��人以上と

することができる。

� 利用定員の合計が
�人以上である多機能型事業所（この条例に規定する事業

のみを行う多機能型事業所を除く。）は、第�
条、第��条及び第��条の規定に
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かかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デ

イサービスの利用定員を�人以上（指定児童発達支援の事業、指定医療型児童

発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっ

ては、これらの事業を通じて�人以上）とすることができる。

� 前�項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事

業所は、第��条、第��条及び第	�条の規定にかかわらず、その利用定員を�人

以上とすることができる。


 第�項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及

び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生

活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第��条、第��条及び第	�条の規定

にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じ

て�人以上とすることができる。

� 離島その他の地域であって指定通所支援基準省令第��条第�項の厚生労働大

臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知

事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所（この条例に規定する事業

のみを行う多機能型事業所を除く。）については、第�項中「��人」とあるの

は、「��人」とする。

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第�条 指定障害福祉サービス基準省令附則第�条に規定する旧指定児童デイ

サービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等に

おける検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の

地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成��年法律第	�

号。以下「整備法」という。）附則第��条第�項の規定により整備法第�条の

規定による改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第��条の�

の�第�項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成�	年�
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月��日までの間は、第�条第�項第�号、第�項及び第�項並びに第��条第�

項第�号、第�項及び第	項の規定は適用せず、第�条第�項第�号ア及び

イ、第
�条、第
�条並びに第��条第�項第�号ア及びイの規定の適用について

は、第�条第�項第�号ア及びイ中「�」とあるのは「��」と、第
�条第�項

中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とある

のは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは

「行う」と、同条第�項から第�項まで及び第
�条中「児童発達支援管理責任

者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第��条第�項第�号

ア及びイ中「�」とあるのは「��」とする。

第�条 整備法附則第

条第�項の規定により新児童福祉法第
�条の	の�第�

項の指定を受けたものとみなされている者に対する第�条第�項第�号ア及び

第�項第�号の規定の適用については、当分の間、同条第�項第�号ア中「指

定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を�で除して得た数

以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を�で除し

て得た数及び障害児である少年の数を���で除して得た数の合計数以上」と、

同条第�項第�号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに�以上」と

あるのは「聴能訓練担当職員（聴能訓練を担当する職員をいう。）及び言語機

能訓練担当職員（言語機能の訓練を担当する職員をいう。） それぞれ�以

上」とする。
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島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 82号 

島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

目次

第�章 総則（第�条―第�条）

第�章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第�節 人員に関する基準（第�条）

第�節 設備に関する基準（第�条）

第�節 運営に関する基準（第�条―第	
条）

第�章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第�節 人員に関する基準（第	�条）

第�節 設備に関する基準（第	�条）

第�節 運営に関する基準（第		条―第	条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、児童福祉法（昭和

年法律第���号。以下「法」という。）

第
�条の�第�項（法第
�条の��第�項において準用する場合を含む。以下同

じ。）において準用する法第
�条の�の�	第�項第�号並びに第
�条の�
第�

項及び第�項の規定に基づき、指定障害児入所施設等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定めるものとする。

（定義）

第�条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。

� 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第
�条の�第�項第�号

（法第
�条の
�第�項の規定により、同条第�項に規定する障害児入所給付
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費等の支給について適用する場合を含む。）に掲げる額をいう。

� 入所利用者負担額 法第��条の�第�項第�号（法第��条の��第�項の規

定により、同条第�項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用す

る場合を含む。）に掲げる額及び障害児入所医療（法第��条の��第�項に規

定する障害児入所医療をいう。以下同じ。）につき健康保険の療養に要する

費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療に

つき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

� 法定代理受領 法第��条の�第�項（法第��条の	第�項において準用す

る場合及び法第��条の��第�項の規定により同条第�項に規定する障害児入

所給付費等の支給について適用する場合を含む。）の規定により入所給付決

定保護者に代わり県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第��条の

��第�項（法第��条の��第�項の規定により、同条第�項に規定する障害児

入所給付費等の支給について適用する場合を含む。）の規定により入所給付

決定保護者に代わり県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定

障害児入所施設等が受けることをいう。

� 指定福祉型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち福祉型障害児入所

施設であるものをいう。

� 指定医療型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち医療型障害児入所

施設であるものをいう。

（申請者の要件）

第�条 指定障害児入所施設の指定に係る法第��条の
第�項において準用する

法第��条の�の�第�項第�号の条例で定める者は、法人とする。

（指定障害児入所施設等の一般原則）

第�条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害

児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支援計画」と

いう。）を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとと

もに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずるこ

とにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければなら

 
839



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

ない。

� 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意

思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に

努めなければならない。

� 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、県、市町村、障害者自立支援法（平成��年法律第���号）第�条第	項に

規定する障害福祉サービス（第
�条において「障害福祉サービス」という。）

を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。

� 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人

権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

第�章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第	節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第�条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。ただし、
�人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設

にあっては第�号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入

所施設にあっては第�号の調理員を置かないことができる。

� 嘱託医 	以上

� 看護師 ア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数

ア 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童（以下「自閉症

児」という。）を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児

の数を��で除して得た数以上

イ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設

	以上
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� 児童指導員（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和��年厚生省

令第��号。以下「児童福祉施設基準省令」という。）第��条第�項に規定す

る児童指導員をいう。以下同じ。）及び保育士

ア 児童指導員及び保育士の総数 ア�からウ�までに掲げる指定福祉型障害児

入所施設の区分に応じ、それぞれア�からウ�までに定める数

ア� 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設

通じておおむね障害児の数を���で除して得た数以上（�	人以下の障

害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に
を

加えた数以上）

イ� 主として盲児（強度の弱視児を含む。次条第�項第�号及び第�項に

おいて同じ。）又はろうあ児（強度の難聴児を含む。次条第�項第号

において同じ。）（次条第
項において「盲ろうあ児」という。）を入

所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳児

又は幼児（次条第項第号及び第��条第
項第�号において「乳幼

児」という。）の数を�で除して得た数及び障害児である少年の数を�

で除して得た数の合計数以上（��人以下の障害児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設にあっては、当該合計数に
を加えた数以上）

ウ� 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施

設 通じておおむね障害児の数を���で除して得た数以上

イ 児童指導員 
以上

ウ 保育士 
以上

� 栄養士 
以上

� 調理員 
以上

� 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設基準省令第��条第
項に規定する

児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。） 
以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型

障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、

心理指導を行う必要があると認められる障害児�人以上に心理指導を行う場合
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には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければ

ならない。

� 第�項各号（第�号を除く。）及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定

福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害

児の支援に支障がない場合は、第�項第�号の栄養士及び同項第�号の調理員

については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができ

る。

� 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設（障害者自立支援法第��

条第�項に規定する指定障害者支援施設をいう。次条第�項において同じ。）

の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サービス（同法第�条第�

項に規定する施設障害福祉サービスをいう。次条第�項において同じ。）とを

同一の施設において一体的に提供している場合については、島根県障害者自立

支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成�	年島根県条例第 号。次条第�項において「指定障害者支援

施設基準条例」という。）第�条に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前�項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第
節 設備に関する基準

（設備）

第�条 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び

静養室を設けなければならない。ただし、��人未満の障害児を入所させる指定

福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるもの

にあっては医務室を、��人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施

設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室

を設けないことができる。


 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほ

か、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設

けなければならない。

� 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入
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所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備（以下この

項において「職業指導に必要な設備」という。）

� 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練室、

職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特

殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

� 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、訓練

室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設

訓練室、屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備

� 第�項の居室の基準は、次のとおりとする。

� �の居室の定員は、�人以下とすること。

� 障害児�人当たりの床面積は、����平方メートル以上とすること。

� 前	号の規定にかかわらず、乳幼児のみの�の居室の定員は
人以下と

し、�人当たりの床面積は���平方メートル以上とすること。

� 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

� 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所

施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

� 第�項及び第	項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施

設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない

場合は、第�項及び第	項各号に規定する設備（居室を除く。）については、

併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。


 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、指

定入所支援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供して

いる場合については、指定障害者支援施設基準条例第条に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

第�節 運営に関する基準
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（内容及び手続の説明及び同意）

第�条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利

用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者（以下

「利用申込者」という。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をし

つつ、当該利用申込者に対し、第��条に規定する運営規程の概要、従業者の勤

務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当

該利用申込者の同意を得なければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法（昭和��年法律第��号）第		条の

規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性

に応じた適切な配慮をしなければならない。

（提供拒否の禁止）

第
条 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供

を拒んではならない。

（あっせん、調整及び要請に対する協力）

第�条 指定福祉型障害児入所施設は、法第��条の�第�項の規定により指定入

所支援の利用について県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協

力しなければならない。

（サービス提供困難時の対応）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必

要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与する

ことが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やか

に講じなければならない。

（受給資格の確認）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合

は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有

無、給付決定期間等を確かめるものとする。

（障害児入所給付費の支給の申請に係る援助）
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第��条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用

の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費

の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を

考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必

要な援助を行わなければならない。

（心身の状況等の把握）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害

児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。

（居住地の変更が見込まれる者への対応）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見

込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府

県に連絡しなければならない。

（入退所の記録の記載等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉

型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項（次項に

おいて「入所受給者証記載事項」という。）を、その入所給付決定保護者の入

所受給者証に記載しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく県に対し報

告しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる

場合においては、速やかに県に報告しなければならない。

（サービスの提供の記録）

第�	条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、提供日、

内容その他必要な事項を記録しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付

決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければなら
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ない。

（指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭

の支払の範囲等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払

を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児

の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めるこ

とが適当であるものに限るものとする。

� 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに入

所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにす

るとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。ただし、次条第�項から第�項までに規定する支払については、この限

りでない。

（入所利用者負担額の受領）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付

決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるもの

とする。

� 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供

した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費

用基準額の支払を受けるものとする。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前�項の支払を受ける額のほか、指定入所支

援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の

支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

� 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第�	条の
第�項の規定により

特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児

童福祉法施行令（昭和��年政令第�	号）第��条の�第�項に規定する食費等

の基準費用額（法第�	条の
第�項において準用する法第�	条の�第項の

規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該

福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第��条の�第�項に規定す
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る食費等の負担限度額）を限度とする。）

� 日用品費

� 前�号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要す

る費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であっ

て、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

� 前項第�号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施

設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成��年厚生労働省令第��号。以下

「指定障害児入所施設等基準省令」という。）第�	条第�項の別に厚生労働大

臣が定めるところによるものとする。


 指定福祉型障害児入所施設は、第�項から第�項までの費用の額の支払を受

けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保

護者に対し交付しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

（入所利用者負担額に係る管理）

第�条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に

当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入

所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係

る入所利用者負担額の合計額（以下この条において「入所利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉

型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負

担額合計額を県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指

定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。

（障害児入所給付費等の額に係る通知等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る

障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入

所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
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� 指定福祉型障害児入所施設は、第��条第�項の法定代理受領を行わない指定

入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の

内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

（指定入所支援の取扱方針）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画に基づき、障害児の心身の

状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、

懇切丁寧を旨とし、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項

について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。

（入所支援計画の作成等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所

支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

� 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法

により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生

活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活

並びに課題等の把握（以下この条において「アセスメント」という。）を行

い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならな

い。

� 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護

者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管

理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づ

き、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合
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的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定

入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な

事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児に対

する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、入所

支援計画の原案について意見を求めるものとする。

� 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決

定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりそ

の同意を得なければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援

計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。

� 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状

況の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モ

ニタリング」という。）を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把

握し、少なくとも�月に�回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じ

て入所支援計画の変更を行うものとする。

� 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護

者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。

� 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

� 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

�	 第
項から第�項までの規定は、第�項に規定する入所支援計画の変更につ

いて準用する。

（児童発達支援管理責任者の責務）

第��条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業

務を行うものとする。

� 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第�条に規定する相談及び援助

を行うこと。
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� 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

（検討等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、その心身の状況等に照

らし、指定通所支援、障害者自立支援法第��条第�項に規定する指定障害福祉

サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、

当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討する

とともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対

し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなけ

ればならない。

（相談及び援助）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切

に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

（指導、訓練等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を

行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立

するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活

指導を行わなければならない。

	 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健

全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなけれ

ばならない。


 指定福祉型障害児入所施設は、常時�人以上の従業者を指導、訓練等に従事

させなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付

決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者に

よる指導、訓練等を受けさせてはならない。
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（食事）

第��条 指定福祉型障害児入所施設において、障害児に食事を提供するときは、

その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を

含有するものでなければならない。

� 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並び

に障害児の身体的状況及び嗜
し

好を考慮したものでなければならない。

� 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む

力の育成に努めなければならない。

（社会生活上の便宜の供与等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害

児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場

合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、

障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

（健康管理）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとと

もに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも	年に�回の定

期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法（昭和

年法律第��号）に

規定する健康診断に準じて行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲

げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に

掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる

健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福

祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握し

なければならない。
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� 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所して

いる者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

（緊急時等の対応）

第��条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っ

ているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

（障害児の入院期間中の取扱い）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合であって、入院後おおむね�月以内に退院することが見

込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望

等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情

がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所す

ることができるようにしなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者

が障害児に係る指定障害児入所施設等基準省令第��条第�項の厚生労働大臣が

定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたとき

は、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければ

ならない。

� 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生

じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。）をそ

の他の財産と区分すること。

� 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

児童相談所等における障害児の入所

前の健康診断

入所した障害児に対する障害児の入

所時の健康診断

障害児が通学する学校における健康

診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断
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� 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

� 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害

児に取得させること。

（入所給付決定保護者に関する県への通知）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る

入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給

を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を県に通

知しなければならない。

（管理者による管理等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かな

ければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合

は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉

型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

� 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従

業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従

業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

（運営規程）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、次の各号に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する運営規程（第��条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。

� 施設の目的及び運営の方針

� 従業者の職種、員数及び職務の内容

� 入所定員

� 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及

びその額

� 施設の利用に当たっての留意事項

� 緊急時等における対応方法
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� 非常災害対策

� 主として入所させる障害児の障害の種類

� 虐待の防止のための措置に関する事項

� その他施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提

供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならな

い。

� 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者に

よって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接

影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機

会を確保しなければならない。

（定員の遵守）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所さ

せてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。

（非常災害対策）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要

な設備を設けなけらばならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、その立地条件を踏まえた非常災害に関する具

体的計画を立て、当該非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連絡体

制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する非常災害に備えるため、定期

的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

（衛生管理等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、
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健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法によ

り、障害児を入浴させ､ 又は清しきしなければならない。

（協力医療機関等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておく

よう努めなければならない。

（掲示）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やす

い場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第�項の協力医療機関

及び同条第�項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

（身体拘束等の禁止）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該

障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為（次項において「身体拘

束等」という。）を行ってはならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その

他必要な事項を記録しなければならない。

（虐待等の禁止）

第�	条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第		条の��各

号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

 
855



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

（懲戒に係る権限の濫用禁止）

第��条 指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障害児入所施設の管理者

は、障害児に対し法第��条第�項本文の規定により親権を行う場合であって懲

戒するとき又は同条第�項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために

必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用

してはならない。

（秘密保持等）

第��条 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、指定障害児通所支援事業者、障害者自立支援

法第�	条第�項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービ

スを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際

は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければ

ならない。

（情報の提供等）

第�
条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所し

ようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害

児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければ

ならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告

をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならな

い。

（利益供与等の禁止）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障

害者自立支援法第�条第��項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支
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援事業を行う者（次項において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害

福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して

当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財

産上の利益を供与してはならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービス

を行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償と

して、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

（苦情解決）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害

児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適

切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情

の内容等を記録しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第��条

の��第	項の規定により知事が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出

若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施

設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給

付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事が行う調査に

協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。


 指定福祉型障害児入所施設は、知事からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を知事に報告しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第��条に規定する運営適正化委員

会が同法第��条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなけれ

ばならない。

（地域との連携等）

第�条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はそ
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の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければな

らない。

（事故発生時の対応）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供によ

り事故が発生した場合は、速やかに県、当該障害児の家族等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について、記録しなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

（会計の区分）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の

会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

（記録の整備）

第��条 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。

� 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から�年間保

存しなければならない。

� 入所支援計画

� 第�	条第
項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の

記録

� 第��条の規定による都道府県への通知に係る記録

� 第��条第�項に規定する身体拘束等の記録

� 第�条第�項に規定する苦情の内容等の記録

� 第��条第�項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

第�章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準
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第�節 人員に関する基準

（従業者の員数）

第��条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとお

りとする。

� 医療法（昭和��年法律第���号）に規定する病院として必要とされる従業

者 同法に規定する病院として必要とされる数

� 児童指導員及び保育士

ア 児童指導員及び保育士の総数 ア�又はイ�に掲げる指定医療型障害児入所

施設の区分に応じ、それぞれア�又はイ�に定める数

ア� 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じてお

おむね障害児の数を��	で除して得た数以上

イ� 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施

設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を
�で除して得た数及び障

害児である少年の数を��で除して得た数の合計数以上

イ 児童指導員 �以上

ウ 保育士 �以上

� 心理指導を担当する職員 �以上（主として重症心身障害児を入所させる

指定医療型障害児入所施設に限る。）

� 理学療法士又は作業療法士 �以上（主として肢体不自由のある児童又は

重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。）

� 児童発達支援管理責任者 �以上

� 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設（主として肢体

不自由のある児童を入所させるものに限る。）において職業指導を行う場合に

は、職業指導員を置かなければならない。

� 第�項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に

従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、

障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設

の職務に従事させることができる。

 
859



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 指定医療型障害児入所施設が、療養介護（障害者自立支援法第�条第�項に

規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第�項において同じ。）に係る

指定障害福祉サービス事業者（同法第��条第�項に規定する指定障害福祉サー

ビス事業者をいう。次条第�項において同じ。）の指定を受け、かつ、指定入

所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合について

は、島根県障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成��年島根県条例第 号。次条第

�項において「指定障害福祉サービス基準条例」という。）第	
条に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前�項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。

第�節 設備に関する基準

（設備）

第	�条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。

� 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。

� 訓練室及び浴室を有すること。

� 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる

設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し、第�号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合

は、これを置かないことができる。

� 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設

屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義

肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を

助ける設備

� 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、

その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

� 第�項各号及び第�項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所

施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、
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障害児の支援に支障がない場合は、第�項第�号及び第�項各号に掲げる設備

については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

� 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者

の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的

に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準条例第��条に規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

第�節 運営に関する基準

（入所利用者負担額の受領）

第��条 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付

決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるもの

とする。

� 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供

した際は、入所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受け

るものとする。

� 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額

� 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

� 指定医療型障害児入所施設は、前�項の支払を受ける額のほか、指定入所支

援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の

支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

� 日用品費

� 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する

費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

� 指定医療型障害児入所施設は、前�項の費用の額の支払を受けた場合は、当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付

しなければならない。
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� 指定医療型障害児入所施設は、第�項の費用に係るサービスの提供に当たっ

ては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

（障害児入所給付費の額に係る通知等）

第��条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る

障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付

決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害

児入所医療費の額を通知しなければならない。

� 指定医療型障害児入所施設は、前条第�項の法定代理受領を行わない指定入

所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内

容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入

所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

（協力歯科医療機関）

第��条 指定医療型障害児入所施設（主として自閉症児を受け入れるものを除

く。）は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければなら

ない。

（準用）

第��条 第	条から第
�条まで、第
�条、第�
条から第�条まで、第�
条から第

��条まで、第��条第�項、第��条から第��条まで及び第��条の規定は、指定医

療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第
�条第�項中

「次条」とあるのは「第��条」と、第�条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付

費及び障害児入所医療費」と、第�
条中「前条第�項の協力医療機関及び同条

第�項の協力歯科医療機関」とあるのは「第��条の協力歯科医療機関」と読み

替えるものとする。

附 則

（施行期日）

第�条 この条例は、公布の日から施行する。
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（設備に関する特例）

第�条 平成��年�月��日において現に存する障がい者制度改革推進本部等にお

ける検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地

域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成��年法律第��号。

以下「整備法」という。）第�条による改正前の法第�	条の�第
項に規定す

る指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」という。）（知的

障害児施設であるものに限る。）であって、整備法附則第��条の規定により整

備法第�条による改正後の法第�	条の�第
項の指定を受けたものとみなされ

たもの（同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）については、当分の間、第�条第�項の規定を適用する場合において

は、同項第
号中「�人」とあるのは「�人」と、同項第�号中「	��平方

メートル」とあるのは「���平方メートル」とし、同項第�号の規定は適用し

ない。

第�条 平成�	年�月
日において現に存する旧指定知的障害児施設等（肢体不

自由児施設であるものに限る。）であって、整備法附則第��条の規定により整

備法第�条による改正後の法第�	条の�第
項の指定を受けたものとみなされ

たもの（同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）については、当分の間、第�条第�項の規定は適用しない。
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島根県立高等技術校条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 83号 

島根県立高等技術校条例の一部を改正する条例 

島根県立高等技術校条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

第�条第�項中「普通課程（職業能力開発促進法施行規則（昭和��年労働省令

第��号。以下「省令」という。）第�条に規定する普通課程の普通職業訓練をい

う。以下同じ。）」を「技術校」に改め、同条第	項中「普通課程」を「技術

校」に改め、同条第�項中「普通課程」を「技術校」に改め、 ｢��
�
��円｣ の

次に「（訓練期間に�年未満の端数のある場合の授業料の額は、年額を��で除し

て得た額に、当該訓練期間の月数を乗じて得た額とする。）」を加え、同条中第

項を第�項とし、第�項の次に次の�項を加える。

 技術校において職業の転換を必要とする求職者その他新たな職業に就こうと

する求職者に対して行う短期課程（職業能力開発促進法施行規則（昭和��年労

働省令第��号。以下「省令」という。）第�条に規定する短期課程の普通職業

訓練をいう。以下同じ。）については、前�項の規定は、適用しない。

第条第�項中「相当する額」の次に「（訓練期間に�年未満の端数のある場

合にあっては、授業料の額を当該訓練期間の月数で除して得た額）」を加え、

「普通課程」を「職業訓練」に改め、同条第�項中「普通課程」を「職業訓練」

に改める。

第�条ただし書中「普通課程の」を「職業訓練の」に改め、「当該普通課程

に」を削る。

第�条を第��条とし、第�条を第��条とする。

第�条第	号中「省令第�条に規定する」及び「の普通職業訓練」を削り、同

条を第��条とし、第�条の次に次の�条を加える。

（普通課程の訓練基準）

第�条 普通課程（省令第�条に規定する普通課程の普通職業訓練をいう。）に
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係る法第��条第�項の条例で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

� 訓練の対象者 学校教育法（昭和��年法律第��号）による中学校を卒業し

た者、同法による中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれらと同

等以上の学力を有すると認められる者（以下「中学校卒業者等」という。）

であること又は同法による高等学校を卒業した者、同法による中等教育学校

を卒業した者若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者（以

下「高等学校卒業者等」という。）であること。

� 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者と

なるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適

切と認められるものであること。

� 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合

には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。

� 訓練期間 中学校卒業者等を対象とする場合にあっては�年、高等学校卒

業者等を対象とする場合にあっては�年であること。ただし、訓練の対象と

なる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより

難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあっては�年以上�年以

下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては�年以上�年以下の期間

内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができ

る。

� 訓練時間 �年につきおおむね�	
��時間であり、かつ、教科の科目ごと

の訓練時間を合計した時間（第�条第�項第号において「総訓練時間」と

いう。）が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては�	���時間以上、高

等学校卒業者等を対象とする場合にあっては�	
��時間以上であること。た

だし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、�年につきおおむ

ね���時間とすることができる。

� 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認め

られるものであること。

� 訓練生（訓練を受ける者をいう。次号において同じ。）の数 訓練を行う
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�単位につき��人以下であること。

� 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難

易に応じた適切な数であること。

� 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間�年以内ごとに�回行う

こと。ただし、最終の回の試験は、法第��条第�項（法第��条の�において

準用する場合を含む。）の規定による技能照査をもって代えることができ

る。

� 前項各号に定めるところによるほか、各訓練科の訓練において必要な事項

は、規則で定める。

（短期課程の訓練基準）

第	条 短期課程に係る法第�
条第�項の条例で定める基準は、次の各号に掲げ

るとおりとする。

� 訓練の対象者 職業に必要な技能（高度の技能を除く。）及びこれに関す

る知識を習得しようとする者であること。

� 教科 その科目が職業に必要な技能（高度の技能を除く。）及びこれに関

する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

� 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合

には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接

指導を行うこと。

� 訓練期間 �月（訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓

練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、�年）以下の適切な

期間であること。

� 訓練時間 総訓練時間が��時間以上であること。

	 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認め

られるものであること。

� 前項各号に定めるところによるほか、各訓練科の訓練において必要な事項

は、規則で定める。

（職業訓練指導員の資格）
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第�条 法第��条第�項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免

許を受けた者又は省令第��条の�各号のいずれかに該当する者（職業訓練指導

員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に

合格した者以外の者にあっては、省令第�	条第�号の厚生労働大臣が指定する

講習を修了した者に限る。）とする。

附 則

この条例は、平成�
年�月�日から施行する。
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島根県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条

例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 84号 

島根県移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め

る条例 
目次

第�章 総則（第�条・第�条）

第�章 歩道等（第�条―第��条）

第�章 立体横断施設（第��条―第��条）

第�章 乗合自動車停留所（第�	条・第�
条）

第�章 路面電車停留場等（第��条―第�条）

第�章 自動車駐車場（第条―第�条）

第�章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第��条―第�	条）

附則

第�章 総則

（趣旨）

第�条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成�
年法律第��号。以下「法」という。）第��条第�項の規定に基づき、

県道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるもの

とする。

（用語の定義）

第�条 この条例における用語の意義は、法第�条、道路交通法（昭和��年法律

第���号）第�条（第�号及び第��号に限る。）及び道路構造令（昭和��年政

令第��号）第�条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

� 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設（横断歩道橋、地下横断

歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同

じ。）に設ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車停留場の乗降場又は自

動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安

全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置す
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るために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

� 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行

者道の部分をいう。

� 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の

警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

第�章 歩道等

（歩道）

第�条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）には、歩道を設けるもの

とする。

（有効幅員）

第�条 歩道の有効幅員は、道路構造令第��条第�項に規定する幅員の値以上と

するものとする。

� 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第��条の�第�項に規定する幅員

の値以上とするものとする。

� 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）の有効幅員は、当該歩

道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

（舗装）

第�条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とす

るものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。

� 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする

ものとする。

（勾配）

第�条 歩道等の縦断勾配は、�パーセント以下とするものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、	パーセン

ト以下とすることができる。

� 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、
パーセント以下とするも

のとする。ただし、前条第
項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他
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の特別の理由によりやむを得ない場合においては、�パーセント以下とするこ

とができる。

（歩道等と車道等の分離）

第�条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩

（以下「車道等」という。）又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとす

る。

� 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石

の車道等に対する高さは、��センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び

交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

� 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩

道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を

設けるものとする。

（高さ）

第�条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、�センチメートルを

標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあって

は、この限りでない。

� 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮し

て定めるものとする。

（横断歩道に接続する歩道等の部分）

第	条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くする

ものとし、その段差は�センチメートルを標準とするものとする。ただし、当

該縁端のうち、視覚障害者誘導用ブロックの敷設その他の必要な措置をし、視

覚障害者の安全かつ円滑な通行に支障を及ぼさないと認められる部分について

は、この限りでない。

� 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者（以下「車

椅子使用者」という。）が円滑に転回できる構造とするものとする。

（車両乗入れ部）

第�
条 第�条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第�条第�項の規定に
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よる基準を満たす部分の有効幅員は、�メートル以上とするものとする。

第�章 立体横断施設

（立体横断施設）

第��条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認め

られる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断

施設（以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。）を設けるものとす

る。

� 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。

ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

� 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢

者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーター

を設けるものとする。

（エレベーター）

第��条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める

構造とするものとする。

� 籠の内法
のり

幅は���メートル以上とし、内法
のり

奥行きは���メートル以上とする

こと。

� 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、

車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉する籠の出入口を音声に

より知らせる装置が設けられているものに限る。）にあっては、内法
のり

幅は���

メートル以上とし、内法
のり

奥行きは��	�メートル以上とすること。

� 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第
号の規定による基準に適合するエ

レベーターにあっては��センチメートル以上とし、前号の規定による基準に

適合するエレベーターにあっては�センチメートル以上とすること。

� 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するた

めの鏡を設けること。ただし、第�号の規定による基準に適合するエレベー

ターにあっては、この限りでない。
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� 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれ

ていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

� 籠内に手すりを設けること。

� 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

� 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける

こと。

� 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。

� 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設

けること。

� 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用す

る操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる

構造とすること。

	 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は���メートル以上とし、

有効奥行きは���メートル以上とすること。


 停止する階が�以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降

方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路

の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けら

れている場合においては、この限りでない。

（傾斜路）

第��条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路（その踊場を含む。以

下同じ。）は、次に定める構造とするものとする。

� 有効幅員は、�メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、�メートル以上とするこ

とができる。

� 縦断勾配は、	パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、
パーセント以下とす

ることができる。
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� 横断勾配は、設けないこと。

� 二段式の手すりを両側に設けること。

� 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。

� 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

� 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比

が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

� 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設け

ること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

� 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が���メートル以下の歩道等の部分へ

の進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物

を設けること。

	 高さが��センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ��センチメート

ル以内ごとに踏み幅���メートル以上の踊場を設けること。

（エスカレーター）

第��条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定め

る構造とするものとする。


 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

� 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

� 昇降口において、�枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

� 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み

段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

� くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段

との境界を容易に識別できるものとすること。

� エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面におい

て、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

� 踏み段の有効幅は、	メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量

が少ない場合においては、
�センチメートル以上とすることができる。
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（通路）

第��条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とす

るものとする。

� 有効幅員は、�メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の

状況を考慮して定めること。

� 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでな

い。

� 二段式の手すりを両側に設けること。

� 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。

� 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

� 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設ける

こと。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

（階段）

第��条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段（その踊場を含む。以下

同じ。）は、次に定める構造とするものとする。

� 有効幅員は、���メートル以上とすること。

� 二段式の手すりを両側に設けること。

� 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。

� 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。

� 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

� 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容

易に識別できるものとすること。

� 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする

こと。
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� 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設ける

こと。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

� 階段の下面と歩道等の路面との間が���メートル以下の歩道等の部分への

進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を

設けること。

� 階段の高さが�メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設け

ること。

� 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては���メートル以上とし、その他

の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第�章 乗合自動車停留所

（高さ）

第��条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、��セ

ンチメートルを標準とするものとする。

（ベンチ及び上屋）

第�	条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただ

し、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第
章 路面電車停留場等

（乗降場）

第��条 路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

� 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては�メートル以上と

し、片側を使用するものにあっては���メートル以上とすること。

� 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとす

ること。

� 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、

路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限

り小さくすること。

	 横断勾配は、パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他
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の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

� 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

� 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けるこ

と。

� 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

（傾斜路の勾配）

第��条 路面電車停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾

斜路を設けるものとし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。

� 縦断勾配は、�パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、�パーセント以下とするこ

とができる。

� 横断勾配は、設けないこと。

（歩行者の横断の用に供する軌道の部分）

第��条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との

高低差は、できる限り小さくするものとする。

第�章 自動車駐車場

（障害者用駐車施設）

第��条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分

（以下「障害者用駐車施設」という。）を設けるものとする。

� 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が���以下の場合にあっ

ては当該駐車台数に	�分の
を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が���を超

える場合にあっては当該駐車台数に���分の
を乗じて得た数に�を加えた数

以上とするものとする。

� 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

� 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短

くなる位置に設けること。

� 有効幅は、�	メートル以上とすること。

 
876



 号外第 174号         島  根  県  報       平成 24 年 12月 21 日   

                                           
 

 

� 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

（障害者用停車施設）

第��条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、

障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分（以下「障害者用停車施設」

という。）を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。

� 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。

� 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短

くなる位置に設けること。

� 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は���メートル以上とし、有効奥

行きは���メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造

とすること。

� 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

（出入口）

第��条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。

ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、

この限りでない。

� 有効幅は、	
センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場

外へ通ずる歩行者の出入口のうち�以上の出入口の有効幅は、���メートル

以上とすること。

� 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を���メートル以上とする当該自動

車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、�以上の出入口にあっては自動

的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開

閉して通過できる構造とすること。

� 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

（通路）

第��条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に

至る通路のうち�以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
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� 有効幅員は、�メートル以上とすること。

� 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

� 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

（エレベーター）

第��条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（障害者用駐車施設が

設けられている階に限る。）を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエ

レベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場

合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

� 前項のエレベーターのうち�以上のエレベーターは、前条に規定する出入口

に近接して設けるものとする。

� 第��条第�号から第�号までの規定は、第�項のエレベーター（前項のエレ

ベーターを除く。）について準用する。

� 第��条の規定は、第�項のエレベーターについて準用する。

（傾斜路）

第�	条 第�
条の規定は、前条第�項の傾斜路について準用する。

（階段）

第��条 第��条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通

ずる階段の構造について準用する。

（屋根）

第��条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設

及び第�条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

（便所）

第
�条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に

定める構造とするものとする。

� 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限

る。）並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他

の設備を設けること。

� 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。
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� 男子用小便器を設ける場合においては、�以上の床置式小便器、壁掛式小

便器（受け口の高さが��センチメートル以下のものに限る。）その他これら

に類する小便器を設けること。

� 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

� 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち�以上の便所

は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

� 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢

者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられているこ

と。

� 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第��条 前条第�項第�号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものと

する。

� 第��条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち�以上の通

路は、同条各号に定める構造とすること。

� 出入口の有効幅は、�	センチメートル以上とすること。

� 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

� 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が

設けられていることを表示する案内標識を設けること。

� 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とするこ

と。

ア 有効幅は、�	センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

� 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

� 前条第�項第�号の便房は、次に定める構造とするものとする。

� 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

� 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有

するものであることを表示する案内標識を設けること。
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� 腰掛便座及び手すりを設けること。

� 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けるこ

と。

� 第�項第�号、第�号及び第�号の規定は、前項の便房について準用する。

第��条 前条第�項第�号から第�号まで、第�号及び第�号並びに第�項第�

号から第	号までの規定は、第�
条第�項第�号の便所について準用する。こ

の場合において、前条第�項第�号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」

と読み替えるものとする。

第�章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

（案内標識）

第��条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢

者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活に

おいて利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベー

ターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとす

る。

� 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する

設備を設けるものとする。

（視覚障害者誘導用ブロック）

第��条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗

降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要で

あると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

� 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大

きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

� 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要で

あると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるもの

とする。

（休憩施設）

第�条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。た
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だし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

（照明施設）

第��条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。

ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保

される場合においては、この限りでない。

� 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者

等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設ける

ものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場及

び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りで

ない。

（防雪施設）

第��条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害

者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪

施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� 第�条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に

移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第�条の規定にかかわら

ず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸

部、車道における狭窄
さく

部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自

転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

� 第�条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に

移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第�条の規定にかかわら
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ず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を���メートルまで縮小する

ことができる。

� 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレー

ターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、第�条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間に

おける歩道等の有効幅員を�メートルまで縮小することができる。

� 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第�条の規定によ

る基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、

この規定による基準によらないことができる。

	 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第�
条

の規定の適用については、当分の間、同条中「�メートル」とあるのは、「�

メートル」とする。
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島根県港湾施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 85号 

島根県港湾施設条例の一部を改正する条例 

島根県港湾施設条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正す

る。

別表第�上屋の部貨物上屋の項を次のように改める。

貨物

上屋

利用期間��日以下 	平方メー

トル	日に

つき

特等

��円

	等

�
円

�等

�
円

特等

��円��銭

	等

��円

�等

�
円�
銭

利用期間��日以上�


日以下

��日までの

期間 	平

方メートル

	日につき

特等

��円

	等

�
円

�等

�
円

特等

��円��銭

	等

��円

�等

�
円�
銭

��日以上の

期間 	平

方メートル

	日につき

特等

�
円

	等

�
円

�等

��円

特等

��円�
銭

	等

��円�
銭

�等

��円��銭

利用期間��日以上	

年未満

��日までの

期間 	平

特等

��円

特等

��円��銭
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附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行する。

方メートル

�日につき

�等

��円

�等

	�円

�等

�	円

�等

	�円��銭

	
日から��

日までの期

間 �平方

メートル�

日につき

特等

��円

�等

��円

�等

	�円

特等

�	円��銭

�等

�	円��銭

�等

	�円��銭

�	日以上の

期間 �平

方メートル

�日につき

特等

��円

�等

��円

�等

��円

特等

��円��銭

�等

��円

�等

�	円

利用期間�年 �平方メー

トル�年に

つき

特等

����円

�等

�����円

�等

�����円

特等

�

�円

�等

��
	�円

�等

�����円
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島根県営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 86号 

島根県営住宅条例の一部を改正する条例 

第�条 島根県営住宅条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

第�条第�項に次の�号を加える。

� 福島復興再生特別措置法（平成��年法律第�	号）第�
条の規定の適用を

受ける者

第�条 島根県営住宅条例の一部を次のように改正する。

目次中「第�章 設置（第�条）」を
「第�章 設置（第�条）

第�章の� 整備（第�条の�―第

に改める。
�条の
�）」

第�条中「共同施設」の次に「（以下「県営住宅等」という。）」を、「設

置」の次に「、整備」を加える。

第�章の次に次の�章を加える。

第�章の� 整備

（整備基準）

第�条の� 県営住宅等の整備に関する基準は、本章に定めるところによる。

（健全な地域社会の形成）

第�条の� 県営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に

資するように考慮して整備しなければならない。

（良好な居住環境の確保）

第�条の 県営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等に

とって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

（費用の縮減への配慮）

第�条の� 県営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の
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採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることによ

り、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

（県産資材の活用）

第�条の� 県営住宅等の建設に当たっては、県産資材（県内で生産され、又

は県内で製造され、若しくは加工された資材をいう。）の活用に努めなけれ

ばならない。

（位置の選定）

第�条の� 県営住宅等の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発

生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれ

がある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居

者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

（敷地の安全等）

第�条の� 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地そ

の他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置

等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

� 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設

が設けられていなければならない。

（住棟等の基準）

第�条の� 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住

環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの

確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置で

なければならない。

（住宅の基準）

第�条の�	 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられて

いなければならない。

� 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネ

ルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければなら

ない。
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� 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図る

ための措置が講じられていなければならない。

� 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和��年政令第���号）

第�条第�号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）及びこ

れと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るため

の措置が講じられていなければならない。

	 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分

に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じ

られていなければならない。

（住戸の基準）

第�条の

 県営住宅の�戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分

の床面積を除く。）は、��平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共

同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

� 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビ

ジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただ

し、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることによ

り、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっ

ては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

� 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支

障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

（住戸内の各部）

第�条の
� 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図る

ための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための

措置が講じられていなければならない。

（共用部分）

第�条の
� 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利

便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければなら

ない。
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（附帯施設）

第�条の�� 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が

設けられていなければならない。

� 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支

障が生じないように考慮されたものでなければならない。

（児童遊園）

第�条の�� 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形

状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切

なものでなければならない。

（集会所）

第�条の�� 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形

状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なも

のでなければならない。

（広場及び緑地）

第�条の�� 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資

するように考慮されたものでなければならない。

（通路）

第�条の�	 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺

の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等

に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければなら

ない。

� 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり

又は傾斜路が設けられていなければならない。

第
条第�項第�号を次のように改める。

� その者の収入がアからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウま

でに定める金額を超えないこと。

ア 次のいずれかに該当する場合 ������円

ア� 入居者又は同居者にａからｅまでのいずれかに該当する者がある場
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合

ａ 障害者基本法（昭和��年法律第��号）第�条第�号に規定する障

害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

ｂ 戦傷病者特別援護法（昭和��年法律第�	�号）第�条第�項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

ｃ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成
年法律第���

号）第��条第�項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

ｄ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して�年を経過

していないもの

ｅ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

（平成��年法律第	�号）第�条に規定するハンセン病療養所入所者

等

イ� 入居者が	歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが	歳以上

又は��歳未満の者である場合

ウ� 同居者に��歳に達する日以後の最初の�月��日までの間にある者が

ある場合

イ 県営住宅が、法第�条第�項若しくは第�項若しくは激甚
じん

災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律（昭和��年法律第��号）第

��条第�項の規定による国の補助に係るもの又は法第�条第�項各号の

いずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住し

ていた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 ����

円（当該災害発生の日から�年を経過した後は、����円）

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 ����円

第
条第�項中第�号から第�号を削り、第�号を第�号とし、第
号及び

第�号を削り、同項第�号中「この号において」を削り、同号を同項第�号と

し、同項第�号を同項第�号とし、同項第�号の次に次の�号を加える。

� 前項第�号アア�ａからｅまでのいずれかに該当する者

第
条中第�項を削り、第
項を第�項とし、第�項を第�項とし、第�項
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の次に次の�項を加える。

� 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成�年法律第

��号。次項において「密集市街地整備法」という。）第��条第	項第�号イ

及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成
�年法律第��号。次

項において「マンション建替え円滑化法」という。）第

�条第	項第�号

イに規定する条例で定める金額は、第	項第�号アに定める金額とする。

 密集市街地整備法第��条第	項第�号ロ及びマンション建替え円滑化法第



�条第	項第�号ロに規定する条例で定める条件は、第	項第	号及び第

�号に掲げるとおりとする。

第�条の�第�項中「法第�条第	項若しくは第�項若しくは激甚
じん

災害に対

処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和��年法律第
��号）第��条

第	項の規定による国の補助に係る県営住宅又は法第�条第	項各号のいずれ

かに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所

得者に転貸するため借り上げる」を「前条第	項第�号イに掲げる場合にあっ

ては、」に改める。

第�条第�項第�号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律（平成
�年法律第�
号）」を「配偶者暴力防止等法」に改め、同項第�号

を次のように改める。

� 第�条第	項第�号アア�ｅの規定に該当する者

第
�条第	項中「県営住宅及び共同施設（以下「県営住宅等」という。）」

を「県営住宅等」に改める。

第��条第	項中「、公営住宅法施行規則第
�条に定めるところにより」を削

り、同条第�項中「前項の」を「第	項の」に改め、同項を同条第�項とし、

同条第	項の次に次の	項を加える。

� 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定によ

る承認をしてはならない。

� 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第�条第	項

第�号に規定する金額を超える場合
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� 当該入居者が法第��条第�項第�号から第�号までのいずれかに該当す

る場合

第��条の見出しを「（県営住宅連絡員）」に改め、同条中「住宅管理人」を

「県営住宅連絡員」に改める。

附則第�項中「、第�条第�項」を「、第�条第�項第	号」に、「同項中

「令第�条第�項第�号」」を「同号ア中「�
��円」」に、「改正前の令

第�条第�項第�号」の次に「に定める収入の額」を加え、「「令第�条第�

項第	号」」を「同号イ中「�
��円（当該災害発生の日から�年を経過し

た後は、
���円）」」に改め、「改正前の令第�条第�項第	号」の次に

「に定める収入の額」を加える。

第�条 島根県営住宅条例の一部を次のように改正する。

別表中
「熱 田 団 地

緑 ケ 丘 団 地」
を「緑 ケ 丘 団 地」に、

「小 福 井 団 地

汐 入 団 地

内 田 団 地」

を

「汐 入 団 地」に改める。

附 則

（施行期日）

� この条例中第�条の規定は公布の日から、第	条の規定は平成��年�月�日

から、第�条の規定は規則で定める日から施行する。

（経過措置）

	 県営住宅の入居者が昭和�
年�月�日以前に生まれた者であり、かつ、同居

者のいずれもが
�歳未満の者又は同日以前に生まれた者である場合は、この条

例による改正後の島根県営住宅条例第�条第�項第	号アイ�に該当するものと

みなす。

� 第	条の規定の施行の日前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同

日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居

の申込みをした者に係る同条の規定による改正後の島根県営住宅条例第�条第

�項に規定する入居資格については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例
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による。
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東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 87号 

東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例

に関する条例の一部を改正する条例 

東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する条

例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項第�号中「第��条第�項」を「第��条第�項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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島根県暴力団排除条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成 24 年 12 月 21 日 

                   島根県知事 溝 口 善兵衛  

島根県条例第 88号 

島根県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

島根県暴力団排除条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改正

する。

第�条中「第��条の�第�項」を「第��条の	第�項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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